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（注）１．別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「米ドル」「USドル」「US$」はアメリカ合衆国の法
定通貨を、「香港ドル」及び「HK$」は香港の法定通貨を指す。本書において便宜上記載されてい
る日本円への換算は、別段の記載のある場合を除き、１香港ドル＝20.40円の換算率（2026年３月
31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値）により計算。

 

２．別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「人民元」は中国の法定通貨を指す。本書において
便宜上記載されている人民元から日本円への換算は、別段の記載のある場合を除き、１人民元＝
23.10円の換算率（2026年３月31日現在の国家外貨管理局（State Administration of Foreign

Exchange）公表の中心値）により計算。
 

３．当社（以下に定義される。）の会計年度は、12月31日をもって終了する１年間である。
 

４．本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
 

５．本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の語は以下の意味を有するものとする。
 

チャイナ・ライフ、
会社又は当社（注)

China Life Insurance Company Limited及びその子会社を

いう。
CLIC China Life Insurance (Group) Companyをいい、当社の支

配株主である。
AMC China Life Asset Management Company Limitedをいい、当

社の持株子会社である。
Pension Company China Life Pension Company Limitedをいい、当社の持株

子会社である。
China Life AMP China Life AMP Asset Management Company Limitedをい

い、当社の間接持株子会社である。
CGB China Guangfa Bank Co., Ltd.をいい、当社の関連企業で

ある。
CLP&C China Life Property and Casualty Insurance Company

Limitedをいい、集団公司の持株子会社である。
CLI China Life Investment Management Company Limitedをい

い、China Life Insurance (Group) Companyの完全子会社

である。
China Life Capital China Life Capital Investment Companyをいい、China

Life Insurance (Group) Companyの間接完全子会社であ

る。
財政部 中華人民共和国財政部をいう。
NFRA National Financial Regulatory Administrationをいう。

CSRC China Securities Regulatory Commissionをいう。

香港証券取引所 香港証券取引所（ The Stock Exchange of Hong Kong

Limited）をいう。
上海証券取引所 上海証券取引所（The Shanghai Stock Exchange）をいう。

会社法 中華人民共和国会社法をいう。
保険法 中華人民共和国保険法をいう。
証券法 中華人民共和国証券法をいう。
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定款 China Life Insurance Company Limited定款をいう。

ソルベンシー監督管理規則
（Ⅱ）

保険会社ソルベンシー監督管理規則（Ⅱ）をいう。

SARMRA ソルベンシー・アラインド・リスク管理要件及び評価をい
う。

中国又は中華人民共和国 本書において、「中国」又は「中華人民共和国」とは、中
華人民共和国香港特別行政区、中華人民共和国マカオ特別
行政区及び中華人民共和国台湾地区を除く中華人民共和国
をいう。

ESG 環境、社会及びガバナンスをいう。
人民元 人民幣元をいう。

 

 

注：連結財務諸表における「当社」を除く。
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第一部 【企業情報】
 

第１ 【本国における法制等の概要】
 

１ 【会社制度等の概要】

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

 

中国法

中国会社法

　当社は、中国会社法に基づき設立された。以下は、当社に適用される中国会社法（以下、本章では単に「会社

法」という。）の主要な規定の概要である。「会社」とは、会社法に基づいて設立され、H株を有する株式有限会

社について言及するものである。

 

概要

　「株式有限会社」とは、会社法に基づき設立された法人であり、その登録資本は、額面価額の等しい株式に分割

される。その株主の責任は当該株主が保有する株式の範囲内に限られ、会社の責任はその所有するすべての資産の

総額に限られる。

 

設立

　株式有限会社は、発起設立又は募集設立の方法により設立される。

 

　株式有限会社は、１人以上200人以下の発起人により設立しなければならず、そのうち半数以上の発起人は、中

国国内に住所を有する者でなければならない（会社法第92条）。

　発起設立とは、発起人が、会社の発行する全ての株式を引き受けて会社を設立する方式をいう。募集設立とは、

発起人が会社の発行する株式の一部を引き受け、その他の部分を公開募集又は特定の対象における募集を行って会

社を設立する方式をいう（会社法第91条）。

 

株式

　会社が発行する株券は、記名式株券でなければならない（会社法第147条）。

 

　中国証券法に従って、証券取引所を通じた証券取引により、投資者が上場会社の発行済議決権付株式の５%を自

ら又は合意その他の取決めにより他人と共同して有する場合、当該事由の発生後３日以内に、国務院証券監督管理

機構及び証券取引所に対し、書面で報告を行い、また、当該上場会社に通知し、かつ公告を行わなければならな

い。この期間中、当該上場会社の株式を売買することはできない。ただし、国務院証券監督管理機構に定めのある

場合を除く。投資者が自ら又は合意その他の取決めにより他人と共同して有する一つの上場会社の発行済議決権付

株式が５%に達した後、その有する当該上場会社の発行株式の比率が５%増加又は減少する毎に、前項の規定に基づ

き報告及び公告を行わなければならない。報告期間中及び報告、公告後の３日以内は、更に当該上場会社の株式の

売買を行ってはならない。ただし、国務院証券監督管理機構に定めのある場合を除く。投資者が自ら又は合意その

他の取決めにより他人と共同して有する一つの上場会社の発行済議決権付株式が５%に達した後、その有する当該

上場会社の発行済議決権付株式の比率が１%増加又は減少する毎に、当該事由が発生した翌日に、当該上場会社に

通知し、かつ公告を行わなければならない（証券法第63条）。

 

増資

　新規株式公開による会社の増資は、株主総会において株主の承認を受け、かつ以下の条件を満たさなければなら

ない。

（i） 健全で、かつ良好に機能する組織機構を備えていること

（ii） 持続的に経営する能力を備えること

（iii）直近３年間の財務会計報告について無保留意見の監査報告が作成されていること

（iv） 発行人及びその支配株主、実質的支配者に直近３年間において汚職、贈収賄、財産権の侵害、財産

の横領又は社会主義市場経済的秩序を乱す行為による刑事犯罪がないこと

（v） 国務院の許可を経て国務院証券監督管理機構の定めたその他の条件
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　上場会社が新株を発行する場合、国務院の許可を経て国務院証券監督管理機構が定めた条件を満たさなければな

らず、具体的な管理方法は国務院証券監督管理機構が定める。（証券法第12条）

 

減資

　会社は、最低登録資本要件を満たす範囲で、会社法が規定した以下の手続きに従い、その登録資本金を減少する

ことができる。

（i） 会社は、貸借対照表及び財産一覧表を作成しなければならない。

（ii） 登録資本金の減少は、株主総会において、株主により承認されなければならない。

（iii）会社は、減資を承認する決議の採択後、債権者に対して10日以内に減資の事実を通知し、30日以内

に新聞又は国家企業信用情報公示システムで公告を行わなければならない。

（iv） 会社の債権者は、法令の定める期間内に、会社に対し、債務の弁済又は当該債務を補填する担保の

供与を要求することができる。

（v） 会社は、関連する工商行政管理局に対して、登録資本の減少を申請し登記手続きを行わなければな

らない。（会社法第224条、同法第225条）

 

株式の買戻し

　会社は、次の場合を除いて、自社株式を買い戻すことができない。

（i） 減資を行う場合

（ii） 当該会社の株式を有する他の会社と合併する場合

（iii）株式を従業員持株制度又は株式奨励に用いる場合

（iv） 株主が、合併及び会社分割に関する株主総会決議に反対し、会社に対してその株式の買取りを要求

した場合

（v） 株式を上場会社が発行する株券に転換可能な社債への転換に用いる場合

（vi） 上場会社による会社の価値及び株式権益の保護に必要な場合

 

　会社は、（i）、（ii）に定める事由により自社株式を買い戻す場合、株主総会の決議を経なければならない。

会社は、（iii）、（v）、（vi）に定める事由により自社株式を買い戻す場合、会社の定款の規定又は株主総会の

授権に基づき、３分の２以上の取締役が出席した取締役会会議の決議を経ることができる。会社は、本条第１項の

規定に従い自社株を買い戻した後、（i）の事由に該当する場合、買戻しの日から10日以内に消却しなければなら

ず、（ii）、（iv）の事由に該当する場合、６ヶ月以内に譲渡又は消却しなければならない。（iii）、（v）、

（vi）の事由に該当する場合、会社が合計して保有する自社株式数が自社の発行済株式総額の10％を上回ってはな

らず、かつ３年以内に譲渡又は消却しなければならない。上場会社は、自社株式を買い戻す場合、「証券法」の規

定に従い情報開示義務を履行しなければならない。上場会社は、（iii）、（v）、（vi）に定める事由により自社

株式を買い戻す場合、公開の集中取引方法を以って行わなければならない（会社法第162条）。

 

株式の譲渡

　株式は、関連法令に従い譲渡することができる。株主は、法令に基づき設立された証券取引所において、又は国

務院が規定したその他の方法によってのみ、株式の譲渡を行うことができる（会社法第158条）。

 

株主

　株主は、会社の定款に記載された権利及び義務を有する。会社の定款は、各株主を拘束する。

 

　株主の権利は、以下を含む。

（i） 株主総会に本人として出席するか、又は代理人を選任し、その保有する株式数に関して議決権を行

使すること

（ii） 会社法及び会社の定款に従って、法律により設立された証券取引所において株式の譲渡を行うこと

（iii）会社の定款、株主名簿、株主総会の議事録、取締役会会議の決議、監査役会会議の決議並びに財務

及び会計報告書を閲覧し複製し、会社の業務について提案及び照会を行うこと
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（iv） 株主総会又は取締役会において採択された決議が、何らかの法令若しくは行政規則に違反するか、

又は株主の合法的な権利及び利益を侵害する場合、違法行為の差止めを求めて人民法院に提訴する

こと

（v） 保有する株式数に関して配当を受けること

（vi） 会社の解散に当たり、その株式保有の割合に応じて残余財産を受領すること

（vii）会社の定款が定めるその他の株主権

 

株主総会

　株主総会は、会社の機関であり、会社法に従って、その権限を行使する（会社法第58条、同法第111条、同法第

112条）。

 

　株主総会は、以下の権限を行使する。

（i） 従業員代表以外の取締役、監査役を選任、変更及び解任し、また、当該取締役、当該監査役の報酬

に関する事項を決定すること

（ii） 取締役会の報告書を審議し承認すること

（iii）監査役会の報告書を審議し承認すること

（iv） 利益分配及び損失処理についての会社の提案を審議し承認すること

（v)  会社の登録資本の増加及び減少を決定すること

（vi） 会社の社債発行を決定すること

（vii）会社の合併、分割、解散及び清算並びに会社形態の変更を決定すること

（viii)会社の定款を修正すること

（ix） 会社の定款が定めるその他の権限

 

　株主総会は、取締役会に授権をして社債の発行について決議させることができる（会社法第59条、同法第112

条）。

 

　年次株主総会は、毎年１回開催されるものとする。臨時株主総会は、以下のいずれかの事由の発生後２ヶ月以内

に開催されなければならない。

（i） 取締役の数が会社法の定める数を下回るか、又は会社の定款に定められた数の３分の２を下回った

場合

（ii） 補填されてない会社の総損失額が、会社の資本総額の３分の１に達した場合

（iii）単独又は合計で会社の株式の10%以上を有する株主の要求があった場合

（iv） 取締役会が必要と判断する場合

（v） 監査役会が総会の開催を提案した場合

（vi） 会社の定款が定めるその他の場合（会社法第113条）

 

　株主総会は、取締役会により招集され、また、取締役会の議長が議事進行を行う。取締役会の議長がその職務を

履行できず又は履行しない場合、副議長が議事進行を行う。副議長がその職務を履行できず又は履行しない場合、

半数以上の取締役が共同で取締役１名を推挙して議事進行を行わせるものとする。

 

　取締役会が株主総会会議の招集職責を履行できず又は履行しない場合、監査役会は適時に招集及び主宰するもの

とする。監査役会は招集及び主宰しない場合、継続して90日以上単独又は合計で10%以上の当社株式を保有する株

主は自ら招集及び主宰することができる（会社法第114条）。

 

　総会の通知は、会社法に従う場合は総会の20日前までに、臨時株主総会の場合は臨時株主総会の15日前までに株

主に通知しなければならない。会社法の規定に基づき、単独又は合計で会社の株式の１%以上を有する株主は、株

主総会開催の10日前までに臨時の提案を提出することができる。株主総会に出席した株主は、その保有する１株に

つき１議決権を有する。（会社法第115条、同法第116条）
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　株主総会の決議は、総会に出席する株主（代理人が代理する株主を含む。）の議決権の過半数により採択される

ものとする。ただし、定款変更、増資又は減資、会社の合併、分割、解散又は会社形態の変更に関する決議につい

ては、総会に出席する株主（代理人が代理する株主を含む。）の議決権の３分の２以上を有する株主により採択さ

れる（会社法第116条）。

 

　会社法においては、会社設立後の株主総会の定足数を構成する株主の人数に関する具体的な規定は存在しない。

 

取締役

　会社は、３名以上の構成員により構成される取締役会を有する。会社法に基づき、各取締役の任期は、３年を超

過してはならない。取締役は、再選された場合、連続して任期を務めることができる。

 

　取締役会は、少なくとも毎年２回開催しなければならない。取締役会の開催通知は、当該取締役会の10日前まで

に、すべての取締役に対して交付されるものとする。取締役会は、臨時取締役会を招集するために、様々な通知方

法及び通知期間を規定することができる。

 

　会社法に基づき、取締役会は、以下の権限を行使する。

（i） 株主総会を招集し、株主総会に対して取締役会の業務報告を行うこと

（ii） 株主総会の決議を実行すること

（iii）会社の事業計画及び投資計画を決定すること

（iv） 会社の利益分配及び損失処理についての会社の提案を作成すること

（v）  会社の登録資本の増加及び減少並びに社債発行についての提案を作成すること

（vi） 会社の合併、分割又は解散についての計画を作成すること

（vii) 会社の内部管理組織を決定すること

（viii)会社の総裁の選任又は解任、総裁の推薦に基づく会社の副総裁及び財務責任者の選任又は解任並び

にこれらの報酬を決定すること

（ix） 会社の基本運営システムを構築すること

（x）  会社の定款が定め、又は株主総会が付与するその他の権限（会社法第67条、同法第120条）

 

　取締役会の決議が法令、行政規則、会社の定款又は株主総会決議に違反し、その結果、会社が重大な損失を蒙る

場合、決議に参加した取締役は、会社に対して補償を行う責任を負う。ただし、決議が採択された時点において、

取締役がかかる決議に対し明示的に異議を唱えたこと、及び、かかる異議申立てが取締役会議事録に記録されてい

たことが証明される場合、当該取締役は、かかる責任を免除される（会社法第125条）。

 

　民事行為能力を有しないか、又は民事行為能力が制限されている者は、会社の取締役を務めることはできない

（会社法第178条）。

 

　取締役会は、議長を任命するものとし、議長はすべての取締役の過半数の承認により選任される（会社法第122

条）。

 

監査役

　会社は、３名以上の構成員からなる監査役会を有する。各監査役の任期は３年とし、再選された場合、監査役は

連続して任期を務めることができる。監査役会は、株主の代表並びに適切な割合による会社の従業員の代表からな

り、そのうち、従業員の代表は全体の３分の１を下回ってはならない。取締役及び幹部役員は、監査役を兼任する

ことができない（会社法第76条、同法第77条、同法第130条）。

 

　監査役会は、以下の権限を行使する。

（i） 会社の財務を監査すること

（ii） 取締役及び幹部役員の職務の執行を監督し、法令、規則、会社の定款又は株主総会の決議に違反し

ている取締役及び幹部役員につき、解任を提案すること
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（iii）取締役又は幹部役員の行為が会社の利益に対し損害を与える場合に、取締役又は幹部役員に対し

て、そのような行為の是正を要求すること

（iv） 臨時株主総会の招集を提案し、また、取締役会が、会社法の定めによる株主総会の招集及び運営の

義務を果たさない場合に、株主総会を招集し、これを運営すること

（v） 株主総会に対して議案を提出すること

（vi） 会社法第189条の規定に基づき、取締役及び幹部役員に対し、訴訟を提起すること

（vii）会社の定款に規定されるその他の権限（会社法第78条、同法第131条）

監査役は、取締役会に出席することもできる。

 

総裁及び役員

　会社は、取締役会により選任又は解任される総裁を有する。総裁は、取締役会に対して責任を負わなければなら

ない。

 

取締役、監査役、総裁及び役員の義務

　取締役、監査役、総裁又は役員が義務を履行するにあたり法令、規則又は会社の定款に違反し、その結果会社が

損失を被った場合、かかる者は会社に対して賠償責任を負う（会社法第188条）。

 

株主直接訴訟

　取締役又は幹部役員が法律、行政法規又は定款の規定に違反し、株主の利益に損害を与えた場合、継続して180

日以上単独若しくは合計で会社の１%以上の株式を保有する株主は、人民法院に対して訴訟を提起することができ

る（会社法第189条）。

 

株主代表訴訟

　取締役又は幹部役員が、会社の職務を執行するにあたり、法令又は定款に違反し、会社に損害を与えた場合、有

限責任会社の株主、及び継続して180日以上単独若しくは合計で会社の１%以上の株式を有する株式有限会社の株主

は、監査役会、又は監査役会を設置していない有限会社の場合は監査役に対し、人民法院に訴訟を提起すること

を、書面により請求することができる。監査役が、会社の職務を執行するにあたり、法令又は定款に違反し、会社

に損害を与えた場合、上記の株主は、取締役会、又は取締役会を設置していない有限会社の場合は執行取締役（中

国語：「執行董事」）に対し、人民法院に訴訟を提起することを、書面により請求することができる。

 

　監査役会若しくは監査役会を設置していない有限会社の場合の監査役、又は取締役会若しくは取締役会を設置し

ていない有限会社の執行取締役が、株主による上記の書面請求の後において、訴訟の提起を拒絶した場合、請求を

受領した日から30日以内に訴訟を提起しなかった場合、又は、緊急事態であるにもかかわらず直ちに訴訟を提起せ

ず、これにより会社の利益に対し回復し難い損害を与えるおそれがある場合は、上記の株主は、会社の利益のため

自己の名で直接に、人民法院に対して訴訟を提起することができる。

 

　第三者が会社の適法な権利又は利益を侵害し、会社に対して損害を与えた場合、上記の株主は、上記に準じて人

民法院に対し訴訟を提起することができる。

 

　会社の全額出資子会社の取締役、監査役、幹部役員に前条に定める事由がある場合、又は他人が会社の全額出資

子会社の合法的権益を侵害して損害を与えた場合は、有限責任会社の株主、及び継続して180日以上単独若しくは

合計で会社の１%以上の株式を保有する株式会社の株主は、前３項の規定に基づき、全額出資子会社の監査役会若

しくは取締役会に対し、人民法院に訴訟提起することを、書面により請求し、又は自己の名で直接に、人民法院に

対して訴訟を提起することができる（会社法第189条）。

 

財務会計

　会社は、法令、行政規則及び国務院の財務部門の規制に従って財務会計システムを構築しなければならない。ま

た、各会計年度末において会計報告書を作成し、法令に従い会計事務所の監査を経ることを要する（会社法第207

条、同法第208条）。
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　会社は、株主による閲覧のため、年次株主総会招集の少なくとも20日前までに、その財務書類を会社に対して預

託するものとする。募集設立の方法で設立された会社は、その財務諸表を公表しなくてはならない（会社法第209

条）。

 

　各年の税引後利益を配分するに当たり、会社は、会社の法定一般準備金として、その税引後利益の10%を積み立

てる（ただし、資金が会社の登録資本の50%に達する場合を除く。）。

 

　会社の法定一般準備金が前年度の会社の損失を補填するに足らない場合、本年度の利益は、法定一般準備金の積

立てがなされる前に、損失を補填するために使用されるものとする。

 

　会社の税引き後利益の中から法定一般準備金を積み立てた後、株主総会の決議を経て、税引き後利益の中から任

意準備金を積み立てることができる。

 

　会社による損失の補填及び法定一般準備金に対する積立て後において、余剰利益は、株主の保有株式数に応じて

分配される（会社法第210条）。

 

　会社の資本準備金は、会社の発行済み株式の額面超過金及び関連政府当局により資本準備金として取り扱うこと

が要求されるその他の金額により構成される（会社法第213条）。

 

　会社の準備金は、会社の損失を補填するため、会社の事業運営を拡大するため、又は増資のために用いることが

できる。会社の損失を補填するための準備金は、任期準備金及び法定一般準備金を先ず用いなければならない。な

おも損失を補填することができない場合は、規定に従い資本準備金を用いることができる。法定準備金を資本に充

当する場合、当該種類の準備金は、充当前における登録資本の25%以上を留保しなければならない（会社法第214

条）。

 

会計監査人の選任及び退職

　会社は、会社の定款の定めに基づき、株主総会、取締役会又は監査役会の決定に従い、会社の監査業務を担当す

る監査法人を選任又は解任する。株主総会、取締役会又は監査役会が監査法人の選解任に関し決議する場合、当該

監査法人に意見を表明させる機会を与えなければならない（会社法第215条）。

 

解散及び清算

　以下のいずれかの事由が発生した場合、会社は解散する。

（i） 会社の定款に記載された経営期間が満了し、又は会社の定款において指定された解散事由が発生し

た場合

（ii） 株主総会において、株主が会社の解散を決議した場合

（iii）合併又は会社分割により、会社が解散される場合

（iv） 営業許可証を取り消され、閉鎖又は消滅を命じられた場合

（v） 人民法院が会社法第231条の規定（少数株主による解散請求の規定）に基づき解散させた場合（会社

法第229条）

 

　会社の経営及び管理に重大な困難が生じ、会社の存続が株主の利益に重大な損害を与える場合であって、他の方

法によりこれを解決することができないときは、会社の株主議決権の10%以上を持つ株主は、人民法院に対し、会

社の解散を請求することができる（会社法第231条）。

 

株式の権利内容

　内資株及びH株は当社の株式資本における普通株式である。内資株は中国（香港、マカオ及び台湾を除く。）の

法人、自然人若しくは投資家（中国の法律、行政法規、規則又は規範性を有する書面により購入が禁止される者を

除く。）、又は中国証券監督管理委員会に承認された適格外国機関投資家の間でのみ引き受けられ、取引され、か

つ、人民元にて引き受けられ、取引される。
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　上記の点を除き、株主への通知及び財務報告書の送付、紛争解決、株主名簿の別分冊への当社株式の登録、当社

株式の譲渡方法及び配当受取機関の任命に関して、（それらすべての事項につき当社の定款で規定されているが）

内資株及びH株はすべての点において互いに同順位であり、宣言され、支払われ、又は設定されるすべての配当又

は分配に関して同等の順位にある。しかし、内資株の譲渡については、中国が随時制定する規制に従うものとす

る。

 

株券の紛失

　株券が盗難に遭い、紛失し、又は滅失した場合、株主は、「中華人民共和国民事訴訟法」に定める公示催告手続

に基づき、人民法院に対し、当該株券の失効を宣告するよう請求することができる。人民法院が当該株券の失効を

宣告した後、株主は、会社に対して株券の再発行を申請することができる（会社法第164条）。

 

　内資株の株主が株券を紛失し、新たな株券の発行を請求する場合は、会社法第164条の規定に従って処理され

る。すなわち、請求の前に、人民法院による公示催告手続及び株券失効の宣言を経なければならない。

 

　海外上場外資株の株主が株券を紛失し、新たな株券の発行を請求する場合は、海外上場外資株の株主名簿の正本

が存在する場所の法律、証券取引所規則、会社の定款又はその他の関連規定によって処理される。

 

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

 

１．取締役及びその他の役員

 

退任、選任及び解任

　取締役会会長及びその他の取締役会構成員の任期は３年とする。

 

　従業員でない取締役は、株主総会において株主により選任され、従業員である取締役は、当社の従業員により、

従業員代表総会又はその他の形式による民主的な選挙を経て選任され、任期は３年とする。取締役は当社株式を保

有する義務を負わない。ある特定の年齢に達したという理由のみで取締役を退任する旨を要求されることはなく、

また再選、再任が不適格となることはない。さらに、指名の対象として不適格となることもない。

 

　当社は取締役会を設置する。取締役会は12名の取締役から構成され、うち少なくとも３分の１は非業務執行社外

取締役とする。取締役の辞任により当社の取締役会が法定の最少人数を下回った場合、改選された取締役が就任す

るまでは、元の取締役が、法律、行政法規、部門規定及び当社の定款の規定に基づき、取締役の職務を遂行しなけ

ればならない。非業務執行社外取締役は、株主から独立し、かつ当社の他の職務を担当してはならない。非業務執

行取締役は当社のいかなる職務も担当しない。取締役会は、取締役会会長（董事長）１名を置くこととする。ま

た、取締役会副会長（副董事長）１名を置くことができる。取締役会の会長及び副会長は、取締役会構成員全体の

過半数により選任、変更及び解任される。

 

　以下各号のいずれかに該当する場合、当社取締役、監査役、総裁、副総裁及びその他の幹部役員を務めることは

できない。

（１） 民事行為能力のない者又は民事行為能力が制限されている者

（２） 汚職、贈収賄、財産権の侵害、財産の横領又は社会主義市場経済的秩序を乱す行為を行い、そのため

に処罰された者又は政治的権利が剥奪され、かかる処罰又は剥奪の実行完了から５年以上が経過して

いない者

（３） 破産清算した会社又は企業の元取締役、元工場長又は元総経理であり会社又は企業の破産に対して個

人的に責任を負い、かかる会社又は企業の破産及び清算が完了した日から３年以上経過していない者
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（４） 法律違反により営業許可の取消しを受け、閉鎖した会社又は企業の法定の代表者を務め、個人的にか

かる事態について責任を負い、かかる営業許可の取消しを受けた日から３年以上経過していない者

（５） 比較的多額の個人延滞債務を有する者

（６） 刑法違反により司法機関の犯罪捜査下にあり、かかる捜査が終了していない者

（７） 法律及び行政法規が、企業の指導者として不適格と規定する者

（８） 主管当局により関連証券規則に違反したとして有罪判決を受けている者で、かかる有罪判決が、かか

る者が詐欺行為又は不誠実な行為を行ったという事実認定を含み、当該有罪判決日から５年以上経過

していない場合

（９） 金融監督機関により市場立入禁止者と確定された者で、当該確定から５年以上経過していない場合

（10） 証券取引所により上場会社の取締役、幹部役員等として不適格であると公開認定され、その期限が満

了していない者

（11） 法律、行政法規、規則、監督規定が規定するその他の場合

　当社は社外取締役業務制度を創設し、社外取締役がその他の取締役と同等のアクセス権（知る権利）を有するこ

とを保証し、適時に社外取締役に関連資料と情報を提供し、定期的に当社の運営状況を報告し、必要な際には社外

取締役による実地調査をアレンジすることができる。社外取締役の辞任により、社外取締役の構成員又は取締役会

の構成員が、法定又は当社の定款に規定される最少人数を下回った場合、改選された社外取締役が就任するまで

は、社外取締役が法律、行政法規及び当社の定款の規定に基づき職務を遂行しなければならない。社外取締役の毎

期の任期は会社の取締役と同様で、任期満了後再選により再任することができる。ただし、再任期間は、６年を超

えてはならない。取締役会は２ヶ月の間に株主総会を招集し、社外取締役を改選しなければならず、期日を過ぎて

も株主総会が招集されない場合、社外取締役は職務を引き続き履行しなくてもよい。

 

２．既存株式又は種類株式の権利の変更

 

　いずれの種類の株主に対し株主の資格において付与された権利（以下「種類株主の権利」という。）も、総会の

特別決議による株主の承認、及び定款に従い招集される別個の種類株主総会の特別決議による当該種類株主の承認

がない限り、変更又は廃止できないものとする。

 

　以下の各号の状況に該当する場合は、種類株主の権利の変更又は廃止とみなされる。

（１） 当該種類の株式数の増減、又は当該種類の株式の議決権、持分権若しくは特権と同等以上の議決権、

持分権若しくは特権を伴うある種類の株式数の増減

（２） 当該種類の株式の全部若しくは一部の、別の種類の株式への交換の実施、又は別の種類の株式の全部

若しくは一部の、当該種類の株式への交換若しくは当該交換に関する権利の付与

（３） 当該種類の株式に付随する未払配当金の権利又は累積配当の権利の取消又は縮小

（４） 当該種類の株式に付随する配当優先権又は清算優先権の縮小又は排除

（５） 当該種類の株式に付随する転換権、オプション、議決権、譲渡権、優先販売権、又は当社の証券の購

入権の拡張、排除又は縮小

（６） 当核種類の株式に付随する、当社から支払われる金額を特定の通貨により受領する権利の排除又は縮

小

（７） 当該種類の株式の議決権、持分権又は特権と同等以上の議決権、持分権又は特権を伴う新種類の株式

の創出

（８） 当該種類の株式の譲渡若しくは所有に対する制限、又はかかる制限事項の追加

（９） 当該種類若しくは別の種類の当社株式を引受け、又は当該種類若しくは別の種類の当社株式に転換す

る権利の付与

（10） 別の種類の当社株式の権利又は特権の拡張

（11） 各種類の株主間の責任の負担に不均衡をもたらす再編案による当社の再編成

（12） 定款第10章「株主の各種類による採決の特別手続」に規定する条項の変更又は廃止
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　影響が及ぶ種類の株主は、株主総会における議決権を有すると否とを問わず、上記第２号から第８号、第11号及

び第12号に関する事項について、種類株主総会における議決権を有する。ただし、利害関係を有する株主（下記に

定義される。）は、かかる種類株主総会における議決権を有しない。

 

　種類株主総会の決議は、当該総会において議決権を付与された株主の議決権の３分の２以上に相当する票により

可決される。

 

　以下の各号のいずれかに該当する場合、種類株主総会における決議のための特別手続は適用されない。

（１） 株主総会の特別決議による株主の承認にもとづき、当社が、別個であると同時であるとを問わず、

12ヶ月ごとに１度、既存の発行済の内資株及び海外上場外国投資株式の各々の20%以下相当を発行する

場合

（２） その設立時に、内資株及び海外上場外国投資株式を発行する当社の計画が、中国国務院証券管理部門

による認可日から15ヶ月以内に実行される場合

 

　定款における種類株主の権利の規定において,「利害関係を有する株主」とは、以下の各号の株主をいう。

（１） 当社の全株主を対象とする募集による当社株式の買戻し、又は証券取引所における公開取引による買

戻しの場合、当社定款の意味における「支配株主」

（２） 市場外契約による当社株式の買戻しの場合、当該契約が関係する当社株式の保有者

（３） 当社の再編の場合、再編案にもとづき当該種類の株主に対し課される義務よりも、比較的比率の低い

義務を負う株主、又は再編成案において、当該種類のその他の株主の利害関係とは異なる利害関係を

有する株主

 

　当社は、現在、種類株主の権利に関する規定を削除することを計画している。当該削除には、当社の株主総会で

の採択及び銀行保険監督管理委員会の認可を経る必要がある。

 

３．決議－過半数を要する

 

　株主総会の決議には、普通決義と特別決議がある。

 

　普通決議は、総会に出席した株主（代理人を含む。）の議決権の過半数に相当する賛成票により可決される。

 

　特別決議は、総会に出席した株主（代理人を含む。）の議決権の３分の２以上に相当する賛成票により可決され

る。

 

４．議決権（一般的には、投票による採決及び投票による採決を要求する権利）

 

　当社普通株式の株主は、株主総会に出席し、又は出席する代理人を指名する権利を持ち、また、かかる株主総会

において投票する権利を有する。株主（代理人を含む。）は、株主総会における採決の際、議決権付き株式の数に

応じた議決権を行使することができる。株主は、１株につき、１議決権を有する。

 

　適用のある証券取引所証券上場規則に従い株主が特定の決議につき議決権を放棄、又は特定の決議につき賛成に

のみ、若しくは反対にのみ議決権を行使しなければならない場合、かかる要求又は制限に反してなされた議決権行

使（代理人による議決権行使を含む。）は、採決に算入されない。

 

　議長が誠実信用の原則に則り決定を行い、手続又は行政事項に関する純粋な決議案について挙手による採決が許

容されるものを除いて、株主総会において株主が行ういかなる採決も投票により行わなければならない。
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　総会の議長の選出、又は総会の中止に関して投票による採決が要求された場合、これを直ちに実施しなければな

らない。その他の問題について投票による採決が要求された場合は、これを総会の議長が指示した時刻に実施しな

ければならず、投票による採決が要求された議事以外の議事を先に進行することができる。投票による採決の結果

は、かかる投票による採決が要求された総会の決議とみなされる。

 

５．年次株主総会の要件

 

　当社取締役会は、毎年１回、前会計年度終了後６ヶ月以内に、年次株主総会を招集する。

 

６．会計及び監査

 

　当社は、法律、行政規則及び中国国務院の財務規制局が策定した中国の会計基準に従い、財務及び会計システム

並びに内部監査システムを確立する。

 

　関連する法令及び当社が上場された地域の上場規則及び当社の定款が別途規定するものを除き、当社の取締役会

は、法律、行政規則、地方政府当局及び主管部門が公布する規範性を有する文書により作成が義務付けられている

財務報告書を、年次株主総会ごとに株主に対し提出する。

 

　当社の財務報告書は、各年次株主総会の開催日の20日前までに当社において備置し、株主の縦覧に供される。各

株主は、財務報告書の写しを入手する権利を持つ。

 

　当社の財務諸表は、中国の会計基準及び規則に従い作成されるほか、国際会計基準又は当社株式が上場される中

国外の地域の会計基準のいずれかに従い作成される。２つの会計基準に従い作成された財務諸表に重大な相違があ

る場合、かかる相違は財務諸表の別紙に記載されるものとする。当社が税引後利益を分配する場合、財務諸表中に

表示された２つの金額のうち低い方が適用される。

 

　当社が公表若しくは開示する中間決算若しくは中間財務情報もまた、中国の会計基準及び規則に従い作成及び提

出され、かつ国際会計基準又は当社株式が上場される中国外の地域の外国の会計基準のいずれかに従い作成及び提

出されなければならない。

 

　当社は各会計年度の終了日から４ヶ月以内に年度財務報告書を公表し、各会計年度の前６ヶ月の終了日から２ヶ

月以内に半期財務報告書を公表し、各会計年度の前３ヶ月及び前９ヶ月の終了日から１ヶ月以内に四半期財務報告

書を公表する。

 

７．株主総会の招集通知及び総会における議題

 

　株主総会は当社の機関であり、その機能及び権能は法律に従って行使される。

 

　当社は、株主総会における株主の事前承認なしには取締役、監査役、総裁、副総裁その他幹部役員以外の者との

間で、当社の業務の全部又は重要部分に関する管理及び運営を委譲するような契約を締結しない。

 

　株主総会は年次株主総会と臨時株主総会に分けられる。株主総会は取締役会により招集される。

 

　取締役会は、以下の事柄のいずれかが発生した場合、発生から２ヶ月以内に臨時株主総会を招集する。

（１） 取締役の人数が会社法に規定された人数を下回ったか、又は当社定款により定められた人数の３分の

２を下回った場合

（２） 当社の未処理損失額が当社払込株式資本の総額の３分の１に達した場合

（３） 単独又は合計で当社の発行済議決権付株式の10%以上を所有する株主が書面にて臨時株主総会の招集を

要求した場合
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（４） 取締役会が臨時株主総会の招集を必要と思料した場合又は半数以上かつ２名を下回らない社外取締役

若しくは監査役会が臨時株主総会の招集を要求した場合

（５） 法律、行政法規、規則、又は会社の定款が規定するその他の場合

 

　当社は、株主年次総会を招集する場合、会議開催の20営業日以上前に書面による通知を送付しなければならず、

臨時株主総会を招集する場合は、会議開催の15日又は10日営業日以上前に通知を送付しなければならず、上記の期

間はいずれか長いほうを基準とする。当社株式上場地の監督管理規範及び上場規則等に定める株主総会通知期間が

上記の期間を超える場合は、その規定による。

 

　当社の株主総会の招集通知は、以下の基準を満たさなければならない。

（１） 書面によること。

（２） 総会の会場、及び日時を明示すること。

（３） 総会の議題を記載すること。

（４） 提出された議案について、十分な情報にもとづき決定を下せるよう、株主に対し必要な情報及び説明

を提供すること。このことの一般性を損なうことなく、当社と他社との合併、当社の株式の買戻し、

当社の株式資本の再編成、又はその他の方法による当社の再編に関する議案が提出された場合、契約

草案（もしあれば）の写しとともに、当該取引案における条件の詳細を提出しなければならず、かつ

当該案の理由及び効果を適切に説明しなければならない。

（５） 協議された事項における取締役、監査役、総裁、副総裁又はその他の幹部役員の重要な利害関係の性

質及び範囲（もしあれば）、並びに株主としての取締役、監査役、総裁、副総裁又はその他の幹部役

員に及ぶ影響が、同一種類の株主の利害関係に及ぶ影響と異なる限りにおいて、かかる取締役、監査

役、総裁、副総裁又はその他の幹部役員に及ぶ当該影響を開示すること。

（６） 総会において提出される特別決議案の全文を記載すること。

（７） 総会に出席し、かつ議決権を行使できる株主は、自らに代わり総会に出席しかつ議決権を行使する１

名以上の代理人を指名する権利を有し、かつ代理人は株主である必要がない旨を明示すること。

（８） 総会の議決権委任状の提出時刻及び提出場所を明示すること。

（９） 投票方式により決議する場合の手続き及び株主が適用される規程に従い投票方式による決議を要求す

る権限があることを明示すること。

 

　株主総会は会場を設置し、現場会議の形式をもって招集される。当社が株主総会を招集する地点は、当社の住所

地又は株主総会の招集通知に明記された地点とする。株主総会が適法かつ有効であることが保証されているという

前提のもと、ネットワーク投票を含むその他の方法を採用することで、株主が株主総会に参加することに便宜を図

ることができる。上記の方法により株主総会に参加する株主は、出席したとみなされる。ネットワーク投票を含む

その他の方法を採用することで株主総会に参加する株主の身分確認の方法は、株主総会の議事規則により明確に規

定される。ネットワーク投票の形式は、当社の海外上場外資株の株主には適用されない。

 

　以下の各号の事項は、株主総会において普通決議により決議される。

（１） 当社の事業方針及び投資計画

（２） 従業員代表以外の取締役、監査役の選任、変更及び解任、並びに当該取締役、監査役の報酬及び支払

方法の決定

（３） 取締役会及び監査役会の業務報告

（４） 取締役会が作成した利益分配案及び損失処理案

（５） 当社の財務報告について定期的な法定監査を行う会計士事務所の選任及び解任

（６） 当社の年次予備的財務予算案及び最終予算、貸借対照表、損益計算書及びその他の財務諸表

（７） 法律、行政法規、監督管理規定又は当社定款により、特別決議による採択を要するとされる事項以外

の事項
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　以下の各号の事項は、株主総会において特別決議により決議されるものとする。

（１） 株式資本の増資又は減資、並びにあらゆる種類の株式、ワラント及びその他これら準ずる証券の発行

並びに上場

（２） 当社の社債の発行

（３） 当社の分割、合併、解散及び清算又は当社形態の変更

（４） 当社定款の変更

（５） 自社株式の買戻し

（６） 当社による法人機構の設立、重大な対外投資、重大な資産の処分及び帳消し、重大な資産の抵当等に

関する事項

（７） 社外取締役の職務の解除

（８） 当社が直近１期の監査済み総資産額の30%を超える多額の資産を１年以内に購入又は販売すること

（９） 株式インセンティブ・プラン

（10） 法律、行政法規、監督管理規定又は会社の定款において定める事項、及び総会において株主により、

その性質上当社に重大な影響を及ぼす可能性があり、特別決議により採択されるべきと、普通決議に

よって認められた事項

 

　当社は株主総会、取締役会、監査役会を招集し、単独若しくは合計で総額３%以上（３%を含む。）の当社の議決

権付き株式を保有する株主は、書面にて当社に対し提案する権限を有する。

 

８．株式譲渡等

 

　法律又は行政法規が定め及び当社定款に規定する場合を除き、当社の株式は法により譲渡することができる。

 

　株主名簿の各部分の修正又は改訂は、株主名簿が備え付けられている場所の法律に従い実行される。

 

　株主総会開催日前30日間又は当社の利益配当のための基準日前５日間は、株式譲渡による株主名簿の変更を行う

ことができない。

 

　当社の議決権付き株式を５%以上保有する株主が、保有する株式の質入れをし、又はこれを解除しようとする場

合、当該事実が発生する当日以後、当社の取締役会に書面にて報告しなければならない。当社の株式を５%以上保

有する株主間に関連関係が発生した場合、株主は当該状況が発生した当日に、当社の取締役会に書面にて報告しな

ければならない。当社の株式を５%以上保有する株主が訴訟又は仲裁に関わった場合、当該株主は、事情を知った

当日に自主的に当社の取締役会に報告し、かつ当社に協力し情報開示義務を履行しなければならない。

 

　当社の取締役、監査役、総裁、副総裁及びその他の幹部役員が保有する当社の株式は、下記の場合においては譲

渡してはならない。

（１） 当社が株式上場取引をした日から１年以内

（２） 取締役、監査役、総裁、副総裁及びその他の幹部役員が離職した後半年以内

（３） 取締役、監査役、総裁、副総裁及びその他の幹部役員が一定期間内に譲渡をしないことを承認し、か

つ当該期間内である場合

（４） 法令又は国務院証券監督管理機構若しくは証券取引所が規定したその他の状況

 

９．当社自社株式買戻しに関する当社の権能

 

　当社定款に従い、当社は登録資本金を減額することができる。

 

　当社は当社定款に定める手続に従いかつ政府関連当局又はその他の監督管理機関の承認を条件として、以下の場

合において発行済株式の買戻しを行うことができる。
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（１） 当社資本の減資のための株式消却

（２） 当社株式を所有する他社との合併

（３） 株式を従業員持株制度又は株式奨励に用いる場合

（４） 株主が、株主総会の行った当社の合併・分割決議に異議を有し、当社に対してその株式の買取を請求

した場合

（５） 株式を当社が発行する株券に転換可能な社債への転換に用いる場合

（６） 当社による当社の価値及び株主権益の保護に必要な場合

（７） その他法令及び行政法規により認められた場合

 

　当社は政府関係当局の承認を受けて以下のいずれかの方法により株式を買い戻すことができる。

（１） 当社既存株主全員に対する、その持分に応じた株式の買戻しの申出

（２） 証券取引所の公開取引による株式の買戻し

（３） オフマーケット契約による株式の買戻し

（４） 法令及び国務院証券主管機関が認めたその他の方法

 

　オフマーケット契約により当社株式を買戻す場合、当社定款に従い株主の事前承認を得なければならない。当社

は、同様の方法により株主の事前承認を得ることにより、締結した契約に基づき当社の権利を解除し、変更し又は

放棄することができる。

 

　当社株式を買戻すための契約は、当社株式を買戻す義務を定める契約又は株式買戻権の取得を定める契約を含む

が、これらに限らない。当社株式の買戻契約に基づく当社の権利を譲渡することはできない。

 

　当社が会社清算手続き中でない限り、当社は当社発行済株式の買戻しに関し、下記の各条項に準拠する。

（１） 当社が額面価額で当社株式を買戻す場合、その支払いは当社の配当可能利益又はかかる目的上新規発

行される株式の手取金からなされる。

（２） 当社が額面価額に超過金を付した額で当社株式を買戻す場合、その支払いは、額面価額分の支払いに

ついては当社の配当可能利益又はかかる目的上新規発行される株式の手取金からなされる。額面価額

を超過する部分についての支払いは、以下のように行われる。

（i） 買戻される当社株式が額面価額で発行されていた場合には、かかる支払いは当社の配当可能利益

からなされる。

（ii） 買戻される当社株式が額面価額を超える額で発行されていた場合には、かかる支払いは当社の分

配可能剰余金又はかかる目的上新規発行される株式の手取金からなされる。ただし、新規発行株

式の手取金から支払われる金額は買戻された当社株式の発行時に当社が受領した超過金総額を上

回ってはならず、また、その時点における当社の株式額面超過金勘定（新規発行株式の額面超過

金を含む。）の金額を上回ってはならない。

（３） 当社による以下の支払いは、当社の配当可能利益からなされる。

（i） 当社株式の買戻権取得の対価

（ii） 当社株式の買戻しに関する契約を変更するための支払い

（iii）株式買戻契約に基づく当社の義務を解除するための支払い

（４） 当社の登録資本金が関連条項に従い消却済株式の額面総額分減じられた後、買戻された当社株式の額

面価額部分の支払いのために当社配当可能利益から控除した金額は、当社の株式額面超過金勘定に振

替えられる。

 

10．当社子会社が当社株式を所有する権限

 

　当社定款に、当社子会社による当社株式の保有を禁ずる条項はない。
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11．配当及びその他の利益分配方法

 

　当社は以下の形式で配当金を分配する。

（１） 現金、又は

（２） 当社株式

 

　当社は、内資株の保有者に対して支払う配当金及びその他の金員を人民元で宣言、計算し、支払う。当社は、外

国投資株式の保有者に対して支払う配当金及びその他の金員を人民元で宣言及び計算し、かかる金額を当該外国投

資株式が上場されている地域の現地通貨により支払う（かかる株式が２ヶ所以上で上場されている場合は、取締役

会がかかる株式の主要上場地と定める現地通貨による。）。

 

　当社は、H株の保有者のために受取代理人を任命する。H株の保有者のために任命された受取代理人は、当社が宣

言した配当金その他当該保有者に支払われるすべての金員を、当該保有者に代わり受領する。H株の保有者のため

に任命された受取代理人は、香港受託者条例に基づき信託会社として登録された会社とする。

 

　中国の関連する法律、法規、規則及び会社株式上場地の証券監督管理機関の関連規定を遵守する前提において、

受領者のいない株主配当金について、当社はこれを没収する権利を行使することができるものの、当該権力は、適

用される関連時効期間が満了の後にはじめて行使することができる。

 

　当社の支払い能力が監督管理機構の要求に満たない場合、当社は株主に利益を配当することができない。

 

12．株主の代理人

 

　当社の総会に出席しかつ議決権を行使できる株主は、自らに代わり出席しかつ議決権を行使する代理人として１

名以上の者（株主であると否とを問わない。）を指名する権利を有し、かつ前記のように指名された代理人は、以

下の各号の権利を有するものとする。

（１） 株主と同等の総会における発言権

（２） 投票による採決を要求し又は共同で投票による採決を要求する権利

（３） 挙手又は投票により議決権を行使する権利。ただし、１名以上の代理人を指名した株主の代理人は、

投票によってのみ議決権を行使できるものとする。

　株主は、書面により株主の代理人を指名し、指名者又はその書面により指名された代理人は署名をもって代理を

行うものとする。指名者が法人である場合、その社印を押捺する又は取締役、幹部役員若しくは正式に指名された

代理人が署名をもって代理を行うものとする。代理人を指名する委任状、並びにかかる議決権委任状に指名権委任

状又はその他授権書に従い指名者に代わる者の署名が付されている場合は、かかる指名権委任状又はその他の授権

書の公証人による認証謄本を、代理人が採決を提案する総会の開催時刻又は決議案の承認の予定時刻の24時間以上

前に、当社の所在地、又は当該目的のために総会の招集通知に指定されたその他の場所に届け出なければならな

い。委任状には、発行日を明記するものとする。

 

　指名者が法人である場合、当該法人の法定代表者、又は当該法人の取締役会若しくはその他の経営機関の決議に

より代理人として行為する権限を付与された者は、指名者の代理人として当社の株主総会に出席することができ

る。

 

　当社の総会に出席し議決権を行使する代理人を指名するため、株主が使用する目的で取締役が当該株主に対し発

行する書式は、当該株主が自身の意思にもとづき、代理人に対し総会で決議される議案に対する賛否又は棄権の指

示ができるものでなければならない。当該書式には、株主からの明示的な指示がない場合には、代理人が適当であ

ると思料するとおりに議決権を行使できる旨を記載するものとする。
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　議決権委任状の条件に従い付与された議決権は、指名者の事前の死亡又は行為能力の喪失にかかわらず、又は議

決権委任状を作成した際の代理権の取消しにかかわらず、又は議決権委任状の付与に関連する株式の譲渡にかかわ

らず、有効である。ただし、当社がかかる議決権委任状が使用される総会の開会に先立ち、前述の死亡、精神的能

力の不全、代理権の取消し又は株式の譲渡について書面による通知を当社所在地において受領していない場合に限

る。

 

13．公示催告及び失権手続

 

　当社定款に、公示催告及び失権手続にかかる条項はない。

 

14．株主の権利（株主名簿閲覧の権利を含む。）

 

　当社の普通株式の株主は以下の権利を享受する。

（１） 所有株式数に応じて配当その他の分配金を受領する権利

（２） 法により株主総会の開催を要求、招集、主宰し、株主総会に出席する権利又は株主総会に出席する代

理人を指名する権利、及び株主総会において議決権を行使する権利

（３） 単独又は合計で当社の株式の３%以上を保有する株主が取締役又は監査役を指名する権利

（４） 当社の事業運営に関し監督管理する権利、及び法により提案又は質問を提起する権利

（５） 法律、行政法規及び当社定款の条項に従いその保有する株式を譲渡、贈与又は質入れする権利

（６） 以下の権利を含み、当社定款の条項に従い関連情報を入手する権利

（i） 費用の支払いを条件として、当社定款の写しを取得する権利

（ii） 合理的な範囲の手数料の支払いを条件として、下記の書類を閲覧し謄写する権利

（a）株主名簿の各部分

（b）当社の取締役、監査役、総裁、副総裁その他幹部役員各人の個人情報のうち、以下のもの。

（aa）現在の氏名及び通称並びに過去の氏名及び通称

（bb）主たる住所（居住地）

（cc）国籍

（dd）主たる及びその他の全ての職業及び職務

（ee）身分証明書類及びその番号

（c）財務報告書

（d）当社の資本状態に関する報告書

（e）前会計年度末以降当社が買戻した株式の種類毎の額面総額、株式総数、最高支払価格及び最低

支払価格、並びにかかる目的上当社が支払った総額を示す書類

（f）株主総会議事録

（g）当社債券の控え、取締役会会議の決議、監査役会会議の決議

（７） 当社が解散し又は清算された場合、所有する株式数に応じて当社の残余財産の分配に参加する権利

（８） 会社の合併又は分割に関する株主総会決議に反対する株主が、会社に対してその株式の買取りを要求

できる権利

（９） 株主名簿の記載及び変更を請求する権利

（10） 「会社法」又はその他の法令の規定に基づき、当社の利益を害し、又は株主の適法な権利及び利益を

侵害する行為について、人民法院に訴訟を提起し、関連する権利を主張する権利

（11） 法律、行政法規及び当社定款により付与されたその他の権利

 

　株主は、前条で記載された関連情報の閲覧又は資料の請求を提出する場合、保有する会社の株式の種類及び保有

数を証明する書面を会社に提供しなければならず、会社は株主の身分確認を経た後、株主の要求に基づき情報や又

は資料を提供する。
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15．株主総会の定足数

 

　当社による株主総会の開催については最低定足数に対する要求はない。

 

16．詐欺行為又は抑圧に関する少数株主の権利

 

　法律及び行政法規により課される義務又は当社株式が上場している証券取引所により要求される義務に加え、支

配株主は当社の株主全員又は一部の利益を侵害する方法で下記の事柄に関する議決権を行使してはならない。

（１） 取締役又は監査役を当社の最善の利益の下に誠実に行為する義務から解除すること

（２） あらゆる方法により（当社にとって利益となる機会の奪取を含むがこれに限らない。）取締役又は監

査役が（本人の利益のため又は他者の利益のために）当社資産を奪取することを承認すること

（３） 取締役又は監査役が（本人の利益のため又は他者の利益のために）他の株主の各自の権利を剥奪する

ことを承認すること。かかる権利には分配の権利及び議決権を含むがこれらに限らない（ただし当社

定款に従って株主総会において承認のために提出された再編案に基づく場合を除く。）

 

　上段について、「支配株主」とは以下の条件のいずれか１つを満たす者を意味する。

（１） 単独で又は他者と共同で半数以上の取締役を選任する権能を有する者

（２） 単独で又は他者と共同で当社の議決権の30%以上を行使する権能又はかかる行使を支配する権能を有す

る者

（３） 単独で又は他者と共同で当社の発行済株式の30%以上を所有する者

（４） 単独で又は他者と共同でその他の方法で当社を事実上支配する者

 

　前記「２. 既存株式又は種類株式の権利の変更」の項目を併せて参照のこと。

 

17．清算手続

 

　当社は、以下のいずれかの事由が発生した場合、解散し清算される。

（１） 株主総会において解散決議が採択された場合

（２） 当社の合併又は分割に伴い解散が必要となった場合

（３） 人民法院が法により解散させた場合

（４） 法に基づき営業許可証を取り消され、閉鎖又は消滅を命じられた場合

 

　取締役会が当社の破産宣告以外の理由によりその清算を提案する場合、当該提案を審議するために招集する株主

総会の通知に、当社の業務を精査した結果、取締役会は当社が清算開始から12ヶ月以内にその負債を全額弁済でき

ると判断している旨の記述を記載しなければならない。

 

　当社の清算決議が株主総会により採択されたときに、取締役会のすべての職務及び権限は停止する。

 

　清算委員会は、株主総会の指示に従い、毎年最低１回株主総会に対し、同委員会の収支、当社の事業及び清算の

進捗状況について報告し、清算結了に際し株主総会に対し最終報告を提出する。
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18．当社及び当社株主にとって重要なその他の条項

 

A　総則

 

　当社は永続する株式有限会社である。

 

　当社定款が効力を生じる日より、当社定款は当社の組織及び活動、並びに当社と各株主の間の権利及び義務、さ

らに株主間の権利及び義務を規制する法的に拘束力を有する文書となる。

 

　当社は他の有限責任会社又は株式有限会社に投資することができる。投資先に対する当社の責任は当該投資先へ

の拠出額に限定される。

 

　当社はその業務上及び開発上の必要性から、当社定款に基づき、当社資本を増資することができる。

 

　当社は以下の方法により増資することができる。

（１） 不特定投資家の引受けによる新株の募集

（２） 当社既存株主に対する新株の発行

（３） 当社既存株主に対する新株の無償交付

（４） 準備金による無償増資

（５） 法律及び行政法規により認められたその他の方法

 

　新株発行による増資が当社定款の条項に従い承認された後、かかる新株の発行は関連法律及び行政法規が定める

手続に従って行われる。

 

　法律及び行政法規において規制される場合を除き、当社の株式は自由に譲渡可能であり、また、一切の留置権に

服さない。

 

　当社はその登録資本金を減じる場合、貸借対照表及び当社の財産目録を作成しなければならない。当社は債権者

に対し、当社が減資を決議した日から10日以内にその旨を通知し、かつ当該決議日から30日以内にその旨の新聞公

告を掲載する。債権者は当社から通知を受領後30日以内に（かかる通知を受領しなかった債権者については新聞公

告の掲載日から45日以内に）、当社に対し債務の返済又は相応の担保の提供を要求する権利を有する。

 

　当社の登録資本金は、減資後も法定最低額を下回ってはならない。

 

　当社の普通株式の株主は、以下の義務を負うものとする。

（１） 当社定款を遵守する義務

（２） 引受株式数及び引受けの方法に応じて申込金を支払う義務

（３） 法律、行政法規及び当社定款により課されるその他の義務

 

　株主は、株主資本につき、株式引受時に当該株式の引受人が合意した以外の拠出義務を負わない。

 

B　監査役会

 

　当社は監査役会を有するものとする。取締役、総裁、及びその他の幹部役員は、監査役を兼務してはならない。

監査役会は、５名の監査役から構成されるものとする。監査役会の構成員のうち、１名が会長を務める。各監査役

は、３年の任期を有し、再選及び再任により更新することができる。監査役会の会長の選任又は解任は、監査役会

構成員の３分の２以上により決定される。監査役会会長はその責任において監査役会を招集する。会長は、３年の

任期を有し、再選及び再任により更新することができる。監査役会は、６ヶ月に１度、召集して開催しなければな

らない。
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　監査役会は、株主代表等従業員代表でない監査役及び従業員代表の監査役によって構成されるものとし、そのう

ち従業員代表の比率は３分の１を下回ってはならない。株主代表等、従業員代表でない監査役の選任及び更迭は、

株主総会においてなされ、従業員代表は民主的な手続により選任又は更迭される。監査役の任期が満了してもまだ

改選されない場合、又は監査役が任期内に辞職し、監査役会の構成員が法定人数を下回った場合、改選された監査

役が就任する前は、元の監査役が法律、行政法規及び会社の定款の規定に従い、監査役の職務を遂行しなければな

らない。

 

　監査役は取締役会に出席する。

 

　注：当社は、2025年12月24日に国家金融監督管理総局による定款修正の認可を取得した旨を開示した後、監査役

会を設置せず、取締役会監査委員会が相応の職権を行使することとなった。

 

C　当社の総裁

 

　当社は、１名の総裁を有するものとする。総裁は、取締役会の会長により指名され、取締役会により選任及び解

任される。当社は、総裁をその職務において補佐する５名から６名の副総裁及び２名から３名の総裁補佐を有す

る。副総裁及び総裁補佐は、総裁により指名される。総裁は３年の任期を有し、再選及び再任により更新すること

ができる。

 

　総裁は、取締役会に対して責任を負う。

 

　総裁、副総裁及び総裁補佐は、その職務の遂行及び権限の行使において、誠実かつ勤勉に、法律、行政法規及び

当社定款に従って行うものとする。

 

D　取締役会

 

　取締役会は、株主総会に対して責任を負う。

 

　取締役会会議は、定期会議と臨時会議に分けている。定期会議は毎年少なくとも４回以上開催され、およそ四半

期ごとに１回開催され、取締役会会長により招集される。すべての取締役に対し、少なくとも開催14日前までに会

合の通知がなされなければならない。緊急事項がある場合、10分の１以上の議決権を有する株主、監査役会、総

裁、取締役会会長、取締役会の３分の１以上の取締役、又は２名以上の社外取締役による要請があれば、臨時取締

役会を開催することができる。

 

　取締役会会議は、取締役会の過半数が出席する場合に限り開催される。各取締役は１議決権を有する。関係当事

者との取引にかかる、いかなる取締役会決議も、非業務執行社外取締役の署名なしには有効とならない。

 

　ある取締役又はその関係者（香港証券取引所の証券上場規則において定義される。）が取締役会の会議における

決議案に関して利害関係を有する場合、かかる取締役はかかる事項について議決権を行使することができない。か

かる取締役は、当該取締役会会議における定足数に含まれない。

 

２ 【外国為替管理制度】

 

外国為替

　中国の法定通貨は人民元であり、外国為替管理の対象となっているため、現時点においては外国為替に自由に交

換することができない。中国人民銀行の所轄下にある外為管理局は、外国為替管理規則の執行を含む、外国為替に

関連する一切の事項を管理する機能を付与されている。
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　1993年12月31日以前においては、外国為替管理に割当方式が採用されていた。外国為替を必要とする企業は、中

国人民銀行又はその他の指定銀行を通じて人民元を外貨に交換する前に、外為管理局の地方事務局より割当てを取

得することを求められた。かかる交換は、外為管理局が毎日指定する公式レートに基づき行われた。人民元は、外

貨調整センターにおいても外国為替に交換することができた。外貨調整センターにおいて用いられる交換レート

は、主として外貨の需要及び供給並びに中国の企業による人民元の要求により決定された。外貨調整センターにお

ける外貨の売買を希望する企業は、最初に外為管理局の承認を取得しなければならなかった。

 

　1993年12月28日、中国国務院の所轄下にある中国人民銀行は、1994年１月１日発効の外貨管理システムの追加的

改正に関する中国人民銀行の公告（以下「本件公告」という。）を公布した。本件公告は、外国為替の割当方式の

廃止、経常勘定項目における人民元の条件付交換の実施、銀行による外国為替の決済及び支払いシステムの確立、

並びに人民元の公式交換レート及び外貨調整センターの人民元の市場交換レートの統一を公布した。

 

　1994年３月26日、中国人民銀行は、外国為替決済、売却及び支払業務取扱暫定管理規定を公表した。外国為替決

済、売却及び支払業務取扱暫定管理規定は、中国の企業、経済組織及び社会組織による外国為替の売買を規制する

詳細な規定を記載している。

 

　1996年１月29日、中国国務院は、1996年４月１日発効の新しい中国外国為替管理規則（「外為管理規則」）を公

布した。外為管理規則は、経常勘定項目及び資本勘定項目に対するすべての国際収支及び送金を分類し、経常勘定

項目の取引の大部分は、資本勘定項目とは異なり、もはや外為管理局の承認を得る必要がないとした。外為管理規

則は、その後、1997年１月14日及び2008年８月１日に修正された。

 

　1996年６月20日、中国人民銀行は、1996年７月１日発効の外国為替決済及び売却業務取扱管理規則（「決済規

則」）を公布した。決済規則は、外国為替決済、売却及び支払業務取扱暫定管理規定に優先し、経常勘定項目に関

する外国為替の交換について残存する規制を廃止した。ただし、資本勘定項目に関する外国為替取引については、

継続して既存の制限がなされた。決済規則に基づいて、中国人民銀行は、外資系企業に対する銀行での外国為替決

済及び売却の実施に関する通知（「本件宣通知」）を公布した。本件通知は、外資系企業に対して、その必要に基

づき、経常勘定における外国為替の受領及び支払いのための外国為替決済口座並びに指定外国為替銀行での資本勘

定における外国為替の受領及び支払いのための特別口座を開設することを許可した。

 

　1998年10月25日、中国人民銀行及び外為管理局は、1998年12月１日発効の外国為替スワップ事業中止に関する通

知を交付し、これに従って外資系企業のための中国における外国為替スワップ事業は中止され、外資系企業による

外国為替取引は、外国為替決済及び売却のための金融制度の管轄下に置かれることとなった。

 

　1994年１月１日、人民元についての従来の二重為替相場制は廃止され、需要及び供給により決定される管理変動

相場制となった。中国人民銀行は、毎日、人民元対米ドルの為替レートを設定かつ公表する。この為替レートは、

前日の銀行間外国為替市場における人民元及び米ドルの取引価格を参照して決定される。中国人民銀行はまた、国

際外国為替市場の交換レートを参照して、他の主要通貨に対する人民元の交換レートを公表する。外国為替取引に

おいて、指定外国為替銀行は、特定の範囲内において、中国人民銀行が公表した交換レートに従い、適用交換レー

トを自由に決定することができる。

 

　2008年８月１日に修正された外為管理条例は経常勘定項目に関する外国為替収入の強制的な人民元転換制度を廃

止し、中国のすべての事業体の経常勘定項目からの外国為替収入は、国家の関連規定に基づき、保留することがで

き、また、人民元為替、外貨為替業務を取扱う金融機構に売却することもできる。地域外の組織が行った融資又は

債券及び株式の発行による外国為替収入、たとえば、当社が海外株式発行により得た外貨収益は、人民元為替、外

貨為替業務を取扱う金融機構に売却する必要がないが、外国為替業務を取扱う金融機関の外国為替口座に預託する

ことができる。
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　経常勘定項目に関する取引のため外国為替を必要とする中国企業（外資系企業を含む。）は、外為管理局の承認

を得ることなく、有効な受領及び証明をなすことにより、外国為替口座からの支払い、又は外国為替業務を取扱う

金融機関における交換及び支払いを行うことができる。ただし、為替管理機関はこれらの事項について監督検査を

行う権利を有する。株主に対する利益配当のために外国為替を必要とする外資系企業及び規則に基づき株主に対し

て外国為替による配当を行うことが要求される中国企業（当社を含む。）は、利益配当に関する取締役会の決議に

より、その外国為替口座からの支払い、又は外国為替業務を取扱う金融機関における交換及び支払いを行うことが

できる。

 

　直接投資及び資本拠出等の資本勘定項目に関する外国為替の交換は、国務院外為管理部門の規定に基づき登記を

行わなければならない。国の規定により事前に関連主管部門の認可又は届出を経なければならない場合は、外為登

記の前に認可又は届出を経なければならない。

 

　H株の配当は、人民元建てで計算され、香港ドルにより支払われるものとされている。

 

　2005年７月21日、中国人民銀行は、「人民元の為替レート形成システムの改革を完全なものにすることに関する

公告」を公布した。当該公告は、以下の事項を定めている。2005年７月21日から、中国は、市場における需給を基

礎とし、通貨バスケットを参照して調整を行う、管理変動相場制の実施を開始した。新たに修正された外為管理条

例の規定により、人民元の為替レートは、市場の需給を基礎とし、管理を有する変動為替相場制を実施する。人民

元の為替レートは、もはや米ドルという単一の通貨のみを参照するのではなく、弾力性に富む人民元為替レート形

成システムが構築される。中国人民銀行は、各営業日における市場取引の終了後に、当日の銀行間における米ドル

等の取引通貨の対人民元レートの終値を公表し、これを翌営業日における当該通貨の対人民元取引の仲値とする。

 

　1994年以降、人民元の対米ドルの公式交換レートは、全般的に安定していた。1996年において、経常勘定項目に

おける人民元の外貨への交換規制を緩和する中国政府の政策が導入されたにもかかわらず、海外直接投資、融資又

は担保を含む資本項目における人民元の外貨への交換には、国家外国為替管理局及びその他の関連当局の承認が必

要である。近日、一部の試験地区（例えば上海自由貿易区）において、外貨規制を緩和する試験的政策が発表さ

れ、同時に2015年４月８日、国家外国為替管理局は、「外商投資企業の外貨資本金の為替決済管理方法の改革に関

する通知」を公布した。また、2016年６月９日、「資本勘定項目の為替決済管理政策の改革及び規範化に関する通

知」を公布した。これらの政策及び通知により、外貨資本金の為替決済の自主決定権及び選択権をより多く企業に

与え、為替変動リスクを回避する政策の余地を企業に提供したものの、人民元の外貨への交換制限は、中国の多数

の地域において依然として存在する。

 

　香港ドルは、米ドルを含む他の通貨に自由に交換することができる。1983年10月17日以降、香港ドルは、１米ド

ルを7.8香港ドルとするレートで、米ドルと連動している。かかる連動を実行する約定は、香港政府並びに為替発

行を行う香港の３銀行である香港上海バンキング・コーポレーション、スタンダード・チャタード・バンク及び中

国銀行との間に、為替発行銀行に対して為替発行を補填するため香港政府為替資金が発行する債務証書は、米ドル

による支払いの場合のみにおいて、１米ドルを7.8香港ドルとする固定レートで発行及び償還される、との合意が

存在することを中核的な要素とする。銀行為替が回収される場合、為替発行銀行は、香港政府為替資金に対して、

債務証書を引き渡し、固定レートに基づき同額の米ドルを支払われる。

 

　香港ドルの対米ドル交換レートは、依然として、外国為替市場の需要及び供給の実勢により決定される。ただ

し、上記のとおり、連動の最初の確立以降、銀行為替の様式にて発行される香港通貨に適用される固定レートを背

景として、市場相場は１米ドルを7.8香港ドルとする水準から大幅に逸脱していない。香港政府は、当該レートに

おける連動を維持する旨を発表し、また、香港通貨当局を介して行為する香港政府は、交換レートの安定性を維持

することを目的として行為するための多くの手段を有している。香港ドルと他の通貨間の交換レートは、米ドル及

び香港ドル間の連動レートの影響を受ける。

 

　2008年８月５日、国務院第20回常務会議による修正の可決を経た外国為替管理条例が、公布日に即日施行され

た。
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３ 【課税上の取扱い】

 

（１）株式所有者に対する課税

 

　H株又は米国預託株式の所有者に対する所得及びキャピタル・ゲイン税は、中国の法律及びその慣例ならびH株の

所有者が居住するか又は課税に服する管轄権の法律及びその慣例に基づき、又はその他の規定に基づいて課税され

る。以下の関係する税制規則の要約は現行の法律及びその慣例に基づいているが、変更される可能性があり、また

法務上又は税務上のアドバイスをなすものではない。本記述はH株又は米国預託株式への投資に関して可能性のあ

るあらゆる税効果を検討したものではない。従って、H株又は米国預託株式への投資の税効果に関して自らの税務

顧問に相談すべきである。本記述は、本書日付現在有効な法令及び解釈に基づいており、今後変更される可能性が

ある。

 

A　中国

 

　以下は、投資家がグローバル・オファリングに関連して購入し資本資産として保有するH株の所有及び譲渡に関

する、重要な中国の税規則に関する記述である。以下の概要は、H株又は米国預託株式の所有に関連するすべての

重要な税効果を扱うものではなく、また特定の投資家の特定の状況を勘案したものではない。以下の概要は本書日

付現在で有効な中国税法及び、日本及び中国間の二重課税防止条約（以下「二重課税防止条約」という。）に基づ

いており、これは今後遡及効をもって変更又は解釈上変更される可能性がある。

 

　本記述は、中国税制の所得税、キャピタルに対する課税、印紙税及び遺産税以外の側面について検討したもので

はない。投資を検討中の方には、H株の所有及び譲渡に対する中国、香港及びその他の税効果に関して税務アドバ

イザーに相談することをお勧めする。

 

配当金に対する課税

個人投資家

　「中華人民共和国個人所得税法」（2018年８月31日改正、2019年１月１日施行）によると、中国の会社が支払う

配当には通常一律20%の中国源泉税が課される。中国に居住しない外国人の場合、適用租税条約による軽減がない

限り、中国にある会社から受け取る配当は通常20%の源泉税を課される。国家税務総局が2011年６月28日に公布し

た「国税発1993045号文書廃止後の個人所得税徴収関連問題に関する通知」（国税函2011348号）に基づき、中国国

内非外商投資企業が香港にて発行した株式を有する中国国外居民個人株主は、その居民身分の所属国と中国が締結

した税収協定及び内陸と香港（マカオ）間の税収手配の規定に基づき、関連税収優遇を享受することができる。

（１）H株の個人株主が香港又はマカオの居民である場合、及びその他10%税率の税収協定国の居民である場合は、

10%の税率に従って個人所得税を源泉徴収する。（２）H株の個人株主が10%以下の税率の税収協定国の居民である

場合は、10%の税率に従って個人所得税を源泉徴収し、主管税務機関は税収協定待遇の享受申請について確認した

後、法により返還手続きを行うことができる。（３）H株の個人株主が10%以上20%以下の税率の税収協定国の居民

である場合は、税収協定の実際税率に従って個人所得税を源泉徴収する。（４）H株の個人株主が中国と税収協定

を締結していない国の居民である場合及びその他の場合は、20%の税率に従って個人所得税を源泉徴収する。
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企業

　2018年12月29日に改正された「中華人民共和国企業所得税法」及び2019年４月23日に改正された「中華人民共和

国所得税法実施条例」並びに中国国家税務総局が2008年11月６日に公布した「中国籍企業が国外のH株非中国籍企

業株主に対して支払う株式配当の企業所得税の源泉徴収に関する問題についての通知」の関連規定に基づき、中国

籍の企業が国外に所在する国外株式（H株を含む。）の非中国籍企業株主に対して2008年及びそれ以降の年度に株

式配当を支払う場合、10%の税率により企業所得税の源泉徴収が行われる。非中国籍企業株主は、株式配当の受領

後、所轄税務当局に対し、租税協定に従い、租税減免措置を申請することができる。

 

租税条約

　中国内に居住せず、中国との間に二重課税防止条約を締結する国に居住する投資家は、中国に居住しない当社の

投資家に対する配当の支払いに課される源泉税の軽減を受ける権利を有する可能性がある。中国は現在、以下の国

を含む多数の国と二重課税防止条約を締結している：オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、マレー

シア、オランダ、シンガポール、英国及び米国。

 

キャピタル・ゲインに対する課税

　2018年12月29日に改正された「中華人民共和国企業所得税法」及び2019年４月23日に改正された「中華人民共和

国所得税法実施条例」の関連規定に基づき、国外の企業が中国国内に機構や営業場所を設立しておらず、又は機構

や営業場所を設立していたとしても獲得した所得とその設立した機構や営業場所との間に実際上の関連がない場合

は、中国国内を源泉とする所得について10%の企業所得税を納めなければならない。

 

　2017年10月17日、国家税務総局が公布した「非中国籍企業の所得税源泉徴収に関連する問題に関する公告」に基

づき、財産譲渡収入又は財産純額を人民元以外の通貨で評価する場合、源泉徴収義務者の源泉徴収される税金、納

税者が自ら申告し納付する税金、及び主管税務機関が期限を切って納付を命じる税金の３つに分け、先ず人民元以

外で評価した項目の金額を当該公告第４条の規定に基づき人民元の金額に換算し、それから「中華人民共和国企業

所得税法」第19条第２項及び関連する規定に基づき非中国籍企業の財産譲渡所得の課税所得額を計算する。

 

　株式譲渡取引の当事者の双方が非中国籍企業であり、かつ国外で取引がなされた場合、収益を得た非中国籍企業

は、自ら、又は代理人に委任して、譲渡された株式の国内企業の所在地を主管する税務当局に申告納税を行う。譲

渡された株式の国内企業は、非中国籍企業に対する租税徴収につき、税務当局に協力しなければならない。

 

　「中国個人所得税法」及びその実施条例の規定によれば、個人の株式売却によるキャピタル・ゲインに対しては

20%の所得税が課され、財務部門が当該所得税の徴収方法の制定に関し授権され、国務院が批准する。しかし、中

国財務部門はこれまで、かかる徴収方法に関して具体的な措置を実施しておらず、キャピタル・ゲインに対して所

得税を徴収していない。ただし、具体的な徴収弁法が制定されれば、「中国個人所得税法」及びその時点で適用の

ある内容により、中国国外の個人投資家のキャピタル・ゲインに対して20%の所得税が課される可能性がある（関

連する二重課税防止のための租税条約の規定により減免される可能性がある。）。関連税務当局はこれまで、個人

株主によるH株上場会社の株式譲渡に対して所得税を徴収したことはない。
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配当及びキャピタル・ゲインに対する中国による課税に租税条約が及ぼす影響

　所得に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中国と日本国との間の条約（以下「租税条約」という。）

は1984年６月26日以降効力を生じている。租税条約の第10条に基づき、中国政府は、中国の会社が日本の適格なH

株保有者に対して支払う配当金につき、当該配当の総額に対して10%を限度とする税率により所得税を課すことが

できる。この規定は配当に充てられる利得についての当該会社に対する課税に影響を及ぼすものではない。「適格

な日本の保有者」とは、（１）租税条約の適用上、日本国の居住者に該当する者で、（２）中国国内に、H株が帰

属し、又はそこを通じて実質所有者が事業を行っている、若しくは行ってきた恒久的施設又は固定的施設を有して

おらず、（３）H株に関連して得られる所得又は利益につき租税条約の恩典を享受する上でその他の点につき不適

格ではない、日本の保有者をいう。

 

中国税制に関するその他の事項

中国印紙税

　1988年10月１日に発効し、2011年１月８日に改正されたた「中華人民共和国印紙税暫定条例」によると、中国の

公開取引企業の株式譲渡には印紙税を納付しなければならないが、1988年10月１日に発効した「中華人民共和国印

紙税暫定条例施行細則」によると、中国印紙税は、中国人以外の投資家が中国国外でH株又は米国預託株式を売買

する場合には適用されない。本条例は、中国国内において署名又は受領された、中国国内で法的拘束力を有し、か

つ、中国法の保護を受けた所有者の文書についてのみ中国が印紙税を課す旨を定めている。

 

遺産税

　中国の現行法律によれば、中国は遺産税を実施していないため、中国国籍を有さないH株保有者においては、い

かなる遺産税の納税義務も生じない。

 

上海香港ストックコネクト投資者

　2023年８月21日に公布された「財政部、税務総局及び中国証監会による上海・香港、深セン・香港株式市場の取

引における相互接続メカニズム及び大陸と香港基金の相互認証に係る個人所得税政策の継続実施に関する公告」に

基づき、大陸の個人投資者が滬港通、深港通を通し香港証券取引所に上場した株券への投資により取得した譲渡所

得及び基金の相互認証を通し香港基金の持分の売買により取得した譲渡所得について、個人所得税が継続的に暫定

免除される。当該公告は、2027年12月31日まで実施される。

 

B　香港

 

配当金に関する課税

　現在の香港税務局の扱いでは、香港では、当社が支払う配当金に関して、いかなる租税も課されない。

 

売却による利得に対する課税

　香港においては、キャピタル・ゲインに対して租税は課せられない。しかし、香港においてある業界に従事し、

専門的職業又は事業を営む者が、香港においてかかる業界、専門的職業又は事業において財産の売却により得た取

引利益には、香港所得税が課せられる。2018/19課税年度から（即ち2018年４月１日から）、2,000,000香港ドル未

満の利益について法人利得税率が8.25%となり、2,000,000香港ドルを超える分について16.5%の税率が適用される

が、2,000,000香港ドル未満の利益について法人以外の事業利得税率が7.5%となり、2,000,000香港ドルを超える分

について15%の税率が適用される。

 

　香港証券取引所で行われたH株売却による取引利益は、香港において生じたものとみなされる。香港で証券のト

レーディング又はディーリング業務に携わる者が香港証券取引所において行ったH株の売却により実現した取引収

益に関しては、香港所得税の納税義務が発生する。
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印紙税

　香港印紙税は、H株の対価又は市場価額のいずれか高い方に従価方式により2023年11月17日から0.1%課せられて

いるが、H株購入の度に購入者に、及びH株売却の度に売却者に課される（すなわち現在H株の通常の売買取引につ

いては合計0.2%課税される。）。さらに、現在、H株の譲渡証書毎に定額租税5.00香港ドルを支払わなければなら

ない。支払期日までに印紙税が支払われない場合、支払われるべき税金の10倍の罰金が課されることがある。

 

遺産税

　香港では、2006年２月11日に、「2005年（遺産税の取消しに関する）収入条例」が施行された。H株の保有者が

2006年２月11日又はそれ以後に死亡した場合、その遺産につき香港の遺産税を納める必要はなく、また、申請の受

託に際し、遺産税証明書を提出して清算する必要もない。

 

（２）日本における課税上の取扱い

 

　適用ある租税条約、所得税法、法人税法、相続税法及びその他の日本の現行の関連法令に従い、またこれら法令

上の制限を受けながら、日本の個人又は日本法人の所得（及び、個人に関しては相続財産）が上記の香港税制に関

する記載における香港の租税の対象となる場合、かかる香港の租税は、当該個人又は法人が日本において支払うこ

ととなる租税の計算上税額控除の対象となる場合がある。

 

（３）中国による当社に対する課税

 

A　所得税

 

　2008年１月１日から、国有企業及び株式制度企業を含む中国国内企業に対する所得税は、法律、管理規則又は中

国国務院規則でそれを下回る税率が規定されている場合を除き、2008年１月１日に施行された「中華人民共和国企

業所得税法」（以下「企業所得税法」という。）及び「中華人民共和国企業所得税法実施条例」（以下「企業所得

税条例」という。）が規定する25%の所得税に基づいている。当社は通常、企業所得税条例に従い25%の税率を課せ

られている。リストラクチャリングに関し、当社は中国国家税務局から、税収に関する国家の法規の統一規定に従

い、法に基づき企業所得税を納付し、当社及び所属企業の所得税は、月毎又は四半期毎の予納を実行し、年度終了

後集計して計算し、納付すべき、還付すべき税金を清算する。

 

B　付加価値税

 

　2009年１月１日に施行され、2017年11月19日に改訂された中国の付加価値税に関する暫定規則及び同施行規則に

従い、中国の領土内で商品の販売、加工、修繕、交換及び商品の輸入に携わるすべての団体及び個人は、付加価値

税の支払いを要する。付加価値税は「産出付加価値税」から「投入付加価値税」を差引いて算出される。購入にか

かる当社に課せられる投入付加価値税は当社の顧客から集めた産出付加価値税から徴収可能であり、産出付加価値

税のうち投入付加価値税を超過する分が税務当局に支払われる。付加価値税の税率は商品の種類により、17%又は

一定の制限のある状況下では11%若しくは６%である。財政部及び国家税務総局が2018年４月４日に公布した「付加

価値税税率の調整に関する通知」によれば、2018年５月１日から納税者に発生する付加価値税課税販売行為又は輸

入貨物について、従来17%、11%の税率が適用されていたものは税率がそれぞれ16%、10%に調整された。財政部、国

家税務総局及び税関総署が2019年３月20日に公布した「付加価値税改革の深化に係る政策に関する公告」によれ

ば、2019年４月１日から納税者に発生する付加価値税課税販売行為又は輸入貨物について、従来16%の税率が適用

されていたものは税率が13%に調整され、従来10%の税率が適用されていたものは税率が９%に調整された。
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C　事業税

 

　2009年１月１日に施行された中国の事業税に関する暫定規則及び同施行規則に従い、事業税は中国において課税

対象のサービスの提供、無形資産の譲渡又は不動産の販売を行う企業に課される。事業税は課税対象のサービスの

提供、無形資産の譲渡又は不動産の販売に対して３%から20%の税率で課される。金融保険業については５%の税率

で営業税を納付するものとされている。

 

　「財政部及び国家税務総局による、保険会社が一年期以上の返還性生命保険業務を行う際に関する営業税免除に

ついての若干の通知」（財税200619号）、並びに「財政部及び国家税務総局による、China Life Insurance

Companyの再編における営業税に関する問題についての通知」（財税200484号）によれば、元のチャイナ・ライ

フ・インシュアランス・カンパニー・リミテッドが経営し、財政部、国家税務総局により営業税の免税を認可され

た、満期１年以上（１年が含まれる。以下同様）の普通生命保険、養老年金保険及び満期１年以上の医療保険が当

社の事業に移転する場合、引き続き営業税を免除される。

 

　財政部、国家税務総局による「営業税から増値税への徴収変更試行を全面的に推進することに関する通知」（財

税201636号）に基づき、2016年５月１日から、全国範囲内において全面的に営業税から増値税への徴収変更試行を

推進し、建築業、不動産業、金融業、生活サービス業等すべての営業税納税者を試行範囲に組み入れ、営業税の納

付を増値税の納付に変更する。そのうち、金融サービスは金融保険を経営する業務活動を指す。これには、貸付

サービス、直接費用徴収金融サービス、保険サービス及び金融商品の譲渡が含まれる。

 

４ 【法律意見】

 

（１） 金杜律師事務所より中国法に関し、大要下記の趣旨の法律意見書が日本の関東財務局長宛てに提出されて

いる。

（a） 当社は中国法に基づき適法に設立され、株式会社として有効に存続している。

（b） 本書「第一部　第１」の「本国における法制等の概要」に記載されている中国の法令及び規

則に関する記述は、すべての重要な点において真実かつ正確である。

 

（２） 当社の香港における法律顧問であるレイサム・アンド・ワトキンス法律事務所より、大要下記の趣旨の法

律意見書が当社に、その写しが関東財務局長宛てに提出されている。

本書「第一部　第１　３．課税上の取扱い」の記述は、香港の法令又は規則の規定の要約に関す

る限り、すべての重要な点において真実かつ正確である。
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第２ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】（注１）

 

（2025年12月31日現在）

 国際財務報告基準

単位：百万人民元（１

株当たり利益を除

く。）

2025年 2024年 2023年 2022年 2021年

収益合計 616,065 528,627 344,746 370,861 824,933

純利益 154,078 106,935 46,181 66,680 50,766

基本及び希薄化後の１

株当たり利益（単位：

人民元）（注２）

5.45 3.78 1.63 2.36 1.80

 

 

（2025年12月31日現在）

 国際財務報告基準

単位：百万人民元 2025年

12月31日

2024年

12月31日

2023年

12月31日

2022年

12月31日

2021年

12月31日

資産合計 7,591,004 6,769,546 5,802,086 5,010,068 4,892,480

資産中の投資資産

（注３）
7,423,705 6,611,071 5,659,250 4,811,893 4,716,420

負債合計 6,982,611 6,248,298 5,315,052 4,635,095 4,405,346

負債中の保険契約負債 6,376,114 5,825,026 4,859,175 4,266,947 －

株主利益合計 595,205 509,675 477,093 366,021 479,061
 

（注１）2023年１月１日以降、当社は、IFRS第９号「金融商品」及びIFRS第17号「保険契約」を適用している。当社は、IFRS

第17号「保険契約」に従い、保険契約に関連する前年度の比較情報を修正再表示しており、IFRS第９号「金融商品」

に従い金融商品に関連する前年度の比較情報を修正再表示する必要はない。また、2021年の比較情報については、

IFRS第9号「金融商品」及びIFRS第17号「保険契約」に従い修正再表示する必要はない。

（注２）「（基本及び希薄化後の）１株あたりの当期純利益」の増減率の算定においては、基本となる数値の端数を考慮して

いる。

（注３）2023年12月31日、2024年12月31日及び2025年12月31日現在、投資資産には、現金及び現金等価物、損益を通じて公正

価値で測定される金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金融商品への投資、その他の包

括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品への投資、償却原価で測定される負債性金融商品への投資、定

期預金、売戻条件付購入金融資産、制限付法定預金、投資不動産、関連会社及び合弁会社への投資等が含まれる。

2022年12月31日現在、投資資産には、現金及び現金等価物、損益を通じて公正価値変動を反映させた証券、売出可能

な証券、満期保有証券、定期預金、売戻条件付買入金融資産、貸付金（契約者貸付を除く。）、営業保証供託金－制

限付資産、投資不動産、関連会社及び合弁会社への投資等が含まれる。

 

２ 【会社の沿革】

 

　当社は、「会社法」、「保険法」に基づき、2003年６月30日に、中国北京において登録・設立され、2003年12月

に、国外で上場し、2007年１月に、国内A株市場に復帰上場した。当社の登録資本は28,264,705,000人民元であ

る。
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３ 【事業の内容】

 

　当社は、中国を代表する生命保険会社の一つであり、保険営業員、団体保険販売員並びに専業及び兼業の代理機

構によって構成される、広範な販売ネットワークを有している。当社は、中国最大の機関投資家の一つであり、当

社が持分を支配しているChina Life Asset Management Company Limitedを通じて中国最大の保険資産管理者と

なっている。また、China Life Pension Company Limitedの持分も支配している。

 

　当社は、中国における生命保険、年金保険、医療保険及び傷害保険を提供している。2024年12月31日現在におい

て、約3.27億件の有効な長期保険契約を保有しており、また、１年以内の傷害保険、医療保険、定期生命保険等の

多数の短期保険契約も取り扱っている。

 

４ 【関連会社の状況】

 

（１）親会社

（2025年12月31日）

名称 所在地 資本金

（人民元）

業種 議決権の

所有割合

China Life Insurance

(Group) Company
中国北京市 4,600,000,000 持株会社 68.37%
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（２）主要持株・資本参加会社

 

（2025年12月31日）

主要子会社及び当社の純利益に対して10％超の影響を有する持分法適用会社の状況
単位：百万人民元

会社名
会社種

別
主要事業範囲

資本金 総資産 純資産 営 業 収

入
営業利益

純利益

China Life

Asset

Management

Company

Limited

子会社 自己資金の運用及び

管理、代理又は委託

による資産運用業

務、上記業務に関連

するコンサルティン

グ業務並びに中国の

適用法により認めら

れたその他の資産運

用業務。

4,000 29,406 24,509 8,250 6,426 4,916

China Life

Pension

Company

Limited

子会社 団体年金保険及び年

金業務、個人年金保

険及び年金業務、短

期医療保険業務、傷

害保険業務、上記保

険業務に係る再保険

業務、中国の適用法

により認められた保

険資金運用業務、年

金保険資産運用商品

業務、年金給付を目

的として委託者から

受託した人民元建て

又は外貨建て資金の

運用管理業務並びに

NFRAが認めるその他

の業務。

3,400 91,571 9,467 4,298 2,361 1,748

 

（注）本報告期間中、当社の純利益に10％超の影響を及ぼす持分法適用会社は存在しなかった。
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５ 【従業員の状況】

 

当社の在職従業員数 95,385

主要子会社の在職従業員数 2,120

在職従業員数合計 97,505

当社及び主要子会社が費用を負担すべき離退職従業員数 93
 

 

（１）専門別構成の状況

 

専門分類 従業員数

管理、総務担当 19,188

販売、販売管理担当 41,922

経理、監査担当 4,514

アンダーライティング担当、保険調査員、顧客サービス

担当 21,470

その他の専門職 6,777

その他 3,634

合計 97,505
 

 

（２）教育程度の状況

 

教育程度分類 従業員数

大学院以上 7,785

大学 72,208

専門学校 15,811

高等学校・中学校及びこれらと同等 686

その他 1,015

合計 97,505
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第３ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 

（１）経営方針・経営戦略等

 

　「第３　４　（１）　業績等の概要」及び「第３　４　（３）　財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析」を参照。

 

（２）経営環境

 

　「第３　３　事業等のリスク」及び「第３　４　（３）　財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」を参照。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

 

　2026年は「第15次５か年計画」の初年度にあたる。当社は、習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想

を指針として、党の全面的指導を引き続き堅持・強化し、新たな発展理念を全面的かつ正確に、そして徹底的に実

行するとともに、金融分野における「五大重点分野」に深く取り組んでいく。金融強国の建設という目標を中心に

据え、当社は経済運営における「ショックアブソーバー」及び社会発展における「スタビライザー」としての役割

を着実に果たしていく。強い危機意識を持って、「第15次５か年計画」における重大な戦略的機会を捉え、新たな

動向に積極的に対応し、新たな潮流を主導していく。デジタル化・インテリジェント化の時代を全面的に受け入

れ、デジタル・インテリジェント転換を通じて新たなチャイナ・ライフの構築を加速させるとともに、運営の質及

び効率並びに価値創造能力を継続的に向上させ、中国式近代化の進展の中で優れた業績を実現することを目指す。

 

２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

 

（１）ガバナンス

グリーン・ファイナンスに関する取組み

　当社は、取締役会を第一義的責任主体とするESG及びグリーン・ファイナンスに関する管理体制を確立した。具

体的な行動計画を通じて、金融サービスを生態文明の構築に深く統合する取組みを推進した。また、再生可能エネ

ルギー、グリーンモビリティ、省エネルギー及び環境保護を対象とする保険サービスの開発及び展開を継続した。

2025年には、グリーン保険に係るリスク引受純額が1.82兆人民元に達し、グリーン経済に対するリスク保障機能を

強化した。さらに、当社は資産配分構造の最適化を進め、資産運用会社に対してグリーン投資の拡大を積極的に促

すとともに、風力、水力、太陽光発電及び環境保護分野において投資ポジションを構築した。これにより、グリー

ン資産の安定的な成長を促進し、業界における優位性をさらに強固なものとするとともに、国家のグリーン経済の

発展及び産業高度化を全面的に支援した。また、以前に戦略的投資を行っていた華電新能源（Huadian New

Energy）は、2025年に上海証券取引所メインボードへ上場し、同年のA株市場における最大規模のIPOとなり、当社

の先見的な投資展開の成果を示すものとなった。

 

（２）リスク管理

　「第３　事業の状況」の「３　事業等のリスク」のESGリスクを参照のこと。
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（３）戦略

人材育成計画

　2025年、当社は、幹部及び従業員の資質及び能力をあらゆる面で向上することに注力した。「四位一体」教育研

修体系に基づき、当社は党学校及び大学と緊密に連携し、本社並びに省級、地級及び県級の指導幹部の政治的素養

及び職務遂行能力の継続的な向上を図るとともに、その知識体系の充実を図った。これには、指導部向けの政治理

論及び党性向上研修、新任幹部研修、在職研修、若手及び中堅幹部向けの研修プログラムに加え、タレントプール

に登録された若手幹部のローテーション研修を展開するとともに、新入社員に対しては、３年間で４段階にわたる

研修プログラムが含まれるが、これらに限定されない。また、当社は各事業領域・業務分野における専門人材の育

成に焦点を当て、教育研修の体制及びメカニズムのさらなる整備を図り、常勤及び非常勤講師チーム並びに研修管

理チームの育成に尽力し、刷新を通じて研修方法及びアプローチを継続的に最適化し、研修効率の向上に努めるこ

とで、当社の質の高い発展を支える人材の安定的な供給を確保した。

 

（４）指標及び目標

低炭素化への取組み

　当社は、ガバナンス体制、戦略計画、リスク管理並びに指標及び目標からなる４つの要素で構成された気候対応

メカニズムを体系的に構築し、事業運営全体における低炭素移行を一体的に推進することで、気候変動に対するレ

ジリエンスを備えた社会の発展を支援している。また、保険商品及びサービスの革新、業務運営の最適化並びに投

資活動の方向付けという３つのアプローチを通じて、気候変動対策を推進した。さらに、初となる気候ストレステ

ストを完了し、低炭素の理念を日常業務における実践へと効果的に落とし込んだ。2025年には、個人向け長期保険

契約におけるペーパーレス申込率は99.9％に達し、179万件の電子保険証券を発行した。これにより、顧客は電子

の保険証券をいつでもオンラインで閲覧及びダウンロードできるようになり、234トン超の紙使用量削減を実現し

た。

 

３ 【事業等のリスク】

 

　当社が、経営管理の過程において直面する主要なリスクは、保険リスク、市場リスク、信用リスク、運用リス

ク、戦略リスク、風評リスク、流動性リスク、情報安全リスク、ESGリスク及び保険詐欺リスクである。

 

保険リスク

　保険リスクとは、保険会社が、損害率、経費率、減率等の予測及び仮定から実際の状況が大きく乖離することに

より、不測の損失を被るリスクをいう。

 

　当社は、感応度テスト及び他の保険数理評価法を用いて保険リスクを評価及び監視しており、死亡率、疾病率、

減率、経費率及び当社の営業成績への他の関連する仮定に焦点を合わせた。当社は、次の構造及び過程を通じて保

険リスクを管理した。（１）組織構造及び保険リスク管理のためのシステムを構築することで、保険リスク管理を

科学的、包括的及び効果的な管理システムにおいて実行できる。（２）リスク限界指標のシステムを考案し、通常

の監視分析を実行することで、リスクを制御可能な範囲に抑える。（３）商品価格決定リスクを厳格に制御すべ

く、効果的な商品開発及び管理システムを実行し、価格決定及び評価の仮定へサポートを提供するために実証的分

析を強化することで、商品の下準備の段階から保険リスクを予防し制御する。（４）保険契約及び請求の認証、並

びに実用的な運用規制のために十分に開発されたシステムの構築及び実行を通じて、不利な選択リスク及び保険詐

欺から効果的に防御する。（５）科学的及び合理的な再保険調整を通じて、保険リスクを転嫁及び軽減する。

（６）経費管理の強化及び資源利用の効率化を行う。2025年において、当社は、規制された秩序ある方法で保険リ

スクを管理し、保険リスクのために最低限の十分及び合理的な資本を提供した。当社は引き続き、保険リスクの発

展傾向を注視し、保険リスクを管理する能力を強化していく。

 

市場リスク

　市場リスクとは、（とりわけ）利率、株価、不動産価格及び為替レートにおける不利な変動により当社が不測の

損失を被るリスクをいう。
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　市場リスクに対処すべく、当社は引き続き、利率、株価、不動産価格及び為替レートのリスクにさらされること

に注意し、想定最大損失額／時価評価方式（VaR／MTM）を監視し、定期的に予想変動率、デュレーション及び他の

主要なリスク指標を生み、２層のリスク制限指標及び対応する閾値を設定し、感応度分析及びストレステストを実

行することで当社がストレスのシナリオ下で被る損失を計測し、市場リスクを事前に警告し、危機管理計画を策定

した。現在、各投資資産の割合は、NFRAの要件及び当社の内部管理規定に沿っている。リスク指標監視及びストレ

ステストの結果によると、当社の市場リスクは通常の制御可能な範囲内であった。当社は、2025年、主に次のリス

ク制御方策を採用した。（１）マクロ経済、通貨及び金融政策の研究に努力を傾け、適時に国内外の経済及び市場

の傾向を評価する。（２）主要な資産区分のリスク及びそのリターンの特徴を定期的に審査し、資産配分モデルを

絶えず最適化する。（３）公開市場における株式のエクスポージャーを継続的に追跡及び評価し、合理的な配分を

行う。（４）資産及び負債の相互連携を強化し、資産及び負債の期間の不一致から生じる差を効果的に管理する。

（５）投資運用におけるリスク監視及び事前警告機能を向上させるためのシステムの構築を促進する。（６）投資

集中リスクを合理的に把握し監視するための取組みを継続的に強化し、リスクを合理的に分散する。

 

信用リスク

　信用リスクとは、相手方による契約義務の不履行若しくは履行遅滞又は相手方の信用状態の不利な変化により当

社が不測の損失を被るリスクをいう。

 

　当社がさらされている信用リスクは、主に投資預金、債券投資、非標準金融商品投資及び再保険調整等に関連し

ている。

 

投資事業の信用リスク

　投資事業の信用リスクに対処すべく、当社は、信用リスク管理の組織構造を開発し、絶えず改善した。また、信

用リスク管理の過程を絶えず最適化した。一方で、当社は、規制要件及び管理慣行に従い、管理システムを構築及

び修正し、かかるシステムの実行を強化した。また、リスク調査を強化し、リスク分析、評価、監視、事前警告及

び緊急対応基準を改善し続けた。情報技術に頼ることにより、当社は、信用リスクについての定量的分析の基準を

絶えず強化し、リスク管理及び制御に用いる手法を多様化させた。当社は、2025年、主に次の方策を採用した。

（１）信用格付けの一元化プロセス及びシステム機能を一層向上させ、信用リスク管理の基準を強化した。（２）

信用リスク制限管理システムを複数の側面において最適化し、投資の前に信用リスクを予防する仕組みを整備し

た。（３）リスクへのエクスポージャー及びリスク配分の変化を効果的な方法で指摘し、負の情報を綿密に追跡す

るために、信用リスク指標の監視を強化した。（４）主要な産業及び地域の調査及び信用リスクの見通しに関する

取組みを強化し、当社の投資の最中又は投資の後のリスク管理及び制御の能力を強化した。

 

再保険信用リスク

　再保険信用リスクとは、再保険会社がその再保険契約の履行を怠ったことにより負う義務に関連して当社が直面

する可能性のある信用リスクをいう。再保険信用リスクに対処すべく、当社は、次の方策を採用した。（１）自ら

が保有するリスク制限を効果的な再保険管理システムを通じて適切に設定し、再保険会社にリスクを高い水準のソ

ルベンシーで転嫁するための効果的なツールとして再保険を用いた。（２）再保険登録システムにおける再保険会

社の関連情報を、規制要件を厳格に遵守して再保険契約の締結前に審査し、再保険会社が当社との協力において規

制要件を満たしていると保証した。（３）内部格付けを通じて再保険会社の信用格付けを行い、信用リスクを軽減

するために、信用状態のより良い再保険会社を選択した。

 

運用リスク

　運用リスクとは、内部手続、従業員及びITシステムに存在する問題並びに外部の事象に起因して損失が生じるリ

スクをいう。
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　当社は、規制要件及び運用リスク管理戦略を絶えず実施し、運用リスク管理システムを最適化し、運用リスク管

理過程を規制することで、運用リスク管理の有効性を継続的に強化した。当社は、３つのディフェンスラインの緊

密な連携に基づく運用リスク管理システムを構築し、運用リスクの自己評価及びその管理、運用リスクに係る喪失

データベース並びに主要なリスク指標を中核とする管理ツールを整備した。さらに、支店に対する管理要件を一層

強化することで、運用リスク管理ネットワークの深層的かつ垂直的な網羅を促進し、リスク管理及び統制と事業展

開との一体化を実現した。当社が採用した運用リスク制御方策は、主に次のとおりである。（１）当社の事業の性

質、規模及びリスクの特徴に対応する運用リスク管理過程・方法を開発した。これには、識別、評価、監視、制御

及び報告のメカニズムが含まれる。（２）喪失データ収集及び運用リスク分析を定期的に行うために、運用リスク

のための喪失データベースを構築した。（３）主要リスク指標のライブラリを構築し、当該指標について定期的な

監視を実施するとともに、関連する管理措置を講じた。（４）当社の運用リスク管理能力を継続的に向上させるた

めに、運用リスク管理及びその管理措置の自己評価を定期的に行い、運用リスクの管理及び制御における脆弱な分

野を特定する。（５）運用リスク管理の研修を企画及び主催することにより、運用リスク管理の文化を推進した。

2025年、当社の運用リスク管理体制は健全かつ安定的に運用され、管理実績も良好であり、リスクに起因する損失

も制御可能であった。運用リスク管理基盤が絶えず強化されたことにより、当社のリスク管理の質及び効率性は一

層向上した。

 

戦略リスク

　戦略リスクとは、戦略の策定若しくは実施の不備、又は経営環境の変化に起因して、戦略、市場環境及び当社の

遂行能力の間に不一致が生じるリスクをいう。

 

　当社は、戦略リスク管理のために比較的整備された体制を構築し、当該体制では取締役会が最終責任を負い、経

営陣の直接的な指導の下、関係各機能部門が分業及び連携を行う、戦略リスク管理のための組織体制を構築した。

当社は、2025年、とりわけマクロ経済、規制政策及び業界動向に関する戦略研究を強化した。外部の発展動向及び

情勢の変化に対応して、事業戦略及び投資戦略の双方の管理を強化することにより、発展戦略の最適化を継続的に

推進した。また、改革の全面的深化に向けた将来志向の施策を体系的に計画するとともに、主要分野における改革

を加速し、新たな成長動力を育成し、コア競争力の向上を図ることで、戦略及び実行能力の整合性を確保した。一

方で、当社は、戦略的調査、策定、実施及び評価のための業務メカニズム及びプロセスをさらに最適化した。戦略

的リスク指標システムの日常的なモニタリング及び分析を強化し、多様な取組みを通じてクローズドループ型の戦

略的リスク管理体制を構築し、戦略的リスク管理の効果的な実施を確保した。2025年において、当社は戦略的リス

ク管理体制の頑健性及び実施の有効性を継続的に向上させた。戦略、市場環境及び当社の能力の間の適切な整合性

により、戦略的リスク管理において顕著な成果を挙げ、事業及び運営の規模、価値、成長、品質、構造、効率性及

び安全性の向上に貢献した。

 

風評リスク

　風評リスクとは、当社の各部門レベルの行動、役職員の行動又は外部の出来事による結果として、ステークホル

ダー、公衆及びメディアから当社に対して否定的なコメントが寄せられることで、損失が生じ、ブランド価値が毀

損し、当社の正常な運営を阻害し、ひいては市場及び社会の安定に影響を及ぼすリスクをいう。風評リスクは、運

用及び管理のすべての側面において存在する可能性がある。当社は、自社の評判を重視しており、風評被害を防ぐ

ために、コーポレート・ガバナンス及び包括的なリスク管理システムに風評リスク管理を組み込んでいる。
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　2025年、当社は、風評リスク管理の基準を継続的に強化するために、風評リスク管理システムをさらに改善し、

各主体における第一義的責任の所在を明確化した。当社は、プロセス全体を通して風評リスクの特定、評価、処理

等のすべてのタスクを継続的に進め、あらゆる風評リスク事案に慎重かつ適切に対処及び処理し、ブランド評価を

効果的に保護した。また、対応メカニズムを継続的に最適化し、管理ツール及び施策の革新及び多様化を図るとと

もに、世論対応の在り方を模索し、マルチステークホルダーによる協力体制を構築したことにより、事案対応の質

及び効率の向上を効果的に実現した。当社は風評リスクの源流での統制に注力し、継続的な風評リスクの調査及び

是正を実施した。特に、重要課題及び高リスク分野については、専用の作業計画及び的を絞った調査任務を策定

し、リスクの源流におけるガバナンス強化を図った。また、多面的な研修及び訓練を通じて、全従業員の風評リス

クに対する意識の向上を図り、風評リスク管理に関する企業文化の醸成を推進した。

 

流動性リスク

　流動性リスクとは、当社が、支払期限が到来した債務又は他の支払義務を履行するために十分な資金を、適時に

又は合理的なコストで確保できないリスクをいう。

 

　当社は、流動性リスク管理の組織構造及び責任を定義するための流動性リスク管理システムを構築した。当社は

更に、流動性リスクの識別、評価、監視、対応及び処理、報告並びに調整を網羅する過程を整備し、流動性リスク

の定期的な緊急対応訓練を実施した。全体として、当社の流動性リスクは限定的であった。当社は、保険給付義務

を予定どおり履行することを確実にするため、規制要件及び当社独自の規定に従って、流動性リスク管理の取組み

を継続的に強化していく。

 

情報安全リスク

　情報安全リスクとは、当社における情報技術の利用過程で、自然要因、人的要因、技術的脆弱性又は管理上の不

備により生じる運用上、法律上及び風評上のリスクをいう。

 

　当社は、情報安全リスク管理を非常に重視している。第一に、情報の安全性に関する組織的な支援体制を構築

し、全社的なインターネットセキュリティ体制を確立した。本社においては、当社の情報安全リスク管理を担う組

織として、インターネットセキュリティ・情報化委員会及び情報安全委員会を設置した。また、すべての部門レベ

ルにおいて、情報安全の具体的な実施のために情報安全リーディンググループ及びワーキンググループを設置し

た。第二に、情報管理の標準化を確実なものとするため、各種システム及びメカニズムを整備し、厳格に運用し

た。第三に、ITシステムのライフサイクル全体の安全管理要件を最適化した。ITシステムの導入前後に安全性試験

及び品質チェックを実施し、システムの安全性を継続的に向上させた。また、緊急時対応力を強化するため、定期

的な訓練のためのITシステムの危機管理計画を策定した。エンタープライズ・ジェネラル・コントロール・セン

ターの支援を受け、全社的な共同予防・共同対応のメカニズムを構築し、さまざまな安全リスクの集中型の分析及

び協調処理を実現した。加えて、当社は、「全員が安全を重視する」社内文化を醸成するため、意識向上研修、啓

発及び教育活動、フィッシング対策の模擬訓練等の取組みを継続的に強化した。2025年、当社において、コン

ピューターの故障又はセキュリティの侵害によって業務に支障を来す事態は発生しなかった。

 

　2025年、当社は、顧客の正当な権利及び利益の保護を目的として、「中国データセキュリティ法」、「個人情報

保護法」、「銀行保険機構データ安全管理弁法」等の国内法の法規制を全面的に実施することで、重要データ及び

個人情報を厳格に保護した。第一に、当社はガバナンス体制の整備を進めた。データセキュリティ・ガバナンス体

制の構築及び改善、データ管理に関する方針及び基準の最適化、各組織レベルにおけるデータセキュリティ管理の

役割及び責任の明確化並びにデータセキュリティ責任体制の実施を推進した。第二に、当社はデータのライフサイ

クル全体にわたるセキュリティ管理を強化した。データの分類及び区分の管理に関する基準及びデータセキュリ

ティ保護に係る戦略を最適化するとともに、データ処理活動に関連するセキュリティリスクに対し、事前評価、事

中の管理及び事後のモニタリングを実施することにより、データの収集、送信、保管等のライフサイクル全体にお

いて、階層別のセキュリティ保護措置を効率的に実施した。第三に、当社はリスク対応能力を強化した。データセ

キュリティリスクのモニタリング及び早期警戒体制の継続的な改善、緊急対応計画の整備並びに定期的な訓練の実

施を通じて、緊急対応能力を継続的に向上させた。さらに、当社はデータセキュリティを確保しながらデータの開

発及び活用を促進し、データ価値の最大化を図った。
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ESGリスク

　当社は、外部の経済・社会・マクロ環境及び当社の発展戦略を踏まえ、ESG重要性評価を毎年実施し、ESG分野に

おける潜在的なリスク及び機会を包括的に特定している。評価結果は取締役会により審議及び確認された後、主要

課題が当社全体の戦略計画に組み込まれ、その管理状況及び成果について継続的な監督が行われている。2025年、

当社はESGリスク管理を一層強化し、情報安全、気候変動、汚職、人的資本・顧客関係管理及び人材の獲得・定着

の５つの主要リスク領域を特定した。また、当社は、これらのリスクに対する専門的な管理戦略を策定し、動的な

追跡及びリスクの早期警戒メカニズムを実施することにより、リスク動向の変化に適時に対応し、潜在的リスクの

効果的な予防及び軽減を確保した。さらに、2025年において、当社は初となる気候リスク・ストレステストを実施

し、NGFSの気候シナリオを採用して、事業運営及び投資全体にわたる物理的リスク及び移行リスクの包括的な分析

を行った。その結果、気候リスクが当社に与える影響は比較的限定的であることが示された。当社は、気候リスク

に効果的に対応するための的確な措置を講じた。詳細については、2025年環境・社会・ガバナンス（ESG）及び社

会責任報告書の「気候コミットメントを堅持し、安定的成長を支援する（Upholding Climate Commitments to

Support Steady Growth）」の項を参照のこと。

 

保険詐欺リスク

　当社は、保険詐欺リスク管理を継続的に推進し、保険詐欺リスク予防の意識向上に積極的に取り組み、保険詐欺

対策に関する各種業務を効果的に実施した。当社は、取締役会が最終責任を負い、保険詐欺リスク管理者の直接的

な統括の下、各機能部門が緊密に連携する保険詐欺リスク管理体制を構築している。包括的なリスク管理の実施に

より、当社は、さまざまな事業活動における保険詐欺リスクの管理点を特定した。また、規制当局及び業界団体と

積極的に連携して保険詐欺対策に関する各種業務を進めるとともに、保険詐欺行為予防に対する注意喚起及び啓発

教育を通じて、保険詐欺防止文化の醸成を重視した。その結果、当社の保険詐欺リスクの予防・管理能力が効果的

に向上した。

 

　当社の保険リスク、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのその他の分析については、年次報告書の財務書

類注記にある「リスク管理」の箇所を参照のこと。

 

　当社のリスク管理及び内部統制は、事業運営及び管理の法令遵守、資産の安全、財務報告及び関連情報の真実性

及び完全性、運用の効率及び効果の改善並びに成長戦略の達成を確実にすること目的として設計されていることに

言及する必要がある。リスク管理及び内部統制に固有の制限をもって、当社は、上記の目的の達成に関してのみ合

理的な保証を提供することができる。

 

４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

（１）業績等の概要

 

　2025年は「第14次５か年計画」の最終年度であった。当社は、中国共産党の第20回全国代表大会及び第20期中央

委員会の各全体会議の精神並びに中央金融工作会議及び中央経済工作会議の方針を深く学習し、徹底して実施し

た。当社は、「卓越した事業発展、革新駆動型成長、効率的な協働、現代的ガバナンス」を特徴とする、中国の特

色を備えた世界水準の生命保険会社への発展をビジョンとして掲げ、中国の特色ある金融の発展を着実に推進し、

高品質な発展を安定的かつ持続的に前進させた。
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　この1年、当社は改革及び発展を推進する機会を捉え、逆風の中でも粘り強く前進した。主要な業績指標は過去

最高を更新し、業界トップの地位は一層強固となり、総合力もさらに強化された。当社は「第14次５か年計画」を

優れた成果をもって締めくくり、「第15次５か年計画」の下での質の高い発展の新たな段階に向けた強固な基盤を

構築した。報告期間末現在において、総資産は7.59兆人民元に達し、「第14次５か年計画」期間中に３度にわたり

１兆人民元台の節目を突破した。純資産は6,083.93億人民元となり、前年同期比で16.7％増加し、資本力が継続的

に強化されていることを示した。エンベディッド・バリューは1.47兆人民元となり、引き続き業界首位を維持し

た。本報告期間中、保険料収入総額は7,298.87億人民元となり、「第14次５か年計画」の初年度から1,000億人民

元超の増加を実現した。１年の新業務価値は457.52億人民元となり、前年同期比で35.7%の大幅な増加を記録し

た。当社の株主に帰属する純利益は1,540.78億人民元であり、高水準の前年実績からさらに44.1%の力強い成長を

遂げた。自己資本利益率（加重平均）は27.81%に達した。ソルベンシー比率は引き続き高水準を維持した。当社

は、スタンダード＆プアーズの「世界生命保険会社トップ50」において、生命保険・健康保険準備金の規模で第１

位となった。また、第15回中国証券「ゴールデンバウヒニア賞」優良上場企業賞（Excellent Listed Company of

the 15th China Securities ‘Golden Bauhinia Awards’）及び「保険業界に対する投資ゴールデンブル賞

（Investment Golden Bull Award for the Insurance Industry）」を含む60件超の賞を受賞し、資産負債管理能

力評価も引き続き業界最高水準を維持した。当社は、高品質な発展の成果を引き続き投資家と共有した。取締役会

は、2025年期末配当として、10株当たり6.18人民元（税込み）の現金配当を実施することを提案した。これに支払

済みの2025年中間現金配当を加えると、年間配当金は10株当たり8.56人民元（税込み）となり、配当総額は241.95

億人民元に達し、前年同期比で31.7％増加した。

 

　当社は、具体的な行動を通じてその使命を果たし、国家発展の大局に資するという新たな責務を担った。金融の

政治性及び人民性を堅持し、保険を活用して民生を保障し、国家戦略に貢献した。当社は、国家発展の大局に自ら

を位置づけることにより、発展の余地を拡大し、成長基盤を一層強化した。当社は、多層的社会保障体系の構築に

積極的に貢献し、国民生活のための包括的な保険保障を提供するとともに、普恵型保険及び年金保険における業界

トップの地位を引き続き維持した。また、普恵型保険商品の供給を一層充実させ、重点層への補償範囲を拡大し

た。商業年金保険事業は引き続き業界を牽引しており、特に第３の柱である個人年金事業は業界上位に位置し、高

齢者の福祉向上に向けて当社の強みを発揮した。当社は、高い水準で農村振興を支援し、農業関連生命保険におい

て延べ2.42億人に引受けを行い、30兆人民元のリスク保障を提供した。実体経済に資する主力としての役割を果た

す中で、保険資金を実体経済の重点分野及び脆弱部分に的確に投じ、新質生産力の発展及び科学技術分野における

高度な自立自強への支援を強化した。市場機会を捉え、当社は資本市場に対する中長期投資を精力的に推進し、株

式投資を大幅に増加させた。公開市場における株式投資額は1.2兆人民元を超え、年初から4,500億人民元超の増加

となった。また、当社は、革新的なプライベート・エクイティ・ファンドモデルの活用を継続し、累計資金調達額

は1,000億人民元を突破し、資本市場の発展支援における模範効果を生み出した。さらに、MSCI ESG格付けはグ

レードAAに引き上げられ、当社のサステナビリティ管理水準は世界トップクラスに位置付けられた。

 

　当社は、主力事業及び価値創造に注力し、運営の質及び効率において新たな高みに到達した。発展を最優先と

し、主たる責務及び主力事業に集中し、長期的視点を堅持しつつ、資産・負債の連動を深化させ、価値創造を強化

することで、運営の質及び効率を新たな水準へと引き上げた。当社は、強固な戦略的厚みを築き上げ、各チャンネ

ルにおける協調的な発展を一体的に推進した。さらに、商品形態、保障期間及びコストの各側面において商品供給

及び事業展開の多様化を継続的に推進し、生命保険、年金保険及び健康保険の各分野でバランスの取れた成長を実

現した。新規契約に占める定時払いによる長期保険契約の比率は依然として比較的高い水準を維持し、当社の競争

優位性を一層強化するとともに、発展のレジリエンスを高めた。また、当社はリーン経営を強化し、コスト管理の

精緻化を進めた結果、コスト効率も継続的に改善した。本報告期間中、保険料収入総額は7,000億人民元を超え、

業界新記録を樹立した。１年の新業務価値の成長率は、2017年以降の同時期として最高水準を記録した。業務規模

及び価値の双方における主導的地位は、一層強固なものとなった。さらに、近年で最も優れた投資成果を達成し、

総投資収益は3,876.94億人民元となり、前年同期比で25.8%の増加となった。総投資利回りは6.09%で、前年同期比

で59ベーシス・ポイント上昇した。
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　当社は、内部基盤の強化を図るとともに、守正創新を堅持し、改革を深化させることで新たな発展局面を切り開

いた。適応力を高め、事業モデルの革新を先見的に展開することにより、商品のイテレーション及びサービスの高

度化を加速させ、長周期及びクロスサイクルに対応した運営・管理能力を継続的に強化した。その結果、新たな成

長エンジンは勢いを増し、コア競争力は着実に強化された。当社は、資産負債の双方における相乗的なエンパワー

メント及び相互促進を深く推進し、資産負債連動管理を新たな段階へと引き上げた。さらに、市場金利環境の変化

に積極的に対応するための各種施策を効果的に実施した。セミプライシング型事業への転換は顕著に進展し、新契

約負債に係る保証利率は３年連続で着実に低下した。長期投資、価値投資及び慎重投資を継続的に注力する中で、

当社は投資能力の強化を図るとともに、負債特性に応じた資産配分を動的に最適化した。その結果、投資収益の安

定性及び長期的収益力が向上し、高品質な投資発展の基盤を一層強固なものとした。また、保険保障及び資産形成

に関する顧客の多層的かつ多様なニーズに対応するため、当社はシナリオベースの統合を深化させ、保障機能を最

適化し、ライフサイクル全体をカバーする商品供給をさらに充実させた。「保険＋サービス」エコシステムの構築

も着実に進展し、全国16都市において居住型高齢者ケアサービス・プロジェクトを20件展開するとともに、医療・

高齢者介護サービス・プラットフォームにおける登録ユーザー数は累計5,300万人を超えた。さらに、「AI＋」変

革を推進し、デジタル化により現在を支え、未来を切り拓いた。AIエンパワーメント・プラットフォームの構築に

成功し、大規模モデル活用アプリケーションを展開した。保険金支払の平均処理時間は0.36日に短縮され、「便

利・高品質・手厚い」サービス体験は継続的に向上した。監督当局による消費者保護評価及び当社の生命保険サー

ビス品質指数はいずれも業界トップ水準を維持し、顧客満足度も高い水準を維持した。

 

　当社は、ガバナンスの最適化を通じて経営基盤の強化を図り、リスクの予防及び管理において新たな進展を達成

した。当社は、事業発展及びリスク管理の両立を図り、質の高い発展をリスクの予防及び軽減のための根本的手段

として位置付けることで、質の高い発展と高水準の安全性との好循環を促進した。また、全チェーン、全領域及び

全プロセスを網羅する包括的リスク管理体制及びメカニズムを継続的に高度化し、リスク・アペタイトの指導的役

割を強化することにより、リスクガバナンスの有効性を高めるとともに、リスク管理体制の安全性及び堅牢性を一

層強化した。さらに、リスク管理のデジタル化及びインテリジェント化を加速させ、事前予防、事中の管理並びに

事後の予防及び管理から成るクローズドループ・メカニズムの継続的な高度化を図り、能動的でインテリジェント

かつ機動的なリスク感知体制の構築を段階的に推進した。精緻かつ貫徹的なモニタリングを通じて、「４つの早期

（早期特定、早期警戒、早期顕在化及び早期対応）」に係るリスク管理能力を向上させ、重点分野におけるリスク

に効果的に対処し、安全な発展を支える防御線を強化した。保険会社の統合リスク格付けにおいて、当社は30四半

期連続でA評価を維持しており、直近８四半期においては最高評価であるAAAを獲得している。

 

（２）生産、受注及び販売の状況

 

　保険業務の特殊性から、該当する情報が存在せず、記載しない。

 

（３）財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

 

（a）総論

 

　2025年、ますます複雑化・流動化する内外環境に直面する中、当社は長期主義を堅持し、「３つの一貫性」「３

つの強化」及び「３つのブレイクスルー」という中核理念を遵守した。当社は、資産負債管理を継続的に強化する

とともに、全チャンネルにおける事業運営シナジーを深化させ、重点分野における改革を加速させた。複数の業績

指標が過去最高を更新する中、当社は事業規模及び価値の双方において業界を主導する地位を維持し、成長及び質

の両立、事業構造及び収益性の双方における卓越した成果、並びに事業発展及びリスク管理の調和を特徴とする優

れた実績を達成した。当社は、「第15回中国証券「ゴールデンバウヒニア賞」の優秀上場企業賞をはじめとする

数々の賞を受賞したほか、スタンダード＆プアーズの「世界生命保険会社トップ50」において第１位に選出され

た。また、保険会社の統合リスク格付けにおいて、当社は30四半期連続でクラスA評価を維持し、直近８四半期に

おいては最高評価であるAAAを獲得している。
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　事業発展は過去最高水準に達した。本報告期間中、当社の保険料収入総額は初めて7,000億人民元を超え、

7,298.87億人民元に達し、前年同期比で8.7%の増加を記録した。定時払いによる新規契約の保険料は1,162.05億人

民元に達し、引き続き業界トップを維持した。当社の長期的な競争優位性は引き続き堅固であり、10年以上の期限

の定時払いによる新規契約の保険料は 521.97億人民元となり、定時払いによる新規契約の保険料の44.92%を占め

た。特に、個人代理チャンネルにおいては、10年以上の期限の定時払いによる新規契約の保険料の割合が当該チャ

ンネルの定時払いによる新規契約の保険料の58%超を占めた。当社は販売体制改革を継続的に推進し、チャンネル

変革を通じて新たな成長モメンタムを引き出した。本報告期間末現在の総営業員数は63.8万人と業界最大規模を維

持しており、営業人員の専門化、高度化及び若年化が継続的に進展した。

 

　事業構造は引き続き多様化され、バランスの取れた状態を維持した。当社は、商品形態、保障期間及びコストの

各側面において、商品供給及び事業展開の多様化をさらに推進した。本報告期間中、生命保険、年金保険及び健康

保険の新規契約の保険料は、それぞれ31.75%、32.11%及び31.23%となった。当社は、事業構造の転換を積極的に推

進した。セミプライシング型事業は力強い成長を遂げ、定時払いによる新規契約の保険料に占める割合は約50%に

達し、事業構造転換が着実に進展していることを示した。

 

　運営の質及び効率は着実に向上した。当社は事業価値及び収益性を重視した。2025年の１年の新業務価値は急速

な成長を遂げ、前年同期比で35.7%増の457.52億人民元となり、引き続き業界トップを維持した。当社はコスト削

減及び効率向上への取組みを一段と強化し、精緻な管理を推進したことにより、コスト効率は大幅に改善した。ま

た、主要な資産クラスにおける資産配分を動的に最適化し、投資収益を大幅に押し上げた。総投資収益は3,876.94

億人民元となり、前年から794.43億人民元増加した。総投資利回りは6.09%となり、前年同期比で59ベーシス・ポ

イント上昇した。

 

　当社の総合力は引き続き強化された。本報告期間末現在において、当社の総資産及び投資資産は、それぞれ7.59

兆人民元及び7.42兆人民元に達した。株主資本は5,952.05億人民元となり、前年同期比で16.8%増加した。総合ソ

ルベンシー比率及び核心ソルベンシー比率は、それぞれ174.01%及び128.77%であり、いずれも堅調な水準を維持し

ている。当社が保有する有効な長期保険契約は3.27億件に達した。エンベディッド・バリューは1.47兆人民元とな

り、引き続き業界トップの地位を堅持した。当社の時価総額及び生命保険・健康保険責任準備金の規模はいずれ

も、世界の生命保険会社の中で第１位となった。

 

　当社は、資産負債管理の理念を事業運営及び経営管理のあらゆる側面に組み込み、資産負債の連動を継続的に深

化させた。2025年、当社の株主に帰属する当期純利益は1,540.78億人民元となり、高水準であった前年同期実績か

らさらに44.1%増という力強い成長を記録した。

 

（b）経営結果

 

（i）収入

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2025年 2024年

   

保険サービス収入 214,136 208,161

利息収入 128,286 120,958

投資収益 255,411 176,461

関連企業及び合弁企業の投資収益 6,353 12,077

その他の収入 11,879 10,970

収入合計 616,065 528,627
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保険料総額業務別データ

 

12月31日終了事業年度 （単位：百万人民元）

 2025年 2024年

生命保険事業 597,893 538,711

　　新規契約 149,480 129,683

　　　定時払による新規契約 114,263 116,557

　　　一括払い 35,217 13,126

　　期限の更新による事業 448,413 409,028

健康保険事業 120,221 119,136

　　新規契約 73,097 71,198

　　　定時払による新規契約 1,942 2,520

　　　一括払い 71,155 68,678

　　期限の更新による事業 47,124 47,938

傷害保険事業 11,773 13,610

　　新規契約 11,502 13,291

　　　定時払による新規契約 ‒ ‒

　　　一括払い 11,502 13,291

　　期限の更新による事業 271 319

合計 729,887 671,457
 

（注）上表における一括払いの保険料は、短期保険事業による保険料を含む。
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保険料収入総額チャンネル別データ

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2025年 2024年

個人代理チャンネル（注１） 551,790 529,033

　　長期間新規契約 90,879 100,683

　　　定時払による新規契約 89,171 100,248

　　　一括払い 1,708 435

　　期限の更新による事業 442,285 409,823

　　短期保険事業 18,626 18,527

銀行保険チャンネル 110,874 76,201

　　長期間新規契約 58,097 29,476

　　　定時払による新規契約 26,478 18,776

　　　一括払い 31,619 10,700

　　期限の更新による事業 52,368 46,299

　　短期保険事業 409 426

団体保険チャンネル 26,230 27,625

　　長期間新規契約 1,427 1,742

　　　定時払による新規契約 5 10

　　　一括払い 1,422 1,732

　　期限の更新による事業 1,103 1,149

　　短期保険事業 23,700 24,734

その他のチャンネル（注２） 40,993 38,598

　　長期間新規契約 2,100 305

　　　定時払による新規契約 551 43

　　　一括払い 1,549 262

　　期限の更新による事業 52 14

　　短期保険事業 38,841 38,279

合計 729,887 671,457
 

（注１）個人代理チャンネルの保険料収入総額は、主に一般向け販売チーム及び高所得向け販売チーム等の保険料を含む。

（注２）その他のチャンネルの保険料収入総額は、主に政府出資の健康保険事業の保険料及びオンライン販売等のチャンネル

を含む。
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投資収益

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2025年 2024年

総投資収益 387,694 308,251

純投資収益 193,795 195,674

固定期限満了投資による純収益 151,512 146,587

株式投資による純収益 34,753 34,489

投資不動産による純収益 3 93

現金その他による投資収益 1,174 2,428

関連企業及び合弁企業の投資収益 6,353 12,077

+実現売却益 132,951 (4,245)

+未実現損益 63,307 118,160

-投資資産の予想信用損失 131 (264)

　-投資資産の減損損失 2,228 1,602

総投資利回り 6.09% 5.50%
 

（注）投資利回りの計算にあたり、分母である平均投資資産には、当社の資産及び負債管理の戦略的意図を反映するため、そ

の他の包括利益を通じた公正価値変動を反映させた負債性金融商品への投資の公正価値変動は含まれていない。

 

　2025年、総投資収益は3,876.94億人民元であり、前年同期比で794.43億人民元増加し、総投資利回りは6.09%で

あり、前年同期比で59ベーシス・ポイント上昇した。
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（ii）保険業務の支出及びその他の費用

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2025年 2024年

保険サービス費用 (148,736) (180,544)

支払再保険料配分 (5,750) (5,071)

控除：再保険者からの回収額 5,248 5,449

発行済保険契約からの保険財務収益／（費用） (258,858) (209,952)

控除：保有再保険契約からの再保険財務収益／

（費用）

655 671

財務費用 (4,158) (4,200)

予想信用損失 (151) 207

その他減損損失 (3,275) (1,611)

その他の費用 (19,411) (18,363)
 

 

（iii）税引前利益

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2025年 2024年

税引前利益 181,629 115,213
 

 

（iv）所得税

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2025年 2024年

所得税 (25,077) (6,273)
 

 

（v）純利益

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2025年 2024年

純利益 156,552 108,940
 

 

（c）現金流動の分析

 

流動資金源

 

　当社の主要な流動資金源は、受取保険料、金利及び配当、投資資産の売却又は満期による受取現金並びに融資活

動による現金収入によるものである。当社は引き続き資産負債管理の高度化を進めており、流動性需要に対応する

ため、投資ポートフォリオ内で流動性資産の適切な比率を維持している。さらに、買戻し条件付きで売却した有価

証券その他の資金調達手段を通じて、追加の流動性を確保することができる。本報告期間の終了時において、当社

の現金及び現金同等物の残高は1,423.73億人民元であった。

 

流動資金の使途

 

　当社の主要な現金支出は、各種の生命保険商品、年金商品、傷害保険及び医療保険事業から生じる現金支出、費

用及び手数料、企業所得税及び株主に対し宣言され支払われる配当に関するものである。保険業務から生じる現金

支出には主に、給付金の支払い、保険金請求の支払い、解約の支払い及び保険契約者貸付けに関する支払いが含ま

れる。当社は、当社の流動資金が、現在の資金需要を十分に満たすものであると考えている。
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キャッシュ・フロー計算書

 

　当社は、キャッシュ・フロー評価制度を確立し、定期的にキャッシュ・フロー評価を行っている。様々な状況下

における当社の将来の現金収入及び現金支出状況を考慮し、キャッシュ・フローの状況に基づき当社の資産配当に

ついて調整を行い、これにより当社のキャッシュ・フローの充足を確保している。

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2025年 2024年 変動率 変動の主な原因

経営活動によるキャッシュ・フロー正味額 459,925 378,795 21.4% 当社の事業規模の拡大

投資活動によるキャッシュ・フロー正味額 (547,368) (354,620) 54.4% 投資運用の必要性

融資活動によるキャッシュ・フロー正味額 144,341 (86,759) 不適用 流動性管理の必要性

為替レートの変動による現金及び現金同等物

への影響額

(30) 28 不適用 ‒

現金及び現金同等物増加／（減少）の正味額 56,868 (62,556) 不適用 ‒
 

 

（d）30%超変動した連結財務諸表の主要項目及び変動の主な原因

 

  （単位：百万人民元）

連結財務諸表の項目 2025年

12月31日

2024年

12月31日

変動率 変動の主な原因

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する資本性金融商品に対する投資

317,876 171,817 85.0% 当社の事業規模の拡大

現金及び現金同等物 142,373 85,505 66.5% 流動性管理の必要性

買い戻された金融資産の売出し 331,863 151,564 119.0% 流動性管理の必要性

損益を通じて公正価値で測定する金融

負債

82,010 53,521 53.2% 子会社による商業年金保

険事業への参加

積立金 81,337 119,033 -31.7% 金融資産の公正価値の変

動及び保険契約に係る財

務変動が組み合わさった

影響
 

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

連結包括利益計算書の項目 2025年 2024年 変動率 変動の主な原因

投資収益 255,411 176,461 44.7% 金融資産の市場価値の変

動及び積極的な投資事業

所得税 25,077 6,273 299.8% 未払法人所得税及び繰延

税金が組み合わさった影

響

当社の株主に帰属する純利益 154,078 106,935 44.1% 当社は引き続き資産・負

債の連動を深め、商品の

多様化及び事業の多角化

をさらに推進し、負債コ

ストを科学的に管理する

とともに、一貫してコス

ト効率を向上させ、主要

資産クラス間の配分を動

的に最適化した結果、投

資収益が大幅に増加し

た。
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（e）ソルベンシーマージン

 

　保険会社は、そのリスク及び事業規模に見合う資本を有するものとする。資本の損失吸収の性質及び能力に従

い、保険会社の資本は核心資本又は付属資本に分類される。核心ソルベンシーマージンとは、核心資本と最低資本

との比率であり、保険会社の核心資本が適正であるかを反映する。総合ソルベンシーマージンとは、核心資本及び

付属資本の合計と最低資本との比率であり、保険会社の資本が全体的に適正であるかを反映する。

 

 （単位：百万人民元）（百分率データを除く。）

 2025年12月31日 2024年12月31日

核心資本 777,291 767,446

実際資本 1,050,358 1,039,821

最低資本 603,624 500,489

核心ソルベンシーマージン 128.77% 153.34%

総合ソルベンシーマージン 174.01% 207.76%
 

 

　本報告期間の終了時において、当社の総合ソルベンシーマージン及び核心ソルベンシーマージンはそれぞれ、

174.01%及び128.77%であり、いずれも引き続き健全な水準を維持した。市場金利の変動や株式投資への配分比率の

増加等の要素の影響により、ソルベンシーマージンは、2024年末から減少した。

 

（f）エンベディッド・バリュー

 

（i）背景

 

　当社は、関連する会計基準に従って一般公衆のために財務諸表を作成した。エンベディッド・バリュー方式は、

生命保険会社の価値及び収益性に関する、ひとつの判断基準である。「エンベディッド・バリュー」は、将来の事

象に関する仮定に基づき保険数理的方法により推定される保険会社の経済価値である。このうち、「１年の新業務

価値」は、保険数理的方法により評価される、１年以内に販売された生命保険に関する新業務により生み出される

経済価値を表しており、将来において新たな業務により得られる価値を含まない。

 

　当社は、当社のエンベディッド・バリュー及び１年の新業務価値に関する報告が、２つの面から投資者に有益な

情報を提供することができると考えている。第１に、会社の「有効業務の価値」は、採用した仮定に従い将来の発

生が予想される分配可能利益の株主利益の合計額の割引価値を表している。第２に、「１年の新業務価値」は、新

たな業務活動により投資家のために生み出される価値に関する１つの基準を提供し、これにより会社業務の潜在力

に関する１つの基準を提供している。ただし、関連するエンベディッド・バリュー及び１年の新業務価値の情報

を、いかなる会計準則により作成した財務判断の代替情報とみなしてはならない。投資家も、単純にエンベディッ

ド・バリュー及び１年の新業務価値の情報に従って投資決定を行ってはならない。

 

　ここに特に指摘しておきたいのは、保険会社のエンベディッド・バリューの形式、計算方法又は報告形式につい

て規定する国際的・統一的基準が存在しないということである。従って、定義、方法、仮定、会計基準及び開示に

関する相違が、別の会社により公開された結果と比較した際に、不一致をもたらす可能性がある。

 

　また、エンベディッド・バリューの計算は大量かつ複雑な技術に係わっており、エンベディッド・バリューの評

価は、鍵となる仮定の変化に従って大きく変化する。従って、情報受領者がエンベディッド・バリューの結果を理

解する際には、細心の注意を払うべきである。
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　以下に記載するエンベディッド・バリュー及び１年の新業務価値は、当社と集団公司、国寿投資会社、資産管理

子会社、養老保険子会社及び財産険公司等との間の取引によりもたらされた財務的影響を考慮していない。

 

（ii）エンベディッド・バリュー及び１年の新業務価値の定義

 

　生命保険会社のエンベディッド・バリューの定義は、「調整後純資産価値」と、必要なコストを考慮した後の有

効な業務価値との和である。

 

　「調整後純資産価値」とは、以下の２項の和である。

（i） 純資産（その定義は、資産から中国の対応する準備負債及びその他の価値ある負債を差し引いたもの

である）

（ii） 資産の市場価値と帳簿価値との間の税引後の差違について行った調整、及びその他の負債の税引後の

調整。資産の市場価値は市場環境の影響を受け、時間の経過によって比較的大きな変化を生じる可能

性がある。従って、調整後純資産価値については、異なる評価日において比較的大きな変化を生じる

可能性がある。

 

　「有効業務の価値」及び「１年の新業務価値」とは、ここではそれぞれ、評価日において有効な現有業務及び評

価日前１年の新業務から生じることが予期される将来の分配可能な利益の株主利益の割引価値と定義する。

 

　有効業務価値及び１年の新業務価値は、従来型の確定的キャッシュ・フロー割引方法を採用して計算したもので

ある。当該方法は、リスク調整後の割引率の使用を通じて、評価プロセスで考慮されないすべてのリスク（ソルベ

ンシー能力、キャッシュ・フロー適正度及び事業特性に基づくリスク等）及び自己資本の経済コストについて、非

明示的な控除を行うものである。

 

（iii）編成及び査定

 

　エンベディッド・バリュー及び１年の新業務価値は、中国保険統計協会が発行した「保険統計の実践：エンベ

ディッド・バリューの評価」の関連する規定にもとづいて作成した。KPMGアドバイザリー（中国）が、当社のエン

ベディッド・バリュー及び１年の新業務価値について査定を行った。KPMGアドバイザリー（中国）による査定報告

は、「China Life Insurance Company Limitedのエンベディッド・バリューに関する独立保険計理査定意見書」の

箇所に記載されている。

 

（iv）仮定

 

仮定条件：

　ここでは、所得税率は25%と仮定しており、また、当社の総投資収益率は年４%から開始し、所得税の20%から免

除されると仮定している。仮定された投資収益率及び投資収益における所得税免除の比率は、会社の戦略資産及び

将来収益率に関する予想の混合を基礎として形成されている。異なる事業特性に伴うリスクを考慮すると、従来の

事業のリスク調整後の割引率は年８%であると仮定し、準高額事業のリスク調整後の割引率は年7.2%であると仮定

している。

 

　死亡率、発病率、費用等運営上の仮定は、当社の最新の運営経験及び将来予測等の要素を総合的に考慮した。
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（v）結果の総括

 

　2025年12月31日のエンベディッド・バリュー及び2025年12月31日の１年の新業務価値と2024年12月31日までの数

値との対照結果をまとめると、以下の表のとおりである。

 

エンベディッド・バリュー及び１年の新業務価値の内訳

 

 （単位：百万人民元）

項目 2025年

12月31日

2024年

12月31日

A 調整後純資産価値 936,673 897,831

B 自己資本コストを控除する前の有効業務価値 642,514 597,126

C 自己資本コスト (111,311) (93,811)

D 自己資本コスト控除後の有効業務価値（B+C） 531,203 503,315

E エンベディッド・バリュー（A+D） 1,467,876 1,401,146

F 自己資本コストを控除する前の１年の新業務価値 52,950 39,587

G 自己資本コスト (7,198) (5,878)

H 自己資本コスト控除後の１年の新業務価値（F+G） 45,752 33,709

Hに含まれる個人代理チャンネルの１年の売上高 39,299 31,313
 
 

 

　以下の表は、2025年12月31日までの個人代理チャンネルの１年の売上高の新事業マージンと前年同期の数値との

対象結果を示している。

 

個人代理チャンネルの１年の売上高の新事業マージン

 

 

 

 2025年

12月31日

2024年

12月31日

新規契約の保険料  35.0% 25.7%

年間相当の保険料  36.2% 26.2%
 

（注）新規契約の保険料とは、１年の売上高の金額の計算に使用される保険料収入をいう。年間相当の保険料とは、定時払い

による新規契約の保険料の100%及び一時払保険料の10%の合計をいう。
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（vi）変動分析

 

　以下の分析は、エンベディッド・バリューの、2025年年初から期末までの変動状況を示したものである。

 

2025年エンベディッド・バリュー分析

 

項目 （単位：百万人民元）

A 期間開始時のエンベディッド・バリュー 1,401,146

B エンベディッド・バリューの予想回収額 75,846

C 当期の新規業務の価値 45,752

D 営業経験実績の差異 888

E 投資収益の差異 67,348

F 評価方法、モデル、仮定の変更 (7,363)

G 市場価値の調整 (96,175)

H 為替レートの変動 (144)

I 株主への配当金分配及び資本変動 (19,446)

J その他 23

K 2025年12月31日現在のエンベディッド・バリュー（AからJの合計） 1,467,876
 

（注1）四捨五入のため、数字を加算した場合、総数と軽微な差異がある可能性がある。

（注2）BからJのコードについての説明：

B 適用業務の2025年の予測収益及び純資産の予想投資収益の合計を反映させたもの

C 2025年の新規業務の販売の価値

D 2025年の営業経験実績（死亡率、発病率、解約率、費用率、税収等）と、これに対応する仮定との差異

E 2025年の実際投資収益と、投資仮定との差異

F 評価方法、モデル及び仮定の変更を反映させたもの。

G 2025年年初から2025年末までの市場価値調整の変化及びその他の調整を反映させたもの

H 為替相場の変動

I 株主への2025年の配当

J その他の要素
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（vii）感応度テスト

 

　感応度テストは、一連の異なる仮定の上に完成するものである。各項の感応度テストにおいては、関連する仮定

のみに変化を生じさせ、その他の仮定は不変なものとしている。これらのテスト結果をまとめると、以下のとおり

である。

 

感応度テスト結果

 

 （単位：百万人民元）

 自己資本コスト控除後の

有効業務価値

自己資本コスト控除後の

１年の新業務価値

基礎となる状況 531,203 45,752

１．リスク現在化率をBPS+50とする。 500,099 43,462

２．リスク現在化率をBPS-50とする。 564,899 48,215

３．投資収益率が10%上昇する。 667,974 53,296

４．投資収益率が10%低下する。 395,087 38,228

５．費用率が10%上昇する。 522,803 42,143

６．費用率が10%低下する。 539,603 49,361

７．非年金商品の死亡率が10%上昇し、年金商品

の死亡率が10%低下する。 526,406 44,944

８．非年金商品の死亡率が10%低下し、年金商品

の死亡率が10%上昇する。 535,961 46,565

９．解約率が10%上昇する。 536,864 44,913

10．解約率が10%低下する。 525,374 46,640

11．発病率が10%上昇する。 521,849 43,799

12．発病率が10%低下する。 540,605 47,706

13．2024年のEV評価仮定を使用する。 533,297 47,214

14．VIFの計算における分散を可能にする。 565,929 ‒
 

 

５ 【重要な契約等】

 

（１）継続関連取引

 

　本報告期間中、当社は、香港証券取引所における証券の上場に適用される規則第14A章（「上場規則」）に基づ

き、申告、公告及び年度検査要件（社外株主の承認要件を除く。）に従って継続関連取引を実施した。当該取引に

は、当社とChina Life Insurance (Group) Companyとの間の保険業務代理契約、当社とChina Life Property and

Casualty Insurance Companyとの間の保険販売業務枠組契約、当社とChina Life Asset Management Companyとの

間の保険資金投資管理委託契約、当社とChina Life Capital Investment Companyとの間の枠組契約、並びに、当

社、China Life Insurance (Group) Company及びChina Life Investment Management CompanyがそれぞれChina

Life AMP Asset Management Companyと締結した枠組契約が含まれる。China Life Insurance (Group) Companyは

当社の支配株主であり、China Life Property and Casualty Insurance Companyの60%の持分、並びにChina Life

Investment Management Company及びChina Life Capital Investment Companyのすべての持分を所有しているた

め、China Life Insurance (Group) Company、China Life Property and Casualty Insurance Company、China

Life Investment Management Company及びChina Life Capital Investment Companyのいずれも当社の関連当事者

である。China Life Asset Management Companyについては、当社及びChina Life Insurance (Group) Companyが

それぞれ60%及び40%の持分を所有しているため、当社の関連子会社である。China Life AMP Asset Management

Companyは、China Life Asset Management Companyの子会社であり、また、当社の関連子会社である。
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　本報告期間中、当社は、証券取引所の上場規則第14A章に基づき、申告、公告、年度検査、及び社外株主の承認

要件に従って継続関連取引を実施した。当該取引には、当社がChina Life Investment Management Companyと締結

した保険資金オルタナティブ投資管理委託及び運用サービス契約が含まれる。この契約及び取引は、当社の社外株

主により承認された。

 

　このほか、本報告期間中、当社は、証券取引所の上場規則第14A章に基づき申告、公告、年度検査及び社外株主

の承認を免除された継続関連取引も行った。当該取引には、China Life Insurance (Group) CompanyとChina Life

Asset Management Companyとの間の保険資金投資管理委託契約が含まれる。

 

　かかる継続関連取引に関して、当社は証券取引所の上場規則第14A章の開示規定を遵守した。当社は、本報告期

間内において上記継続関連取引を行う際、取引を行う際に制定した価格制定政策及びガイドラインに従った。

 

（a）保険業務代理契約

　当社とChina Life Insurance (Group) Companyは、2024年12月31日、2025-2027年保険業務代理契約を締結し

た。その有効期間は、2025年１月１日から2027年12月31日までである。当該契約に基づき、当社は、China Life

Insurance (Group) Companyに対して、譲渡されない証券について証券管理サービスを提供することをChina Life

Insurance (Group) Companyから委託された。ただし、当社は、譲渡されない証券における保険者の権利を享受せ

ず、また義務も負わない。毎年１回の支払期間において、手数料の計算方法は以下の２つの項目の金額の和に相当

する：（１）当該期間の最終日時点において有効な譲渡がされない証券の数量に14人民元を乗じた金額、（２）当

該期間において譲渡されない証券について実際に受領した保険料の2.5%の金額。2027年12月31日までの３年度にお

ける当該取引金額の年度上限は、いずれも503百万人民元である。

 

　当社は、2025年12月31日終了年度までに、China Life Insurance (Group) Companyから保険証券代理サービス料

として、合計448.85百万人民元を受領した。

 

（b）保険販売業務枠組契約

　当社とChina Life Property and Casualty Insurance Companyは、2024年２月23日、2024年保険販売業務枠組契

約を締結した。その有効期間は、2024年３月８日から2027年３月７日までである。当該契約に基づき、China Life

Property and Casualty Insurance Companyは、授権した地域においてその指定した保険商品について当社に代理

販売を委託し、当社に代理手数料を支払う。双方は、代理業務で実際に受領した保険料の一定の割合に基づき代理

手数料を計算しなければならない。2026年12月31日までの３年度における当該取引金額の年度上限は、それぞれ

2,620百万人民元、2,840百万人民元及び3,110百万人民元である。

 

　当社は、2025年12月31日終了年度において、China Life Property and Casualty Insurance Companyから代理手

数料として、合計1,661.00百万人民元を受領した。

 

（c）保険資金投資管理委託契約

（ⅰ）当社とChina Life Asset Management Companyとの間の保険資金投資管理委託契約

　当社とChina Life Asset Management Companyは、2023年１月１日、2023-2025年投資管理委託契約を締結した。

その有効期間は、2023年１月１日から2025年12月31日までである。当該契約に基づき、China Life Asset

Management Companyは、当社の授権した範囲内で、関連法律・法規、監督管理規定及び当社の投資ガイドラインに

従い、当社がChina Life Asset Management Companyに委託する資産について、自主的な方法で投資及び管理を行

うことに同意した。China Life Asset Management Companyが当該契約に基づき、当社が委託した様々な種類の資

産に対して投資及び管理を行う対価として、当社は、China Life Asset Management Companyに対して、固定投資

管理サービス料と変動管理サービス料を含むサービス料を支払うことに同意した。固定投資管理サービス料は、委

託された投資カテゴリー及び管理の規模に基づき請求され、変動管理サービス料は、投資ガイドラインに基づく当

社のChina Life Asset Management Companyに対する投資評価状況に応じて請求される。2025年12月31日までの３

年度における当該取引金額の年度上限は、それぞれ4,000百万人民元、5,000百万人民元及び6,000百万人民元であ

る。
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　当社とChina Life Asset Management Companyは、2026年１月１日、2026-2028年投資管理委託契約を締結した。

その有効期間は、2026年１月１日から2028年12月31日までである。当該契約に基づき、China Life Asset

Management Companyは、当社がChina Life Asset Management Companyに委託する資産について、引き続き自主的

な方法で投資及び管理を行い、これについて固定投資管理サービス料と変動管理サービス料を受領する。2028年12

月31日までの３年度における当該取引金額の年度上限は、それぞれ7,000百万人民元、7,500百万人民元及び8,000

百万人民元である。

 

　当社は、2025年12月31日終了年度までに、China Life Asset Management Companyに保険資金投資管理委託サー

ビス料として合計4,646.47百万人民元を支払った。

 

（ⅱ）China Life Insurance (Group) CompanyとChina Life Asset Management Companyとの間の保険資金投資

管理委託契約

　China Life Insurance (Group) CompanyとChina Life Asset Management Companyは、2022年12月29日、2023-

2025年投資管理委託契約を締結した。その有効期間は、2023年１月１日から2025年12月31日までである。当該契約

に基づき、China Life Asset Management Companyは、China Life Insurance (Group) Companyの提供する投資ガ

イドライン及びその指示に従い、China Life Insurance (Group) CompanyがChina Life Asset Management

Companyに委託する資産について、自主的な方法で投資及び管理を行うことに同意した。China Life Asset

Management Companyが投資管理サービスを提供する対価として、China Life Insurance (Group) Companyは、

China Life Asset Management Companyに対して、基礎サービス料と業績変動管理費を含むサービス料を支払うこ

とに同意した。基礎サービス料は、委託された投資カテゴリー及び管理の規模に基づき請求され、業績変動管理費

は、投資ガイドラインに基づくChina Life Insurance (Group) CompanyのChina Life Asset Management Company

に対する投資評価状況に応じて請求される。2025年12月31日までの３年度における当該取引金額の年度上限は、い

ずれも500百万人民元であった。

 

　China Life Asset Management Companyは、2025年12月31日終了年度までに、China Life Insurance (Group)

Companyから投資資産管理サービス料として、合計158.16百万人民元を受領した。

 

（ⅲ）当社とChina Life Investment Management Companyとの間の保険資金オルタナティブ投資管理委託及び運

用サービス契約

　当社2022年年次株主総会の審議・承認を経て、当社とChina Life Investment Management Companyは、2023年６

月30日、2023-2025年保険資金オルタナティブ投資管理委託及び運用サービス契約を締結した。その有効期間は、

2023年７月１日から2024年12月31日までであり、自動的に１年間更新され得る。当該契約に基づき、China Life

Investment Management Companyは、関連法律・法規を遵守し、監督管理機関が限定する保険資金運用の範囲内

で、当社の投資ガイドラインに従い、当社がChina Life Investment Management Companyに委託する資産につい

て、自主的な方法で投資及び管理を行い、当社は、China Life Investment Management Companyが当社に提供する

投資及び管理サービスについて、China Life Investment Management Companyに対して、投資管理サービス料、商

品管理費、不動産の運用管理サービス料及び業績連動奨励金を支払う。当該契約において委託する投資品目には、

保険資産管理商品、金融商品、エクイティ/不動産ファンド及び公募REITs商品（主に戦略型ファンド方式で展開さ

れるもので、戦略的な抱合せ販売がされるもののみに限られる。）が含まれる。この他、China Life Investment

Management Companyは、当社が自身の意思決定方法に基づき投資し、その運用管理を委託するエクイティ/不動産

ファンドについて、当社に対して運用サービスを提供し、当社は、これについて、China Life Investment

Management Companyに対して運用委託費を支払う。
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　2025年12月31日までの３年度に係る投資及び管理において新規で当社がChina Life Investment Management

Companyに委託する資産の契約金額の年度上限は、それぞれ120,000百万人民元（又はこれに相当する外貨）、

140,000百万人民元（又はこれに相当する外貨）及び150,000百万人民元（又はこれに相当する外貨）であり、当社

がChina Life Investment Management Companyに支払う投資管理サービスに関連する費用（投資管理サービス料、

商品管理費、不動産の運用管理サービス料及び業績連動奨励金を含む。）及び運用サービスに関連する運用委託費

の年度上限は、それぞれ1,500百万人民元（又はこれに相当する外貨）、1,800百万人民元（又はこれに相当する外

貨）及び2,200百万人民元（又はこれに相当する外貨）である。

 

　当社2025年第２回臨時株主総会の審議・承認を経て、当社とChina Life Investment Management Companyは、

2025年12月31日、2026-2028年保険資金オルタナティブ投資管理委託契約を締結した。その有効期間は、2026年１

月１日から2028年12月31日までである。当該契約に基づき、China Life Investment Management Companyは、当社

がChina Life Investment Management Companyに委託する資産について、引き続き自主的な方法で投資及び管理を

行い、当社は、China Life Investment Management Companyが当社に提供する投資及び管理サービスについて、

China Life Investment Management Companyに対して、投資管理サービス料、商品管理費、不動産の運用管理サー

ビス料及び業績連動奨励金を支払う。当該契約において委託する資産には、保険資産管理商品、金融商品、エクイ

ティ/不動産ファンド及び公募REITs商品が含まれる。

 

　2028年12月31日までの３年度に係る投資及び管理において新規で当社がChina Life Investment Management

Companyに委託する資産の契約金額の年度上限は、それぞれ120,000百万人民元（又はこれに相当する外貨）、

140,000百万人民元（又はこれに相当する外貨）及び150,000百万人民元（又はこれに相当する外貨）であり、当社

がChina Life Investment Management Companyに支払う投資管理サービスに関連する費用（投資管理サービス料、

商品管理費、不動産の運用管理サービス料及び業績連動奨励金を含む。）の年度上限は、それぞれ1,100百万人民

元（又はこれに相当する外貨）、1,200百万人民元（又はこれに相当する外貨）及び1,300百万人民元（又はこれに

相当する外貨）である。

 

　当社は、2025年12月31日終了年度において、China Life Investment Management Companyに投資管理サービスに

関連する費用（投資管理サービス料、商品管理費、不動産の運用管理サービス料及び業績連動奨励金を含む。）及

び運用サービスに関連する運用委託費として665.47百万人民元を支払った。新規で委託する資産投資管理に係る契

約金額は56,132.96百万人民元であった。

 

（ⅳ）当社とChina Life Capital Investment Companyとの間の保険ファンドによる投資管理に係る提携枠組契

約

　当社とChina Life Capital Investment Companyは、2022年12月28日、2023-2025年枠組契約を締結した。その有

効期間は、2023年１月１日から2025年12月31日までである。当該契約に基づき、当社は、有限責任パートナーとし

て、China Life Capital Investment Company又はその傘下会社が個別に若しくは第三者とともに無限責任パート

ナーを務めるファンド商品、及び／又は、China Life Capital Investment Companyが管理者（ファンド管理者及

び共同管理者を含む。）を務めるファンド商品を引き受ける予定である。2025年12月31日までの３年度において、

当社が有限責任パートナーとして、China Life Capital Investment Company又はその傘下会社が無限責任パート

ナーを務めるファンド商品を引き受ける際の年度上限は、いずれも5,000百万人民元である。また、China Life

Capital Investment Companyがファンド商品の無限責任パートナー又は管理者として請求する管理費の年度上限

は、いずれも500百万人民元である。

 

　2025年12月31日終了年度において、China Life Capital Investment Company又はその傘下会社が無限責任パー

トナーを務めるファンド商品を、当社が有限責任パートナーとして引き受ける際の金額は5,000.00万人民元であっ

た。また、China Life Capital Investment Companyがファンド商品の無限責任パートナー又は管理者として請求

する管理費は、161.75百万人民元であった。
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（d）China Life AMP Asset Management Companyとの枠組契約

（ⅰ）当社とChina Life AMP Asset Management Companyとの間の枠組契約

　当社とChina Life AMP Asset Management Companyは、2022年12月30日、2023-2025年枠組契約を締結した。その

有効期間は、2023年１月１日から2025年12月31日までである。当該契約に基づき、当社とChina Life AMP Asset

Management Companyは、日常取引（ファンド商品の引受け、買戻し（及びそれらの申込み）及び私募資産管理を含

む。）を行う予定である。各種の取引の価格決定は、業界慣例及び公平の原則に基づき、当事者双方が協議して確

定する。2025年12月31日に終了する３年度において、ファンド商品の引受（及びその申込）金額及び関連する引受

（及びその申込）費用の年度上限は、いずれも20,000百万人民元であり、ファンド商品の買戻金額及び関連する買

戻費用の年度上限は、いずれも20,000百万人民元である。当社が支払う私募資産管理業務の管理費の年度上限は、

いずれも700百万人民元である。

 

　当社とChina Life AMP Asset Management Companyは、2025年12月16日、2026-2028年枠組契約を締結した。その

有効期間は、2026年１月１日から2028年12月31日までである。当該契約に基づき、当社とChina Life AMP Asset

Management Companyは引き続き、日常取引（ファンド商品の引受け、買戻し（及びそれらの申込み）及び私募資産

管理を含む。）を行う予定である。各種の取引の価格決定は、業界慣例及び公平の原則に基づき、当事者双方が協

議して確定する。2028年12月31日に終了する３年度において、ファンド商品の引受（及びその申込）金額及び関連

する引受（及びその申込）費用の年度上限は、いずれも20,000百万人民元であり、ファンド商品の買戻金額及び関

連する買戻費用の年度上限は、いずれも20,000百万人民元である。当社が支払う私募資産管理業務の管理費の年度

上限は、いずれも500百万人民元である。

 

　2025年12月31日終了年度において、ファンド商品の引受（及びその申込）金額及び関連する引受（及びその申

込）費用の発生金額は10,822.00百万人民元であり、ファンド商品の買戻金額及び関連する買戻費用の発生金額は

7,689.52百万人民元であり、当社が支払った私募資産管理業務の管理費は11.26百万人民元であった。

 

（ⅱ）China Life Insurance (Group) CompanyとChina Life AMP Asset Management Companyとの間の枠組契約

　China Life Insurance (Group) CompanyとChina Life AMP Asset Management Companyは、2022年12月９日、

2023-2025年枠組契約を締結した。その有効期間は、2023年１月１日から2025年12月31日までである。当該契約に

基づき、China Life Insurance (Group) Companyは、China Life AMP Asset Management Companyが管理するファ

ンドのファンド持分を引き受け、又は買い戻し（及びそれらを申し込み）、関連する費用を支払う予定である。取

引の価格決定は、業界慣例及び公平の原則に基づき、当事者双方が協議して確定する。2025年12月31日までの３年

度において、ファンド商品の引受（及びその申込）金額及び関連する引受（及びその申込）費用の年度上限は、い

ずれも2,000百万人民元である。ファンド商品の買戻金額及び関連する買戻費用の年度上限は、いずれも2,000百万

人民元である。

 

　2025年12月31日終了年度において、ファンド商品の引受（及びその申込）金額及び関連する引受（及びその申

込）費用の発生金額は０百万人民元であり、ファンド商品の買戻金額及び関連する買戻費用の発生金額は606.43百

万人民元であった。
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（ⅲ）China Life Investment Management CompanyとChina Life AMP Asset Management Companyとの間の枠組

契約

　China Life Investment Management CompanyとChina Life AMP Asset Management Companyは、2022年12月29

日、2023-2025年枠組契約を締結した。その有効期間は、2023年１月１日から2025年12月31日までである。当該契

約に基づき、China Life Investment Management Companyとその傘下会社及びChina Life AMP Asset Management

Companyは、日常取引（ファンド商品の引受け、買戻し（及びそれらの申込み）、私募資産管理を含む。）を行う

予定である。各種の取引の価格決定は、業界慣例及び公平の原則に基づき、当事者双方が協議して確定する。2025

年12月31日までの３年度において、ファンド商品の引受（及びその申込）金額及び関連する引受（及びその申込）

費用の年度上限は、いずれも2,000百万人民元である。ファンド商品の買戻金額及び関連する買戻費用の年度上限

は、いずれも2,000百万人民元である。China Life Investment Management Company及びその傘下会社が支払う私

募資産管理業務の管理費の年度上限は、いずれも20百万人民元である。

 

　当社2025年第２回臨時株主総会の審議・承認を経て
3
、China Life Investment Management CompanyとChina

Life AMP Asset Management Companyは、2025年12月31日、2026-2028年枠組契約を締結した。その有効期間は、

2026年１月１日から2028年12月31日までである。当該契約に基づき、China Life Investment Management Company

とその傘下会社及びChina Life AMP Asset Management Companyは引き続き、日常取引（ファンド商品の引受け、

買戻し（及びそれらの申込み）、私募資産管理を含む。）を行う予定である。各種の取引の価格決定は、業界慣例

及び公平の原則に基づき、当事者双方が協議して確定する。2028年12月31日までの３年度において、ファンド商品

の引受（及びその申込）金額及び関連する引受（及びその申込）費用の年度上限は、いずれも2,000百万人民元で

ある。ファンド商品の買戻金額及び関連する買戻費用の年度上限は、いずれも2,000百万人民元である。China

Life Investment Management Company及びその傘下会社が支払う私募資産管理業務の管理費の年度上限は、いずれ

も20百万人民元である。

 

　2025年12月31日終了年度において、ファンド商品の引受（及びその申込）金額及び関連する引受（及びその申

込）費用は314.47百万人民元であり、ファンド商品の買戻金額及び関連する買戻費用は150.50百万人民元であっ

た。China Life Investment Management Company及びその傘下会社が支払った私募資産管理業務の管理費は０百万

人民元であった。
 

 

 

3 当社グループとChina Life Insurance (Group) Company及びその傘下会社との過去12か月間の累計取引金額が、当社の直近

の監査済純資産の５％を超えているため、当社は上海証券取引所上場規則の規定に従い、2026-2028年度枠組契約に基づく取引

について、株主の承認を求めた。
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監査人の確認

 

　取締役会は当社監査人から、上述の申告及び公告を行わなければならず及び/又は社外取締役の承認を経なけれ

ばならない継続関連取引に関するレターを受領した。それによると本報告期間内の状況は以下のとおりである。

 

・当該監査人が検討した範囲で、開示された継続関連取引が当社取締役会の認可を得ていないと疑わせる事項は何

もなかった。

 

・当社が提供した商品又は関与した取引に関して、当該監査人が検討した範囲で、当該取引が各重大な方面におい

て、当社の価格設定ポリシーのとおりに行っていないと疑わせる事項は何もなかった。

 

・当該監査人が検討した範囲で、当該取引が各重大な方面において、当該取引を規範・管理する関連契約のとおり

に行っていないと疑わせる事項は何もなかった。

 

・当該監査人が検討した範囲では、その他の継続関連取引の金額に関して、当社が設定した関連年度上限の総額を

超えたと疑わせる事項は何もなかった。

 

社外取締役の確認

 

　当社社外取締役は、上述の申告及び公告を行わなければならず及び/又は社外取締役の承認を経なければならな

い継続関連取引をレビューした上で、各関連継続関連取引が下記のとおりであることを確認した。

 

・当社の日常業務の過程で達成したものである。

 

・一般的な商業条項に基づき、締結されたものである。

 

・これらの継続関連取引を規制する契約に基づき締結されたものであり、条項は公正・合理的でかつ当社株主の全

体利益に合致している。

 

・上述の取引の金額は関連上限を超えていない。
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（２）その他の重要な関連取引

 

パートナーシップ企業の設立によるインフラ証券投資ファンドへの投資

　当社、北京首景投資有限公司及び財信吉祥人寿保険股份有限公司（各当事者はいずれも有限責任パートナー）並

びに国寿置業投資管理有限公司（「国寿置業」）、北京朗佳私募基金管理有限公司（各当事者はいずれも無限責任

パートナー）及び天津創弛企業管理合夥企業（有限責任パートナーシップ）（特殊有限責任パートナー）は、2025

年４月23日、北京平准基礎設施不動産股権投資基金合夥企業（有限責任パートナーシップ）（「パートナーシップ

企業」）を設立するため、パートナーシップ契約を締結した。パートナーシップ企業の全パートナーの引受出資総

額は52.37億人民元であり、このうち、当社の引受出資額は35億人民元である。China Life Capital Investment

Companyがパートナーシップ企業の管理者を務める。パートナーシップ企業は、主として公募インフラ証券投資

ファンドに投資する。

 

パートナーシップ企業の設立によるシルバー経済産業関連への持分投資

　当社、China Life Property and Casualty Insurance Company、河北臨空産業股権投資基金合夥企業（有限責任

パートナーシップ）、中銀三星人寿保険有限公司及び重慶江北産業引導私募股権投資基金合夥企業（有限責任パー

トナーシップ）（各当事者はいずれも有限責任パートナー）並びに成達（廊坊臨空自貿区）投資管理有限公司

（「廊坊成達」）（無限責任パートナー）及び成達灃棠（上海）企業管理中心（有限責任パートナーシップ）（特

殊有限責任パートナー）は、2025年６月30日、河北成達臨空股権投資基金合夥企業（有限責任パートナーシップ）

（「パートナーシップ企業」）を設立するため、パートナーシップ契約を締結した。パートナーシップ企業の全

パートナーの引受出資総額は50億人民元であり、このうち、当社の引受出資額は20億人民元である。国寿股権投資

有限公司（「国寿股権公司」）がパートナーシップ企業の管理者を務める。パートナーシップ企業は、主として直

接又は間接に（投資ビークルを介する場合を含むが、これに限られない。）、中国国内で設立若しくは運営されて

いる、又は中国と重要な関連を有する、シルバー経済産業チェーン及びその関連分野に関連する未上場段階の企業

に対して持分投資を行う予定である。

 

パートナーシップ企業の設立による原子力発電企業への持分投資

　当社、中国核能電力股份有限公司及び中俄地区核工業合作発展股権投資基金管理（北京）合夥企業（有限責任

パートナーシップ）（各当事者はいずれも有限責任パートナー）並びに広州金宏資産管理有限公司（「広州金

宏」）及び中核産業基金管理有限公司（各当事者はいずれも無限責任パートナー）は、2025年６月26日、中核田湾

（北京）核電股権投資基金合夥企業（有限責任パートナーシップ）（「パートナーシップ企業」）を設立するた

め、パートナーシップ契約を締結した。パートナーシップ企業の全パートナーの引受出資総額は15.01億人民元で

あり、このうち、当社の引受出資額は12億人民元である。国寿金石資産管理有限公司（「国寿金石」）がパート

ナーシップ企業の管理者を務める。パートナーシップ企業は、「原子力発電プロジェクトの開発、投資、建設及び

運営」を事業範囲とする中国国内の原子力発電企業に対して持分投資（追加投資を含む。）を行う予定である。

 

持分投資計画への投資

　当社及び国寿実業投資有限公司（「国寿実業」）は、それぞれ20億人民元及び1,000万人民元を拠出して、China

Life Investment Management Companyが設立した国寿投資－遠致ファンド持分投資計画を引き受け、2025年12月15

日、それぞれChina Life Investment Management Companyとこれに関する受託契約を締結した。持分投資計画によ

り調達された資金の全額は、中国法に基づき設立されたパートナーシップ企業における有限責任パートナーシップ

の持分への投資に充当され、パートナーシップ企業は主として半導体、デジタルエネルギー、スマートEV等の関連

分野に投資する。
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パートナーシップ企業への増資

　当社（有限責任パートナー）は、2025年12月31日、国寿置業（無限責任パートナー）とパートナーシップ契約の

追加合意を締結し、これにより当社の国寿啓航壱期（天津）股権投資基金合夥企業（有限責任パートナーシップ）

（「パートナーシップ企業」）に対する引受出資額を増加した。当社の出資増加後、パートナーシップ企業の全

パートナーの引受出資総額は139.01億人民元元から189.01億人民元に増加した。このうち、当社の引受出資額は

139億人民元から189億人民元に増加し、国寿置業の引受出資額は100万元で据え置かれた。当社の増資額のうち、

33億人民元を上回らない金額が北京星泰通港置業有限公司に対する増資又は株主貸付けに充当され、同社による頤

堤港二期プロジェクト（北京大望京商圏に位置するフラッグシップ級の商業複合施設プロジェクト）の開発に必要

な資金需要が満たされる見込みである。

 

　国寿置業、 China Life Capital Investment Company 、 China Life Property and Casualty Insurance

Company、国寿股権公司、廊坊成達、国寿金石、広州金宏及び国寿実業は、いずれもChina Life Insurance

(Group) Companyの関係者であるため、いずれも当社の関連当事者である。上述の取引は、当社が証券取引所の上

場規則第14A章に基づき、申告及び公告要件に従わねばならないものの、社外株主が承認した単発の関連取引につ

いてはその遵守が免除されていた。

 

　当社は証券取引所の上場規則第14A章の開示規定を遵守した。

 

（３）関係者との間の営業外債権、債務の取引及び担保等の事項説明

 

　本報告期間中、当社は、関係者との間に営業外の債権、債務取引又は担保に関与していない。

 

（４）重大な契約及びその履行状況

 

（a）本報告期間中、当社の本報告期間内利益総額の10%以上の損益額となるような、他社の資産の信託、請負、

賃貸、又は他の会社に対する当社の資産の信託、請負、賃貸を当社はしておらず、また、従前の期間に発

生し、本報告期間中まで存続するような当該事項は、発生していない。

 

（b）本報告期間中、China Life Insurance Companyは、他社に対して担保を提供しておらず、非完全持株子会

社に対しても担保を提供していない。本報告期間の終了時において、当社持株子会社の対外担保残高は

2.07億人民元である
4
。

 

 

 

 

4 担保事項は、同社が2023年に当社持株子会社となる以前に発生したものであり、当該担保事項は、当社の株主、実質的支配

者及びその関係者に対する担保とは関係がない。

 

（c）本報告期間中又は本報告期間中も存続する、資産管理委託状況：投資は、当社の主要事業の一つである。

当社の投資資産管理は、主に投資管理委託モデルを採用しており、現在、重要な役割を果たしているChina

Life Insurance Company内部管理者及び効果的サポートを行う外部管理者とともに、多様な投資管理委託

構造を確立した。内部投資管理者は、China Life Asset Management Company及びその子会社、China

Life Investment Management Company及びその子会社が含まれる。外部投資管理者は、ファンド会社、証

券会社及びその他の専門投資管理機構を含んだ国内外の投資管理者から成る。当社は、多様な投資ポート

フォリオを構築し、資産運用の効率を向上させるために、様々な種類の投資品目の配分目的、リスクの特

徴及び様々な管理者の専門知識を基礎に、様々な投資管理者を選択する。当社は各管理者と投資管理委託

契約又は資産管理契約を締結しており、投資ガイドライン、資産管理委託、業務評定等の措置を通じて管

理者の日常投資業務を監督し、かつ、様々な管理者及び投資品目の特性に従い、特定の投資リスクコント

ロールの措置を講じた。

 

（d）本報告書で別途開示された場合を除き、本報告期間中、当社に関するその他の重大な契約は存在しない。
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６ 【研究開発活動】

 

　該当なし
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第４ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

 

　「第６　１．財務書類」中の財務諸表における注記を参照。

 

２ 【主要な設備の状況】

 

　「第６　１．財務書類」中の財務諸表における注記を参照。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

 

　「第６　１．財務書類」中の財務諸表における注記を参照。
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第５ 【提出会社の状況】
 

１ 【株式等の状況】

 

（１）【株式の総数等】

 

① 【株式の総数】

（2025年12月31日現在）

授権株数（株） 発行済株式総数（株） 未発行株式数（株）

28,264,705,000 28,264,705,000 －
 

 

② 【発行済株式】

（2025年12月31日現在）

記名・無記名の別及び

額面・無額面の別
種　類 発行数（株）

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

記名式額面株式

（額面1.00人民元）
A株 20,823,530,000 上海証券取引所 －

記名式額面株式

（額面1.00人民元）
H株 7,441,175,000 香港証券取引所 －

合計 － 28,264,705,000 － －
 

 

（２）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

　該当なし

 

（３）【発行済株式総数及び資本金の推移】

 

（単位：人民元。下段の括弧内の数字は日本円に換算した値（単位：百万円）を表す。）

年月日
発行済株式総数（株） 資 本 金（人民元）

摘  要
増 減 数 残  高 増 減 額 残  高

2003年６月30日 20,000,000,000 20,000,000,000
20,000,000,000

(462,000百万円)

20,000,000,000

(462,000百万円)

China Life

Insurance

(Group)

Company へ

の発行

2003年12月31日 6,764,705,000 26,764,705,000
6,764,705,000

(156,264,685,500円)

26,764,705,000

(618,264,685,500円)

H株のIPO

2006年12月31日 1,500,000,000 28,264,705,000
1,500,000,000

(34,650百万円)

28,264,705,000

(652,914,685,500円)

A株のIPO

 

 

（a）　2003年６月30日、譲渡された業務に関する全ての権利利益を取得するため、当社は、１株の額面が１人民

元である株券20,000,000,000株をChina Life Insurance (Group) Companyに対して授与又は発行した。

（b）　2003年９月10日の取締役会にて可決された決議に基づき、当社は、以下の株式のグローバル・オファリン

グを完了した。

（ⅰ）当社は、１株の額面が１人民元である、株券合計5,882,353,000株を発行した。そのうち

4,731,937,000株がH株であり、それ以外が28,760,400株の米国預託株式（１預託株式は40株に相当

する）であった。H株及び米国預託株式の発行価格はそれぞれ１株3.59香港ドル（証券仲介及び香港

証券取引所の取引費用を除く。）及び１預託株式18.68米ドルであった。H株及び預託株式は、それ

ぞれ2003年12月18日及び2003年12月17日に、香港証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場さ

れた。
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（ⅱ）2003年12月12日、引受会社が超過割当オプションを全て行使した際、当社は、１株の額面が１人民

元である超過割当オプションの株式を、合計882,352,000株発行した。１株の価格は3.625香港ドル

であった。

　上記株式のグローバル・オファリング募集資金から直接上場費用約24,707百万人民元を差し引き、最終資

本準備金は約17,942百万人民元となった。

（注）2006年12月29日より、当社は米国預託株式について分割を行い、１預託株式は15株のH株に相当することになった。2015

年５月26日より、当社は米国預託株式について分割を行い、１預託株式は５株のH株に相当することになった。

（c）　当社は、2006年12月にＡ株株券の新規公開発行を完了し、2007年１月９日に上海証券取引所に上場するこ

とに成功した。

 

（４）【所有者別状況】

 

　本書の対象期間末現在、当社のH株株主は22,040人、A株株主は75,803人である。

 

 2025年12月31日（単位：株）

株式数 割合（%）

１．譲渡制限付株式   

（１） 国有株式 - -

（２） 国有法人保有株式 - -

（３） その他内資保有株式 - -

内訳：   

　国内非国有法人保有株式 - -

　国内個人保有株式 - -

（４） 外資保有株式   

内訳：   

　国外法人保有株式 - -

　国外自然人保有株式 - -

譲渡制限付株式合計 - -

２．譲渡制限のない流通株式   

（１） 人民元普通株式 20,823,530,000 73.67

（２） 国内上場外国株式 - -

（３） 国外上場外国株式 7,441,175,000 26.33

（４） その他 - -

譲渡制限のない流通株式合計 28,264,705,000 100.00

３．株式総数 28,264,705,000 100.00
 

 

　今期において、当社の株式総数及び株式資本構造には変化が生じていない。
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（５）【主要株主の状況】

 

（a）　2025年12月31日現在における当社の上位10名の株主の株式保有状況は、以下のとおりである。

 

氏名又は名称 所在地 株式の種類 所有株式数（株）

発行済み株式総数

に対する所有株式

数の割合（%）

China Life Insurance (Group)

Company

中国 A株 19,323,530,000 68.37

HKSCC Nominees Limited 香港 H株 7,341,315,886 25.97

中国証券金融股份有限公司 中国 A株 708,240,246 2.51

中央匯金資産管理有限責任公司 中国 A株 117,165,585 0.41

香港中央結算有限公司 香港 H株 39,395,707 0.14

中国工商銀行－SSE 50 ETF 中国 A株 30,806,370 0.11

中国工商銀行股份有限公司－Huatai-

Pinebridge CSI 300 ETF

中国 A株 27,484,317 0.10

中国建設銀行股份有限公司－E Fund

CSI 300 発起型ETF

中国 A株 19,624,147 0.07

中国工商銀行股份有限公司－ChinaAMC

CSI 300 ETF

中国 A株 14,976,165 0.05

全国社会保障基金一一四組合 中国 A株 14,089,600 0.05
 
 
 

１．HKSCC Nominees Limitedは香港中央結算（代理人）有限公司であり、その保有株式を、香港の各株式取引所の顧客及びそ

の他の香港中央結算システムの参与者に代わって保有するものである。香港証券取引所の関連規定は、上記の者にその保

有する株式の質入又は凍結情況に関する申告を求めていないため、HKSCC Nominees Limitedは質入又は凍結の株式数量を

統計又は提供することができない。

２．中国工商銀行－SSE 50 ETF、中国工商銀行股份有限公司－Huatai-Pinebridge CSI 300 ETF及び中国工商銀行股份有限公司

－ChinaAMC CSI 300 ETFのファンド保管人はいずれも中国工商銀行股份有限公司である。これらを除き、当社は上位10名

の株主の間に関連関係が存在するか否かを把握しておらず、またこれらが「上場会社買収管理弁法」に規定する共同株主

に該当するか否かを把握していない。

３．本報告期間末において、HKSCC Nominees Limitedの状況が不明であることを除き、当社の上記他の株主には、リファイナ

ンスによる貸株の状況は存在しない。

 

（b）　支配株主及び実質的支配者の状況

　当社の支配株主はChina Life Insurance (Group) Companyであり、関連状況は以下のとおりである。

 

名称 法定代表者 登録資本 設立日 主要経営業務

China Life

Insurance

(Group)

Company

 

蔡希良 46億元 1996年８月22日

（注）

引受済生命保険、健康保険、傷害保険などの各

種の人身保険業務の期間更新、費用受領及び給

付保険金等の保険サービス並びに再保険業務、

国内外保険会社又はその他金融保険機関への株

式支配又は株式参加、法律、法規が認める又は

国務院が認可する資金運用業務、保険監督管理

機関が認可するその他の業務。
 

（注）China Life Insurance (Group) Companyの前身は、1996年８月に登記・設立された中保人寿保険有限公司である。1999

年１月に国務院の認可を経てChina Life Insurance Companyとして設立された。2003年に中国保険監督管理委員会の認

可を経て、China Life Insurance Companyはリストラクチャリングを行い、China Life Insurance (Group) Companyに

変更された。
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　当社の実質的支配者は、中華人民共和国財政部である。当社と実質的支配者との財産権利及び支配関係（注）は

以下のとおりである。

 

 

　本書の対象期間内において、当社の支配株主及び実質的支配者には変更がなかった。本書の対象期間末現在、当

社には10%以上の株式を保有するその他の法人株主はない。

 

（c）　香港法に基づき主要株主及びその他のものが当社の株式及び関連株式において保有する権益及び売りポジ

ション

　当社の取締役及び最高経営陣によると、2025年12月31日において、以下の者（当社の取締役及び最高経営陣を除

く。）は、当社株式又は関連株式のうち、「証券及び先物条例」第XV部第２及び第３部分に基づき当社に開示すべ

き、又は「証券及び先物条例」第336条に基づき登録簿に記録されている、又は既に当社と香港証券取引所に知ら

せている権益及び売りポジションを保有している。

 

主要株主 資格
株式の

種類
株式数

種類別発行済み

株式数に対する

比率（%）

発行済み株式総

数に対する比率

（%）

China Life Insurance

(Group) Company

実質的所有者 A株 19,323,530,000(L) 92.80 68.37

中国平安保険（集団）股份

有限公司

（注１）

中国平安保険（集

団）股份有限公司

が支配する法人の

権益

H株 619,338,000 (L) 8.32 2.19

Ping An Asset Management

Co., Ltd.

投資運用会社 H株 606,699,000 (L) 8.15 2.15

BlackRock, Inc.

（注２）

BlackRock, Inc.

が支配する法人の

権益

H株 479,549,185 (L)

1,817,000 (S)

6.44

0.02

1.70

0.01

FMR LLC

（注３）

FMR LLCが支配す

る法人の権益

H株 438,552,769 (L) 5.89 1.55

 

（「L」は買いポジションを、「S」は売りポジションを表す。）

 

（注１）「証券及び先物条例」第XV部に基づき、中国平安保険（集団）股份有限公司（以下「平安集団」という。）は、当社

のH株619,338,000株を保有している。これらの株式のうち、中国平安人寿保険股份有限公司及び平安養老保険股份有

限公司がそれぞれH株605,567,000株及びH株13,771,000株を保有し、両社はいずれも平安集団の傘下会社である。Ping

An Asset Management Co., Ltd.（「Ping An Asset Management」）は、H株606,699,000株について権益を有してい

る。これらの株式は、Ping An Asset Managementが投資運用会社として、一部の顧客（平安集団の傘下会社を含む

が、これに限られない。）を代表して保有しているものである。Ping An Asset Managementは平安集団の傘下会社で

あるが、Ping An Asset Managementが投資運用会社として顧客を代表し、これらの株式について議決権を全面的に行

使し、かつ投資・経営管理権を独立して行使しているため、平安集団は「証券及び先物条例」に基づき、持株会社と

して、Ping An Asset Managementが保有する平安集団以外の株式に係る権益について開示することを免除されてい

る。
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（注２）「証券及び先物条例」第XV部に基づき、BlackRock, Inc.は、当社のH株479,549,185株を有する。これらの株式のう

ち、BlackRock Investment Management, LLC、BlackRock Financial Management, Inc.、BlackRock Institutional

Trust Company、National Association、BlackRock Fund Advisors、BlackRock Advisors, LLC、BlackRock Japan

Co., Ltd. 、 BlackRock Asset Management Canada Limited 、 BlackRock Investment Management (Australia)

Limited、BlackRock Asset Management North Asia Limited、BlackRock (Netherlands) B.V.、BlackRock Advisors

(UK) Limited 、BlackRock International Limited、 BlackRock Asset Management Ireland Limited 、BLACKROCK

(Luxembourg) S.A.、BlackRock Investment Management (UK) Limited 、 BlackRock Asset Management Deutschland

AG、BlackRock Fund Managers Limited 、BlackRock Life Limited、BlackRock (Singapore) Limited、BlackRock

Asset Management Schweiz AG及びAperio Group, LLCがそれぞれH株1,183,000株、H株7,752,000株、H株90,455,736

株、H株173,279,000株、H株8,236,000株、H株6,464,387株、H株3,674,000株、H株4,022,000株、H株24,662,040株、H

株16,079,321株、H株128,000株、H株220,000株、H株117,783,006株、H株6,161,000株、H株8,554,858株、H株291,000

株、H株6,691,005株、H株415,000株、H株1,482,000株、H株112,000株及びH株1,903,832株を保有し、これらの企業は

全てBlackRock, Inc.により支配され、又は間接的に支配される傘下会社である。当該H株479,549,185株のうち、H株

3,903,000株は現金引渡による非上場デリバティブツールである。

BlackRock, Inc.が帰属方式により保有するH株1,817,000株（0.02%）は、「証券及び先物条例」第XV部にいう売りポ

ジション株式である。当該H株1,817,000株は現金引渡による非上場デリバティブツールである。

（注３）「証券及び先物条例」第XV部に基づき、FMR LLCは、当社のH株438,552,769株を有する。これらの株式のうち、

Fidelity Management & Research Company LLC、Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited、Fidelity

Institutional Asset Management Trust Company及びFIAM LLCがそれぞれH株175,446,421株、H株80,539,990株、H株

13,895,625株及びH株96,868,555株を保有し、これらの企業は全てFMR LLCにより支配され、又は間接的に支配される

傘下会社である。

 

　上記に開示されているものを除き、当社の取締役及び最高経営陣は、2025年12月31日において、いかなるものが

当社株式又は関連株式のうち、「証券及び先物条例」第336条に基づき登録簿に記録されている権益及び売りポジ

ションを保有していることを知らない。

 

２ 【配当政策】

 

　「当社定款」第177条の規定によれば、当社の利益分配方針の基本原則は以下のとおりである。

・当社は投資者の投資収益を十分に考慮し、毎年、当該事業年度に行われた当社の分配可能利益の規定比率に従

い、株主に対して配当金を分配する。

・当社の利益分配方針は連続性及び安定性を保ち、同時に株主全員の総体的な利益及び当社の持続可能な発展に

配慮する。

・当社は現金による配当金分配の利益分配方法を優先的に採用する。

 

　「当社定款」第178条の規定によれば、当社の利益分配の具体的な方針は以下のとおりである。

・利益分配の形式：当社は、現金、株式又は現金と株式とが結合した方式により配当金を分配する。一定の条件

において、当社は半期利益分配を行うことができる。当社が配当が支払われるべき日に株主にその支払いを実

施しなかった場合を除き、当社の配当にはいかなる利息も付されない。

・当社の現金配当の具体的な条件及び比率：当社は、当該事業年度において利益を挙げかつ未分配利益の累計が

プラスである場合、現金の形式により配当金を分配し、当社の直近３年間の現金による分配利益の累計が当社

の直近３年間の年平均分配可能利益の30％を下回ってはならない。当社の具体的な現金配当比率は、利益状

況、ソルベンシー状況及び当社の持続可能な発展の必要性等の要素を総合的に勘案して定める。当社のソルベ

ンシーが監督管理の規定を満たさないときは、当社は株主に利益を分配してはならない。

・当社の株式配当の支払に関する具体的な条件：当社は、経営の状況が良好で、かつ、取締役会が当社の株式価

格と当社の株式資本の規模とが相応しておらず、株式による配当金の支払が当社の株主全員の総体的な利益に

資すると認める場合、上記現金配当の条件のもとで、株式による配当金分配案を提出することができる。
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　「当社定款」第179条の規定によれば、当社の利益分配案の審議手続は以下のとおりである。

　当社の利益分配案については、当社取締役会が当該案の合理性について充分な検討を行い、専門決議をなし、か

つ社外非業務執行取締役による独立意見の発表後に、株主総会に提出して審議する。株主総会が現金配当の具体的

な案を審議する際、当社は多種のルートにより株主、特に中小の株主と意見交換及び対話を行い、投資者の意見及

び要求を充分聞き取り、かつ適時に中小投資者が関心を持つ問題を回答するものとする。

 

　株主総会は、年度利益分配案を審議する場合、翌年の半期現金配当に関する条件、上限比率、上限額等を審議

し、承認することができる。配当上限は、当該期間に親会社株主に帰属する純利益を超えてはならない。取締役会

は、株主総会の決議に基づき、利益分配条件に適合する範囲で具体的な半期配当案を策定する。

 

　当社の株主総会が利益分配案について決議を行った後、又は当社取締役会が株主総会において審議・承認された

翌年の半期配当条件及び上限に基づき具体案を策定した後は、２ヶ月以内に配当金の支払（又は株式の交付）を完

了しなければならない。

 

2025年度利益分配案又は資本準備金の資本金組入れによる増資案及び直近３会計年度の現金配当の状況

 

　当社は、2025年９月25日に開催された2025年第２回臨時株主総会で承認された当社2025年半期利益分配案に基づ

き、2025年半期半期配当金として、全株主に対して発行済株式28,264,705,000株について一株当たり0.238人民元

（税込）、合計約67.27億人民元を支払った。当社は、2026年３月25日に開催された第８期取締役会第25回会議で

採択された2025年度利益分配案に基づき、2025年期末現金配当金として、全株主に対して発行済株式

28,264,705,000株について一株当たり0.618人民元（税込）、合計約174.68億人民元を支払う予定である。当該利

益分配案は、当社の2025年年次株主総会での承認後に効力が発生する。当社2025年度利益分配案が採択された場

合、2025年通年現金配当金は、当社の支払済みの2025年半期現金配当金と合わせて一株当たり0.856人民元（税

込）、合計約241.95億人民元となり、連結財務諸表における当社株主に帰属する純利益の割合は16%となる。

 

　当社が国内投資株式の保有者に支払う配当金は、人民元により評価額を定め、宣言し、人民元により支払う。当

社が海外上場外国投資株式の保有者に支払う配当金は、人民元により評価額を定め、宣言し、当該外国投資株式上

場地の通貨又は人民元により支払う。当社は、海外上場外国投資株式の保有者に対し、外国投資株式上場地の通貨

又は人民元により配当金を受領する選択肢を提供することができる。当社が外国投資株式の保有者に対して外国投

資株式上場地の通貨により配当金を支払う場合には、国の外貨管理に関する規定に従って取り扱うものとし、規定

がない場合には、配当宣言日の前1週間に中国人民銀行が公表した関連外貨の平均終値を適用為替レートとする。

 

　本年度利益分配案においては、資本準備金の資本金組入れによる増資を実施しない。

 

　当社の利益分配方針は「当社定款」及び審議手続の規定に適合しており、明確な配当基準及び配当比率を備え、

意思決定手続及びメカニズムも完備されている。中小株主には意見及び要望を十分に表明する機会が与えられてお

り、中小株主の適法な権益は十分に保護されている。また、社外取締役が誠実に職責を果たして審議を行い、独立

意見を表明している。
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３ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

（a）内部統制に関する組織構造

 

　当社は、完全なコーポレート・ガバナンスを遵守し、コーポレート・ガバナンスの強化により、透明性を高め、

有効な責任追及メカニズムが確立し、当社の会社運営を更に規範化させ、意思決定がより合理的となり、投資家の

信頼を高めることができると信じる。

 

　当社は、合理的構造、完備されたメカニズム、厳密な制度、高効率な運営のコーポレート・ガバナンス体制を核

心目標として、コーポレート・ガバナンスの確立を絶えず推進し、情報開示を厳格に実行し、当社の透明度を持続

的に高め、幅広い投資家に積極的にサービスすることで、資本市場における当社のイメージ及び地位を高める。

 

　当社は、厳格に「会社法」、「証券法」などの法律、法規及び監督管理規定の要求に基づき、職責が明確なコー

ポレート・ガバナンス体制を構築した。当社のコーポレート・ガバナンス体制は、基本的に当社の各上場地の監督

管理規定及び関連要求に適合している。当社は、厳格に「会社法」、「証券法」等の法律、法規及び監督管理規定

並びに「当社定款」と各議事規則の要求に従い、コーポレート・ガバナンスの各手続を履行した。

 

　当社は、各上場地の監督管理要求及び「当社定款」の関連規定に基づき、引き続き健全な取締役会政策決定体制

を構築した。取締役会は、株主の委託する資産及び資源につき株主に対して責任を負い、企業管理統制の職能を履

行した。取締役会のメンバーは、当社の事務に積極的に関心をよせ、当社の業務を全面的に理解し、十分な時間を

投入し、慎重、勤勉かつ実効的に取締役の職責を履行した。経営発展戦略及び市場対策定期報告等の体制を構築す

ることにより経営陣が経営状況、発展戦略及び市場対策を定期的に取締役会に報告し、取締役会の政策決定にあた

り根拠を示すようにした。

 

　当社は積極的にコーポレート・ガバナンスの構築を推進し、コーポレート・ガバナンスの構造を絶えず最適化

し、合理的な意思決定能力を高めた。取締役会専門委員委員会の意思決定が充分に効率的なものとなるよう、取締

役会は、監査委員会、指名・報酬委員会、リスク管理・消費者権益保護委員会、戦略・資産負債管理委員会並びに

関連取引統制委員会の五つの専門委員会を設置した。取締役会専門委員会は、専門的事項について検討を行い、定

期又は不定期的に専門会議を開催し、経営陣と交流し、意見及び提案を提出して取締役会の政策決定時の参考に供

し、かつ取締役会の委託又は授権を受けた関連事項を処理し、取締役会の運営効率を高め、取締役会の機能を強化

する。

 

　当社は、各上場地の上場規則の要求に従って適時、公開的、透明に情報開示を行っており、IR管理を絶えず改善

し、投資家との交流方法及びその内容を絶えず潤沢なものとし、当社の株主が公開、公平、真実、正確に当社情報

を取得することを確保し、当社の株主の平等な権利を保障した。

 

　当社は、引き続き持株子会社に対する管理を強化し、管理メカニズムを最適化した。当社は、「持株子会社及び

株式参加重要会社管理弁法」を策定し、派遣取締役、幹部役員の職務遂行における管理及び職務遂行におけるサ

ポートを強化し、持株子会社に対するコーポレート・ガバナンスレベルにおける管理を高めた。

 

　当社は、既に香港証券取引所上場規則付録C1のコーポレート・ガバナンスコード（「コーポレート・ガバナンス

コード」）に記載の原則を適用している。当社は、本報告期間中、コーポレート・ガバナンスコードの全ての規定

を遵守した。

 

　本報告期間中、当社は、2024-2025年度上海証券取引所上場会社情報開示A級評価、中国上場会社協会が主催した

「2025年度上場会社取締役ベストプラクティス事例」等の賞を受賞した。
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（b）内部統制システム

 

当社のコーポレート・ガバナンス組織図

 

 

株主総会

 

　株主総会は当社の最高権力機構であり、法に基づき職権を行使する。株主総会の権限は、当社の事業針及び重要

な投資計画を決定すること、非従業員代表取締役を選任及び解任すること、取締役報酬に関する事項を決定するこ

と、取締役会報告を審議・承認すること、当社の年度財務予算案及び決算案を審議・承認すること、当社の利益分

配方針、利益分配案及び損失補填案を審議・承認すること、並びに「当社定款」に株主総会が決議すべきと規定さ

れたその他の事項を含む。当社は、すべての株主が平等な地位を享有することを確保し、当社の重要な事項につい

てのアクセス権（知る権利）及び議決権を含むすべての株主の権利が保障されることを確保する。当社は、自主的

な経営能力を有し、業務、人員、資産及び財産などの面において株主と分離しており、かつ独立している。

 

　2025年６月26日、当社は北京において2024年年次株主総会を開催した。2025年９月25日、当社は北京において

2025年第１回臨時株主総会を開催した。2025年12月30日、当社は北京において2025年第２回臨時株主総会を開催し

た。上記株主総会は、いずれも関連法律、法規及び上場規則に厳格に従い招集・開催された。

 

取締役会

 

　取締役会は、当社の常設の意思決定機構であり、その主な権限は、コーポレート・ガバナンス職能を履行するこ

と、株主総会を招集すること、株主総会決議を実行すること、当社の年度経営計画及び投資案を決定すること、当

社の発展戦略を策定してその戦略の実施を監督すること、当社の年度予算案及び決算案を策定すること、財務諸表

等の開示資料において客観的に当社の経営業績を評価すること、当社のコーポレート・ガバナンスを定期的に評価

してこれを改善すること、経営陣の人事に関する事項を管理すること、取締役及び幹部役員を組織して各種の研修

に参加させること、その専門的素養の向上を重視すること、当社のコンプライアンスにおける方針を監察するこ

と、当社の内部統制システムを評価すること、並びに当社のコーポレート・ガバナンス規則の遵守状況を検討する

ことである。日常業務の管理及び運営管理については、経営陣が責任を負う。このうち、非業務執行取締役、社外

取締役の権限には、取締役会及び任命された委員会の会議に定期的に出席すること、取締役会及び取締役会専門委

員会の会議において意見を陳述すること、潜在的な利益相反を解決すること、監査、指名・報酬その他の専門委員

会の委員を務めること、並びに当社の業績を検査、監査及び報告することを含むが、これらに限られない。取締役

会は、株主総会に対して責任を負い、その業務を報告する。
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　2025年、当社は、新「会社法」、上場地の監督管理規則、業界監督管理規定等の法律、法規及び部門規則に従

い、コーポレート・ガバナンス構造の調整及び「当社定款」の修正を完了させた。2025年12月22日、金融監督管理

総局の認可を受け、修正後の「当社定款」の効力が正式に生じ、当社は今後、監査役会を設置せず、取締役会監査

委員会が「会社法」及び監督管理規則に定める監査役会の職権を行使することとなった。また、取締役会に従業員

取締役を新たに設けた。現在、取締役会を構成する取締役は12名で、業務執行取締役４名、非業務執行取締役３

名、社外取締役４名、従業員取締役１名からなる。社外取締役の人数は、業界及び上場地の監督管理規則における

最低３名の社外取締役の要件及び社外取締役が取締役会人数の３分の１を占めるべき要件に適合する。取締役会の

メンバー全員は、取締役会事務に充分な時間を投入し、監督管理要求に従って外部監督管理機関及び当社内部が組

織した関連教育に参加し、定期的に監督管理文書を閲覧し、適時に監督管理動態を把握した。当社は、取締役のた

めに取締役責任保険に加入し、当社の取締役が法に基づき職務を遂行する過程において発生するおそれのある賠償

責任のため保障を提供し、取締役が十分に職責を履行できるよう促進した。当社の知るところでは、取締役会、旧

監査役会メンバー又は幹部役員の間においては、財務、業務、親族関係又はその他重大な関係は存在していない。

 

　2025年において、取締役会の社外取締役は、いずれもマクロ経済、金融管理、コンプライアンス、会計監査など

の方面に豊富な経験を有する人材であり、社外取締役のうち少なくとも１名は適切な専門資格、会計資格、関連す

る財務管理の専門知識を有しなければならないとする香港証券取引所上場規則の要件にも合致している。上海証券

取引所及び香港証券取引所の上場規則に従い、当社は、既に全ての社外取締役に対して、当社に対して独立である

旨、書面での確認を得た。当社は、全ての社外取締役は、当社から独立の地位にあり、いずれも社外取締役の職責

を厳格に履行すると考える。「当社定款」に基づき、非従業員代表取締役は株主総会で選任され、その任期は３年

である。取締役は、その任期満了後に再任することができる。ただし、社外取締役の当社における通算在任期間は

６年を超えてはならない。

 

　当社は、整備された取締役の指名、選任手続を有する。取締役会は、取締役の指名にあたり、専門能力及び職業

倫理に配慮するとともに、取締役会のメンバーに対する多様化の要求を考慮しなければならない。取締役会の候補

者の選任の際には相互補完性を考慮する。これには、性別、年齢、文化、教育背景、専門的経験、スキル、知識等

の多様なバックグラウンドを含まれるが、これらに限られない。当社はまた、自社の業務モデル及び具体的な必要

に基づき適時に関連要素を考慮している。最終的な決定は、候補者が取締役会にもたらす利点及び取締役会への貢

献度に基づきなされる。取締役会並びに取締役会指名・報酬委員会は、取締役会の多様化を実現するために、測定

可能な目標について適時に検討を行う。性別の多様化について、当社の2025年の段階的な目標は、取締役会に女性

のメンバーを３名有することである。上記の性別の多様化の目標は予定通りに達成された。当社はまた、女性の取

締役及び経営陣のメンバーを積極的かつ継続的に求める。当社は、性別の多様化が取締役会により多くのインスピ

レーションをもたらし、当社の業務の発展を促進することができると信じる。現在、当社の取締役会は12名のメン

バーから構成されているが、各メンバーは、金融管理、マクロ経済、財務会計、法律、管理等の様々な分野におい

て豊富な経験を有する。多様化した取締役会のメンバーの構成は以下のとおりである。

 

分類 業務執行取締役 非業務執行取締役 社外取締役 従業員取締役

人数 ４人 ３人 ４人 １人

出身地 中国国内 中国香港

人数 10人 ２人

性別 男性 女性

人数 ９人 ３人
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　取締役会会議には、定例会議及び臨時会議がある。定例会議は毎年少なくとも４回開催し、それぞれ会社年度報

告、半期報告、四半期報告並びに関連財務報告、年度重大経営事項等の関連議案を審議する。会議は取締役会会長

が招集し、かつ会議の14日前までに全ての取締役に対して招集通知を送付する。取締役会会議の議事日程及び関連

資料は、少なくとも会議の３日前までに取締役に送付しなければならない。2025年において取締役会の定例会議を

招集した際、全て上記の規定に従い、招集通知を発し、取締役に対して議事日程及び関連資料を送付した。取締役

会は関連議案を入念に審議し、定期報告及び財務報告の中に含まれる情報にいかなる虚偽記載、誘導的陳述又は重

大な遺漏がなく、その記載内容は真実、正確、完全であり、当社の経営の継続に重大な悪影響を生じさせる事件又

は状況は見つからなかったことを確認した。

 

　取締役会の定例会議では、書面での持ち回り決議の方法で取締役会の承認を得ることはしない。緊急事態が発生

した際には、10分の１以上の議決権を代表する株主、３分の１以上の取締役、取締役会監査委員会、２名以上の非

業務執行社外取締役又は取締役会会長の提案を経て、取締役会臨時会議を招集することができる。取締役会が臨時

取締役会において議決すべき決議案を書面で全ての取締役に送付し、かつ、議決権を有する取締役の過半数が署名

をもって同意すれば、現場で取締役会臨時会議を開催する必要はなく、この書面での決議が有効な決議となる。

 

　取締役に関し、取締役会会議で検討されようとしている事項につき重大な利益相反がある場合、取締役会会議に

おける当該事項の審議の際、利益相反がある取締役は議決権を持たず、かつ定足数との関係において当該取締役会

会議への出席人数に算入しない。全ての取締役は、取締役会秘書役又は会社秘書役の意見及びサービスを受けるこ

とができる。

 

　取締役会秘書役は、取締役の懸念又は反対意見も含め、取締役会での審議及び決定の詳細な記録を作成する。取

締役会秘書役は、取締役から合理的な要求があった場合、検査のため議事録をその閲覧に供し、意見を陳述する。

 

　現在、当社第８期取締役会は、取締役会会長兼業務執行取締役の蔡希良氏、業務執行取締役の利明光氏、劉暉氏

及び阮琦氏、非業務執行取締役の胡錦氏、胡容氏及び牛凱龍氏、社外取締役の林志権氏、翟海濤氏、陳潔氏及び盧

鋒氏、並びに従業員取締役の李偉氏から構成される。当社2023年年次株主総会における選任及び金融監督管理総局

の認可を経て、牛凱龍氏は2025年８月６日より当社非業務執行取締役を務めている。当社第４期従業員代表大会第

４回会議における選任及び金融監督管理総局の認可を経て、李偉氏は2026年３月11日より当社従業員取締役を務め

ている。なお、業務上の調整により、王軍輝氏は2026年１月22日付で当社非業務執行取締役を退任した。
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　2025年、当社のすべての取締役はいずれも、当社の証券の上場地の取引所、上場会社協会及び当社内部が組織し

た複数のテーマ別の特別研修に参加し、証券市場の法律法規、監督管理の動向、マクロ経済、保険業界の発展・変

化の動向等に関する情報及び知識を継続的に拡充、アップデートした。当社のすべての取締役は、マネーロンダリ

ング防止コンプライアンス研修、ESG及び気候リスク研修、並びに北京上場会社協会が主催した2025年度取締役特

別研修に参加した。取締役会会長兼業務執行取締役の蔡希良氏は、上海証券取引所が主催した2025年上場会社取締

役、監査役及び幹部役員コンプライアンス職務遂行研修、並びに2025年第４回上場会社取締役、監査役及び幹部役

員初任研修に参加した。前任の非業務執行取締役の王軍輝氏は、上海証券取引所が主催した2025年上場会社取締

役、監査役及び幹部役員コンプライアンス職務遂行研修に参加した。非業務執行取締役の胡錦氏は、上海証券取引

所が主催した2025年上場会社取締役、監査役及び幹部役員コンプライアンス職務遂行研修、並びに2025年第４回上

場会社取締役、監査役及び幹部役員初任研修に参加した。非業務執行取締役の胡容氏は、上海証券取引所が主催し

た2025年上場会社取締役、監査役及び幹部役員コンプライアンス職務遂行研修、2025年第４回上場会社取締役、監

査役及び幹部役員初任研修、並びに中国大連高級経理学院が主催した国有企業取締役会の構築・取締役の職務遂行

能力向上に関する特別研修コースに参加した。非業務執行取締役の牛凱龍氏は、上海証券取引所が主催した2025年

第４回上場会社取締役、監査役及び幹部役員初任研修に参加した。社外取締役の林志権氏は、上海証券取引所が主

催した2025年上場会社取締役、監査役及び幹部役員コンプライアンス職務遂行研修、2025年第３回上場会社社外取

締役追加研修、並びに中国大連高級経理学院が主催した国有企業取締役会の構築・取締役の職務遂行能力向上に関

する特別研修コースに参加した。社外取締役の翟海濤氏は、上海証券取引所が主催した2025年上場会社取締役、監

査役及び幹部役員コンプライアンス職務遂行研修に参加した。社外取締役の陳潔氏及び盧鋒氏は、上海証券取引所

が主催した2025年上場会社取締役、監査役及び幹部役員コンプライアンス職務遂行研修、並びに2025年第３回上場

会社社外取締役追加研修に参加した。

 

　この他、新任取締役の牛凱龍氏及び李偉氏は、香港証券取引所上場規則第3.09D条に従い、それぞれ2024年７月

25日及び2026年３月10日（いずれも就任の効力発生前）に、当社の香港法律顧問の瑞生国際律師事務所有限法律責

任パートナーより、香港証券取引所上場規則第3.09D条に記載する法律意見を取得しており、また、上場発行者の

取締役として自身に適用される香港証券取引所上場規則のすべての規定、及び香港証券取引所に対する虚偽の申告

又は虚偽情報の提供によって生じうる結果について理解していることを確認した。

 

　当社の取締役職務遂行評価管理弁法に従い、コーポレート・ガバナンスの実際の状況を踏まえたうえで、当社は

取締役の職務遂行における評価業務を行った。取締役の自己評価及び監査役の評価等の結果、当社取締役会のメン

バー全員の2025年度における職務遂行評価結果はいずれもその職務を十分に遂行したというものであった。
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１．会議及び出席状況

 

　本報告期間中、当社の取締役会は、５回の定例会議及び８回の臨時会議を含む計13回の会議を開催した。このう

ち、対面会議を10回開催し、オンライン会議を３回開催した。現任取締役の会議への出席状況は次のとおりであっ

た。

 

取締役氏名 取締役の種別 出席すべき回

数

各自出席回数 オンライン方

式による参加

回数

代理出席回数 欠席回数

蔡希良 業務執行取締役 13 11 ３ ２ ０

利明光 業務執行取締役 13 13 ３ ０ ０

劉暉 業務執行取締役 13 13 ３ ０ ０

阮琦 業務執行取締役 13 10 ３ ３ ０

胡錦 非業務執行取締役 13 11 ３ ２ ０

胡容 非業務執行取締役 13 10 ３ ３ ０

牛凱龍 非業務執行取締役 ５ ４ ０ １ ０

林志権 社外取締役 13 13 ３ ０ ０

翟海濤 社外取締役 13 13 ３ ０ ０

陳潔 社外取締役 13 10 ３ ３ ０

盧鋒 社外取締役 13 13 ３ ０ ０
 

（注）

１．牛凱龍氏は2025年８月より当社非業務執行取締役を務めている。

２．李偉氏は2026年３月より当社従業員取締役を務めている。

 

　退任した取締役の会議への出席状況は次のとおりであった。

 

取締役氏名 取締役の種別 出席すべき回

数

各自出席回数 オンライン方

式による参加

回数

代理出席回数 欠席回数

王軍輝 非業務執行取締役 13 12 ３ １ ０
 

（注）取締役会会議に自ら出席できなかった取締役はいずれも他の取締役に出席を委任して代わりに議決権を行使させた。

 

２．社外取締役の職務遂行状況

 

　現在、当社取締役会の社外取締役は計４名で、取締役会メンバーの総数の３分の１を上回っており、関連法律、

法規及び「当社定款」の規定に合致する。４名の社外取締役はいずれも、マクロ経済、金融管理、コンプライアン

ス、財務監査などの面で豊富で専門的な経験を有する者たちであり、当社取締役会の各専門員会の委員長を務めて

いる。当社社外取締役は、社外取締役の報酬を除いて、当社及び当社子会社においていかなる事業上又は財務上の

利益も有しておらず、また当社のいかなる管理職も務めていない。当社は、各社外取締役がその独立性について毎

年行う自己検査に係る確認書を受け取っており、取締役会の評価結果によれば、４名の社外取締役はいずれも、上

場地の監督管理規則に定める社外取締役の就任要件及び独立要件を満たしている。
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社外取締役の会議への出席状況

 

　2025年、各社外取締役は勤勉に職務を果たし、当社が開催した取締役会、取締役会専門委員会及び社外取締役専

門会議に出席し、当社取締役会が審議した関連取引、取締役の報酬、幹部役員の指名及び報酬、年度及び半期利益

分配等の事項について、客観的で公正かつ独立的な意見を表明し、取締役会が科学的な意思決定を行うのをサポー

トした。社外独立取締役は、当社の経営管理状況に引き続き注意を払い、取締役会専門委員会の設立に積極的に参

加し、当社の経営陣及び各職能部門との意見交換を強化し、関連業務の報告を真摯に聴取し、当社の戦略計画、重

要な投資の意思決定、重要な人事の任免、包括的リスク管理、重要な制度の改正等に関する事項に注意を払い、取

締役会及び取締役会専門委員会の議案の詳細を積極的に検討し、必要に応じて当社の関連部門に対し関連情報を速

やかに補充、整備するよう促した。2025年、当社の社外独立取締役は、当社取締役会及び各取締役会専門委員会の

決議事項のいずれについても同意の意見を表明した。

 

社外取締役による当社各当事者との意見交換状況

 

　2025年、当社社外取締役と取締役会会長は個別に専門会議を開催し、会議に出席した社外取締役は、各自の専門

分野の経験に基づき、マクロ情勢、事業発展、リスク管理等の多方面からそれぞれの見解及び意見を出し、当社の

「第15次５か年」計画に関する提案、業務の発展、投資管理、製品開発、従業員インセンティブ等に関して貴重な

意見を提示した。

 

社外取締役による調査研究及び研修状況

 

　当社は、社外取締役との情報・意見交換を非常に重視し、社外取締役を組織して調査研究業務を実施した。2025

年、社外取締役は、上海市支店の業務の発展、当社のオルタナティブ投資の全体状況及び科創ファンドの投資状況

について調査研究を行った。持続的な専門性の向上を強化するため、社外取締役は、当年度において、生命保険業

界の動向の変化及び当社の転換・高度化戦略、並びに当社の海外投資業務の状況という２つのテーマについて、当

社の関連職能部門による特別報告を聴取した。

 

　これに加えて、社外取締役は、積極的に上場地の取引所、上場会社協会及び当社内部が組織した各種特別研修に

参加し、継続的に専門知識を拡充、アップデートした。2025年、当社の４名の社外取締役はいずれも当社のマネー

ロンダリング防止研修、上海証券取引所が主催したコンプライアンス職務遂行研修及び社外取締役追加研修、並び

に北京上場会社協会が主催した取締役特別研修に参加した。社外取締役の林志権氏は、中国大連高級経理学院が主

催した国有企業取締役会の構築・取締役の職務遂行能力向上に関する特別研修コースに参加した。

 

その他の職務遂行状況

 

　2025年、社外取締役は、当社の業績発表会への参加を通じて、国内外の投資家が関心を持ち、又は留意する問題

について真摯に聴取し、中小株主との意見交換・交流を保証した。当社の４名の社外取締役には、当社で職務を遂

行する過程においていかなる障害も存在しない。2025年において、当社は、社外取締役が監督管理の新たな規則及

び保険業界に関する情報を理解できるように社外取締役に様々な情報を提供した。社外取締役は、その職務の遂行

を確保するのに十分なリソースと外部の専門的意見を得ることができた。各社外取締役は、多くのルートを通じて

当社の経営管理状況に関する情報を取得して、その科学的で慎重な意思決定に対して根拠を提供した。

 

　当社は、当社取締役会の構成（社外取締役の人数及び割合を含む。）及び上記社外取締役の職務遂行メカニズム

により、取締役会が独立した見解及び意見を取得できることが確保されていると考える。
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取締役会会長及び総裁

 

　本報告開示日において、蔡希良氏が当社取締役会会長を務めており、主に取締役会会議を招集及び運営するこ

と、取締役会決議の実施状況を検査すること、年次株主総会に取締役会専門委員会の委員長とともに出席し株主か

らの質問に回答すること、当社の発行する証券及びその他重要書類への署名すること、取締役会の有効な運営を指

導し、履行すべき職責を履行すること、取締役が取締役会の事務に全力を尽くすことを奨励すること及び公開で積

極的に検討を行う文化を提唱することにつき、責任を負う。取締役会会長は、取締役会に対して責任を負い、その

活動の報告を行なう。本報告開示日において、当社の総裁は利明光氏が務め、総裁は、当社の日常業務、主に取締

役会が策定した当社の発展戦略及び政策、経営計画及び投資案の実施、内部管理体制及び基本管理制度の策定、当

社の基本規程の制定、取締役会に対しその下にある幹部役員の選任又は解任を提案すること、並びに「当社定款」

及び取締役会により付与されるその他の権限の行使につき、責任を負う。総裁は、当社の経営状態について、取締

役会に対し全面的に責任を負う。

 

指名・報酬委員会

 

　現在、当社第８期取締役会指名・報酬委員会は、社外取締役の陳潔氏、林志権氏、及び非業務執行取締役の胡錦

氏から構成され、陳潔氏が委員長を務める。

 

　取締役会指名・報酬委員会は主に、取締役会の枠組み、人数及び構成の検討、取締役及び幹部役員の委任、再任

計画、審査基準の策定、幹部役員の育成及び報酬政策の策定につき責任を負う。

 

　取締役会指名・報酬委員会は、取締役の指名については取締役会顧問の役割を果たし、まず新取締役の指名の人

選に関して協議し、その後取締役会に推薦し、取締役会が、株主総会に提出して選挙を行うかどうかを決定する。

取締役会指名・報酬委員会並びに取締役会は、主に当該人物の学歴、保険業界における管理及び研究の経験、並び

に当社への今後の貢献の程度を考慮する。社外取締役の指名については、取締役会指名・報酬委員会は該当人選の

独立性に特に留意する。

 

　取締役会指名・報酬委員会は取締役会の授権を得て、業務執行取締役及び幹部役員の特定報酬待遇を決定する。

業務執行取締役及びその他幹部役員の固定給は、市場の水準及び職位の価値に基づき規定され、業績賞与は業績に

基づき査定し決定される。取締役の報酬は、市場のレベル及び当社の実情を参照のうえ決定される。
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１．会議及び出席状況

 

　本報告期間中、当社の取締役会指名・報酬委員会は計６回の会議を開催し、各委員の出席状況は次のとおりで

あった。

 

委員氏名 役職 各自出席回数/出席すべき

回数

代理出席回数/出席すべき

回数

陳潔 社外取締役、第８期指名・報

酬委員会委員長

6/6 0/6

林志権 社外取締役、第８期指名・報

酬委員会委員

6/6 0/6

 

 

　退任した取締役の会議への出席状況は次のとおりであった。

 

委員氏名 各自出席回数/出席すべき

回数

代理出席回数/出席すべき

回数

王軍輝 5/6 1/6
 

（注）

１．王軍輝氏は2026年１月、当社非業務執行取締役及び取締役会指名・報酬委員会委員の職務を退任した。

２．胡錦氏は2026年１月より取締役会指名・報酬委員会委員を務めている。

３．各自出席回数には、現場出席及び電話、ビデオによる会議への参加が含まれる。

取締役会専門委員会会議に自ら出席できなかった取締役はいずれも他の取締役に出席を委任して代わりに議決権を行使させ

た。

 

　会議の開催状況は、以下のとおりである。

 

会議の開催状況 会議の内容

2025年２月17日第８期取締役会

指名・報酬委員会第６回会議

「伍健氏の当社副総裁への指名に関する議案」の１本の議案を審議・採択し

た。

2025年３月25日第８期取締役会

指名・報酬委員会第７回会議

「当社取締役、監査役の報酬に関する議案」等の７本の議案を審議・採択し

た。

2025年４月28日第８期取締役会

指名・報酬委員会第８回会議

「「当社2024年度コーポレート・ガバナンス報告」の「奨励・制約メカニズ

ム」部分に関する議案」の１本の議案を審議・採択した。

2025年９月24日第８期取締役会

指名・報酬委員会第９回会議

「蘭永洪氏の当社総裁補佐への指名に関する議案」及び「張新宇氏の当社総裁

補佐への指名に関する議案」の２本の議案を審議・採択した。

2025年10月29日第８期取締役会

指名・報酬委員会第10回会議

「当社幹部役員の2025年度における業績目標責任書に関する議案」の１本の議

案を審議・採択した。

2025年12月17日第８期取締役会

指名・報酬委員会第11回会議

「当社幹部役員の2024年度における業績査定結果に関する議案」の１本の議案

を審議・採択した。
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２．指名・報酬委員会の職務遂行状況

 

　2025年度、当社取締役会指名・報酬委員会は、「取締役会指名・報酬委員会議事規則」に従い、関連する職責を

厳格に履行した。各委員は職務を果たして義務を履行し、当社幹部役員の指名、事業目的、業績査定結果、並び

に、取締役、旧監査役及び幹部役員の報酬を審議した。また、取締役会監査委員会並びに取締役会指名・報酬委員

会の職務遂行状況について報告した。取締役会指名・報酬委員会会議において、各委員は積極的に会議の議論に参

加し、かつ会議の審議議案について指導意見を提出した。

 

　当社の幹部役員の氏名及び提案された任命並びに取締役会の多様性政策。当社は、取締役会の多様性が、同会の

意思決定能力を強化すると固く信じており、取締役会の多様性が、健全なコーポレート・ガバナンス基準を維持す

ること、当社の継続可能な成長を達成することへの鍵であると考えている。「取締役会指名・報酬委員会議事規

則」及び取締役会メンバー多様化政策に基づき、指名・報酬委員会は、取締役会の枠組み、人数及び構成を入念に

検討した（性別、年齢、文化及び教育背景、技能、知識及び経験等の多様な要素を含む。）。2025年、「取締役会

指名・報酬委員会議事規則」に基づき、取締役会指名・報酬委員は、当社副総裁及び総裁補佐の指名に関する議案

を審議し、候補者の資格、技能、知識及び経験について慎重に評価を行い、候補者が当社の要求を満たすことを保

証し、関連する議案を取締役会に提出して審議することに同意した。

 

　当社の取締役、旧監査役、幹部役員の報酬政策決定に関する提案。取締役会指名・報酬委員会は、併せて業務発

展管理、戦略・投資意思決定、コーポレート・ガバナンス等の様々な要素を考慮し、当社の2024年における取締

役、旧監査役及び幹部役員の報酬、2024年度における業績連動報酬の遡及取得・返還の状況等に関する議案を審議

し、取締役の役務契約の条項を承認し、当社と新任取締役との役務契約の締結を促し、取締役の権利、義務及び待

遇を明確化するとともに、その職務遂行状況について入念に査定を行った。

 

　当社の取締役、旧監査役及び幹部役員の職務遂行評価及び業績査定の実施。取締役会指名・報酬委員会は、当社

の2024年度における取締役及び監査役の職務遂行における評価結果、当社幹部役員の2024年度における業績査定結

果及び2025年度における業績目標責任書等について審議を行い、業績目標の策定、業績査定の過程及び結果等の事

項について取締役会に提案を行った。

 

リスク管理・消費者権益保護委員会

 

　現在、当社第８期取締役会リスク管理・消費者権益保護委員会は、社外取締役の盧鋒氏、業務執行取締役の阮琦

氏、非業務執行取締役の胡容氏、及び社外取締役の陳潔氏から構成され、盧鋒氏が委員長を務める。

 

　取締役会リスク管理・消費者権益保護委員会の主な職責は、当社のリスク制限指標体系を整備すること、当社の

リスク管理総体目標、リスク選好及びリスク許容度を審議すること、リスク管理方針を策定すること、当社のリス

ク管理体制の運用有効性を評価すること、健全なリスク管理及び内部統制制度を整備すること、コンプライアンス

管理目標を策定すること、コンプライアンス管理に関連する職責を履行すること、当社のリスク管理及び内部統制

の状況に関する評価報告をレビューし、かつ（自発又は取締役会の委任により）リスク管理及び内部監督事項の重

要な調査結果及び経営陣による調査結果に対する対応について検討を行うこと、消費者権益保護に関する重大な問

題及び重要な方針を検討すること、消費者権益保護業務管理制度・体制の構築及び整備を指導・督促すること、当

社の重要な経営管理事項に係るリスクを評価すること、各種リスク及びその管理状況を継続的に注視すること、リ

スク管理における重大な意見相違、突発的な重大リスク事件又はアクシデントの処理に協力すること、経営陣及び

関連部門による修正手続中に判明した各種問題の即時確認及び改善を促すことである。
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１．会議及び出席状況

 

　本報告期間中、当社の取締役会リスク管理・消費者権益保護委員会は計６回の会議を開催し、各委員の出席状況

は次のとおりであった。

 

委員氏名 役職 各自出席回数/

出席すべき回

数

代理出席

回数/出

席すべき

回数

盧鋒 社外取締役、第８期リスク管理・消費者権益保護委員会委員長 6/6 0/6

阮琦 業務執行取締役、第８期リスク管理・消費者権益保護委員会委員 3/6 3/6

胡容 非業務執行取締役、第８期リスク管理・消費者権益保護委員会委員 3/6 3/6

陳潔 社外取締役、第８期リスク管理・消費者権益保護委員会委員 5/6 1/6
 

（注）

１．胡錦氏は2026年１月以降取締役会リスク管理・消費者権益保護委員会委員を務めていない。2025年に胡錦氏が取締役会リ

スク管理・消費者権益保護委員会委員を務めていた期間において、取締役会リスク管理・消費者権益保護委員会委員は会

議を６回開催し、胡錦氏は自ら会議に４回出席し、２回は委任より会議に出席した。

２．各自出席回数には、現場出席及び電話、ビデオによる会議への参加が含まれる。

取締役会専門委員会会議に自ら出席できなかった取締役はいずれも他の取締役に出席を委任して代わりに議決権を行使させ

た。

 

　会議の開催状況は、以下のとおりである。

 

会議の開催状況 会議の内容

2025年１月22日第８期取締役会

リスク管理・消費者権益保護委

員会第４回会議

「当社2025-2027年度資産戦略・配分計画リスクコンプライアンス分析に関す

る議案」等の２本の議案を審議・採択した。

2025年３月25日第８期取締役会

リスク管理・消費者権益保護委

員会第５回会議

「当社2024年度不正リスク管理体制有効性評価報告」等の12本の議案を審議・

採択し、「当社2024年度マネーロンダリングリスク自己評価に関する報告」等

の２本の報告を聴取した。

2025年４月28日第８期取締役会

リスク管理・消費者権益保護委

員会第６回会議

「当社2025年度財務予算に関する議案」の１本の議案を審議・採択した。

2025年８月26日第８期取締役会

リスク管理・消費者権益保護委

員会第７回会議

「「当社2025年第２四半期包括的リスク管理に関する報告」に関する議案」等

の２本の議案を審議・採択し、「当社2024年度消費者権益保護監督管理評価状

況の通報及び改善に関する報告」の１本の報告を聴取した。

2025年９月24日第８期取締役会

リスク管理・消費者権益保護委

員会第８回会議

「当社の公開市場における権益類投資品目の投資比率に係る承認の調整に関す

る議案」の１本の議案を審議・採択した。

2025年12月17日第８期取締役会

リスク管理・消費者権益保護委

員会第９回会議

「当社2026年度単一資産運用計画に係る投資の承認に関する議案」等の７本の

議案を審議・採択し、「当社2025年度ソルベンシーリスク管理体制監査状況に

関する報告」の１本の報告を聴取した。
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２．リスク管理・消費者権益保護委員会の職務遂行状況

 

　2025年度、当社取締役会リスク管理・消費者権益保護委員会は、「取締役会リスク管理・消費者権益保護委員会

議事規則」に従い、関連する職務を厳格に遂行した。各委員は、職務を果たして義務を履行し、当社の内部統制制

度、リスク管理、消費者権益保護等に関する議案を審議した。取締役会リスク管理・消費者権益保護委員会会議に

おいて、各委員は積極的に会議の議論に参加し、会議の審議議案について指導意見を提出した。

 

　当社の重要な経営管理事項に係るリスク分析の審議。旧中国銀行保険監督管理委員会のソルベンシー監督管理規

則の要求に基づき、取締役会リスク管理・消費者権益保護委員会は、当社の重要な経営管理事項のリスクを評価

し、当社が直面している様々なリスクとその管理状況に引き続き注意を払い、当社の2025年度から2027年度までの

業務計画、当社の2025年度から2027年度までの資産の戦略・配分計画におけるリスクコンプライアンスの分析、

2026年度の投資の承認等の議案を審議・採択し、当社の経営管理に係る主要事項のリスク予防について指導意見を

提出した。

 

　当社の業務リスク及び内部統制状況に関する評価報告のレビュー。取締役会リスク管理・消費者権益保護委員会

は国内外監督管理要求に従い密接に監督を行い、かつ、当社の内外のリスクを効果的に防止し、取締役会に協力し

て当社の業務リスク及び内部統制状況に関する評価報告をレビューした。2025年度において、取締役会リスク管

理・消費者権益保護委員会は、当社の年度及び半期における包括的リスク管理に関する報告、年度におけるマネー

ロンダリング防止業務に関する報告、年度における風評リスク管理に関する報告、年度における操作リスク管理に

関する報告、年度におけるリスク選好意見書、年度における不正リスク管理体制の有効性評価に関する報告、年度

における刑事事件に関連するリスク予防評価に関する報告、年度におけるマネーロンダリングリスク自己評価に関

する報告、年度における流動性リスク評価及び管理状況に関する報告、年度におけるマネーロンダリング防止の監

査に関する報告、並びに年度におけるソルベンシーリスク管理体制の監査状況に関する報告について事前に審議を

行い、取締役会の科学的な意思決定に対して専門的なサポートを提供した。

 

　消費者権益保護業務に関する報告の定期的な審議。取締役会リスク管理・消費者権益保護委員会は、当社の2024

年度における消費者権益保護業務に関する報告、2025年度における消費者権益保護業務に関する計画、2024年度に

おける消費者権益保護に係る内部査定の結果、2025年度における消費者権益保護に係る評価・査定指標の細則、

2024年度における消費者権益保護監督管理評価状況の通報及び改善に関する報告、2025年度における消費者権益保

護業務状況に関する特別監査報告等について審議を行った。

 

　当社の内部統制、リスク及びコンプライアンス管理に関する制度の整備。取締役会リスク管理・消費者権益保護

委員会は、取締役会に協力して当社の内部統制及びリスク管理に関する制度を構築・整備し、「当社集中リスク管

理弁法」の制定、「当社コンプライアンス管理弁法」の修正、「当社保険不正防止管理弁法」の修正に関する議案

を審議した。この他、当社は、取締役会リスク管理・消費者権益保護委員会に対して、定期的に金融監督管理総局

による当社に対する統合リスク格付けの結果を報告した。

 

戦略・資産負債管理委員会

 

　現在、第８期取締役会戦略・資産負債管理委員会は、社外取締役の翟海濤氏、業務執行取締役の利明光氏及び劉

暉氏、非業務執行取締役の牛凱龍氏、並びに社外取締役の盧鋒氏から構成され、翟海濤氏が委員長を務める。

 

　当社取締役会戦略・資産負債管理委員会の主な職責は、当社の長期発展戦略及び中長期発展綱要を策定するこ

と、並びに資産負債管理に関する重要事項及び関連する方針・制度、保険資金運用管理制度、重要な戦略的投資意

思決定、重要な資産の戦略・配分計画並びにグリーンファイナンス及び持続可能な発展戦略について検討、審議

し、取締役会に提案を行うことである。
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１．会議及び出席状況

 

　本報告期間中、当社の取締役会戦略・資産負債管理委員会は計８回の会議を開催し、各委員の出席状況は次のと

おりであった。

 

委員氏名 役職 各自出席回数/

出席すべき回

数

代理出席

回数/出

席すべき

回数

翟海濤 社外取締役、第８期取締役会戦略・資産負債管理委員会委員長 7/8 1/8

利明光 業務執行取締役、第８期取締役会戦略・資産負債管理委員会委員 6/8 2/8

劉暉 業務執行取締役、第８期取締役会戦略・び資産負債管理委員会委員 7/8 1/8

牛凱龍 非業務執行取締役、第８期取締役会戦略・資産負債管理委員会委員 4/4 0/4

盧鋒 社外取締役、第８期取締役会戦略・資産負債管理委員会委員 8/8 0/8
 

 

　退任した取締役の会議への出席状況は次のとおりであった。

 

委員氏名 各自出席回数/出席すべき回数 代理出席回数/出席すべき回数

王軍輝 3/4 1/4
 

（注）

１．王軍輝氏は2025年８月以降取締役会戦略・資産負債管理委員会委員の職務を務めていない。

２．牛凱龍氏は2025年８月より取締役会戦略・資産負債管理委員会委員を務めている。

３．各自出席回数には、現場出席及び電話、ビデオによる会議への参加が含まれる。

取締役会専門委員会会議に自ら出席できなかった取締役はいずれも他の取締役に出席を委任して代わりに議決権を行使させ

た。
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　会議の開催状況は、以下のとおりである。

 

会議の開催状況 会議の内容

2025年１月22日第８期取締役会

戦略・資産負債管理委員会第４

回会議

「当社2025-2027年度資産戦略・配分計画に関する議案」等の２本の議案を審

議・採択した。

2025年３月25日第８期取締役会

戦略・資産負債管理委員会第５

回会議

「当社2024年度ESG及び社会的責任報告」等の６本の議案を審議・採択した。

2025年４月28日第８期取締役会

戦略・資産負債管理委員会第６

回会議

「当社2025年度財務予算に関する議案」の１本の議案を審議・採択し、「当社

2024年度資産負債管理の関連状況に関する報告」の１本の報告を聴取した。

2025年６月26日第８期取締役会

戦略・資産負債管理委員会第７

回会議

「当社2025年度固定資産投資予算に関する議案」等の２本の議案を審議・採択

した。

2025年８月26日第８期取締役会

戦略・資産負債管理委員会第８

回会議

「「当社固定資産承認権限管理弁法」の修正に関する議案」等の２本の議案を

審議・採択した。

2025年９月24日第８期取締役会

戦略・資産負債管理委員会第９

回会議

「当社の公開市場における権益類投資品目の投資比率に係る承認の調整に関す

る議案」の１本の議案を審議・採択した。

2025年10月29日第８期取締役会

戦略・資産負債管理委員会第10

回会議

「当社2024年度査定結果に関する議案」の１本の議案を審議・採択した。

2025年12月17日第８期取締役会

戦略・資産負債管理委員会第11

回会議

「当社2026年度単一資産運用計画に係る投資の承認に関する議案」等の４本の

議案を審議・採択した。
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２．戦略・資産負債管理委員会の職務遂行状況

 

　2025年度、当社取締役会戦略・資産負債管理委員会は、「取締役会戦略・資産負債管理委員会議事規則」に従

い、関連する職責を厳格に履行した。各委員は、当社の３年度間の業務計画、年度における重要資産の配分計画及

びその承認、重要な資金の運用、持続可能な発展等に関する議案を入念に審議し、前年度における資産負債管理の

関連状況に関する報告を聴取した。各委員は、勤勉に職務を果たし、取締役会戦略・資産負債管理委員会会議にお

いて、各委員は積極的に会議の議論に参加し、会議の議案について積極的に専門的な提案を行った。

 

　当社年度資産配分計画及び委託投資事項の審議。取締役会戦略・資産負債管理委員会は、当社の資産配分計画に

関する議案を審議した。これには、当社の2025年度から2027年度までの資産の戦略・配分計画、当社の2025年度に

おける資産配分計画、当社の2025年度における固定資産投資予算、当社の2025年度における技術業務用不動産資産

の配分計画及びその承認、当社の2026年度における単一資産運用計画に係る投資の承認、当社の2026年度における

金融商品に係る投資の承認、当社の2026年度における対外投資計画及び投資の承認、当社の2025年度における

China Life Investment Management Companyへの投資管理の委託に係るガイドラインの中間修正、当社の公開市場

における権益類投資品目の投資比率に係る承認の調整、並びに当社とChina Life Asset Management Companyとの

間の「保険資金投資管理委託契約」の更新等に関する議案が含まれる。

 

　当社発展計画及び重要戦略プロジェクトの検討。取締役会戦略・資産負債管理委員会は、当社の2025年度から

2027年度までの業務計画、「第14次５か年」発展計画要綱に基づく2024年度の評価報告、当社の2024年度における

ESG及び社会的責任報告、当社の2024年度におけるグリーンファイナンス報告等の当社の中長期発展計画及び持続

可能な発展等に関する議案について審議を行った。

 

　当社資産負債管理に関する報告の聴取。取締役会戦略・資産負債管理委員会は、当社の2024年度における資産負

債管理の関連状況に関する報告を聴取し、当社の資産負債管理の全体状況をフォローアップし、理解した。

 

関連取引統制委員会

 

　現在、当社第８期取締役会関連取引統制委員会は社外取締役の陳潔氏、林志権氏、翟海濤氏及び盧鋒氏から構成

され、陳潔氏が委員長を務める。

 

　取締役会関連取引統制委員会の主な職責は、関連取引のリスクを抑制するために当社関係者の確認を行うこと、

関連取引の管理、審査及び承認を行うこと、関連取引の適法性、公正性及び必要性について重点的に注意を払うこ

と、並びに取締役会の関連取引管理における意思決定に重要な根拠を提供することである。
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１．会議及び出席状況

 

　本報告期間中、当社の取締役会関連取引統制委員会は計９回の会議を開催し、各委員の出席状況は次のとおりで

あった。

 

委員氏名 役職 各自出席回数/出席

すべき回数

代理出席回数/出席

すべき回数

陳潔 社外取締役、第８期取締役会関連取引統制委員会委員長 8/9

 

1/9

林志権 社外取締役、第８期取締役会関連取引統制委員会委員 8/9 1/9

翟海濤 社外取締役、第８期取締役会関連取引統制委員会委員 8/9 1/9

盧鋒 社外取締役、第８期取締役会関連取引統制委員会委員 9/9 0/9
 

（注）

　各自出席回数には、現場出席及び電話、ビデオによる会議への参加が含まれる。

　取締役会専門委員会会議に自ら出席できなかった取締役はいずれも他の取締役に出席を委任して代わりに議決権を行使させ

た。

 

　会議の開催状況は、以下のとおりである。

 

会議の開催状況 会議の内容

2025年１月22日第８期取締役会

関連取引統制委員会第３回会議

「当社とChina Life Asset Management Companyとの間の債券販売に係る統一

取引契約の更新に関する議案」の１本の議案を審議・採択した。

2025年２月17日第８期取締役会

関連取引統制委員会第４回会議

「当社による創弛プロジェクトへの投資に係る関連取引に関する議案」等の２

本の議案を審議・採択した。

2025年３月25日第８期取締役会

関連取引統制委員会第５回会議

「「当社2024年度関連取引全体状況に関する報告」に関する議案」等の２本の

議案を審議・採択し、「2024年12月31日付当社関係者名簿の確認に関する報

告」の１本の報告を聴取した。

2025年４月28日第８期取締役会

関連取引統制委員会第６回会議

「シルバーファンドプロジェクトへの投資に関する議案」の１本の議案を審

議・採択した。

2025年６月26日第８期取締役会

関連取引統制委員会第７回会議

「当社による田湾ファンドプロジェクトへの投資に係る関連取引に関する議

案」の１本の議案を審議・採択した。

2025年８月26日第８期取締役会

関連取引統制委員会第８回会議

「関係者による当社の日常金融商品の購入に関する議案」の１本の議案を審

議・採択した

2025年10月29日第８期取締役会

関連取引統制委員会第９回会議

「当社とChina Guangfa Bankとの間の「人民元建て協定預金に関する契約の追

加合意」に関する議案」等の３本の議案を審議・採択した。

2025年11月６日第８期取締役会

関連取引統制委員会第10回会議

「当社とChina Life Investment Management Companyとの間の「保険資金のオ

ルタナティブ投資管理委託契約」の締結に関する議案」等の２本の議案を審

議・採択した。

2025年12月17日第８期取締役会

関連取引統制委員会第11回会議

「当社とChina Life Asset Management Companyとの間の「保険資金の投資管

理委託契約」の更新に関する議案」等の３本の議案を審議・採択した。
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２．関連取引統制委員会の職務遂行状況

 

　2025年度、当社取締役会関連取引統制委員会は、「取締役会関連取引統制委員会議事規則」に従い、関連する職

責を履行した。取締役会関連取引統制委員会会議において、各委員は、当社の関連取引に関する議案を審議し、関

連取引の必要性、実行可能性及び関連リスクを十分に審査し、積極的に会議の議論に参加し、意見を表明した。

 

　当社関係者の確認。取締役会関連取引統制委員会は、「2024年12月31日付当社関係者名簿の確認に関する報告」

を審議し、取締役に対して報告を行った。

 

　関連取引の審査・承認。取締役会関連取引統制委員会は、当社による創弛プロジェクト、シルバーファンドプロ

ジェクト、田湾ファンドプロジェクト及び国寿投資－遠致ファンド持分投資計画への投資、並びに国悦プロジェク

トの投資後に係る事項、啓航ファンドの第２回募集拡大に係る事項等の重要な関連取引プロジェクトに関する議案

を審議し、関連取引の必要性、実行可能性及び主なリスクについて十分な検討及び討論を行い、取締役会に対して

関連する提案を行った。

 

　日常関連取引に関する枠組契約の審査・承認。取締役会関連取引統制委員会は、当社とChina Guangfa Bankとの

間の「人民元建て協定預金に関する契約の追加合意」の締結に関する議案、当社とChina Life AMP Asset

Management Companyとの間の日常関連取引に関する枠組契約の締結に関する議案、当社とChina Life Investment

Management Companyとの間の「保険資金のオルタナティブ投資管理委託契約」の締結に関する議案、China Life

AMP Asset Management CompanyとChina Life Investment Management Companyとの間の日常関連取引に関する枠組

契約の締結に関する議案、当社とChina Life Asset Management Companyとの間の「保険資金の投資管理委託契

約」の更新に関する議案、当社とChina Life Capital Investment Companyとの間の「保険資金の投資管理に関す

る提携枠組契約」の更新に関する議案を審議し、当社の日常関連取引の必要性、適法性、公正性について入念に審

議し、取締役会の科学的な意思決定に専門的なサポートを提供した。

 

　関連取引管理制度の実施状況のレビュー。取締役会関連取引統制委員会は、当社の2024年度における関連取引の

全体状況に関する報告を審議し、また、当社による取締役、監査役及び幹部役員並びにその関係者への商業保険又

はその他の日常金融商品の提供に係る関連取引に関する議案を審議した。
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（c）内部統制及びリスク管理

 

（１）内部統制

 

　当社は企業内部統制について、SSE、HKSE等の関連監督管理機関の企業内部統制に係る監督管理要求における遵

守業務を絶えず展開・遵守している。

 

　当社は、内部統制の宣伝及び内部統制に関する制度整備の強化に尽力し、「企業内部統制基本規範」、「企業内

部統制関連マニュアル」、「香港証券取引所有限公司証券上場規則」、金融監督管理総局の「保険会社の内部統制

基本規範」の要求に従って法人のガバナンス体制をめぐって、内部統制、制度実行、リスク管理などの方面で多く

の活動を行い、「China Life Insurance Company内部統制執行マニュアル（2025年版）」を制定発行し、内部統制

基準の実行、内部統制評価などの業務を強化し、積極的に内部統制文化及び理念を宣伝し、当社の内部統制レベル

は引き続き向上した。

 

　当社は、上海証券取引所の関連要求に従って、2025年度報告を開示するとともに、内部統制評価報告書を開示し

た。当社は、2025年12月31日現在において上海証券取引所の要求に係る内部統制評価活動を既に完了しており、当

該業務は年度ごとに行い、毎年、中間評価と補充テストとの二つの段階に分けて行い、評価認定を経て、関連内部

統制は有効であると認定した。当社は、社外会計監査人による、2025年12月31日現在における、当社及び財務報告

書に関する内部統制の有効性について、無限定の監査意見を受領した。当社の評価報告及び社外会計監査人の監査

報告は、いずれも当社が上海証券取引所に提出するアニュアル・レポートの別紙に含まれている。

 

　健全かつ有効な内部統制を構築しその有効性を評価し、かつ内部統制評価報告をありのままに開示することは、

取締役会の責任である。当社の取締役会は、当社の内部統制業務を主導し、監査委員会は内部統制業務の監督及び

評価に責任を負う。当社は、本店、支店にそれぞれリスク管理部を設置し、上場地の監督管理要求に基づき経営陣

の検査を展開し、当社の内部統制の整備及び実施の有効性について評価を行い、取締役会、監査委員会、経営陣に

報告する。

 

　当社は、監督管理部門の要求に従い、当社自身の業務特徴と管理要求に合わせて、貨幣資金、保険業務、対外投

資、実物資産、情報技術、財務報告、情報開示などの面において、一連の内部統制措置及びプロセスを制定、実施

し、資産の安全性、完全性を保証し、厳格に国の関連法律、法規及び当社内部の各種の規則制度を遵守し、会計情

報の質を向上させた。

 

　当社の個人保険、銀行保険、団体保険、健康保険などの各販売ルートはすべてチームを整備しており、販売経

営、システム的管理などの面において比較的完全な内部統制制度を構築し、相応する管理権限及び操作プロセスを

規範化し、効果的に営業員の従業リスクの防止及び管理を展開した。当社は、明確な保険引受、保険金・給付金査

定、保全の業務プロセス及び権限管理規定を整備し、業務操作基準及びサービス品質基準を明確にし、相応する業

務管理、伝票管理、ファイル管理システムを開発し、業務処理権限の管理を更に規範化し、業務リスクの管理能力

を強化し、サービスレベルを向上させた。

 

　当社は、「中華人民共和国会計法」、「企業会計基準－基本規範」及び具体規範などの関連法律、法規に基づ

き、当社の業務発展及び経営管理の需要に応じて、「China Life Insurance Company会計制度」を制定発行した。

当社の各レベルの会計機構は厳格に会計制度及び各項基本制度の規定に従って執行し、会計計算及び財務報告作成

業務を規範化した。当社の各レベルの会計機構は、合理的に職務を設置し、職務職責及び管理権限を明確にし、関

係のない職務への兼任を厳格に禁止し、財務リスクを効果的にコントロールした。
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　当社は、厳格な情報開示制度体制及び最適化された業務プロセスを構築した。このうち、「China Life

Insurance Company情報開示管理規定」において、定期報告情報開示の基本責任、定期報告情報開示の重大過失及

びその責任追及について規定を行った。本報告期間の終了時において、当社の定期報告情報開示においては、重大

な過失の状況は生じていない。「China Life Insurance Companyインサイダー情報取得者登記管理弁法」により、

当社におけるインサイダー情報秘密保持業務及びインサイダー情報取得者の登記・届出業務が強化された。

「China Life Insurance Company重要情報内部報告制度」の関連する要求は既に当社内部統制報告の指標体系に盛

り込まれている。重要情報の報告義務者は、各種類の情報技術手段を利用して、運営及び管理の面から可能な重要

情報を取得、識別し、迅速に当社総裁及び取締役会に報告し、取締役会が重要情報を公布するかどうかの最終意思

決定を行い、かつ合理及び着実に実行可能な範囲内で情報開示を行った。

 

　当社は、関連法律、法規及び投資管理の実際状況に基づき、投資意思決定関連制度体制を構築し、制度面におい

て投資管理の審査承認意思決定機構、授権体制及び具体的な意思決定プロセスを明確にした。全ての重要な投資の

意思決定は、審査承認され、いずれも厳格に内部意思決定プロセス及び各投資管理制度の規定に従って執行されて

いる。投資意思決定委員会は、当社の常設投資意思決定サポート機構であり、重要投資事項の審議の責任を負い、

かつ管理部による意思決定のサポートを提供している。

 

　当社は、完全な情報技術制度体制を設立して情報技術業務の全ての側面を網羅し、統一的な評価、統一的な公

布、定期的な検査、継続的に改善されるクローズドループ制御システムを構築した。また、制度の実施状況の調査

及び評価を定期的に実施することで、当社は制度の効果的な実施を推進し、様々な情報技術業務の標準化及び規範

化を向上させた。当社は更に、情報システムのライフサイクルのあらゆる段階における情報セキュリティリスク管

理体制に係る構築を継続的に推進し、一連の有効な情報セキュリティ管理措置を策定、実施して、当社の安全かつ

安定した運営を効果的に保障した。2025年、当社は複数回にわたり内外のセキュリティリスク検査及び評価を実施

し、検査を通じて構築を促進し、情報セキュリティリスク管理レベルを絶えず向上させた。

 

　当社のリスク管理部、監査部及び法律・コンプライアンス部は、内部統制措置の監督検査業務を担当する。

ウォークスルーテスト、コントロールテスト、リスク分析などの方法の総合運用を通して、制度設計、統制執行及

びリスク管理において存在する問題を適時に発見し、制度規定の整備、遵守の強化及び責任の追及などの措置を通

して、抜け穴を塞ぎ、リスクを防止し、損失を減少させた。2025年、当社は、国内外の金融業界の厳しい規制要件

を積極的に適用し、内部監査の組織構造を絶えず改善し、内部監査管理メカニズムを更に強化すべく、規制要件を

厳格に遵守した。これにより、監査の監督的役割が効果的に果たされた。当社は、各級の総責任者に対して経済責

任監査、本店の一部幹部役員及び省級支店グループの補佐職に対して幹部監査を実施し、当社の経営目標に重点を

置いて一連の特別監査を組織・実施した。監督管理要求に従い、マネーロンダリング防止、関連取引、資産負債管

理、ソルベンシーリスク管理体制、資金運用、消費者権益保護、金融派生商品取引リスク管理等について特別監査

を実施した。一方で、当社は監査結果の応用に更に尽力し、監査において判明した問題の是正措置の監督・指導、

問題の移管及び責任追及の程度を引き続き強化し、一体化した改善を推進し、内部監査のクローズドループを更に

改善し、当社の標準管理及びコンプライアンス経営を促進した。当社は、法治企業の構築を引き続き深化し、質と

効率の高いコンプライアンス管理をもって経営を促進し、リスクを防止し、価値を創造する。当社は、中国の特色

ある金融文化を積極的に醸成し、コンプライアンス経営の理念を確固として確立し、健全なコンプライアンス管理

体制を整備し、コンプライアンス管理の組織体制を最適化し、制度管理を強化し、コンプライアンス運用メカニズ

ムを最適化し、コンプライアンスリスクを効果的に識別、防止及び解消し、当社のコンプライアンス経営能力を向

上させた。当社は2025年９月、コンプライアンス管理体制GB/T 35770-2022国家標準及びISO 37301:2021国際標準

認証の第２回監督審査に無事合格した。
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（２）リスク管理

 

（１）リスク管理体制

 

　当社は、取締役会が最終的な責任を負い、経営陣が直接指導し、リスク管理部門を基に、関連職能部門が密接に

協力する包括的なリスク管理組織体制を構築し、当社ガバナンスレベル、本店レベル、省級支店レベル、地市級支

店レベル、県級支店レベルが相互に連携する五段階のリスク管理組織枠組みを構築した。五段階のリスク管理枠組

みに基づき、当社はリスク管理を中心とする三つの防御ラインを設けた。第一の防御ラインは、各級の会社、各職

能部門からなり、個々の職能部門が業務のフロントエンドでリスクを識別、評価、対応、監視及び報告する。第二

の防御ラインは、取締役会リスク管理・消費者権益保護委員会、当社リスク管理委員会及びリスク管理部門からな

り、各種のリスク制度、基準及び限度額を全体的に調整したうえで制定し、対応の提案を行う。第三の防衛ライン

は、取締役会監査委員会及び当社の内部監査部門、紀律検査委員会事務局等の部門からなり、当社が既に確立して

いるリスク管理プロセス及び各種リスクに対する統制プロセス及び活動を監督する。三つの防衛ラインは積極的に

協力をし、リスク管理業務を統一的に展開する。当社は、リスク管理組織枠組みの構築を通して、各級リスク管理

部門を主導に、関連職能部門を主体に、縦断的な意思決定コントロールシステムと横断的な相互協力体制を支え

に、包括的なリスク管理を中心に、縦横に交差した網状リスク管理体制を構成し、全面的にカバーし、全員が参与

し、全プロセスが有効な当社の包括的なリスク管理体制の実現に堅実な基礎を築いた。

 

（２）リスク管理業務の状況

 

　当社は、金融監督管理総局のソルベンシー監督管理規則における条件に従い、ソルベンシーリスク管理体制の構

築を推し進め、「包括的リスク管理規定」を大綱とし、保険リスク、市場リスク、信用リスク、運用リスク、戦略

リスク、評判リスク、流動性リスクの七大項目のリスク制度に基づき、「リスク選好システム管理弁法」等の一連

の業務の実施細則に依拠した「１+７+N」の包括的リスク管理制度体制を構築した。当社は、リスク選好システム

の形成、伝達及び申請メカニズムを絶えず強化し、リスク選好意見書を媒体とし、リスク許容度及び限度額指標に

基づいたリスク選好通常管理体制を構築し、リスク選好と経営管理の各ラインを有機的に結合することにより、リ

スク管理と業務発展の良好な相互作用を実現した。当社は毎年、ソルベンシーリスク管理能力の自己評価を実施

し、制度健全性及び実施有効性から各項のリスク管理関連業務について包括的評価を行い、欠点・弱点に対して適

切な改善を行い、リスク管理レベルを全体的に向上させた。当社のソルベンシーリスク管理能力は、金融監督管理

総局のソルベンシー監督管理規則（Ⅱ）SARMRA評価において、生命保険会社の中で上位に安定している。

 

　当社は、マネーロンダリング防止法令上の条件に従い、マネーロンダリングリスク管理体制を絶えず改善し、マ

ネーロンダリング防止に関する法的義務を履行するとともに、マネーロンダリング防止業務の実質的な効果の向上

に尽力した。2025年、当社は新たに改正された「マネーロンダリング防止法」の要求に従い、マネーロンダリング

防止に係る内部統制制度・体制を全面的に更新した。一方で、当社は外部の規制条件に従い、主要なリスク分野に

おいて審議及び調整を行った。その結果、当社の主要なリスク分野における予防措置能力が効果的に向上した。

 

　2025年、当社は引き続きリスク管理の情報化の構築を推進し、ビッグデータ、人工知能等の最新の科学技術を積

極的に応用し、マネーロンダリングリスク管理のスマート化レベルを絶えず向上させ、マネーロンダリング防止の

デジタル・インテリジェント管理アプリケーションは、第２回中国人寿科学技術進歩賞の管理応用類三等賞を受賞

した。販売リスクスマート早期警告及び監視、リスク管理を一体化するプラットフォーム等のいずれにおいても著

しい進展を遂げた。リスク管理の情報化及びスマート化レベルの著しい向上により、質の高い発展に対して強力な

サポートを行った。
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（d）支配株主に対する当社の独立性

 

人員面：当社は、労働、人事及び賃金管理などの面において独立している。

資産面：当社は、主要業務経営に関する資産を有し、現在株主に担保を提供していない。当社の資産は独立、完全

であり、当社株主及びその他の関係者から独立している。

財務面：当社は、独立した財務部門を設置し、独立した財務決済体制及び財務管理制度を整備し、独立に財務決定

を行い、独立した財務人員を具備している。当社は銀行で単独に口座を開設し、China Life Insurance

(Group) Companyと銀行口座を共用する状況は存在しない。当社は独立した納税者として、法に従い独立

に納税している。

機構面：当社は、完全な組織機構体制を構築し、取締役会などの内部機構は独立に運営され、支配株主の職能部門

との従属関係は存在しない。

業務面：当社は、独立して、生命保険、健康保険、傷害保険などの各種の人身保険業務、人身保険の再保険業務、

国の法律・法規の許可又は国務院の認可を受けた資金運用業務、各種の人身保険サービス、コンサルティ

ング及び代理業務、証券投資ファンド販売業務並びに国の保険監督管理部門の認可を受けたその他の業務

を展開する。当社は現在、保険監督管理部門が発行した「保険許可証」（機構コード：000005）を保有し

ている。当社は、法により独立に経営範囲内の業務を取扱い、独立した販売及び代理ルートを有し、許可

商標の無償使用を許可されている。関連者との間に関連関係が存在することで当社の経営の完全性、独立

性が不利な影響を受けることはない。

 

（e）幹部役員の査定及びインセンティブ状況

 

　当社は、幹部役員の任期制及び任期目標責任制を全面的に実行する。取締役会会長は当社の総裁と業績目標責任

書を締結し、総裁は幹部役員と業績目標責任書を締結し、当社総裁室は支店の幹部役員と業績目標責任書を締結す

る。業績目標契約は当社の戦略目標を科学的に分析する重要な措置であり、目標分析及び圧力伝達の効果があり、

当社の実行力を高め、全年経営目標の順調な達成を保障する。幹部役員の個人業績目標責任書中の査定指標は、一

部は当社の経営目標と関わり、一部は各自の職務職責に基づき制定される。

 

　幹部役員の報酬は主に職場報酬、業績連動奨励、福利的収入及び中長期インセンティブ等により構成される。併

せて、報酬手段を十分に利用し、当期と長期、収益とリスクの関係のバランスを取り、業績連動奨励の遡及取得シ

ステムを構築する。

 

（f）株主の利益

 

　株主の利益保護の観点から、株主は株主総会への出席を通じて当社の業務に参加する権利を有するほか、一定の

状況において臨時株主総会の招集を要求することができるとされている。
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　当社の取締役人数が「会社法」に規定する人数を満たさない、又は「当社定款」に定めた人数の３分の２を下回

り、当社の未補填損失が株式総額の３分の１に達する場合において、単独又は合計で議決権付株式の10%以上を保

有する株主が要求したとき、取締役会が必要と認めたとき、若しくは社外取締役の過半数が同意したとき、又は取

締役会監査委員会が開催を提案したときには、取締役会は当該事実が発生した日から２ヶ月内に臨時株主総会を招

集しなければならない。単独又は合計で発行済議決権付株式の10%以上を保有する株主が臨時株主総会の開催を請

求した場合、当該株主は書面により取締役会に請求しなければならず、取締役会は当該請求を受領した後10日以内

に、臨時株主総会を開催することに同意するか否かについて書面による回答を行わなければならない。取締役会が

臨時株主総会の開催に同意しない場合、又は請求を受領した後10日以内に回答を行わなかった場合には、単独又は

合計で議決権付株式の10%を保有する株主は、取締役会監査委員会に対して臨時株主総会の開催を提案する権利を

有する。かかる場合、書面により取締役会監査委員会に請求を提出しなければならない。取締役会監査委員会が臨

時株主総会の開催に同意した場合には、請求を受領した後５日以内に臨時株主総会の開催通知を発しなければなら

ず、通知において当初の請求内容を変更する場合には、関連株主の同意を得なければならない。取締役会監査委員

会が所定の期限内に臨時株主総会の通知を発しなかった場合には、取締役会監査委員会が臨時株主総会を招集せ

ず、主宰しないものとみなし、継続して90日以上単独又は合計で議決権付株式の10%以上を保有する株主は、自ら

招集し、主宰することができる。

 

　「当社定款」に基づき、当社が株主総会を開催する場合、単独又は合計で当社の１%以上の株式を保有する株主

は、書面により当社に提案を提出する権利を有し、当社はそのうち株主総会の職責範囲内に該当する事項を当回会

議の議事日程に組み入れなければならない。単独又は合計で当社の１%以上の株式を保有する株主は、株主総会開

催日の10日前までに臨時提案を提出しかつ書面により招集者に提出することができる。臨時提案の内容は、株主総

会の職責範囲内であり、かつ明確な議題及び具体的な決議事項を有しなければならない。

 

　株主は、取締役会秘書役又は会社秘書役を通じて取締役会に照会要求を行うことができ、またその代理人を通じ

て株主総会において提案を行うことができる。当社は、株主がその意見及び提案を、関係する責任者に伝達できる

よう、連絡先の情報を提供している。

 

（g）企業文化

 

　当社は常に「自己を成長させて他者に貢献し、他者を助けることで自己も成長する」という企業価値観及び「一

つの国寿が生涯を守る」という経営理念を堅持し、中国の特色ある金融文化を指針として、これをコーポレート・

ガバナンス及び経営の過程に組み込み、文化というソフトパワーを、質の高い発展を推進し、リスク防止ラインを

強固なものとするハードな支えへと継続的に転化している。2025年、当社は「中国の特色ある金融文化構築プロ

ジェクト計画」の実施を主軸として、文化理論のイノベーション、実践への転化及び発信・指導を体系的に推進

し、発展の内発的動機付け及び文化的認識を絶えず強化した。当社は、企業文化体系を高度化した上で新版を公表

し、当社の長期的発展を支える中核的な文化遺伝子を体系的に抽出及び解釈して、文化の継承及び革新のための明

確な座標を確立した。また、調査研究を先行させ、客観的かつ全面的な文化診断報告を作成して、的確な施策の根

拠を提供した。さらに、「文化の翻訳・具体化」を強力に推進し、文化理念を価値の提唱から具体的な行動規範へ

と転化する重要な転換を実現し、全従業員が行動を整え、共通認識を統一するよう導いた。加えて、第１期「金融

文化講師チーム」を結成し、典型事例の募集及び宣伝を継続的に実施することにより、当社の文化ブランドの対外

的影響力及び評価を高め、社内外が連携した前向きな文化的雰囲気を醸成した。
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（h）情報開示及びIR

 

　当社は、各上場地及び業界の監督管理法律法規、規則制度及び自主監督管理要求を厳格に遵守し、完全、有効、

適切で実行可能な情報開示管理制度体制を構築し、コンプライアンスの徹底に基づく情報開示の質の向上に絶えず

注力し、開示情報の有効性及び情報の透明性を引き続き高め、投資家の要求を重視し、投資家の価値判断及び投資

意思決定に重大な影響を与える情報の開示を引き続き強化し、自主的な情報開示の内容を充実させ、資本市場及び

投資家に対して、簡潔明瞭で、より高い適格性及び有効性を有する当社の情報を提供し、投資家、特に中小投資家

が当社の戦略及び経営発展の要点をよりよく理解できるようサポートし、投資家が真実、正確、完全な情報を取得

できるように適法かつ有効な保障を提供した。当社は、定期的に情報開示、コーポレート・ガバナンスの規則に関

する研修・周知啓発を行い、国内外の上場地の法律法規の差異及び上場地と業界の監督管理要求の差異を明確にし

たうえで、情報開示を行った。当社は、インサイダー情報の管理を厳格に展開し、取得者登記届出をインサイダー

情報の知識のある者を通じ、法律を順守して行い、インサイダー情報秘密保持業務を強化し、投資家の合法的な権

益を保護し、当社情報開示の公平性、公正性、公開性を維持した。2025年、当社は、2024-2025年度上海証券取引

所上場会社情報開示A級評価を得た。

 

　当社は、国内外の投資家との連絡と交流を非常に重視し、厳格かつ慎重な態度、革新的な思考でIR業務を積極的

に展開し、科学技術の発展に足並みを揃え、投資家とのコミュニケーション方法及び投資家に対するサービス方法

を絶えず革新し、複数のルートを通じて国内外の投資家の便宜を図り、当社の重要な経営発展状況を適時に把握し

ている。当社は、公式サイト（www.e-chinalife.com）に「IR」特別欄を開設し、「China Life IR」のWeChat公式

アカウント及びミニプログラムを有し、当社が国内外の上場地の取引所で公表する公告、業績推薦資料及びその他

の公開・開示情報を投資家が閲覧できるようにした。この他、当社は、IR専用回線（86-10-63631241）及びIR向け

メールアドレス（ir@e-chinalife.com）を通じて、投資家からの関連する問い合わせに適時に対応している。2025

年、当社は業績発表会を計４回開催し、株主総会を３回開催し、オンラインライブ配信又はオフライン参加の形式

で全株主と簡便で開放的なインタラクティブな交流を行い、当社の取締役会会長、総裁、社外取締役、経営陣のメ

ンバーも上記活動に複数回にわたり参加した。当社の経営陣はまた、業績に係るノンディール・ロードショー通じ

て国内外の100社近くの機関投資家とオフラインで交流を行った。この他、当社は、投資家及び投資アナリストと

のオンライン及びオフライン会議の開催、投資家大会への参加、各種デジタル・プラットフォーム上の情報の適時

更新、投資家及びアナリストからの問い合わせに対する対応等の豊富なコミュニケーションルートと形式を通じ

て、資本市場とのコミュニケーション効率を持続的に向上させた。当社のIRチームは、投資家及びアナリストとの

会議を通じて株主との交流に関する状況をフォローアップした。当社は、中小投資家の保護に非常に注意を払って

おり、中小投資家からの問い合わせに積極的に対応し、電子メール・郵便、電話、インターネット等の様々な形式

を通じて投資家グループと密接な連絡を維持した。2025年３月26日、当社第８期取締役会第13回会議は「China

Life Insurance Company市場価値管理弁法」を審議・採択し、市場価値管理に関連する業務を更に強化した。当社

は、毎年、投資家及び資本市場からのIR業務に関する評価のフィードバックを踏まえて、株主交流政策について検

討を行っており、このやり方は効果的であると考える。
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（２）【役員の状況】（注）
 

　（注）当該部分の内容につき、特別な説明がある場合を除き、2026年５月６日における情報である。

 

（a）取締役及び幹部役員の概況

 

（i）取締役及び幹部役員の男女人数

 

　男性12名、女性６名（女性の割合33%）

 

（ii）現任取締役の状況

 

氏名 役職 性

別

出生年月 任期

開始日

年初の

株式保

有数

年末の

株式保

有数

変

動

原

因

本報告期間

中当社から

取得した税

引前報酬総

額

（万元）

当社の関連

会社におけ

る報酬の有

無

蔡希良 取締役会会長、

業務執行取締役

男 1966年

８月

2024年

12月４日

０ ０ / - 有

利明光 業務執行取締役 男 1969年

７月

2019年

８月16日

０ ０ / - 有

劉暉 業務執行取締役 女 1970年

２月

2024年

５月17日

０ ０ / 162.34 無

阮琦 業務執行取締役 男 1966年

７月

2024年

５月17日

０ ０ / 160.21 無

胡錦 非業務執行取締役 女 1971年

11月

2024年

11月14日

０ ０ / - 有

胡容 非業務執行取締役 男 1977年

３月

2024年

11月14日

０ ０ / - 有

牛凱龍 非業務執行取締役 男 1974年

９月

2025年

８月６日

０ ０ / - 有

林志権 社外取締役 男 1953年

４月

2021年

６月29日

０ ０ / 42.00 無

翟海濤 社外取締役 男 1969年

１月

2021年

10月14日

０ ０ / 42.00 有

陳潔 社外取締役 女 1970年

４月

2022年

７月13日

０ ０ / 42.00 無

盧鋒 社外取締役 男 1957年

７月

2024年

11月19日

０ ０ / 42.00 無

李　偉 従業員取締役 男 1972年

８月

2026年

３月11日

０ ０ / - 無

合計 / / / / ０ ０ / 490.55 /
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（注）

１．当社の現任取締役はいずれも報告期間において当社の株式を保有していない。

２.「当社定款」に基づき、当社取締役の任期は３年であり、再選を経て再任することができる。ただし、社外取締役の再任期

間は６年を超えてはならない。

３．役職は本報告提出日の就任状況に従って記載しており、報酬は報告期間内の関連在任期間に従って計算している。

４．当社の現任取締役の税引前報酬総額には、基本報酬、業績連動奨励金、福利厚生収入、社会保険、住宅積立金及び企業年

金の当社負担部分、並びにその他の形式により当社から取得する報酬が含まれる。社外取締役の税引前報酬総額には、基

本報酬及び査定報酬が含まれる。当社の関連報酬管理弁法の規定に基づき、当社の現任取締役、の最終報酬は現在確認中

であり、その他の部分は、確認後に開示する。

５．当社2023年年次株主総会における選任及び金融監督管理総局による認可を経て、牛凱龍氏は2025年８月６日より当社第８

期取締役会非業務執行取締役を務めている。

当社第４期従業員代表大会第４回会議における選任及び金融監督管理総局による認可を経て、李偉氏は2026年３月11より

当社第８期取締役会従業員取締役を務めている。
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（iii）現任幹部役員の状況

 

氏名 役職 性

別

出生年月 任期

開始年月

年初の

株式保

有数

年末の

株式保

有数

変動原

因

本報告期間中

当社から取得

した税引前報

酬総額

（万元）

当社の

関連会

社にお

ける報

酬の有

無

利明光 総裁 男 1969年

７月

2023年

11月より

総裁

０ ０ / - 有

劉暉 副総裁、

最高投資責任者、

取締役会秘書役

女 1970年

２月

2023 年 ７

月より副

総裁

2023 年 12

月より最

高投資責

任者

2025 年 １

月より取

締役会秘

書役

０ ０ / 162.34 無

阮琦 副総裁、

首席リスク官、

男 1966年

７月

2018 年 ４

月より副

総 裁 、

2022 年 12

月より首

席リスク

官

０ ０ / 160.21 無

許崇苗 チーフ・コンプライ

アンス・オフィ

サー、

コンプライアンス・

オフィサー

男 1969年

10月

2024 年 ４

月 よ り

チーフ・

コンプラ

イ ア ン

ス ・ オ

フィサー

2018 年 ７

月よりコ

ンプライ

アンス・

オ フ ィ

サー

０ ０ / 142.79 無

侯晋 総裁補佐

首席アクチュアリー

女 1980年

１月

2025 年 ４

月より総

裁補佐

2023 年 11

月より首

席 ア ク

チ ュ ア

リー

０ ０ / 131.33 無

蘭永洪 総裁補佐 男 1976年

８月

2025年

12月

０ ０ / - 無
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張新宇 総裁補佐

最高サイバーセキュ

リティ責任者

男 1978年

６月

2025 年 12

月より総

裁補佐

2026 年 ３

月より最

高 サ イ

バ ー セ

キ ュ リ

ティ責任

者

０ ０ / - 無

胡志軍 監査責任者 女 1971年

７月

2023年

11月

０ ０ / 126.54 無

袁頴 財務責任者 女 1978年

２月

2024年

７月

０ ０ / 107.42 無

合計 / / / / ０ ０ / 830.63 /
 

（注）

１．当社の幹部役員はいずれも報告期間において当社の株式を保有していない。

２．役職は本報告日現在の就任状況に従って記載しており、報酬は報告期間内の関連在任期間に従って計算している。

３．当社の現任幹部役員の税引前報酬総額には、基本報酬、業績連動奨励金、福利厚生収入、社会保険、住宅積立金及び企業

年金の当社負担部分、並びにその他の形式により当社から取得する報酬が含まれる。当社の幹部役員の最終報酬は現在確

認中であり、その部分については確認後にまた開示する。

４．当社第８期取締役会第９回会議における審議及び金融監督管理総局による認可を経て、侯晋氏は2025年４月10日より当社

総裁補佐を務めている。

当社第８期取締役会第20回会議における審議及び金融監督管理総局による認可を経て、蘭永洪氏及び張新宇氏は2025年12

月１日より当社総裁補佐を務めている。

当社第８期取締役会第25回会議において、張新宇氏を当社最高サイバーセキュリティ責任者に任命した。業務上の調整に

より、阮琦氏は2026年３月以降当社最高サイバーセキュリティ責任者を務めていない。
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（b）取締役及び幹部役員の経歴概要

 

（i）取締役

 

蔡希良　1966年生まれ　中国国籍

　2024年12月より当社取締役会会長を務めている。2024年11月よりChina Life Insurance (Group) Company取締役

会会長を務めている。2022年７月から2024年８月までChina Life Insurance (Group) Company取締役会副会長、総

裁を務めた。2022年11月から2025年３月までChina Life Asset Management Company Limited取締役会会長及び

China Life Property and Casualty Insurance Company Limited取締役会会長を務めた。2016年から2022年までの

間、中国出口信用保険公司党委員会副書記、取締役会副会長及び総経理、並びに中国中信集団有限公司党委員会委

員、副総経理を務めた。上海財経大学を卒業し、経済学修士号を取得している。

 

利明光　1969年生まれ　中国国籍

　2019年８月より当社業務執行取締役を務めている。2023年７月より当社党委員会書記を務めている。2023年11月

より当社総裁を務めている。2023年４月よりChina Life Insurance (Group) Company党委員会書記を務めている。

2023年11月よりChina Life Insurance (Group) Company副総裁を務めている。2023年７月から2024年７月まで

China Life Investment Management Company取締役会会長を務めた。1996年当社に入社し、当社精算責任者、精算

部総経理、首席アクチュアリー、取締役会秘書役、副総裁、暫定責任者を歴任した。1991年上海交通大学を卒業

し、学士号を取得している。1996年中央財経大学を卒業し、修士号を取得している。2010年清華大学でEMBAを取得

した。中国アクチュアリー（FCAA）及び英国アクチュアリー（FIA）の資格を有する。中国精算業務委員会第一期

主任、中国アクチュアリー協会第一期、第二期秘書長を務めたことがあり、現在、中国アクチュアリー協会副会

長、中国保険業協会副会長、中国保険学会副会長を務めている。国務院政府特別手当を受ける。

 

劉暉　1970年生まれ　中国国籍

　2024年５月より当社業務執行取締役を務めている。2023年７月より当社副総裁を務めている。2023年12月より当

社最高投資責任者を務めている。2025年１月より当社取締役会秘書役を務めている。2024年１月よりChina

Guangfa Bank取締役を務めている。2023年８月よりChina Life Asset Management Company取締役を務めている。

2023年４月より中国人寿富蘭克林資産管理有限公司取締役を務めている。2014年から2022年までの間、国寿投資控

股有限公司副総裁、China Life Investment Management Company業務執行取締役、副総裁を歴任した。相前後して

中国人民大学経済学学士号、清華大学経営管理学修士号を取得している。上級エコノミストである。

 

阮琦　1966年生まれ　中国国籍

　2024年５月より当社業務執行取締役を務めている。2018年４月より当社副総裁を務めている。2022年12月より当

社首席リスク官を務めている。2024年４月よりChina Life Property and Casualty Insurance Company取締役を務

めている。2024年１月より中国人寿電子商務有限公司暫定責任者を務めている。2023年５月より中国人寿電子商務

有限公司取締役を務めている。2023年７月より万達信息股份有限公司取締役会会長を務めている。2024年３月から

2026年３月まで当社最高サイバーセキュリティ責任者を務めた。2016年から2018年までの間、当社情報技術部総経

理（省支店の総経理クラス）、首席情報技術執行官を歴任した。2014年から2016年まで中国人寿データセンター総

経理及び当社情報技術部総経理（省支店の総経理クラス）を務めた。2004年から2014年まで当社情報技術部副総経

理及び総経理を歴任した。2000年から2004年までの間、当社福建省支店コンピュータ処副処長、情報技術部副経理

（業務主管）、経理を歴任した。1987年８月北京郵電学院コンピュータ・通信学科を卒業し、工学学士号を取得し

ている。2007年12月厦門大学EMBAを卒業し、上級管理者向け経営管理学修士号を取得している。上級エンジニアで

ある。
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胡錦　1971年生まれ　中国国籍

　2024年11月より当社非業務執行取締役を務めている。2025年９月よりChina Life Insurance (Group) Company財

務責任者を務めている。2024年６月よりChina Life Insurance (Group) Company財務部総経理を務めている。2024

年１月より中国人寿保険（海外）股份有限公司取締役を務めている。2024年９月よりChina Life Asset

Management Company取締役を務めている。2013年から2024年までの間、当社財務部副総経理、会計部副総経理、

シェアドサービスセンター（財務部門）総経理、財務部総経理、財務責任者、China Life Insurance (Group)

Company財務部副総経理（業務主管）を務めた。1993年中国人民大学会計学科を卒業し、経済学学士号を取得し、

2006年経済学修士号を取得している。中国公認会計士の資格を有し、上級会計士である。2020年中国財政部「金融

人材プール」、「会計人材プール」に選出された。2019年より中国財務部金融会計専門家作業部会メンバーを務め

ている。

 

胡容　1977年生まれ　中国国籍

　2024年11月より当社非業務執行取締役を務めている。2024年４月よりChina Life Insurance (Group) Companyコ

ンプライアンス・オフィサーを務めている。2023年12月よりChina Life Insurance (Group) Company法律・コンプ

ライアンス部副総経理及びリスク管理部副総経理（業務主管）を務めている。2025年１月から2026年１月まで中国

人寿保険（海外）股份有限公司監査役を務めた。2023年９月から2023年12月までChina Life Insurance (Group)

Companyリスク管理部／内部統制コンプライアンス部副総経理（業務主管）を務めた。2016年から2023年までの

間、国寿投資控股有限公司監察部総経理補佐、法律・コンプライアンス部総経理補佐、副総経理（業務主管）、

China Life Investment Management Companyリスク管理及び法律・コンプライアンス部副総経理（業務主管）、総

経理、インフラ投資事業部総経理を歴任した。相前後して厦門大学、中国人民公安大学を卒業し、法学修士号を取

得している。

 

牛凱龍　1974年生まれ　中国国籍

　2025年８月より当社非業務執行取締役を務めている。2022年12月よりChina Life Insurance (Group) Company戦

略企画部（改革深化事務局）/取締役会事務局/中国人寿金融研究院総経理、院長を務めている。2024年10月より

China Life Asset Management Company取締役を務めている。2023年６月よりChina Life Property and Casualty

Insurance Company取締役を務めている。2022年12月より国寿健康産業投資有限公司取締役を務めている。2021年

10月から2024年６月まで当社監査役を務めた。2020年６月から2022年12月までの間、国寿健康産業投資有限公司戦

略・投資管理部責任者、China Life Insurance (Group) Company戦略企画部副総経理（業務主管）、China Life

Insurance (Group) Company戦略企画部/取締役会事務局（設立準備）総経理、中国人寿金融研究院院長を歴任し

た。2017年４月から2020年６月までの間、中国人民保険集団股份有限公司戦略企画部副総経理、人保再保険股份有

限公司監査役、戦略企画部副総経理（業務主管）、戦略企画部/取締役会事務局副総経理（業務主管）を歴任し

た。南開大学を卒業し、金融学博士号を取得している。副研究員（社会科学）、上級エコノミストである。

 

林志権　1953年生まれ　中国国籍

　2021年６月より当社社外取締役を務めている。現在、中国信達資産管理股份有限公司及び陸氏集団（越南控股）

有限公司社外非業務執行取締役を務めている。2013年から2019年まで中国太平洋保険（集団）股份有限公司社外非

業務執行取締役を務めた。香港で約35年間、公認会計士として従事し、1992年から2013年まで安永会計師事務所

パートナー、シニア顧問を務め、会計、監査及び財務管理において豊富な経験を有する。香港理工学院（現：香港

理工大学）会計学高度専門士を有し、香港会計士協会の会員であり、英国勅許公認会計士協会のシニア会員でもあ

る。

 

翟海濤　1969年生まれ　中国国籍

　2021年10月より当社社外取締役を務めている。現在、春華資本集団総裁を務め、創設パートナーの１人であり、

2015年８月から2025年４月まで中国光大水務有限公司社外執行取締役を務めた。2000年から2009年まで高盛集団で

業務をし、取締役総経理、北京代表処首席代表、高盛集団及び中国工商銀行戦略合作事務局主任、中国財政部及び

国家開発銀行信用格付顧問を務めたことがある。1995年から1998年まで中国人民銀行駐アメリカ州代表処（ニュー

ヨーク）副代表を務めた。1990年から1995年まで、中国人民銀行国際部門で業務をした。コロンビア大学国際関係

学修士号、ニューヨーク大学経営管理学修士号及び北京大学経済学学士号を取得している。
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陳潔　1970年生まれ　中国国籍

　2022年７月より当社社外取締役を務めている。現在、中国社会科学院法学研究所商法研究室主任、研究員、教

授、博士課程指導教員、中国民主同盟中央法制委員会委員、中国商業法研究会副会長、中国法学会商法学研究会常

務理事、中国法学会証券法学研究会常務理事、深セン証券取引所上訴再審委員会委員、深セン證券交易所法律専門

諮問委員会委員、北京金融法院専門家諮問委員会委員、成渝金融法院専門家諮問委員会委員、北京仲裁委員会/北

京国際仲裁センター、深セン国際仲裁院、中国国際経済貿易仲裁委員会、上海国際経済貿易仲裁委員会、上海仲裁

委員会仲裁人を務めている。2024年12月より兆易創新科技集団股份有限公司社外取締役を務めており、2022年10月

から現在まで徳邦物流股份有限公司社外取締役を務めている。華東政法学院法学学士号、北京大学法学修士号及び

博士号を取得し、中国社会科学院法学研究所博士後期課程を修了している。

 

盧鋒　1957年生まれ　中国国籍

　2024年11月より当社社外取締役を務めている。現在、北京大学国家発展研究院経済学教授、校友学院発展基金客

員教授を務めるとともに、中国金融40人フォーラム学術委員を務めている。1994年から1995年まで英国リーズ大学

経済学部で教員を務め、1985年から1989年まで中国人民大学経済学部で教員を務めた。米国ハーバード大学、オー

ストラリア国立大学、英国発展研究院に赴いて研究を行ったことがある。また、国家人的資源・社会保障部、農業

部諮問専門家、国際機構「ASEAN＋３マクロ経済調査事務局（AMRO）」顧問委員会委員、世界銀行2016年国際開発

報告諮問委員会委員を務めたことがある。中国人民大学で法学学士号、経済学修士号を取得し、英国リーズ大学で

経済学博士号を取得している。

 

李偉　1972年生まれ　中国国籍

　2026年３月より当社従業員取締役を務めている。2024年８月より当社労働組合業務部／群衆性団体業務部総経理

を務めている。2006年から2021年までの間、当社顧客サービス部副総経理、安徽省支店副総経理、電子商務部副総

経理（業務主管）、総経理、顧客サービス部総経理、銀行保険部総経理を歴任した。2021年から2024年までの間、

中国人寿保険（海外）股份有限公司戦略・市場部／グレーターベイエリア事務局総経理、中国人寿保険（インドネ

シア）有限公司総経理を歴任した。北京外国語大学日本学研究センターを卒業し、文学修士号を取得している。在

職中に清華大学経済管理学院の上級管理者向け工商管理修士号を取得している。

 

（ii）幹部役員

 

利明光、劉暉、阮琦　経歴につき「（i）取締役」を参照。

 

許崇苗　1969年生まれ　中国国籍

　2024年２月より当社チーフ・コンプライアンス・オフィサーを務めている。2018年７月より当社コンプライアン

ス・オフィサーを務めている。2014年９月より当社法律・コンプライアンス部総経理及び当社法律責任者を務めて

いる。2024年12月より中国保険保障基金有限責任公司取締役を務めている。2006年から2014年までの間、当社法律

事務部副総経理、法律・コンプライアンス部副総経理、総経理クラス法律責任者を歴任した。2000年から2006年ま

での間、当社発展研究部法規処副処長、法律事務部上級法規研究員を歴任した。1991年８月復旦大学経済法学科を

卒業し、法学学士号を取得し、1996年７月中国人民大学経済法学科を卒業し、法学修士号を取得している。2005年

７月中国人民大学経済法学科を卒業し、法学博士号を取得している。中国人民共和国弁護士資格及び登録会計士資

格を有する。国務院政府特別手当を受ける。

 

侯晋　1980年生まれ　中国国籍

　2025年４月より当社総裁補佐を務めている。2023年11月より当社首席アクチュアリーを務めている。2023年９月

から2025年までの間、当社精算部総経理、製品部総経理を歴任した。2017年から2023年までの間、当社精算部上級

アクチュアリー（３級）、総経理補佐、副総経理、暫定首席アクチュアリーを歴任した。相前後して西南財経大

学、南開大学を卒業し、経済学学士号、経済学修士号を取得している。中国アクチュアリー協会正会員で、北米ア

クチュアリーである。
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蘭永洪　1976年生まれ　中国国籍

　2025年12月より当社総裁補佐を務めている。2026年３月より中国人寿年豊保険代理有限責任公司取締役会会長を

務め、2023年７月より中国人寿年豊保険代理有限責任公司取締役を務めている。2025年３月より当社個人保険運営

部総経理を兼任している。2016年から2026年までの間、当社個人保険販売部副総経理、個人保険運営部副総経理、

総経理、中国人寿保険銷售有限責任公司取締役、総裁、中国人寿年豊保険代理有限責任公司総裁を歴任した。相前

後して南京大学、米国ニューヨーク工科大学を卒業し、経営管理学修士号を取得している。

 

張新宇　1978年生まれ　中国国籍

　2025年12月より当社総裁補佐を務めている。2026年３月より当社最高サイバーセキュリティ責任者を務めてい

る。2022年11月より当社保険引受・保険金給付金査定部／再保険部総経理を務めている。2024年12月より当社団体

業務部／戦略顧客部総経理を兼任している。2018年から2022年までの間、当社研究開発センター総経理補佐、チー

フエンジニア、副総経理、保険引受・保険金給付金査定部副総経理、保険引受・保険金給付金査定部／再保険部副

総経理を歴任した。中国人民大学を卒業し、工学修士号を取得している。

 

胡志軍　1971年生まれ　中国国籍

　2023年11月より当社監査責任者を務めている。2022年10月より当社監査部総経理を務めている。2022年７月から

2023年６月まで当社監査役を務めた。2006年当社に入社し、2009年から2022年10月までの間、当社天津市支店総経

理補佐、副総経理、北京市支店副総経理、紀律検査委員会書記、当社資産管理部総経理を歴任した。当社入社前、

中国包装進出口天津公司等に勤めていた。1993年天津財経学院会計学科を卒業し、経済学学士号を取得し、2006年

南開大学企業管理学科を卒業し、管理学修士号を取得している。中国公認会計士の資格を有し、上級会計士であ

る。中国財政部第一期全国会計主導者であり、中国財政部「財政人材プール」に選出された。

 

袁頴　1978年生まれ　中国国籍

　2024年７月より当社財務責任者を務めている。2025年３月より当社財務部総経理を務めている。2024年９月より

中国人寿年豊保険代理有限責任公司取締役を務めている。2018年から2025年までの間、当社会計部総経理補佐、財

務部総経理補佐、副総経理、副総経理（業務主管）を歴任した。北京大学を卒業し、管理学修士号を取得してい

る。

 

（iii）会社秘書役

 

邢家維　1977年生まれ　英国国籍

　華利信会計士事務所の主管パートナーである。英国ロンドン大学帝国理工学院の修士号を取得している。香港会

計士協会の会員であり、英国勅許公認会計士協会のシニア会員でもある。民間企業及び上場会社の会計及び監査業

務並びに財務顧問等の面において20年以上にわたる経験を有する。現在、香港証券取引所のマザーズに上場してい

る理文化工有限公司、美力時集団有限公司、捷利交易宝金融科技有限公司、鋭信控股有限公司及びシンガポール証

券取引所に上場している抜萃科技国際股份有限公司の社外非業務執行取締役を務めている。
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（３）【監査の状況】

 

（a）監査役会

 

　当社は、2025年９月25日に開催した2025年第１回臨時株主総会において、「今後監査役会を設置しない旨に関す

る議案」及び「「当社定款」の修正に関する議案」を審議・採択した。当社の「当社定款」の修正は金融監督管理

総局の認可を取得しており、「当社定款」の修正が認可された日より、当社は監査役会を設置しないこととなり、

取締役会監査委員会が「会社法」及び監督管理規則に定める監査役会の職権を行使することとなった。当時の当社

のすべての監査役（曹偉清氏、谷海山氏、葉映蘭氏及び董海鋒氏を含む。）は、修正後の「当社定款」の発効日付

で退任した。詳細については、当社が2025年12月24日に香港交易及結算所有限公司の「披露易」ウェブサイトで公

表した公告を参照されたい。

 

（b）監査委員会

 

　現在、当社第８期取締役会監査委員会は社外取締役の林志権氏、翟海濤氏、陳潔氏及び盧鋒氏から構成され、林

志権氏が委員長を務める。

 

　取締役監査委員会委員は、財務、法律、リスク管理、金融投資等に関する専門知識及び実務経験を有する。同委

員会の主な職責は、当社の財務情報及びその開示を審査・監督すること、当社の内外部監査業務及び内部統制を監

督・評価すること、社外会計監査人の選任又は解任を提案すること、内外部監査間の連携及び当社の内部告発シス

テムに責任を負うこと、並びに「会社法」及び関連する監督管理規定に定める監査役会の職権を行使することであ

る。

 

１．会議及び出席状況

 

　本報告期間、当社の取締役会監査委員会は計６回の会議を開催し、各委員の出席状況は次のとおりであった。

 

委員氏名 役職 各自出席回数/出席すべき

回数

代理出席回数/出席すべき

回数

林志権 社外取締役、第８期監査委員

会委員長

5/6 1/6

翟海濤 社外取締役、第８期監査委員

会委員

4/6 2/6

陳潔 社外取締役、第８期監査委員

会委員

6/6 0/6

 

（注）

１．盧鋒氏は2026年1月より取締役会監査委員会委員を務めている。

２．各自出席回数には、現場出席及び電話、ビデオによる会議への参加が含まれる。

取締役会専門委員会会議に自ら出席できなかった取締役はいずれも他の取締役に出席を委任して代わりに議決権を行使させ

た。
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　会議の開催状況は、以下のとおりである。

 

会議の開催状況 会議の内容

2025年３月25日第８期取締役会

監査委員会第４回会議

「当社2024年度財務報告に関する議案」、「当社2024年年度報告（A株／H株）

に関する議案」、「安永による2024年年度監査に関する報告」等の10本の議案

を審議・採択した。

2025年４月28日第８期取締役会

監査委員会第５回会議

「当社2025年第１四半期報告に関する議案」等の４本の議案を審議・採択し、

「安永による2025年第１四半期の合意手続の結果及び2025年中間レビュー計画

に関する報告」、「当社2024年度資産負債管理監査に関する報告」等の２本の

報告を聴取した。

2025年５月26日第８期取締役会

監査委員会第６回会議

「当社2025年度会計監査人の選任に関する議案」の１本の議案を審議・採択し

た。

2025年８月26日第８期取締役会

監査委員会第７回会議

「当社2025年半期財務報告に関する議案」等の３本の議案を審議・採択し、

「安永による2025年中間レビュー結果及び2025年度内部統制監査計画に関する

報告」の１本の報告を聴取した。

2025年10月29日第８期取締役会

監査委員会第８回会議

「当社2025年第３四半期報告に関する議案」の１本の議案を審議・採択し、

「安永による2025年第３四半期の合意手続の結果及び2025年度監査計画に関す

る報告」の１本の報告を聴取した。

2025年12月17日第８期取締役会

監査委員会第９回会議

「「当社取締役会監査委員会議事規則」の修正に関する議案」等の２本の議案

を審議・採択した。
 

 

２．監査委員会の職務遂行状況

 

　2025年度、当社取締役会監査委員会は、「取締役監査委員会議事規則」に従い、関連する職務を厳格に遂行し

た。取締役監査委員会会議において、各委員は、当社の監査、財務報告、社外会計監査人の選任、内部統制、コン

プライアンス等に関する議案を審議し、積極的に会議の議論に参加した。

 

　当社の財務情報及びその開示の審査確認及び監督。取締役会監査委員会は、その職責に基づき当社の2024年度財

務報告、2025年第１四半期財務報告、2025年半期財務報告、2025年第３四半期財務報告を審査確認し、当社の財務

報告が真実、正確かつ完全に当社の全体状況を反映できていると認定した。取締役会監査委員会は、当社の財務諸

表、年度報告及び勘定、中間報告並びに四半期報告の完全性を審議、監督し、財務諸表、報告書等の重要な事項を

レビューし、主な会計科目の変動、会計規則の遵守、中国企業会計規則と国際財務報告規則の財務諸表における相

違の説明、新会計規則における主要会計政策等における状況について重点的に留意し、当社が公開・開示した財務

情報の正確性、完全性及び一致性を保証した。

 

　当社の内部監査業務の監督及び評価。2025年、当社内部監査部門は、取締役会監査委員会に対して、定期的に当

社内部監査業務の進捗、監査制度の構築状況及び重要な監査事項について報告を行った。取締役会監査委員会は、

当社の2024年度における内部監査業務の報告、2025年度上半期における内部監査業務の報告等の議案を審議し、留

意すべき事項について適時かつ効果的に意見交換を行い、内部監査の機能の適法性及び有効性を監督した。取締役

会監査委員会は、本報告期間おける当社の内部監査の機能が有効であると認定した。
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　社外会計監査人の選任及び社外会計監査人の職務遂行の監督。2025年、取締役会監査委員会は、当社の2025年年

次審査に係る会計監査人の選任業務を実施し、法令に従い審査に係る職責を履行し、社外会計監査人の関連資格、

業務遂行能力、独立性等について審査を行い、「当社2025年度会計監査人の選任に関する議案」を審議し、当社取

締役会に提出して審議することに同意した。取締役会監査委員会は、社外会計監査人との意見交換を非常に重視

し、社外会計監査人による勤勉で真摯な職務遂行を監督した。取締役会監査委員会は、定例会議をベースとして、

社外会計監査人と事前連絡会議を開催し、当社年度監査計画を検討し、年度監査サービス範囲を確定し、会計監査

人の当社定期財務報告監査結果及びレビュー状況に関する報告を聴取し、社外会計監査人の年度、四半期の合意手

続及びサービス範囲の事前承認について意見及び提案を行った。社外会計監査人による立入監査前及び年次報告の

審議前に、取締役会監査委員会は社外会計監査人と関連状況について意見交換を行い、年度監査計画に関する報告

を聴取した。社外会計監査人が監査意見を作成する前に、取締役会監査委員会は社外会計監査人と意見交換を行

い、監査過程における問題の有無等について把握し、監査の進捗状況をフォローアップした。取締役会監査委員会

は、年次審査に係る会計監査人の職務遂行状況に基づき、当社取締役会に対して、2025年度における会計師事務所

に対する取締役会監査委員会の監督職務の遂行状況について報告を行った。

 

　当社内部統制の有効性の監督及び評価。取締役会監査委員会は、「企業内部統制基本規範」等の国内外の監督管

理要求を遵守し、当社による内部統制管理に関連する業務の実施を指導し、内部統制評価業務計画を策定し、内部

統制評価業務報告を審査確認し、かつ内部統制にて判明した問題の改善状況を検査した。金融監督管理総局、当社

の証券の上場地の取引所の関連規則等に従い、取締役会監査委員会は、真摯に職務を遂行し、当社による法に則っ

た業務の実施を監督した。職責要求に従い、取締役会監査委員会は、当社の年度内部統制評価業務報告及び業務計

画、年度コンプライアンス報告を審議し、取締役会監査委員会の業務が関連監督管理規定の要求に厳密に従い合理

的かつ有効的に実施されたことを保証した。

 

　本報告期間中、取締役会監査委員会において、当社にリスクの存在は確認されず、報告期間中の監督事項につい

て異議はなかった。

 

（c）会計監査

 

（i）外国監査公認会計士等

 

　当社の監査サービスに対する要求を総合的に考慮し、会計士事務所の選任に関する規定に従い、入札募集手続を

履行のうえ入札評価結果を踏まえ、更には当社2024年年次株主総会の審議・承認を経て、安永華明会計師事務所

（特殊普通パートナー）及び安永会計師事務所（以下、上記２つの会計士事務所を合わせて「安永」という。）を

当社の2025年度における国内外の会計監査人として選任した。任期は2025年年次株主総会までとする。安永は、累

計２年間にわたり当社の会計監査人として初年度を務めた。

 

　安永華明会計師事務所（特殊普通パートナー）及び安永会計師事務所は、信頼性、専門的能力及び投資家保護能

力を理由に選任された。以下は、2025年12月31日に終了した年度に係る当社の財務書類の監査に携わった安永華明

会計師事務所（特殊普通パートナー）及び安永会計師事務所のパートナーに関する詳細である。

 

・安永華明会計師事務所（特殊普通パートナー）及び安永会計師事務所の契約パートナー:張明益（パート

ナー）

・アシスタント人数:146名
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（ii）監査報酬の内容等

 

①   外国監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

　当社が会計監査人に支払う報酬は、株主総会の承認を経て、取締役会に授権され、取締役会において決定し、支

払う。当社が会計監査人に支払う会計監査報酬は、会計監査人の会計監査の独立性に影響しない。

 

　当社が安永に支払った2024年度及び2025年度の報酬はそれぞれ以下のとおりである。

 

年度 サービス名称/性質（注） 報酬（単位：百万人民元）

2025年 会計監査、レビュー及び合意手続の実施に関連す

る費用

53.28

2024年 会計監査関連費用 48.28
 

（注）財務報告書監査及び内部統制監査費用を含む。

 

　取締役会は、2026年６月25日に開催される2025年年次株主総会において、安永を引き続き当社の2026年度におけ

る国内外の会計監査人として選任する旨の決議案を上程する予定である。

 

②   その他の重要な報酬の内容

 

　該当なし

 

③   外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

 

　該当なし

 

④   監査報酬の決定方針

 

　該当なし

 

（４）【役員の報酬等】

 

　「第５　３　（２）　役員の状況」を参照。

 

（５）【株式の保有状況】

 

　該当なし
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第６ 【経理の状況】
 

 

１．チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド（以下「当社」という。）は、チャイナ・ラ
イフ・インシュアランス・（グループ）・カンパニー（以下「CLIC」という。）のリストラクチャリングによ
り、中国の会社法に基づく株式有限会社として2003年６月30日に設立された。以下に掲げる当社の財務書類の
原文（英文）は、当社が香港において公表した、適用されるすべての国際財務報告基準とその改訂及び解釈指
針（「IFRS」）に準拠して作成されたものであり、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）第328条第１項の規定の適用を受けている。
なお、日本文の財務書類はこれを日本語に翻訳したものである。

 

２．本書記載の当社の2025年12月31日に終了した各事業年度の財務書類は、当社の本国における会計監査人であ
り、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をい
う。)であるアーンスト・アンド・ヤングの監査を受けている。本書に金融商品取引法（昭和23年法律第25
号）第193条の２第１項第１号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその会計事務所の監
査報告書を添付している。日本文は、これらの原文の監査報告書を翻訳したものである。

 

３．本書記載の当社の財務書類（原文）は、人民元で表示されている。「円」で表示されている金額は、財務諸表
等規則第331条の規定に基づき、2026年３月31日現在の中国外国為替取引センター（China Foreign Exchange

Trade System)公表の中心値、１人民元＝23.10円で換算された金額である。金額は億円単位（四捨五入）で表

示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。な
お、当該円換算額は、単に便宜上の表示を目的としており、人民元で表示された金額が上記レートで円に換算
されることを意味するものではない。

 

４．当社の採用した会計原則、会計手続及び表示方法と日本において一般に公正妥当と認められる会計原則、会計
手続及び表示方法との間の主な相違点に関しては、「第６　４　香港と日本における会計原則及び会計慣行の
主要な相違」に説明されている。

 

５．財務書類中の円金額及び「第６　２　主な資産・負債及び収支の内容」から「第６　４　香港と日本における
会計原則及び会計慣行の主要な相違」までに記載されている事項は、原文の財務書類には含まれておらず、当
該事項における財務書類への参照事項を除き、上記２.の会計監査の対象にもなっていない。
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１【財務書類】
(1) 連結財政状態計算書
 

   2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

 注記  百万人民元  億円  百万人民元  億円

資産          

有形固定資産 7  53,006  12,244  54,030  12,481

使用権資産 8  1,778  411  1,557  360

投資不動産 9  11,702  2,703  12,319  2,846

関連会社及び共同支配企業に対する投資 10  307,788  71,099  302,077  69,780

定期預金 11.1  418,688  96,717  438,455  101,283

法定拘束性預託金 11.2  6,620  1,529  6,591  1,523

償却原価で測定する負債性金融商品に対する

投資 11.3  173,992  40,192  196,754  45,450

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る負債性金融商品に対する投資 11.4  3,926,042  906,916  3,458,895  799,005

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る資本性金融商品に対する投資 11.5  317,876  73,429  171,817  39,690

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 11.6  2,067,288  477,544  1,908,098  440,771

再保険契約資産 14.3  30,014  6,933  30,738  7,100

その他の資産 13  47,941  11,074  31,712  7,325

繰延税金資産 27  34,431  7,954  40,026  9,246

売戻条件付購入金融資産 11.7  50,879  11,753  30,560  7,059

未収投資収益   586  135  412  95

現金及び現金同等物   142,373  32,888  85,505  19,752

資産合計   7,591,004  1,753,522  6,769,546  1,563,765
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(1) 連結財政状態計算書(続き)
 

   2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

 注記  百万人民元  億円  百万人民元  億円

負債及び株主資本          

負債          

保険契約負債 14.2  6,376,114  1,472,882  5,825,026  1,345,581

再保険契約負債 14.3  312  72  160  37

有利子融資及びその他の借入金 15  56  13  12,758  2,947

社債 16  35,195  8,130  35,194  8,130

その他の負債 17  107,056  24,730  140,931  32,555

繰延税金負債   1,480  342  147  34

当期税金負債   298  69  237  55

前受保険料   48,227  11,140  28,760  6,644

買戻条件付売却金融資産 18  331,863  76,660  151,564  35,011

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債   82,010  18,944  53,521  12,363

負債合計   6,982,611  1,612,983  6,248,298  1,443,357

          

株主資本          

株式資本 32  28,265  6,529  28,265  6,529

積立金 33  81,337  18,789  119,033  27,497

利益剰余金   485,603  112,174  362,377  83,709

当社株主に帰属する株主資本   595,205  137,492  509,675  117,735

非支配持分   13,188  3,046  11,573  2,673

株主資本合計   608,393  140,539  521,248  120,408

負債及び株主資本合計   7,591,004  1,753,522  6,769,546  1,563,765
 

 

2026年3月25日に取締役会により発行が承認され認可された。
 

蔡希良 利明光
  
取締役 取締役
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(2) 連結包括利益計算書
 

   12月31日終了事業年度

   2025年  2024年

 注記  百万人民元  億円  百万人民元  億円

保険収益 20  214,136  49,465  208,161  48,085

金利収益 21  128,286  29,634  120,958  27,941

投資収益 22  255,411  59,000  176,461  40,762

関連会社及び共同支配企業からの投資収益 10  6,353  1,468  12,077  2,790

その他の収益   11,879  2,744  10,970  2,534

収益合計   616,065  142,311  528,627  122,113

保険サービス費用 23  (148,736)  (34,358)  (180,544)  (41,706)

出再保険料の配分   (5,750)  (1,328)  (5,071)  (1,171)

控除：再保険者からの回収額   5,248  1,212  5,449  1,259

発行した保険契約からの保険金融収益/（費

用）

24

 (258,858)  (59,796)  (209,952)  (48,499)

控除：保有している再保険契約からの再保険

金融収益/（費用）

 

 655  151  671  155

財務コスト   (4,158)  (960)  (4,200)  (970)

予想信用損失 25  (151)  (35)  207  48

その他の減損損失   (3,275)  (757)  (1,611)  (372)

その他の費用   (19,411)  (4,484)  (18,363)  (4,242)

税引前利益 26  181,629  41,956  115,213  26,614

法人所得税 27  (25,077)  (5,793)  (6,273)  (1,449)

当期利益   156,552  36,164  108,940  25,165

帰属：          

－当社株主   154,078  35,592  106,935  24,702

－非支配持分   2,474  571  2,005  463

          

基本的及び希薄化後１株当たり利益 28  5.45人民元  125.9円  3.78人民元  87.32円
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(2) 連結包括利益計算書(続き)
 

    12月31日終了事業年度

    2025年  2024年

    百万人民元  億円  百万人民元  億円

その他の包括利益    (49,553)  (11,447)  (56,687)  (13,095)

当社株主に帰属するその他の包括利益（税引

後）    (49,472)  (11,428)  (56,770)  (13,114)

翌期以降に純損益に振り替えられる可能性の

あるその他の包括利益：           

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る負債性金融商品に対する投資の公正価値の

変動    (118,174)  (27,298)  219,720  50,755

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る負債性金融商品に対する投資に係る信用損

失引当金    68  16  (378)  (87)

持分法における関連会社及び共同支配企業の

その他の包括利益に対する持分相当額    (2,488)  (575)  3,287  759

在外営業活動体の為替換算差額    383  88  (66)  (15)

保険契約の金融面の変動    70,517  16,289  (288,811)  (66,715)

再保険契約の金融面の変動    (443)  (102)  2,667  616

翌期以降に純損益に振り替えられない可能性

のあるその他の包括利益：           

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る資本性金融商品に対する投資の公正価値の

変動    (321)  (74)  6,266  1,447

持分法における関連会社及び共同支配企業の

その他の包括利益に対する持分相当額    909  210  554  128

保険契約の金融面の変動    77  18  (9)  (2)

非支配持分    (81)  (19)  83  19

当事業年度における包括利益合計額（税引後）    106,999  24,717  52,253  12,070

帰属：           

－当社株主    104,606  24,164  50,165  11,588

－非支配持分    2,393  553  2,088  482
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(3) 連結株主資本変動表
 

 (単位：百万人民元）

 2025年12月31日終了事業年度

 当社株主に帰属   

 

株式資本

（注記32）

積立金

（注記33）
利益剰余金 非支配持分 合計

2024年１月１日現在 28,265 165,695 283,133 9,941 487,034

当期利益 ‒ ‒ 106,935 2,005 108,940

その他の包括利益 ‒ (56,770) ‒ 83 (56,687)

包括利益合計 ‒ (56,770) 106,935 2,088 52,253

当社株主との取引      

積立金への割当（注記33） ‒ 11,889 (11,889) ‒ ‒

配当金宣言額 ‒ ‒ (17,807) ‒ (17,807)

非支配持分への配当金 ‒ ‒ ‒ (463) (463)

積立金から利益剰余金への振替（注記

33） ‒ (2,005) 2,005 ‒ ‒

その他 ‒ 224 ‒ 7 231

当社株主との取引合計 ‒ 10,108 (27,691) (456) (18,039)

2024年12月31日現在 28,265 119,033 362,377 11,573 521,248

      

2025年１月１日現在 28,265 119,033 362,377 11,573 521,248

当期利益 ‒ ‒ 154,078 2,474 156,552

その他の包括利益 ‒ (49,472) ‒ (81) (49,553)

包括利益合計 ‒ (49,472) 154,078 2,393 106,999

当社株主との取引      

積立金への割当（注記33） ‒ 15,300 (15,300) ‒ ‒

配当金宣言額（注記30） ‒ ‒ (19,446) ‒ (19,446)

非支配持分への配当金 ‒ ‒ ‒ (684) (684)

積立金から利益剰余金への振替（注記

33） ‒ (3,894) 3,894 ‒ ‒

その他 ‒ 370 ‒ (94) 276

当社株主との取引合計 ‒ 11,776 (30,852) (778) (19,854)

2025年12月31日現在 28,265 81,337 485,603 13,188 608,393
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(3) 連結株主資本変動表(続き)
 

 (単位：億円）

 2025年12月31日終了事業年度

 当社株主に帰属   

 

株式資本

（注記32）

積立金

（注記33） 利益剰余金 非支配持分 合計

2024年１月１日現在 6,529 38,276 65,404 2,296 112,505

当期利益 ‒ ‒ 24,702 463 25,165

その他の包括利益 ‒ (13,114) ‒ 19 (13,095)

包括利益合計 ‒ (13,114) 24,702 482 12,070

当社株主との取引      

積立金への割当（注記33） ‒ 2,746 (2,746) ‒ ‒

配当金宣言額 ‒ ‒ (4,113) ‒ (4,113)

非支配持分への配当金 ‒ ‒ ‒ (107) (107)

積立金から利益剰余金への振替（注記

33） ‒ (463) 463 ‒ ‒

その他 ‒ 52 ‒ 2 53

当社株主との取引合計 ‒ 2,335 (6,397) (105) (4,167)

2024年12月31日現在 6,529 27,497 83,709 2,673 120,408

      

2025年１月１日現在 6,529 27,497 83,709 2,673 120,408

当期利益 ‒ ‒ 35,592 571 36,164

その他の包括利益 ‒ (11,428) ‒ (19) (11,447)

包括利益合計 ‒ (11,428) 35,592 553 24,717

当社株主との取引      

積立金への割当（注記33） ‒ 3,534 (3,534) ‒ ‒

配当金宣言額（注記30） ‒ ‒ (4,492) ‒ (4,492)

非支配持分への配当金 ‒ ‒ ‒ (158) (158)

積立金から利益剰余金への振替（注記

33） ‒ (900) 900 ‒ ‒

その他 ‒ 85 ‒ (22) 64

当社株主との取引合計 ‒ 2,720 (7,127) (180) (4,586)

2025年12月31日現在 6,529 18,789 112,174 3,046 140,539
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書
 

 12月31日終了事業年度

 2025年  2024年

 百万人民元  億円  百万人民元  億円

営業活動によるキャッシュ・フロー        

税引前利益 181,629  41,956  115,213  26,614

調整：        

投資収益 (255,411)  (59,000)  (176,461)  (40,762)

金利収益 (128,286)  (29,634)  (120,958)  (27,941)

予想信用損失 151  35  (207)  (48)

その他の減損損失 3,275  757  1,611  372

保有している保険契約及び再保険契約 644,623  148,908  580,024  133,986

減価償却費及び償却費 4,892  1,130  5,029  1,162

為替差益/（差損） 340  79  25  6

関連会社及び共同支配企業からの投資収益 (6,353)  (1,468)  (12,077)  (2,790)

未収金及び未払金 17,136  3,958  (11,751)  (2,714)

法人所得税支払額 (2,071)  (478)  (1,653)  (382)

営業活動による正味キャッシュ・インフロー/(アウ

トフロー) 459,925  106,243  378,795  87,502

投資活動によるキャッシュ・フロー        

処分及び満期： 2,544,416  587,760  2,029,653  468,850

取得： (3,214,071)  (742,450)  (2,503,459)  (578,299)

関連会社及び共同支配企業に対する投資 (26,375)  (6,093)  (37,955)  (8,768)

定期預金の減少/(増加)（純額） (25,398)  (5,867)  (24,551)  (5,671)

売戻条件付購入金融資産の減少/(増加)（純額） (22,068)  (5,098)  (8,417)  (1,944)

受取利息 157,688  36,426  151,721  35,048

受取配当金 38,440  8,880  38,388  8,868

投資活動による正味キャッシュ・インフロー/(アウ

トフロー) (547,368)  (126,442)  (354,620)  (81,917)
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書(続き)
 

 12月31日終了事業年度

 2025年  2024年

 百万人民元  億円  百万人民元  億円

財務活動によるキャッシュ・フロー        

買戻条件付売却金融資産の増加/(減少)（純額） 180,633  41,726  (65,875)  (15,217)

借入金 56  13  65  15

支払利息 (6,480)  (1,497)  (8,650)  (1,998)

借入金及び社債の返済 (12,868)  (2,973)  (35,138)  (8,117)

当社株主への配当金支払額 (19,446)  (4,492)  (17,807)  (4,113)

非支配持分への配当金支払額 (676)  (156)  (458)  (106)

社債の発行による収入 ‒  ‒  35,000  8,085

リース負債の支払額 (988)  (228)  (1,074)  (248)

非支配持分による子会社への資本注入（純額） 4,110  949  7,178  1,658

財務活動による正味キャッシュ・インフロー/(アウ

トフロー) 144,341  33,343  (86,759)  (20,041)

現金及び現金同等物に係る為替差益/(差損) (30)  (7)  28  6

現金及び現金同等物に係る正味の増加/(減少) 56,868  13,137  (62,556)  (14,450)

現金及び現金同等物        

期首残高 85,505  19,752  148,061  34,202

期末残高 142,373  32,888  85,505  19,752

現金及び現金同等物の内訳        

手元現金及び要求払預金 142,346  32,882  85,118  19,662

短期銀行預金 27  6  387  89
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(5) 連結財務書類に対する注記
 

2025年12月31日終了事業年度
 

１　組織及び主要な活動
 

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド（以下「当社」という。）は、チャイナ・ライ
フ・インシュアランス・（グループ）・カンパニー（以下「CLIC」という。旧チャイナ・ライフ・インシュアラン
ス・カンパニー）とその子会社のグループ再編の一環として、有限株式会社として2003年６月30日に中華人民共和
国（以下「中国」という。）において設立された。当社とその子会社を、これより総称して「当グループ」とす
る。当グループの主要な活動は生命、医療、傷害及びその他の個人保険事業、個人保険契約を対象とする再保険事
業、中国国内の法令により認可された、又は中国国務院等の許可を受けたファンド運用事業である。
 

当社は、中国において法人化された有限株式会社である。登記上の事務所の住所は、中華人民共和国北京市西城区
金融大街16号である。当社は、香港証券取引所及び上海証券取引所に上場している。
 

本連結財務書類は、別段の記載がある場合を除き、百万人民元で表示されている。本連結財務書類は、2026年３月
25日に取締役会において発行が承認され認可されたものである。
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２　重要性のある会計方針の要約
 

本連結財務書類の作成に適用された主な会計方針は以下のとおりである。
 

2.1　作成基準
 

当グループは、国際会計基準審議会（以下「IASB」という。）が発行したIFRS会計基準、その修正及び解釈指針に
準拠して当該連結財務書類を作成した。本連結財務書類は、香港証券取引所の証券上場規則（以下「上場規則」と
いう。）の該当する開示規定及び香港会社条例の該当する開示要件も遵守している。当グループは、公正価値で測
定する金融資産及び金融負債、保有している保険契約及び再保険契約の資産又は負債、並びにリストラクチャリン
グ・プロセスの一環としてみなし原価で計上する特定の有形固定資産を除き、取得原価主義に基づき連結財務書類
を作成している。IFRS会計基準に準拠した財務書類の作成では、特定の重要な見積りを用いることが要求されてい
る。さらに、当グループの会計方針を適用する過程において、経営陣が判断を行うことを要求している。高度な判
断及び複雑性を含む領域、又は仮定及び見積りが当該連結財務書類にとって重要となる領域については、注記４に
開示されている。
 

2.1.1　2025年１月１日に開始する事業年度に当グループにより初度適用された新会計基準及び改訂
 

基準/修正 内容 以下の日以後開始する

事業年度より発効

IAS第21号の改訂 「交換可能性の欠如」 2025年１月１日
 

 

上記の基準の改訂は、当グループの2025年12月31日に終了した事業年度の連結財務書類に重大な影響を及ぼさな
かった。
 

2.1.2　発効前であり、かつ2025年１月１日に開始する事業年度に当グループが早期適用していない
新会計基準及び改訂

 

基準/修正 内容 以下の日以後開始する

事業年度より発効

IFRS第18号(ⅰ) 「財務諸表における表示及び開示」 2027年１月１日

IFRS第19号及び改訂 「公的説明責任のない子会社：開示」 2027年１月１日

IFRS第９号及びIFRS第７号の改訂 「金融商品の分類及び測定の改訂」 2026年１月１日

IFRS第10号及びIAS第28号の改訂 「投資者とその関連会社又は共同支配企業との間の

資産の売却又は拠出」

強制適用日は未定だが

早期適用が認められる。

IAS第21号の改訂 「超インフレ通貨への財務情報の換算」 2027年１月１日

IFRS会計基準の年次改善―第11集 「IFRS第１号、IFRS第７号、IFRS第９号、IFRS第10

号及びIAS第７号の改訂」

2026年１月１日

 

 
(i).IFRS第18号は、IAS第１号「財務諸表における表示」から置き換わる。IAS第１号から一部の条項が限定的な変更を加えて引き継がれるが、IFRS第18

号は損益計算書における表示に関する新たな要件を導入し、特定の合計額と小計の表示を定めている。企業は、損益計算書内の全ての収益と費用

を、営業、投資、財務、法人所得税、及び非継続事業の５つの区分に分類し、２つの新たな定義された小計を提示する必要がある。IFRS第18号及び

他のIFRS会計基準の関連する改訂は、2027年１月１日以後開始する事業年度から発効され、早期適用が認められている。遡及適用が求められてい

る。当グループは、IFRS第18号が当グループの連結財務諸表の表示及び開示に与える影響を評価中である。

 

当グループは、公表されているが発効前のいかなる基準、解釈指針及び改訂のいずれも早期適用していない。上記
（i）以外に、発効前のその他の基準、解釈指針及び改訂が、当グループの連結財務書類に重要な影響を与えるこ
とはないと予想されている。。
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2.2　連結
 

本連結財務書類には、2025年12月31日終了事業年度の当社及びその子会社の財務書類が含まれている。子会社と
は、当グループにより支配される企業（当グループにより支配されるストラクチャード・エンティティを含む）を
いう。当グループが、投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、か
つ、投資先に対するパワーにより当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合に、支配は達成される。当グ
ループは、具体的に、以下の要素を有している場合にのみ投資先を支配している。
・投資先に対するパワー（すなわち、投資先の関連性のある活動を指図する現在の能力を与える既存の権利）
・投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利
・リターンに影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力
 

当グループが投資先の議決権又は類似の権利の過半数を有さない場合、当グループは、投資先に対するパワーを有
するかどうかの判定に際しては、以下の事象を含む全ての関連性のある事実及び状況を考慮する。
・投資先の他の議決権保有者との契約上の取決め
・他の契約上の取決めから生じる権利
・当グループの議決権及び潜在的議決権
 

支配の３要素のうち１つ以上に変化があったことを示す事実や状況がある場合、当グループは投資先を支配してい
るかどうかを再検討する。子会社の連結は、当グループが子会社に対する支配を獲得した時点から開始し、子会社
に対する支配を喪失した時点で終了する。
 

たとえ非支配持分が負の残高になるとしても、純損益及びその他の包括利益の各内訳項目は当社の株主及び非支配
持分に帰属する。必要に応じて、子会社の会計方針を当グループの会計方針に整合させるために子会社の財務書類
を調整する。当グループの企業間の取引に関する全てのグループ内の資産及び負債、株主資本、収益、費用並びに
キャッシュ・フローは連結時に全額消去される。
 

子会社に対する所有持分の変動のうち、支配の喪失とならないものは、資本取引として会計処理される。当グルー
プが支配を喪失した場合、当グループは以下を行う。
・子会社の資産（のれんを含む）及び負債の認識の中止
・全ての非支配持分の帳簿価額の認識の中止
・株主資本に計上された換算差額累計額の認識の中止
・受領した対価の公正価値の認識
・保持している投資の公正価値の認識
・純損益の余剰金又は損失の認識
・適切である場合、当グループが関連資産や負債を直接処分したかのように、以前はその他の包括利益で認識して
いた内訳項目に対する当グループの持分を純損益又は利益剰余金に再分類

 

連結財務書類には、共通支配下の企業結合における結合企業又は結合事業の財務書類が、当該結合企業又は結合事
業が最終持株会社の支配下に置かれた最初の日から結合されていたかのように組み込まれている。結合企業又は結
合事業の純資産は、最終持株会社の観点からの帳簿価額を用いて連結される。のれん、又は当該純資産の帳簿価額
が共通支配下の企業結合の実行時における原価を上回る部分に対する当グループの持分は、最終持株会社の持分が
継続する範囲において認識されない。連結包括利益計算書には、共通支配下の企業結合の実行日にかかわらず、表
示されている期間の期首日以降、又は（こちらの方が期間が短い場合は）結合企業もしくは結合事業が共通支配下
に置かれた最初の日以降の各結合企業又は結合事業の業績が含まれる。
 

比較財務データは、当事業年度に行われた共通支配下の企業結合を反映するために修正再表示されている。取引コ
スト（専門家報酬、登録手数料、株主への情報提供に係る費用、以前は別々であった事業の業務統合に際して発生
したコスト又は損失、及び共通支配下の結合を合併会計により会計処理しなければならないことに関連して発生し
たその他のコストを含む）は、発生した期間の費用として認識される。
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当グループによる子会社の取得（共通支配下の企業結合を除く）の会計処理には取得法が用いられる。子会社の取
得について移転された対価は、移転された資産、発生した負債及び当グループが発行した株主持分の公正価値であ
る。移転された対価には、条件付対価契約から発生する資産又は負債の公正価値が含まれる。取得関連コストは発
生時に費用処理される。企業結合時に取得した識別可能な資産並びに引受けた負債及び偶発負債は、取得日現在の
公正価値で当初測定される。当グループは被取得企業に対する非支配持分について、公正価値、又は被取得会社の
純資産に対する非支配持分の比例持分のいずれかによって、取得の事例ごとに認識する。
 

移転された対価、被取得企業の全ての非支配持分の公正価値、及び取得企業が従来保有していた被取得企業の資本
持分の取得日公正価値の総計が、取得した識別可能な資産及び引き受けた負債の正味の金額の公正価値を超過する
額が、のれんとして計上される。この金額が取得した子会社の純資産の公正価値を下回る場合（割安購入の場
合）、当グループは取得した全ての資産及び引き受けた全ての負債を正しく識別しているかどうか再検討し、取得
日時点で認識すべき金額を測定するのに用いた手続をレビューする。再評価の結果、取得した純資産の公正価値が
移転される対価の総額を上回る場合、当該利得は純損益に認識される。のれんは毎年減損テストが実施され、減損
損失累計額を控除後の取得原価で計上される。のれんに減損の兆候が見られる場合は回収可能価額が見積られ、帳
簿価額と回収可能価額の差額を減損費用として認識する。のれんに係る減損損失の以後の期間における戻入れはで
きない。事業体の処分に係る利得又は損失には、売却された事業体に関連するのれんの帳簿価額を考慮する。
 

子会社投資は、減損を控除後の取得原価で、当社の財政状態計算書上のみにおいて会計処理される。取得原価は、
条件付対価契約の修正から生じる対価の変更を反映して調整される。取得原価には、投資に直接的に帰属する費用
も含まれる。子会社の経営成績は、受取配当金又は未収配当金に基づき当社により会計処理される。
 

非支配持分との取引
 

当グループは、支配の喪失とならない非支配持分との取引を資本取引として処理する。非支配持分から購入した株
式について、支払対価と、子会社の純資産の帳簿価額の関連する取得持分との差額が株主資本に計上される。非支
配持分に対する持分の処分に係る利得又は損失もまた株主資本に計上される。
 

当グループが支配又は重要な影響を喪失する場合、その事業体に対する保持している持分は全て、公正価値で再測
定され、帳簿価額の変動は純損益に認識される。この公正価値とは、その後に保持している持分を関連会社、共同
支配企業又は金融資産として会計処理するための当初の帳簿価額である。さらに、当該事業体に関して従来その他
の包括利益に認識した額は、当グループが関連資産又は負債を直接処分したかのように会計処理される。これは、
これまでにその他の包括利益に認識していた額が純損益に再分類される可能性があることを意味している。
 

関連会社に対する所有持分が減少したものの重要な影響力を保持している場合は、従来その他の包括利益で認識し
ていた額の比例持分のみが、必要に応じて純損益に再分類される。
 

2.3　関連会社及び共同支配企業
 

関連会社とは一般に当グループが投資先の議決権の20％から50％を保有し、重要な影響力を有している企業を指
す。重要な影響力とは、投資先の財務及び営業の方針決定に参加するパワーであるが、当該方針に対する支配又は
共同支配ではないものをいう。
 

共同支配企業とは、取決めに対して共同支配を有する当事者が共同支配企業の純資産に対する権利を有している場
合の共同支配の取決めの一種である。共同支配とは、契約上合意された支配の共有をいい、関連性のある活動に関
する意思決定が、支配を共有する当事者の全員一致の合意を必要とする場合にのみ存在する。
 

関連会社及び共同支配企業に対する投資は持分法で会計処理され、取得原価で当初認識される。
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関連会社取得後の関連会社及び共同支配企業損益の当グループ持分は純損益に認識され、その他の包括利益におけ
る取得後の当グループ持分の変動は、連結包括利益計算書で認識される。取得後の変動累計額は、投資の帳簿価額
に対して調整される。関連会社又は共同支配企業の損失に対する当グループの持分が、関連会社又は共同支配企業
に対する持分にその他の無担保債権を含めたものと同等もしくは上回る場合、当グループが関連会社又は共同支配
企業に代わり支払を行う義務を負う場合を除き、当グループはそれ以上の損失を認識しない。
 

当グループと関連会社又は共同支配企業との間の取引による未実現利得は、関連会社又は共同支配企業に対する当
グループの持分の範囲で消去される。未実現損失もまた、取引により移転される資産の減損の証拠がない限り消去
される。関連会社及び共同支配企業の会計方針は、当グループにより適用された会計方針との整合性を保つため、
必要に応じて変更されている。当グループは、IFRS第９号及びIFRS第17号を適用していない保険会社について、関
連会社及び共同支配企業の財務書類を当グループの会計方針に従って修正し、投資収益及びその他の包括利益等を
それに従って認識している。
 

のれんとは、取得日における取得された関連会社又は共同支配企業の識別可能な純資産の公正価値に対する当グ
ループの持分が取得原価を上回る超過額を表す。関連会社及び共同支配企業取得に係るのれんは関連会社及び共同
支配企業に対する投資に含まれ、全体的な残高の一部として減損がテストされる。のれんの減損損失の戻入れはで
きない。企業の処分に係る損益は、売却された企業に関するのれんの帳簿価額を考慮する。
 

当グループでは、関連会社及び共同支配企業投資の減損を示す客観的な証拠の有無を各報告日に判定している。客
観的な証拠がある場合、投資の帳簿価額が回収可能価額を超過する額が減損損失として認識される。回収可能価額
は、処分コスト控除後の投資の公正価値と使用価値のいずれか高い方の金額である。関連会社及び共同支配企業投
資の減損は、各報告日に、戻入の可能性を示す兆候の有無について評価する。
 

2.4　金融商品
 

金融商品とは、一方の企業にとっての金融資産と他方の企業にとっての金融負債又は資本性金融商品の双方を生じ
させる契約を指す。金融資産又は金融負債は、当グループが金融商品の契約条項の当事者となった場合に認識され
る。
 

投資の購入及び売却は、取引日に、つまり当グループが資産の購入又は売却を約定した時点で認識される。当初認
識時に、純損益を通じて公正価値で測定しない金融資産又は金融負債は、当該金融資産又は金融負債の取得又は発
行に直接起因する取引コスト（関連する費用や手数料等)を加減した公正価値で測定される。純損益を通じて公正
価値で測定する金融資産及び金融負債については、取引コストは純損益に認識される。
 

2.4.1　金融資産
 

分類及び測定
 

金融資産の管理に関する当グループの事業モデル及び金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性に基づき、金
融資産は、償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産、及び純損益を
通じて公正価値で測定する金融資産に分類される。金融資産の管理に関する当グループの事業モデルを変更する場
合にのみ、当グループは影響を受ける全ての金融資産を再分類しなければならない。
 

負債性金融商品
 

負債性金融商品とは、発行者の観点から金融負債の定義を満たす金融商品を指す。負債性金融商品の分類及び事後
測定は、以下によって異なる。
(a) 資産の管理に関する当グループの事業モデル

(b) 金融資産のキャッシュ・フローの特性（キャッシュ・フローが元本及び元本残高に対する利息の支払のみであ

るかどうか）
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これらの要因に基づき、当グループは負債性金融商品を以下の３つの測定区分に分類している。
 

ⅰ. 償却原価で測定する金融資産
この金融資産は、契約上のキャッシュ・フローの回収を目的とする事業モデルの中で保有されており、元本及び元
本残高に対する利息の支払のみである契約上のキャッシュ・フローを所定の日に生じさせる、基本的な融資の取決
めと整合的である契約上のキャッシュ・フローの特性を有しており、かつ純損益を通じて公正価値で測定するもの
として指定されていないため、当該金融資産は償却原価で測定される。かかる金融資産の金利収益は実効金利法を
用いて認識される。減損損失及び為替差損益は純損益に認識される。認識の中止により生じる利得及び損失は、純
損益に直接認識される。当グループが保有している金融資産は、主に現金及び現金同等物、償却原価で測定する負
債性金融商品、買戻条件付売却金融資産、定期預金及びその他の債権等が含まれる。
 

ⅱ. その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品に対する投資
この金融資産は、契約上のキャッシュ・フローの回収と当該金融資産の売却の両方を目的とする事業モデルの中で
保有されており、基本的な融資の取決めと整合的な契約上のキャッシュ・フローの特性を有している。また、この
金融資産は純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されていない。かかる金融資産はその他の包括利益
を通じて公正価値で測定され、金利収益は実効金利法を用いて認識される。減損損失及び為替差損益は純損益に認
識される。かかる金融資産の認識が中止される場合、その他の包括利益に認識された公正価値の変動累計額は当期
の純損益に振り替えられる。
 

ⅲ. 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
当グループが保有している負債性金融商品のうち、償却原価で測定又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定
しないものは、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として分類される。これらの金融資産は公正価値で事
後測定される。金利収益又は配当金収益を含む正味利得又は損失は、投資収益の中で純損益として認識される。当
該種類の金融資産における負債性金融商品の金利収益は、クーポン・レートを用いて計算される。
 

資本性金融商品
 

資本性金融商品とは、発行者の観点から分析した場合に資本性金融商品の定義を満たす金融商品である。
 

当グループが保有している資本性金融商品は全て、公正価値で事後測定され、利得又は損失は純損益に認識され
る。ただし、トレーディング目的で保有していない持分投資の当初認識時に、当グループは当該金融商品の公正価
値のその後の変動をその他の包括利益に表示することを取消不能で選択することができ、減損引当金の計上も要求
されない。配当金収益は当期の純損益として認識される（ただし、明らかに投資原価の部分的な回収を表している
ものを除く）。その他の正味利得又は損失（為替差損益を含む）は、その他の包括利益に認識され、その後、純損
益に振り替えることはできない。純損益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の公正価値の変動は、配当金
収益及び為替差損益を含め、投資収益の中で純損益として認識される。これらの資本性金融商品に係る配当金収益
は、通常、投資先から分配される見込みの金額で決定され、当グループの支払を受ける権利が確定した時点で認識
される。
 

資本性金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される。当該金融資産の公正価値の変動か
ら生じる利得又は損失（稼得した配当金収益及び為替差損益を含む）は、当初認識後に当期の純損益として認識さ
れ、投資収益に表示される。資本性金融商品からの配当金収益は、通常、投資先から分配された金額により決定さ
れ、当グループの配当金を受け取る権利が確定した時点で認識される。
 

減損
 

予想信用損失（以下「ECL」という。）は、信用損失をその債務不履行の発生リスクでそれぞれウェイト付けした
加重平均を表す。信用損失は、契約に基づく債権についての全ての契約上のキャッシュ・フローと、受け取ると見
込まれる全てのキャッシュ・フローとの差額を、当初の実効金利（又は信用減損金融資産については信用調整後の
実効金利）で割り引いたもの（すなわち、全てのキャッシュ不足額の現在価値）を表す。
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当グループは、現金及び現金同等物、定期預金、法定預託金、売戻条件付購入金融資産、償却原価で測定する負債
性金融商品に対する投資、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品に対する投資、並びにそ
の他の債権等について、ECLに基づく信用損失を認識している。
 

合理的で裏付け可能な過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての情報を考慮し、債務不履行の
発生可能性による加重を行い、当グループはECLを、契約上の受取キャッシュ・フローと回収が見込まれるキャッ
シュ・フローとの差額の現在価値を確率加重した金額として認識している。
 

各報告日において、金融商品のECLは、異なるステージごとにそれぞれ測定される。当初認識以降に信用リスクの
著しい増大がないステージ１の金融商品については、12ヶ月のECLが認識される。当初認識以降に信用リスクの著
しい増大があったものの信用減損が生じているとはみなされていないステージ２の金融商品については、全期間の
ECLが認識される。また、信用減損が生じているステージ３の金融商品についても全期間のECLが認識される。
 

ステージ１及びステージ２の金融商品について、当グループは帳簿価額総額（予想信用損失控除前）に実効金利を
適用して金利収益を算定している。ステージ３の金融商品については、償却原価（予想信用損失控除後）に実効金
利を適用して金利収益を算定している。
 

その他の債権については、各グループに分類され、当グループは過去の信用損失の実績、現在の状況、及び将来の
経済状況の予測を参照し、債務不履行時のエクスポージャー及び全期間の予想信用損失率に基づいてECLを算定し
ている。
 

当グループは、減損利得又は減損損失を当期の純損益で認識している。その他の包括利益を通じて公正価値で測定
する負債性金融商品については、損失評価引当金を純損益で認識する一方で、その他の包括利益を調整するが、こ
れによって金融資産の帳簿価額が減少することはない。
 

認識の中止
 

金融資産は、以下の要件のいずれか１つが満たされた場合に認識が中止される。(ⅰ)金融資産からのキャッシュ・
フローの受取に対する契約上の権利が消滅している、(ⅱ)金融資産が譲渡され、当グループが当該金融資産の所有
に係るリスクと経済価値のほとんど全てを譲受人に移転している、又は(ⅲ)金融資産が譲渡され、当グループが当
該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんど全てを移転したわけでも、ほとんど全てを保持しているわけ
でもないにもかかわらず、当該金融資産に対する支配を保持していない。
 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に対する投資の認識が中止される場合、過去にその
他の包括利益に認識された利得又は損失の累計額は、利益剰余金に振り替えられる。その他の金融資産の認識を中
止した場合は、過去にその他の包括利益に認識された利得又は損失の累計額は、純損益に振り替えて認識しなけれ
ばならない。
 

2.4.2　金融負債
 

金融負債は、償却原価で測定する金融負債と、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定さ
れた金融負債とに分類される。
 

償却原価で測定する金融負債は、主に有利子融資及びその他の借入金、買戻条件付売却金融資産、社債、並びに裁
量権付有配当投資契約以外の特定の投資契約から生じる負債（その他の負債に表示される）で構成される。かかる
金融負債は当初認識時に、発生した取引コストを控除した公正価値で認識され、事後測定には実効金利法が用いら
れる。
 

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債には、主に裁量権付有配当投資契約以外の特定の投資契約（保険リス
クを移転しない年金商品）から生じる負債が含まれ、これらは、当初認識時に公正価値で事後測定するものとして
指定され、実現又は未実現利得又は損失は全て、純損益に認識される。
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当グループは、取引日から通常180日以内に満期となる買戻条件付売却証券について、所有に伴うリスク及び経済
的便益のほとんど全てを留保している。そのため買戻条件付売却証券は、担保付借入金に分類される。対象証券の
公正価値に基づいて、当グループは追加担保の提供を要求されることがある。買戻条件付売却証券は、償却原価、
すなわち取得原価に報告期間末現在の経過利息を加算した金額で計上される。対象となる買戻条件付売却証券は引
き続き連結財政状態計算書に計上される。
 

社債は、公正価値で当初認識され、実効金利法を用いた償却原価で事後測定される。償却原価は、取得時のディス
カウント又はプレミアム、及び取引コストを考慮して算出される。
 

金融負債は、基礎となる現在の義務から免責又は部分的に免責となった場合に認識の中止又は部分的な認識の中止
が行われる。金融負債の認識の中止を行う部分の帳簿価額と支払われた対価との差額は、当期の純損益に認識され
る。
 

2.5　公正価値測定
 

公正価値とは、測定日時点で市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るであろう価
格、又は負債を移転するために支払うであろう価格である。資産及び負債の公正価値測定は、資産の売却又は負債
の移転の取引が以下のいずれかにおいて発生するという仮定に基づいている。
・当該資産又は負債に関する主要な市場、又は
・主要な市場がない場合には、当該資産又は負債に関する最も有利な市場
 

主要な市場又は最も有利な市場は、測定日において当グループがアクセスできる。
 

資産又は負債の公正価値は、市場参加者が当該資産又は負債の価格付けを行う際に用いるであろう仮定を用いて、
市場参加者が自らの経済的利益が最大になるように行動すると仮定して、行われる。
 

非金融商品の公正価値測定には、当該資産の最有効使用を行うこと又は当該資産を最有効使用するであろう他の市
場参加者に売却することにより、市場参加者が経済的便益を生み出す能力を考慮に入れる。
 

当グループは、公正価値を測定するために、状況に適合し、十分なデータが利用可能な評価技法を使用する。その
際、関連性のある観察可能なインプットの使用を最大限にし、観察可能でないインプットの使用を最小限にする。
 

連結財務書類において測定又は開示されている資産及び負債は、公正価値測定全体として重大なインプットのうち
最も低いレベルのインプットに基づき、注記5.4、９及び11.3に記載されている公正価値ヒエラルキー内で区分さ
れている。
 

財務諸表に認識され、経常的に公正価値で測定される資産及び負債について、当グループは、各報告期間末におい
て区分の再評価を行うことにより、公正価値ヒエラルキーの各レベル間での振替が生じているか否かを判定してい
る。
 

2.6　現金及び現金同等物
 

現金の金額は、手許現金及び要求払預金を表している。現金同等物は、当初の満期までの期間が90日以内の短期か
つ流動性の高い投資であり、その帳簿価額は公正価値に近似する。
 

2.7　売戻条件付購入金融資産
 

当グループは、実質的に同一の証券を売り戻す契約条件付の証券を購入している。これらの契約条件は担保付貸付
金に分類され、償却原価、すなわちそれぞれの取得原価に報告期間末現在の経過利息を加算した金額で計上され、
その金額は公正価値に近似する。これらの契約条件に基づく前払金額は、連結財政状態計算書に資産として反映さ
れる。当グループは、売戻条件付購入金融資産の現物を保有しない。当該貸付元本が未返済である間の当該証券の
売却又は譲渡は、当該証券が登録されている各クリアリングハウスにより禁じられている。相手方の債務不履行が
発生した場合、当グループは、クリアリングハウスが保有している原証券に対する権利を有する。
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2.8　保険契約
 

2.8.1　定義
 

当グループが発行する契約は、保険契約と投資契約とに分類される。
 

保険契約とは、発行者が、保険契約者から、所定の保険事故が保険契約者に不利な影響を与えた場合に保険契約者
に補償することに同意することにより、重大な保険リスクを引き受ける契約を指す。当グループは、重大な保険リ
スクの有無に関するテストを実施して、契約の中で保険リスクがどの程度移転されているかを評価することによ
り、その契約が保険契約に分類されるべきかどうかを決定する。保険契約とは、重大な保険リスクを移転する契約
である。
 

当グループは、重大な保険リスクに関するテストを実施する際、以下の条件が満たされていれば、その契約が重大
な保険リスクを移転していると判断する。
(a) 契約に明記されている保険事故が、経済的実質のある少なくとも１つのシナリオにおいて、重大な追加的金額

の支払を当グループに生じさせる可能性がある場合。これは、保険事故の可能性が極めて低い場合や、条件付
のキャッシュ・フローの期待現在価値が、当該保険契約から生じる残存キャッシュ・フローの期待現在価値の
小さな部分しか占めていない場合であっても、同じである。経済実態に対して識別可能な影響がないことは、
経済的実質がないことを示す。追加的金額は、保険事故が発生した場合に支払われる金額の現在価値のうち、
保険事故が発生しなかった場合に支払われるであろう金額を超過する部分（保険金請求処理や評価のコストを
含む）をいう。

(b) 契約に明記されている保険事故が、経済的実質のある少なくとも１つのシナリオにおいて、現在価値ベースで

の損失を当グループに生じさせる可能性がある場合。しかし、たとえ再保険契約が発行者を重大な損失の可能
性にさらしていなくても、当該契約が再保険者に、基礎となる保険契約の再保険が付された部分に係る保険リ
スクのほとんど全てを移転するのであれば、重大な保険リスクを移転するものとみなされる。

 

当グループが発行する投資契約は、保険契約の法的形態を有しているが、重大な保険リスクを移転するものではな
い。当グループは、裁量権付有配当投資契約について、保険契約に関する会計処理を適用して会計処理している。
裁量権付有配当投資契約は、特定の投資者に、保証金額及び追加的金額を受け取る契約上の権利を与える金融商品
である。追加的金額は、発行者の裁量で決定される所定の項目プールのリターンに左右され、契約上の給付全体の
中で重大な一部分となると見込まれる。裁量権付有配当投資契約以外の投資契約から生じる負債については、当グ
ループは注記2.4.2に従って会計処理している。
 

保険契約は、契約開始時に以下の条件を全て満たす場合、直接連動有配当保険契約である。
(a) 契約条件で、基礎となる項目の明確に識別されたプールに対する持分に保険契約者が参加する旨を定めてい

る。
(b) 基礎となる項目に対する公正価値リターンの相当な持分に等しい金額が保険契約者に支払われることが予想さ

れている。かつ、
(c) 保険契約者に支払う金額の変動の相当な部分が、基礎となる項目の公正価値の変動に応じて変動すると予想さ

れている。
 

再保険契約とは、再保険者が出再保険会社に対し、当該出再保険会社が発行した１つ又は複数の保険契約から生じ
る保険金について補償するために発行する保険契約である。
 

当グループは、保険契約の種類ごとに異なるモデルを採用している。直接連動有配当保険契約は、変動手数料アプ
ローチを用いて測定される。当グループは、カバー期間が１年以下の保険契約及び再保険契約、又は保険料配分ア
プローチを用いた残存カバーに係る負債の測定結果が、一般測定モデルを用いた場合のかかる負債の測定結果と重
要な差異がない契約グループについては、保険料配分アプローチを用いて測定を単純化している。その他の種類の
保険契約及び再保険契約は、一般測定モデルを用いて測定される。
 

当グループは、契約開始時における予想を用いて契約の分類を評価し、契約が条件変更される場合を除き、条件を
後で再評価しない。
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2.8.2　結合
 

当グループは、１つの全体的な商業的効果を達成する、同一又は関連している相手方との一連の保険契約を、この
ような契約の実質を報告するため、全体で１つとして扱っている。
 

2.8.3　分離
 

保険契約は１つ又は複数の構成要素を含んでいる場合があるが、当グループでは以下の構成要素に分けている。
(a) IFRS第９号「金融商品」に基づく金融商品に係る会計方針で分離条件を満たしている組込デリバティブ。

(b) 別個の投資要素。ただし、裁量権付有配当投資契約の定義を満たす投資部分については、従来どおり、保険契

約に係る会計方針を適用する。
(c) 別個の財又は非保険サービスを移転する約束。
 

投資要素は、保険事故が発生するかどうかにかかわらず、全ての状況において保険契約者に返済することを保険契
約が要求している金額である。
 

当グループは、上記の分離条件を満たす非保険要素を特定し、分離した後、残りの部分に保険契約に関連する会計
方針を適用している。
 

2.8.4　分類
 

当グループは、保険契約ポートフォリオを、類似したリスクにさらされ、一括して管理されている契約として識別
している。
 

保険契約グループは、１年以内の期間の中で発行され、収益性が同程度の１つ又は複数の保険契約で構成される。
 

当グループは、保険契約ポートフォリオを、最低限、以下のグループに分割している。
(a) 当初認識時において不利である契約グループ。

(b) 当初認識時において、その後に不利となる可能性が大きくない契約グループ。

(c) ポートフォリオ内の残りの契約グループ。
 

保有している再保険契約のポートフォリオは、発行した保険契約のポートフォリオとは別に、集約の評価が行われ
る。
 

当グループは、保有している同一の再保険契約のポートフォリオを、少なくとも以下の契約グループに分けてい
る。
(a) 当初認識時に正味利得が生じている契約グループ。

(b) 当初認識時においてその後に正味利得が生じる可能性が大きくない契約グループ。

(c) 当該ポートフォリオ内の残りの契約グループ。
 

当グループは、１年以内の期間の中で保有している再保険契約を、同一の再保険契約グループとして分類してい
る。
 

これらのグループは、保険契約が当初認識され測定される集約レベルを表している。当グループは、契約グループ
の構成をその後に再評価しない。
 

2.8.5　認識
 

当グループは、自身が発行する保険契約グループを、次のうち最も早い日から認識している。
(a) 当該契約グループのカバー期間の開始時。カバー期間とは、当グループが保険契約サービスを提供する期間を

指す。
(b) 保険契約者からの最初の支払の期限が到来した日、又は契約上の支払期限日がない場合には、最初の支払の受

取日。
(c) 当該グループが不利となった日。
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保有している再保険契約は、以下のうち最も早い時点から認識される。
(a) 保有している再保険契約グループのカバー期間の開始時。

(b) 当グループが、基礎となる不利な保険契約グループを認識する日。
 

比例的なカバーを提供する保有している再保険契約については、以下のうち最も早い時点から認識される。
(a) カバー期間の開始時又は基礎となる保険契約の当初認識時のいずれか遅い方。

(b) 当グループが基礎となる不利な保険契約グループを認識する日。
 

2.8.6　保険契約の測定
 

(ⅰ)　一般規定（一般測定モデル）
 

当初認識
 

当初認識時、当グループは保険契約グループを、履行キャッシュ・フローと契約上のサービス・マージンの合計で
測定しなければならない。
 

履行キャッシュ・フローは以下の要素から構成される。
(a) 保険契約に直接関連する将来キャッシュ・フローの見積り

(b) 貨幣の時間価値及び金融リスクを反映するための調整

(c) 非金融リスクに係るリスク調整
 

履行キャッシュ・フローは、当グループの不履行リスクを反映していない。
 

当グループは、保険獲得キャッシュ・フローを、保険契約グループの販売、引受け及び開始のコストにより生じる
キャッシュ・フローのうち、保険契約グループが属する保険契約ポートフォリオに直接起因するものと定義してい
る。
 

当グループは将来キャッシュ・フローをより高い集約レベルで見積り、それによる履行キャッシュ・フローを個々
の契約グループに配分することができる。
 

将来キャッシュ・フローの見積りは、以下のとおりである。
(a) 偏りのない確率加重平均である。

(b) 関連する市場変数の見積りが当該変数についての観察可能な市場価格と整合的であることを条件として、当グ

ループの視点を反映している。
(c) 報告日において存在している状況を反映している。

(d) 貨幣の時間価値及び金融リスクに係る調整と区分してキャッシュ・フローが見積られている。ただし、最も適

切な測定技法がこれらの見積りを組み合わせている場合は除く。
 

当グループは、保険契約グループの測定に、当該グループの中の各契約の境界線内の全ての将来キャッシュ・フ
ローを含めており、契約グループの境界線の外の将来キャッシュ・フローは測定していない。
 

キャッシュ・フローが、当グループが保険契約者に保険料の支払を要求する権利を有する場合、又は保険契約者に
保険契約サービスを提供する実質的な義務を有している場合には、当該キャッシュ・フローは保険契約の境界線内
にある。
 

保険契約サービスを提供する実質的な義務は、以下のいずれかの時点で終了する。
(a) 当グループが特定の保険契約者のリスクを再評価する実質上の能力を有しており、その結果、当該リスクを完

全に反映する価格又は給付水準を設定できる。
(b) 当グループが当該契約を含んだ保険契約ポートフォリオのリスクを再評価する実質上の能力を有しており、そ

の結果、当該ポートフォリオのリスクを完全に反映する価格又は給付水準を設定できる。また、リスクの再評
価が行われる日までの保険料のプライシングが、再評価日後の期間に係るリスクを考慮に入れていない。
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当グループは、将来キャッシュ・フローの見積りを、貨幣の時間価値及び当該キャッシュ・フローに係る金融リス
ク（当該金融リスクが将来キャッシュ・フローの見積りに含まれていない範囲で）を反映するように、適切な割引
率を使用して調整している。将来キャッシュ・フローの対象に適用される割引率は、次のようなものでなければな
らない。
(a) 貨幣の時間価値、キャッシュ・フローの特性及び当該保険契約の流動性の特性を反映する。

(b) 当該保険契約の特性と整合的な特性を有するキャッシュ・フローを伴う金融商品についての観察可能な現在の

市場価格と整合的である。こうした観察可能な市場価格には影響を与えるが当該保険契約の将来キャッシュ・
フローには影響を与えない要因の影響は除外する。

 

将来キャッシュ・フローの見積りの現在価値には、非金融リスクに係るリスク調整が適用されている。これは、当
グループがキャッシュ・フローの金額及び時期に関して非金融リスクから生じる不確実性の負担に対して要求する
報酬を反映するためである。
 

契約上のサービス・マージンとは、保険契約グループに係る負債の構成要素で、当グループが将来、保険契約サー
ビスを提供するにつれて認識する未稼得の利益を表すものである。
 

当初認識時の契約上のサービス・マージンは、以下から生じる金額である。
(a) 履行キャッシュ・フロー。

(b) 当初認識日における、保険獲得キャッシュ・フローに係る資産及び当該契約グループに関連するキャッシュ・

フローについて過去に認識した他の資産又は負債の認識の中止。
(c) 当初認識日にグループの中の契約から生じるキャッシュ・フロー。
 

総額が正味キャッシュ・インフローを表している場合、当グループはこれを契約上のサービス・マージンとして認
識する。総額が正味キャッシュ・アウトフローを表している場合、当グループは損失を認識する。
 

事後測定
 

保険契約負債は、当グループが報告日において、残存カバーに係る負債と発生保険金に係る負債の合計額として事
後測定する。
 

残存カバーに係る負債には、報告日において、契約グループに配分されている未経過のカバー期間に関連する履行
キャッシュ・フローと、同日現在の当該グループの契約上のサービス・マージンが含まれる。
 

発生保険金に係る負債には、報告日において、契約グループに配分されている、発生した保険金及びその他の関連
費用に関連する履行キャッシュ・フローが含まれる。
 

直接連動有配当保険契約以外の保険契約について、当グループは、契約グループ・レベルの以下の変動による影響
を反映するため、報告期間の末日現在の保険契約グループの契約上のサービス・マージンの帳簿価額を修正してい
る。
(a) グループに加えられた新しい契約の影響。

(b) 一般測定モデルを用いて測定した、当該契約の契約上のサービス・マージンの帳簿価額に対して発生計上した

利息。契約上のサービス・マージンについて発生する金利は、ロックインされた割引率を使用して測定され
る。ロックインされた割引率は、基礎となる項目に対するリターンに基づいて変動しない名目キャッシュ・フ
ローを適用し、契約グループの当初認識日に決定される。

(c) 将来のサービスに係る変動。ただし、以下の場合を除く。

・当該変動により契約上のサービス・マージンの帳簿価額が減少し、当該変動が契約上のサービス・マージン
の帳簿価額を上回る場合。その場合、この契約上のサービス・マージンはゼロに減額され、超過分は保険
サービス費用として認識され、残存カバーに係る負債において損失要素が認識される。
・上記の変動により、保険サービス費用に応じて残存カバーに係る負債の損失要素の修正が行われる。当該変
動が損失要素の金額を上回る場合、当該損失要素をゼロに減額しなければならない。残りは契約上のサービ
ス・マージンに戻入れなければならない。

(d) 契約上のサービス・マージンに係る為替差額の影響。

(e) 当期において提供されたサービスにより保険収益として認識した金額。
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当グループは、保険契約サービスの提供パターンに基づき、カバー期間中の各期間における契約グループのカバー
単位を合理的に決定し、上記(a)から(d)を調整した契約上のサービス・マージンの帳簿価額を償却することによ
り、当期及び将来にわたって保険収益を認識している。
 

将来のサービスに関する履行キャッシュ・フローの変動は、主に以下のもので構成される。
(a) 将来のサービスに関して当期に受け取った保険料から生じた実績調整、及び関連するキャッシュ・フロー（当

初認識時に算定した割引率で測定）。
(b) 残存カバーに係る負債の将来キャッシュ・フローの現在価値の見積りの変動（当初認識時に算定した割引率で

測定）。ただし、貨幣の時間価値の影響及び金融リスク影響を除く。
(c) 当期に支払われると見込まれた投資要素の額と実際に支払われることとなった投資要素の額との差額。

(d) 当期に返済されると見込まれた保険契約者貸付金と当期に返済されることとなった実際の保険契約貸付金との

差額。
(e) 将来のサービスに関する非金融リスクに係るリスク調整の変動。
 

期中財務諸表において行った会計上の見積りの結果の取扱いについて、当グループは、その後の期中報告期間又は
事業年度において調整することを選択している。
 

(ⅱ)　直接連動有配当保険契約グループの測定（変動手数料アプローチ）
 

変動手数料アプローチによる測定は、以下に示す会計方針を除き、一般測定モデルと一致している。
 

当グループは、直接連動有配当保険契約の測定に変動手数料アプローチを適用している。当グループは、直接連動
有配当保険契約グループの履行キャッシュ・フローを、基礎となる項目の公正価値と変動手数料との差額として見
積る。
 

変動手数料は、保険契約者に代わって基礎となる項目を管理する投資関連サービスの提供に対して当グループが受
け取る対価を反映したものであり、基礎となる項目の公正価値に対する当グループの持分の金額から、基礎となる
項目に対するリターンに基づいて変動しない履行キャッシュ・フローを控除した額に等しい。
 

変動手数料アプローチを用いて測定する保険契約グループについては、各報告期間の末日現在の契約グループの契
約上のサービス・マージンの帳簿価額は、報告期間の期首現在の帳簿価額を下記について調整したものに等しい。
(a) グループに加えられた新しい契約の影響。

(b) 基礎となる項目の公正価値に対する当グループの持分の金額の変動。ただし、下記の範囲を除く。

・基礎となる項目の公正価値に対する当グループの持分の金額の減少が契約上のサービス・マージンの帳簿価
額を上回り、損失を生じさせる範囲。
・基礎となる項目の公正価値に対する当グループの持分の金額の増加が、残存カバーに係る負債の損失要素を
解消する範囲。

(c) 基礎となる項目の公正価値に対するリターンに基づいて変動しない、将来のサービスに係る履行キャッシュ・

フローの変動。ただし、下記の範囲を除く。
・履行キャッシュ・フローのそうした増加が契約上のサービス・マージンの帳簿価額を上回り、損失を生じさ
せる範囲。
・履行キャッシュ・フローのそうした減少が、残存カバーに係る負債の損失要素に配分される範囲。

(d) 契約上のサービス・マージンに係る為替差額の影響。

(e) 当期において提供されたサービスにより保険収益として認識した金額。当グループは、提供する保険契約サー

ビスに応じて、カバー期間における契約グループのカバー単位を識別し、上記(a)から(d)を調整した契約上の
サービス・マージンの帳簿価額を配分することにより、当期及びそれ以降の期間の保険収益に認識している。
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(ⅲ)　不利な保険契約の測定
 

当初認識日において保険契約グループが不利な契約である場合、又は不利な契約グループに追加された契約により
追加損失が発生した場合、当グループはその不利な契約グループの正味アウトフローについて、損失を保険サービ
ス費用として純損益に認識する。その結果、当該契約グループの残存カバーに係る負債の帳簿価額は履行キャッ
シュ・フローと等しくなり、当該契約グループの契約上のサービス・マージンはゼロとなる。
 

保険契約グループは、下記のいずれかの条件が満たされている場合には、事後測定の際に不利（又はさらに不利）
となり、当グループは、損失を保険サービス費用として純損益に認識し、残存カバーに係る負債の損失要素を増額
する。
(a) 将来キャッシュ・フローの見積りの変更及び非金融リスクに係るリスク調整から生じた、履行キャッシュ・フ

ローの将来のサービスに係る不利な変動の金額が、契約上のサービス・マージンの帳簿価額を上回る。
(b) 直接連動有配当保険契約グループについては、基礎となる項目の公正価値に対する当グループの持分の金額の

減少が、契約上のサービス・マージンの帳簿価額を上回る。
 

当グループは、損失を認識した後に、以下の残存カバーに係る負債の履行キャッシュ・フローの事後的な変動を、
損失要素と残存カバーに係る負債（損失要素を除く）の間で規則的な基礎で配分する。
(a) 保険サービス費用が発生したために残存カバーに係る負債から解放された保険金及び費用に関する将来キャッ

シュ・フローの現在価値の見積り。
(b) リスクからの解放により純損益に認識した非金融リスクに係るリスク調整の変動。

(c) 保険金融収益又は費用。
 

残存カバーに係る負債の損失要素に配分した金額は、保険収益として認識されない。
 

当グループが保険契約の不利なグループに係る損失を認識した後、事後測定は以下のとおり行われる。
(a) 将来キャッシュ・フローの見積りの変更及び非金融リスクに係るリスク調整から生じた、当該契約グループに

配分された履行キャッシュ・フローの将来のサービスに係る事後的な増加、並びに基礎となる項目の公正価値
に対する当グループの持分の金額の事後的な減少については、当グループは損失を保険サービス費用として純
損益に認識し、残存カバーに係る負債を増額する。

(b) 将来キャッシュ・フローの見積りの変更及び非金融リスクに係るリスク調整から生じた、当該契約グループに

配分された履行キャッシュ・フローの将来のサービスに係る事後的な減少、並びに基礎となる項目の公正価値
に対する当グループの持分の金額の事後的な増加については、当グループは保険サービス費用を純損益に戻入
れ、残存カバーに係る負債の損失要素を、当該要素がゼロに減額されるまで減額する。当グループは、当該減
少が損失要素に配分された金額を超過する額についてのみ、契約上のサービス・マージンを修正する。

 

(ⅳ)　保険契約グループの測定に用いる単純化したアプローチ（保険料配分アプローチ）
 

当グループは、契約グループの中の各契約のカバー期間が１年以内であるもの、又は保険料配分アプローチを用い
た契約グループの残存カバーに係る負債の測定が、一般測定モデルを用いて測定されたものと重要な差異がないと
当グループが合理的に予想した保険契約グループについて、保険料配分アプローチを用いている。
 

当初測定
 

当初認識時に、当グループは、受け取った保険料から保険獲得キャッシュ・フローを控除し、さらに保険獲得
キャッシュ・フローに係る資産及び当初認識日におけるその他の関連資産又は負債の認識を中止した金額を控除
（又は加算）した額に基づいて、残存カバーに係る負債を測定する。
 

事後測定
 

報告日において、発行した保険契約負債の帳簿価額は、残存カバーに係る負債と発生保険金に係る負債の合計額で
ある。
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残存カバーに係る負債の報告日における帳簿価額は、当該報告期間の期首現在の帳簿価額に、当期に受け取った保
険料を加算し、保険獲得キャッシュ・フローを減算し、当報告期間に保険サービス費用として認識した保険獲得
キャッシュ・フローの償却に係る金額を加算し、金融要素の調整を加算し、当該期間に提供したサービスについて
保険収益として認識した金額を減算し、支払ったか又は発生保険金に係る負債に振り替えた投資要素を減算した金
額となる。
 

カバー期間中のいずれかの時点で、関連する事実及び状況が、保険契約グループが不利であることを示している場
合、当グループは損失を純損益に認識し、残存カバーに係る負債を増額することになる。
 

当グループは、保険契約から生じた発生保険金に係る負債を、発生した補償に関連する履行キャッシュ・フローの
額として認識している。
 

2.8.7　保有している再保険契約グループの測定
 

(ⅰ)　保険料配分アプローチを用いて測定しない契約グループ
 

当初認識時に、当グループは、保有している保険契約グループを履行キャッシュ・フローと契約上のサービス・
マージンの合計額で測定する。契約上のサービス・マージンは、当グループが再保険者から保険契約サービスを受
ける際に認識する正味コスト又は正味利益を表す。
 

保有している再保険契約グループの履行キャッシュ・フローには、将来キャッシュ・フローの見積り、貨幣の時間
価値及び金融リスクを反映する調整、並びに保険契約の履行に直接関連する非金融リスクに係るリスク調整が含ま
れている。当グループは、非金融リスクに係るリスク調整を、再保険契約グループの保有者が当該契約の発行者に
移転しているリスクの金額を表すように決定する。
 

キャッシュ・フローが、当グループが再保険者に保険料を支払う義務がある報告期間中又は当グループが再保険者
からサービスを受ける実質的な権利を有している報告期間中に存在する実質的な権利及び義務から生じる場合に
は、当該キャッシュ・フローは契約の境界線内にある。
 

再保険契約グループの当初認識時において、当グループは以下の合計額を算定する。
(a) 履行キャッシュ・フロー。

(b) 保有している再保険契約グループに係るキャッシュ・フローについて過去に認識した資産又は負債のその日に

おける認識の中止をした金額。
(c) 同日に保有している再保険契約グループの中の契約から生じるキャッシュ・フロー。

(d) 保有している再保険契約グループについての残存カバーに係る資産の損失回収要素。
 

当グループは、上記の合計額の正味コスト又は正味利益を契約上のサービス・マージンとして認識している。
 

保有している再保険契約に係る資産は、当グループが各報告日において、残存カバーに係る資産と発生保険金に係
る資産の合計額で事後測定する。
 

残存カバーに係る資産には、報告日において再保険契約グループに配分されている未経過のカバー期間に関連する
履行キャッシュ・フローと、同日現在の当該グループの契約上のサービス・マージンが含まれる。
 

発生保険金に係る資産には、報告日において当該再保険契約グループに配分されている、保険金請求及びその他の
関連費用の回収に関連する履行キャッシュ・フローが含まれる。
 

保有している再保険契約が、基礎となる不利な保険契約が認識される前又はそれと同時に締結される場合、当グ
ループは、基礎となる不利な保険契約グループの当初認識時又はあるグループへの基礎となる不利な保険契約の追
加時に損失を認識する時に、そのような保有している再保険契約グループの残存カバーに係る資産の損失回収要素
に以下を乗じることにより認識する。
(a) 基礎となる保険契約で認識された損失。

(b) 当グループが保有している再保険契約グループから回収を見込んでいる、基礎となる保険契約に係る保険金の

割合。
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当グループは、上記で算出した金額を契約上のサービス・マージンの調整額として認識すると同時に、再保険者か
らの保険サービス費用の回収額として当期の純損益に計上する。
 

当グループは、保有している再保険契約グループを測定する際、基礎となる不利な保険契約についての損失要素の
変動を反映するように、損失回収要素を修正している。損失回収要素の帳簿価額は、基礎となる不利な保険契約の
損失回収要素のうち、保有している再保険契約グループから回収すると当グループが見込んでいる部分を超えるこ
とはない。
 

当グループは、保有している再保険契約グループについての各報告期間の末日現在の契約上のサービス・マージン
を、報告期間の期首現在で算定した帳簿価額を下記について調整したものとして測定する。
(a) 当期にその契約グループに加えられた契約が契約上のサービス・マージンに及ぼす影響。

(b) 契約上のサービス・マージンの帳簿価額に対して発生計上した利息（契約グループの当初認識日現在で決定し

た割引率を、基礎となる項目に対するリターンに基づいて変動しない名目キャッシュ・フローに適用して測
定）。

(c) 基礎となる不利な保険契約グループの当初認識時又はあるグループへの基礎となる不利な保険契約の追加時に

認識された残存カバーに係る資産の損失回収要素、及び残存カバーに係る資産の損失回収要素の戻入れ（当該
戻入れが、保有している再保険契約グループの履行キャッシュ・フローの変動ではない範囲で）。

(d) 将来のサービスに関する履行キャッシュ・フローの変動。ただし、基礎となる保険契約グループに配分された

履行キャッシュ・フローの変動から生じており、基礎となる保険契約グループに係る契約上のサービス・マー
ジンを修正しない変動、又は保険料配分アプローチを適用して測定された、基礎となる不利な契約グループか
らの損失の認識又は戻入れから生じた変動は除く。

(e) 契約上のサービス・マージンについて生じる当期の為替差額の影響。

(f) 契約上のサービス・マージンの当期中の償却。当グループは、保険契約サービスの受領パターンに基づき、カ

バー期間中の各期間に保有している再保険契約グループのカバー単位を合理的に決定し、上記(a)から(e)を調
整した契約上のサービス・マージンの帳簿価額を償却することにより、当期及び将来にわたって損益を認識し
ている。

 

(ⅱ)　保険料配分アプローチを用いて測定する再保険契約のグループ
 

当グループは、発行した保険契約グループと保有している再保険契約グループの測定に同じ原則を適用し、保険料
配分アプローチを用いている。
 

保有している再保険契約グループを保険料配分アプローチにより測定する場合、再保険者から回収した残存カバー
に係る資産の損失回収要素により認識され、戻入れられた金額については、当グループは、再保険契約グループの
再保険者から回収した残存カバーに係る資産の帳簿価額を修正するとともに、再保険者から回収した金額を認識す
る。
 

2.8.8　裁量権付有配当投資契約
 

上記の保険契約に関する要件に加えて、裁量権付有配当投資契約の認識及び測定は、下記のように修正される。
(a) 当初認識の日は、当グループが契約の当事者になる日である。

(b) 契約の境界線は、当グループが現在又は将来の日に現金を引き渡す実質的な義務からキャッシュ・フローが生

じる場合には、当該キャッシュ・フローが契約の境界線内にあるように修正される。現金を引き渡す約束につ
いて、約束した現金及び関連するリスクの金額を完全に反映する価格を設定する実質上の能力を当グループが
有している場合には、当グループは現金を引き渡す実質的な義務を有していない。

(c) 契約上のサービス・マージンの配分は、当グループが契約のグループの存続期間にわたり、当該契約に基づく

投資サービスの移転を反映する規則的な方法で契約上のサービス・マージンを認識するように修正される。
 

2.8.9　条件変更及び認識の中止
 

保険契約の条件が変更される場合、下記の条件のいずれかが満たされる時、当グループは、当初の契約の認識の中
止を行い、修正後の契約を新しい契約として認識する。
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(a) 変更後の条件が契約開始時に含まれていたとした場合に、次のいずれかとなること。

・条件変更後の契約が、保険契約に関する会計方針の範囲から除外される。
・当グループが異なる構成要素を保険契約の主契約から分離し、保険契約に関する会計方針が適用されたであ
ろう異なる保険契約が生じる。
・条件変更後の契約が、著しく異なる契約の境界線を有している。
・条件変更後の契約が、異なる契約グループに含まれる。

(b) 当初の契約は直接連動有配当保険契約の定義を満たしていたが、条件変更後の契約がその定義を満たさなく

なったこと、又はその逆。
(c) 当グループが保険料配分アプローチを当初の契約に適用していたが、条件変更により、契約が当該アプローチ

の適格要件を満たさなくなったこと。
 

契約の条件変更が上記の条件をいずれも満たさない場合には、当グループは当該条件変更により生じたキャッ
シュ・フローの変動を履行キャッシュ・フローの見積りの変動として扱う。
 

当グループは、保険契約が消滅する場合、すなわち、保険契約で定められた義務が消滅するか、免除されるか又は
取り消される場合に、保険契約の認識の中止を行う。
 

2.8.10　表示
 

(ⅰ)　保険収益
 

当グループは、当期のサービス提供による残存カバーに係る負債の減額を、保険収益として認識している。
 

報告期間に認識する保険収益の金額は、約束したサービスの移転を、当グループが当該サービスと交換に権利を得
ると見込んでいる対価の部分を反映する金額で描写している。
 

保険料配分アプローチを用いて測定しない契約の場合、保険収益は以下を含む。
(a) 残存カバーに係る負債の変動に関する金額。

・当期に生じた保険サービス費用（当期首に予想された金額で測定）。ただし、以下を除く。
a) 損失要素に配分した金額

b) 投資要素の返済

c) 第三者に代わって回収した取引ベースの税金

d) 保険獲得キャッシュ・フロー

・非金融リスクに係るリスク調整の変動。ただし、以下を除く。
a) 保険金融収益又は費用に含まれる変動

b) 契約上のサービス・マージンの修正となる、将来のサービスに関連する変動

c) 損失要素に配分した金額

・償却された契約上のサービス・マージンの金額。
・その他の金額。

 

(b) 当グループは、保険獲得キャッシュ・フローに関連した保険サービス費用を、時の経過に基づいて規則的な方

法で決定している。当グループは、保険料のうち当該キャッシュ・フローの回収に関連する部分を反映するた
めに、保険収益と同額を認識している。

 

保険料配分アプローチを用いて測定する保険契約グループの場合、当グループは、契約グループのカバー期間にわ
たる時の経過に基づいて保険収益を認識する。
 

(ⅱ)　保険サービス費用
 

当グループは、当期に発生した保険金及び費用による発生保険金に係る負債の増加、並びに発生保険金及び発生し
た費用に係る履行キャッシュ・フローの事後の変動を、保険サービス費用として認識している。
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保険サービス費用には以下が含まれる。
(a) 当期に発生した保険金及びその他の関連費用（投資要素の返済を除く）

(b) 保険獲得キャッシュ・フローの償却

(c) 過去のサービスに関する変動－発生保険金に係る負債に関連した履行キャッシュ・フローの変動

(d) 将来のサービスに関する変動－不利な契約に係る損失及びそうした損失の戻入れに関連した履行キャッシュ・

フローの変動
 

保険料配分アプローチを用いて測定しない契約の場合、保険獲得キャッシュ・フローの償却は、保険収益に反映さ
れる保険獲得キャッシュ・フローの回収と同額で保険サービス費用に反映される。保険料配分アプローチを用いて
測定する契約の場合、保険獲得キャッシュ・フローの償却は時の経過に基づいて行われる。
 

(ⅲ)　出再保険料の配分
 

当グループは、当期に再保険者から受けた保険契約サービスによる残存カバーに係る資産の減額を、出再保険料の
配分として認識している。当グループは、再保険者から受け取ると見込んでいる金額のうち、基礎となる契約の保
険金請求を条件としないものを、出再保険料の配分の減額として扱う。出再保険料の配分額は、保有している再保
険契約の投資要素を除いたものである。
 

(ⅳ)　再保険者からの回収額
 

当期に発生した保険金及び直接帰属するその他の費用により発生した、保有している再保険契約に係る発生保険金
の帳簿価額の増加、並びに関連する履行キャッシュ・フローの事後の変動は、再保険者から回収した金額として認
識される。当グループは、再保険者から回収した金額を認識する際、保有している再保険契約の投資要素を含めて
いない。
 

(ⅴ)　保険契約の金融面の変動
 

保険金融収益又は費用は、下記から生じた保険契約グループの負債及び再保険契約資産の帳簿価額の変動で構成さ
れる。
(a) 貨幣の時間価値及び貨幣の時間価値の変動の影響

(b) 金融リスク及び金融リスクの変動の影響
 

当グループは、保険契約の金融面の変動を、発行された保険契約からの保険金融収益又は費用、保有している再保
険契約からの再保険金融収益又は費用、及びその他の包括利益に区分している。
 

変動手数料アプローチを用いて測定されない契約の場合、割引率等の金融リスクの変動から生じる保険契約債務の
帳簿価額の変動は、その他の包括利益に認識される。変動手数料アプローチを用いて測定される契約の場合は、保
険金融収益又は費用のうち基礎となる項目の損益から生じる会計上のミスマッチを除去できる金額に等しい額と残
りの額が、その他の包括利益で認識される。
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３　その他の会計方針の要約
 

3.1　セグメント報告
 

当グループの事業セグメントは、資源配分に関する意思決定を行い、また業績を評価するために、最高経営意思決
定者（社長室）に提出される内部管理報告書と整合的な方法で表示されている。
 

事業セグメントとは、以下の条件を満たしている当グループ内のセグメントを指す。ⅰ)日々の営業活動によって
収益が生じ、費用が発生するセグメント。ⅱ)経営陣が、資源の配分に関する意思決定を行い、また業績を評価す
るために、その経営成績を評価しているセグメント。ⅲ)当グループが、財政状態、経営成績、キャッシュ・フ
ロー及びその他の財務業績指標を含む関連する財務情報を入手できるセグメント。
 

3.2　外貨換算
 

当社の機能通貨は人民元である。当グループの各事業体は、それぞれに機能通貨を決定し、各事業体の財務書類上
の勘定はその機能通貨を使用して測定される。当グループの連結財務書類の報告通貨は人民元である。外貨建取引
は、取引日現在の為替レートを用いて換算される。外貨建の貨幣性資産及び負債は、報告期間末の為替レートを用
いて換算される。これらの外貨換算によって生じた換算差額は、純損益に認識される。
 

3.3　デリバティブ商品
 

デリバティブは、デリバティブ契約が締結された日に公正価値で当初認識され、その後も公正価値で再測定され
る。ヘッジ会計に関連するものを除き、その結果、デリバティブ金融商品において発生した利得又は損失は、純損
益に認識される。全てのデリバティブは、公正価値が正の値の場合は金融資産として、公正価値が負の値の場合に
は金融負債として計上される。
 

3.4　有形固定資産
 

有形固定資産は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除して表示される。ただし、2003年６月30
日より前に取得した有形固定資産は、みなし原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で表示され
ている。
 

減価償却費
 

有形固定資産の取得原価は、購入価格（輸入関税及び還付されない取得税を含む）、並びに当該資産を意図した使
用に合わせた稼働状態及び場所に置くことに直接起因するコストから構成される。例えば修繕維持費等、有形固定
資産の稼働時点より後に発生する支出は、通常、費用が発生した期間に包括利益計算書において計上される。認識
基準が満たされる場合には、大規模な検査費用は取替資産として当該資産の帳簿価額に含めて認識される。有形固
定資産の重要な部分を定期的に交換する必要がある場合、当グループは、交換部分を個別の耐用年数がある資産と
して認識し、その耐用年数に従い減価償却を行う。
 

減価償却費は、以下に示す資産ごとの見積耐用年数にわたり、各資産の取得原価をそれぞれの残存価額まで評価減
するように定額法で算定される。
 

 見積耐用年数

建物 15～35年

事務用機器、什器備品 ３～11年

車両 ４～８年

建物附属設備 残存リース期間と耐用年数の

いずれか短い方の期間
 

 

残存価額、減価償却方法及び耐用年数は定期的に見直され、減価償却方法及び期間が有形固定資産項目の経済的便
益の予想パターンと一致することが確認される。
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建設仮勘定は、主に建設中の建物であり、取得原価から減損損失を控除した額で計上され、減価償却は行われな
い。ただし、2003年６月30日より前に取得した資産は、みなし原価から減損損失累計額を控除した額で計上されて
いる。取得原価は、直接建設費用及び建設期間中の関連借入資金に係る資産化される借入コストから構成される。
建設中の資産は、完成後使用可能時に有形固定資産、投資不動産又はその他資産の適切な項目に再分類される。
 

減損及び処分損益
 

有形固定資産は、その帳簿価額が回収できなくなる可能性を示す事象や状況の変化が生じた場合には随時、減損損
失の有無が検討される。減損損失は、資産の帳簿価額が正味売却価格と使用価値のいずれか高い方の金額である回
収可能価額を超過する額で純損益に認識される。
 

有形固定資産項目の処分損益は、関連資産の正味売却収入と帳簿価額との差額であり、純損益に認識される。
 

3.5　リース
 

契約時に、当グループは、当該契約がリース又はリースを含んだものであるのかどうかを判定する。リースとは、
契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部であ
る。特定された資産の使用を一定期間にわたり支配する権利を移転するのかどうかを評価するため、当グループ
は、使用期間全体を通じて、借手が特定された資産の使用からの経済的便益のほとんど全てを得る権利及び特定さ
れた資産の使用を指図する権利を有しているかどうかを判定する。
 

借手
 

当初測定
 

リースの開始日において、当グループは建物を含むリース資産を使用する権利である使用権資産を認識する。当グ
ループは、短期リース及び少額資産リースを除き、リース負債を同日現在で支払われていないリース料の現在価値
で測定する。リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び個々の資産が新品時に少額である少額資産リースについて
は、当グループは、使用権資産及びリース負債を認識せず、関連する賃貸料をリース期間の各期間にわたって定額
法で純損益又は関連資産の取得原価として認識することを選択している。リース料の現在価値の算定において、当
該リース料は、リースの計算利子率を用いて割り引かれる。当該利子率が容易に算定できない場合には、当グルー
プは独自の追加借入利子率を使用する。
 

リース期間は、当グループがリース資産を使用する権利を有している場合、リースの解約不能期間となる。当グ
ループがリースを延長するオプションを有しており、当該オプションを行使することが合理的に確実である場合、
リースを延長するオプションの対象期間もリース期間に含まれる。当グループがリースを解約するオプションを有
しており、当該オプションを行使しないことが合理的に確実である場合、リースを解約するオプションの対象期間
もまたリース期間に含まれる。当グループは、延長オプションを行使すること、購入オプションを行使すること又
は解約オプションを行使しないことが合理的に確実であるかどうかを、当グループの統制の及ぶ範囲内にあり、か
つ、当グループがこれらのオプションを行使することが合理的に確実かどうかに影響を与える重大な事象又は重大
な変化の発生時に、見直しを行う。
 

事後測定
 

当グループは使用権資産の減価償却に定額法を適用している。リース期間の終了時にリース資産の所有権が当グ
ループに移転されることが合理的に確実な場合、リース資産は残存耐用年数で減価償却される。リース期間の終了
時にリース資産の所有権が当グループに移転されることが合理的に判断できない場合、当グループは使用権資産を
開始日からリース期間の終了時又は使用権資産の耐用年数の終了時のいずれか早い方まで減価償却する。
 

当グループは、リース期間中の各期間におけるリース負債に係る利息の算定に毎期一定の利子率を使用し、利息を
純損益に計上している。
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リース負債の測定に含まれなかった変動リース料は、当該変動リース料が発生する契機となった事象又は状況が生
じた期間において純損益に計上される。
 

リースの開始日後において、実質上の固定リース料の変動、残価保証に基づいて支払うと見込まれる金額の変動、
リース料の決定に使用する指数又はレートの変動による将来のリース料の変動、購入オプション、延長オプション
又は解約オプションの評価もしくは実際の行使状況の変更があった場合、当グループはリース負債の再測定に変更
後のリース負債の現在価値を使用し、それに基づき使用権資産の帳簿価額を修正する。使用権資産の帳簿価額がゼ
ロまで減額されていて、さらにリース負債の測定の減額がある場合は、当グループは再測定の残額を純損益に認識
する。
 

貸手
 

リースの開始日において、当グループが資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんど全てを移転するものではな
いリースは、オペレーティング・リースに分類される。発生した賃貸収益は、リース期間にわたり定額法で会計処
理され、損益計算書の収益に計上される。
 

3.6　投資不動産
 

投資不動産は、サービスの提供又は管理目的として保有されるものではなく、賃貸収益の稼得及び／又は資本増価
を目的として保有される土地使用権及び建物に対する持分である。
 

投資不動産は、取引コストを含む取得原価で当初測定される。当初認識の後、投資不動産は取得原価から減価償却
累計額及び減損損失を控除した額で計上される。
 

減価償却は、見積耐用年数にわたり定額法で計算される。投資不動産の見積耐用年数は15年から35年である。
 

財産の所有権、持分投資、又はその他の形態により当グループが保有している海外投資不動産は、各所在地での使
用状況に基づき算定され、予想耐用年数は50年以下とする。
 

耐用年数及び減価償却方法は定期的に検討され、減価償却方法及び期間が個々の投資不動産から得る経済的便益の
予想パターンと一致することが確認される。
 

投資不動産は、処分時に、又は恒久的に使用を取り止めて除却による将来の経済的利益が見込まれなくなった時点
で、認識の中止を行う。投資不動産の除去又は処分から生じる利得又は損失は、その除去又は処分の事業年度にお
いて包括利益計算書に認識される。用途変更の証拠がある場合に限り、投資不動産への振替又は投資不動産からの
振替が行われる。
 

3.7　従業員給付
 

年金給付
 

当グループの常勤従業員は、様々な政府支援による年金制度の対象となっており、一定の方式に基づく毎月の年金
の有資格者である。対象従業員の退職に際して、これらの政府機関が年金債務に対する責任を負っている。当グ
ループは、これらの年金制度に対し毎月拠出を行っている。上記の政府支援による年金制度に基づく全ての拠出は
支払時点で全額が従業員に帰属し、当グループは、当グループがこれらの制度に拠出した金額を取り消すことはで
きない。政府支援による年金制度に加えて、当グループは中国における関連法規制に準拠して従業員年金制度を設
立し、それによって当グループは従業員の給与の一定割合に基づき当該制度に拠出することを要求されている。当
グループが当該年金制度のもとで行った拠出のうち、当該拠出金の権利確定満了前に退職した従業員に関する失効
額は、当該年金制度の公的口座に計上され、これを当グループが将来において行う拠出との相殺に使用してはなら
ない。公的口座の全ての資金は、必要に応じて承認手続が完了した後、通常の状態にある口座を持つ従業員に帰属
することになる。これらの制度のもとに、当グループには、退職給付に関して拠出額を上回る法的又はみなし債務
はない。
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住宅給付
 

当グループの全常勤従業員は、様々な政府支援による住宅基金への参加資格を有している。当グループは、従業員
の給与の一定割合に基づき、これらの基金に毎月拠出を行っている。これらの基金に関連する当グループの負債
は、各年度に支払われる拠出額が上限となる。
 

株式増価受益権
 

株式増価受益権に基づく報酬は、発生した負債の公正価値に基づいて測定され、権利確定期間にわたり費用計上さ
れる。関連する負債の公正価値を見積るため、オプション価格決定モデルなどの評価技法が用いられる。この負債
は、決済されるまで各報告期間末に公正価値で再測定される。権利確定期間における公正価値の変動は事務管理費
用に含められ、権利確定期間後の変動は純損益を通じた公正価値の変動による正味利得として純損益に計上され
る。関連する負債はその他の負債に含まれる。
 

3.8　前受保険料
 

当グループが受領した前受保険料は、主に、当初認識の基準をまだ満たしていない保険契約について受領した保険
料である。
 

3.9　株式資本
 

普通株式は株主資本に分類される。持分商品発行に直接帰属する増分費用は、調達額からの控除として株主資本に
表示される。
 

3.10　当期税金及び繰延税金
 

当期の税金費用は当期税金と繰延税金から構成される。税金は純損益に認識されるが、その他の包括利益に直接認
識された項目に関連する場合、税金はその他の包括利益に認識される。
 

当期の税金資産及び負債は、当社及びその子会社が営業活動を行い、課税所得を生み出す税務管轄において各報告
期間末現在で制定されている税法又は実質的に制定されている税法に基づいて計算される。経営陣は、適用税制が
解釈指針の対象となっている状況に関してポジションを定期的に評価する。
 

税務上の資産及び負債と、連結財務書類上のそれぞれの帳簿価額との間に生じる一時差異については、負債法を用
いて繰延税金が認識される。繰延税金の算定には、実質的に制定されている税率が用いられる。
 

一時差異の解消時期をコントロールでき、一時差異は予見可能な将来に解消されない可能性が高い場合を除き、繰
延税金は、子会社、関連会社及び共同支配企業への投資から生じる一時差異について計上される。
 

繰延税金資産の帳簿価額は各報告期間末時点で見直され、繰延税金資産の全額又は一部が使用できるだけの十分な
課税所得が稼得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額する。他方、過年度に認識されていない繰
延税金資産は各報告期間末時点で再評価され、繰延税金資産の全部又は一部が使用できるだけの十分な課税所得が
稼得できる可能性が高い部分について認識される。
 

報告期間末時点に制定されている、又は実質的に制定されている税率（及び税法）に基づき、繰延税金資産が実現
する、又は繰延税金負債が決済される期間に適用が見込まれる税率を用いて繰延税金資産及び繰延税金負債は測定
される。
 

繰延税金資産及び繰延税金負債は、当グループが当期税金負債と当期税金資産を相殺する法的強制力のある権利を
有し、かつ繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の納税主体、又は多額の繰延税金負債又は資産の決済又は回収
が見込まれている将来の各期間において、当期税金負債と当期税金資産とを純額で決済するか、あるいは資産の実
現と負債の決済を同時に行うことを意図している納税主体のいずれかに対して同一の税務当局が課している法人所
得税に関する場合にのみ相殺される。
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3.11　引当金及び偶発事象
 

引当金は、当グループが過去の事象の結果として現在の法的又は推定的義務を有しており、当該義務を決済するた
めに経済的資源の流出が必要となる可能性が高く、当該義務の金額について信頼性のある見積りができる場合に認
識される。引当金は将来の営業損失としては認識されない。
 

偶発負債とは、過去の事象から発生し得る義務のうち、その存在が確認されるのが、当グループが完全には統制で
きない将来の１つ又は複数の不確実な事象の発生又は不発生によってのみである義務である。これは、過去の事象
から発生した現在の義務であるが、経済的資源の流出が必要となる可能性が高くない、又は義務の金額が信頼性を
もって測定できないために認識されていないものの可能性もある。
 

偶発負債は財政状態計算書では認識されないが、連結財務書類に対する注記において開示される。経済的資源の流
出の可能性に変動が生じたために、その流出の可能性が高く、流出額が信頼性をもって測定できる場合、これは引
当金として認識される。
 

3.12　配当金分配
 

当社株主への配当金分配は、配当金が当社株主によって承認された事業年度における当グループの連結財務書類に
負債として認識される。
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４　重要な会計上の見積り及び判断
 

当グループは、収益、費用、資産及び負債の計上金額に影響を及ぼす見積り及び仮定を行っている。見積り及び判
断は、過去の実績及びその状況下で合理的であると考えられる将来事象の予測を含むその他の要素に基づいて継続
的に評価されている。当グループでは、適切な仮定を策定する際に重要な判断を行っている。実際の結果は、以下
に示した見積りや判断と異なる場合がある。実際の結果は、会計上の見積りの変更及び職業専門家としての判断に
基づき大きく異なる場合がある。
 

4.1　保険契約
 

4.1.1　契約ポートフォリオ
 

当グループは、保険契約ポートフォリオを類似したリスクにさらされていて一緒に管理されている契約として識別
している。当グループは、リスクの要因及び管理方法が類似しているかどうかを判断する。
 

4.1.2　投資要素
 

当グループは、別個でない投資要素をアンバンドリングする規程を定めている。当グループは通常、関連する契約
について、別個でない投資要素を、解約返戻金及び類似した契約条件に基づき決定している。
 

4.1.3　カバー単位の決定
 

当グループのカバー単位は、各契約で提供される給付及び予想される保険カバーの期間を考慮して決定される。投
資リターン・サービス又は投資関連サービスを含む契約の場合、投資リターン・サービス又は投資関連サービスに
対応する金額が、投資要素又は保険契約者が回収する権利を有する金額の１つとなる。
 

4.1.4　保険料配分アプローチを用いて測定しない保険契約から生じる将来の給付金及び保険料の見積り
 

履行キャッシュ・フローは、非金融リスクに係るリスク調整を考慮した、将来の給付金、保険料及び関連費用の当
グループによる見積りに基づいて決定される。将来キャッシュ・フローの見積りに用いられる割引率、死亡率、疾
病率、予定失効率、予定事業費率及び予定配当率は、直近の実績分析、現在の状況及び将来の予測を踏まえて決定
される。
 

評価プロセスに用いた判断及び見積りは、連結財務書類における保険契約及び保有している再保険契約の認識額に
影響を与えることになる。
 

上記の仮定に関する説明は注記14.1に詳述されている。
 

4.2　金融商品
 

重要な見積り及び判断は、投資の分類、減損の認識及び公正価値の測定に関連したものである。
 

4.2.1　金融資産の分類
 

金融資産の分類において当グループが行った重要な判断には、事業モデル及び契約上のキャッシュ・フローの特性
に関する分析が含まれる。
 

当グループの事業モデルの評価は、金融資産ポートフォリオのベースで実施され、過去にキャッシュ・フローがど
のように実現したか、業績がどのように評価されて経営幹部に報告されるか、業績に影響を与えるリスクと当該リ
スクがどのように評価及び管理されるか、事業の管理者にどのように報酬が与えられるか等を考慮した、合理的に
生じ得るシナリオに基づいて決定される。
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金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性が基本的な融資の取決めと整合的であるかどうかを評価する際に当
グループが行う主な判断には、早期返済等によりデュレーションの途中で元本が返済される時期又は金額が変更さ
れる可能性、並びに利息において貨幣の時間価値、信用リスク、他の基本的な融資リスク、コスト及び利益のみが
考慮されているかどうかが含まれる。例えば、返済金額が元本残高、元本残高に対する利息の未払額及び契約の早
期解約に対しての合理的な補償のみを反映しているかどうかなどである。
 

4.2.2　ECLの測定
 

当グループは、債務不履行時のリスク・エクスポージャー及び予想信用損失率からECLを算定しており、予想信用
損失率はデフォルト確率及びデフォルト時損失率に基づいて決定している。予想信用損失率の決定において、当グ
ループは内部の過去の信用損失の実績等のデータを使用し、現在の状況及び将来予測的な情報に基づいて過去の
データを調整している。
 

4.2.3　金融商品の公正価値
 

活発な市場が存在しない公正価値は、現在適用可能で十分に利用可能なデータを用いて、他の情報によって裏付け
られた評価技法を適用して見積もられる。主な評価技法には、マーケット・アプローチ、インカムアプローチ、直
近の第三者間取引の参照、実質的に同一の他の金融商品の現在の取引価格、及び割引キャッシュ・フロー分析やオ
プション価格モデルの使用を含んでいる。
 

金融商品の公正価値を決定するために評価技法を用いる場合、当グループは関連する資産及び負債の取引を考慮
し、市場参加者が用いるものと整合したインプットを選択する。関連する観察可能な市場パラメーターは優先的に
考慮され、これには金利、為替レート、商品価格、株価又は株価指数が含まれる。関連する観察可能なパラメー
ターが入手できない場合、又は入手が実務上不可能な場合、当グループは観察不能なパラメーターを使用し、信用
リスク、市場変動性及び流動性調整に関する見積りを行う。
 

評価技法の説明は注記5.4に記載されている。複数の評価技法及びパラメーターの仮定は、公正価値見積額に重大
な差異につながる可能性がある。
 

4.3　子会社、関連会社及び共同支配企業投資の減損
 

当グループは、報告期間末時点で子会社、関連会社及び共同支配企業投資に関して減損の兆候の有無の評価を行
う。帳簿価額を回収できない可能性を示す兆候がある場合、子会社、関連会社及び共同支配企業投資に対して減損
テストを実施する。子会社、関連会社及び共同支配企業投資の帳簿価額がその回収可能価額（処分コスト控除後の
公正価値と使用価値のいずれか高い方の金額）を上回る場合、減損は存在する。処分コスト控除後の公正価値の算
定は、類似資産の独立当事者間取引で拘束力のある売却取引から入手可能なデータ、又は、子会社、関連会社及び
共同支配企業投資を処分するための増分コスト控除後の市場価格に基づいて行う。使用価値の算定を行う場合、当
グループは、子会社、関連会社及び共同支配企業投資から生じる予想将来キャッシュ・フローを見積り、当該将来
キャッシュ・フローの現在価値を算定するために適切な割引率を選択しなければならない。
 

4.4　法人所得税の見積り及び繰延税金の認識
 

当グループは、多数の法域において法人所得税の課税対象となっている。通常の事業過程において、最終的な税額
の決定が不確実な特定の取引及び活動について、法人所得税を決定する際、当グループは重要な判断を行う必要が
ある。税務上の最終的な決済額が会計上の計上額と異なる場合、これらの差異は当期の最終的な法人所得税及び繰
延税金に影響を及ぼすこととなる。
 

繰延税金資産は、税務上の未使用の損失について、当該損失及び期間差異を利用できる課税所得が生じる可能性が
高い範囲内で認識される。当グループは、将来の課税所得に関する合理的な期待に基づいて、繰延税金資産の金額
を認識する。
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4.5　投資先に対する支配の判断
 

注記2.2で定められる支配の指標が、例えばファンドや資産運用商品などの組成された企業を当グループが支配し
ていることと示すか否かを決定するために当グループは判断を行う。
 

当グループは特定の組成された企業（ファンドや資産運用商品等）を発行し、契約に従い当該企業の運用管理者と
して行動する。一方、当グループは、組成された企業の株式を保有する結果として、リターンの変動性にさらされ
る可能性がある。さらに、当グループは、他の資産管理機関（トラスト・スキームなど）が設立し管理する組成さ
れた企業も保有する可能性がある。当グループが組成された企業を支配するかどうかの判断には、通常、当該企業
における当グループの総経済的利益（キャリード・インタレスト及び見込運用報酬を含む）並びに当該企業に係る
意思決定権限の評価に重点を置く。2025年12月31日現在、当グループは、当社の子会社であるChina Life AMP

Asset Management Company（以下「CL AMP」という。）により発行、運用されている一部のファンド、当社の子会

社であるChina Life Asset Management Company Limited（以下「AMC」という。）により発行、運用されている一

部の負債性投資スキーム及び資産運用商品、並びに第三者機関により発行、運用されている一部のトラスト・ス
キーム、持分投資プラン及び負債性投資スキームを連結財務書類において連結している。詳細については注記31
(b)を参照のこと。
 

次へ
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５　リスク管理
 

リスク管理は、当社の取締役会が承認した方針に基づいて当社のリスク管理委員会が実施している。
 

当グループは、保険リスク又は金融リスクあるいはその双方を移転する契約を発行している。本章ではこれらのリ
スク及びそれらリスクに対する当グループの管理方法について要約している。
 

5.1　保険リスク
 

5.1.1　保険リスクの種類
 

１件の保険契約のもとでのリスクとは、保険事故が発生する可能性、及びその結果として行われる保険金請求の時
期及び金額に関しての不確実性をいう。保険契約というその性質上、当該リスクは無作為であり、予測することは
不可能である。価格設定や保険契約負債の準備金計上に確率理論が適用される場合における保険契約のポートフォ
リオ（契約引受高）に関して、当グループにとっての主なリスクは、実際の保険金支払額が保険契約負債の帳簿価
額を上回ることである。これは、保険金請求の回数及び給付金支払の頻度又は重要性が見積りを上回る場合に発生
する。保険事故は無作為であり、実際の保険金請求の回数及び給付金支払額は、統計的技法を用いて行われる見積
りとは毎年異なっている。
 

当グループの事業は、主に長期の個人及び団体生命保険、年金保険、傷害保険、医療保険、並びに、短期の個人及
び団体傷害保険及び医療保険から構成されている。グループの保険事業においては、伝染病、自然災害、事故、ラ
イフスタイルの大幅な変化、医学的・社会的状況の絶え間ない改善など、さまざまな要因が保険金の請求頻度、時
期、金額に影響を及ぼす可能性がある。保険リスクは、契約の解約、保険料の減額、保険料の支払拒否又は年金転
換権の行使を行う保険契約者の権利によっても影響を受ける。したがって、保険リスクは保険契約者の行動及び意
思決定にも左右される。
 

類似の保険契約の引受件数が増えるほど、リスクが分散され、予想される結果の変動性が小さくなることが実績に
より示されている。当グループは引受ける保険リスクの種類を分散し、これらの各カテゴリー内で予想される結果
の変動性を減少させるために十分な規模の母集団を実現できるような保険引受戦略を策定している。
 

当グループは保険負債リスクをカバーする目的で、比例再保険、超過額再保険及び災害超過損害額再保険の有効な
出再保険契約を通じて保険リスクを管理している。再保険契約は、リスクの負債を含むほとんど全ての商品を対象
にしている。再保険が付された商品には、生命保険、傷害及び医療保険もしくは死亡、就業不能、傷害及び疾病等
が含まれる。当該再保険契約は、付保リスクの範囲をある程度まで分散させ、当グループに対する潜在的な損失の
影響を減少させるものである。しかし、契約者に対する当グループの元受保険契約負債は、再保険契約の下で消滅
することはない。当グループは、特定の再保険会社の依存度を軽減するために複数の再保険会社と連携している。
 

5.1.2　保険リスクの集中
 

現在、当グループの保険事業は主に中国国内に所在している。当グループが保険契約を引受ける場合、地域間に重
要な相違はない。
 

5.1.3　感応度分析
 

保険料配分アプローチを用いて測定しない保険契約の感応度分析
 

保険契約負債の計算に使用する重要な仮定には、死亡率、疾病率、予定失効率及び割引率等が含まれる。
 

他の全ての変数を一定とした場合、当グループは、死亡率、疾病率及び予定失効率に係る仮定の変化が当事業年度
の連結税引前利益及び連結その他の包括利益（税引前）に及ぼすと予想される影響、並びに保険契約及び保有して
いる再保険契約に対するリスク軽減効果を以下のように考えている。割引率に係る仮定の変動については注記
5.2.1(ⅰ)を参照のこと。
 

EDINET提出書類

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(E05940)

有価証券報告書

138/355



 

（単位：百万人民元）

    12月31日終了事業年度

    2025年  2024年

仮定  仮定の変化  

税引前利益

への影響  

その他の

包括利益

（税引前）への

影響  

税引前利益

への影響  

その他の

包括利益

（税引前）への

影響

    再保険前  再保険後  再保険前  再保険後  再保険前  再保険後  再保険前  再保険後

死亡／

疾病率  10％上昇  (6,557) (4,617) (7,825) (4,989) (6,458) (4,560) (9,008) (5,975)

死亡／

疾病率  10％低下  6,660  4,688  8,500  5,515  6,523  4,579  9,777  6,589

予定失効率  10％上昇  2,883  2,600  9,901  9,573  2,307  2,031  11,224  10,860

予定失効率  10％低下  (2,247) (1,952) (10,039) (9,695) (1,644) (1,355) (11,338) (10,956)
 

 

保険料配分アプローチを用いて測定する保険契約の感応度分析
 

保険料配分アプローチを用いて測定する契約上の保険金請求額などの要素の変動は、未払保険金に対する準備金の
予定水準の変動に影響を及ぼす可能性があり、その結果、同時に発生保険金に係る負債の変動にも影響を及ぼす。
 

他の全ての変数を一定とした場合、当グループは、保険給付率に係る仮定の変動が当事業年度の連結税引前利益に
及ぼすと予想される影響を以下のように考えている。
 

出再保険を考慮せず、他の全ての変数が一定であるとして、保険給付率が現行の仮定から100ベーシス・ポイント
上昇又は低下した場合、連結税引前利益には240百万人民元（2024年12月31日現在：253百万人民元）の減少又は増
加が見込まれる。出再保険を考慮に入れ、他の全ての変数が一定であるとして、保険給付率が現行の仮定から100
ベーシス・ポイント上昇又は低下した場合、連結税引前利益には234百万人民元（2024年12月31日現在：242百万人
民元）の減少又は増加が見込まれる。
 

以下の表は、保険料配分アプローチを用いて測定する保険契約に関して、出再保険の影響を考慮に入れない発生保
険金の推移を示している。
 

  （単位：百万人民元）

  保険料配分アプローチを用いて測定する保険契約（事故年度）

  2021年  2022年  2023年  2024年  2025年  合計

割引前見積発生保険金累

積額（再保険前）             

会計年度末  57,727  55,256  62,411  68,200  64,235   

１年後  57,642  54,879  61,693  68,995     

２年後  56,890  55,294  61,875       

３年後  57,072  55,390         

４年後  57,139           

支払保険金累積額  (57,066) (55,223) (61,393) (66,816) (44,117) (284,615)

負債合計－事故年度2021

年から2025年  73  167  482  2,179  20,118  23,019

負債合計－事故年度2021

年より前            77

間接的な発生保険金の影

響、非金融リスクに関す

るリスク調整及び割引な

ど            5,042

発生保険金に係る負債合

計            28,138
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以下の表は、保険料配分アプローチを用いて測定する保険契約に関して、出再保険の影響を考慮に入れた発生保険
金の推移を示している。
 

  （単位：百万人民元）

  保険料配分アプローチを用いて測定する保険契約（事故年度）

  2021年  2022年  2023年  2024年  2025年  合計

割引前見積発生保険金累

積額（再保険後）             

会計年度末  56,651  53,416  60,896  66,629  63,001   

１年後  56,125  52,694  59,873  67,268     

２年後  55,395  53,535  60,448       

３年後  55,574  53,637         

４年後  55,647           

支払保険金累積額  (55,579) (53,481) (59,979) (65,360) (43,143) (277,542)

負債合計－事故年度2021

年から2025年  68  156  469  1,908  19,858  22,459

負債合計－事故年度2021

年より前            76

間接的な発生保険金の影

響、非金融リスクに関す

るリスク調整及び割引な

ど            2,623

発生保険金に係る負債合

計            25,158
 

 

5.2　金融リスク
 

当グループの活動は様々な金融リスクにさらされている。主な金融リスクは、金融資産の売却による収入が、当グ
ループの保険及び投資契約から生じる債務に充てる資金として足りなくなることである。金融リスクの最も重要な
構成要素は、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクである。
 

当グループの全体的なリスク管理計画は、当グループの運用成績に悪影響が及ぶ可能性を最小限に留めるため、金
融市場の予測不可能性に焦点を絞っている。リスク管理は経営陣が承認した方針に基づき、指定された部署が遂行
する。担当部署は、当グループの業務部門と密に連携して金融リスクを特定し、評価及び管理を行う。当グループ
は、全体的なリスク管理を書面にまとめた原則を提供するだけでなく、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
の管理等、具体的な分野をカバーする書面の方針も提供している。
 

当グループは、ある特定の産業又は発行体へのリスクの集中を抑制する目的で制定された法規で認可されるとお
り、適切に分散された投資ポートフォリオを保有することによって金融リスクを管理している。当グループが保有
する投資ポートフォリオの構成は、注記11に開示されている。
 

下記の感応度分析は、他の全ての仮定を一定とした条件下における仮定の変動に基づいている。このような状況が
実際に発生することは考えにくく、また金利の変動や市場価格の変動といった、一部の仮定の変動が相関すること
がある。
 

5.2.1　市場リスク
 

(ⅰ)金利リスク
 

金利リスクとは、市場金利の変動により金融商品の価値及び保険契約の測定結果が変動するリスクを指す。当グ
ループの金融資産は、主に負債性商品から構成されており、これらは金利変動リスクにさらされている。金利水準
の変動は、当グループの投資収益に重要な影響を及ぼす可能性があり、また、当グループの保険契約及び保有して
いる再保険契約の測定に影響を及ぼす可能性がある。
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ポートフォリオの構成及び期間の調整を通じて、またポートフォリオ内の資産及び負債の平均保有期間を可能な限
り一致させることによって、当グループは金利リスクを管理している。
 

金利リスクの感応度分析は、市場金利の変動によって、利息収入、金融商品の将来キャッシュ・フローの公正価
値、保険契約負債及びその他の項目がどのように変動するかを説明するものである。
 

他の全ての変数が一定であるとして、2025年12月31日現在の市場金利が50ベーシス・ポイント上昇又は低下したと
仮定した場合、当事業年度の税引前利益は、主に変動金利の現金及び現金同等物、定期預金、法定拘束性預託金及
び負債性投資における利息収入の増加又は減少、並びに純損失を通じて公正価値で測定する負債性投資の公正価値
の変動による利得又は損失及び保険契約負債の変動により、17,846百万人民元増加又は48,344百万人民元減少
（2024年12月31日現在：23,873百万人民元増加又は56,871百万人民元減少）することになる。その他の包括利益
（税引前）は、主にその他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品に対する投資の公正価値の変動
による利得又は損失、及び保険契約負債の変動により、13,272百万人民元減少又は403百万人民元増加（2024年12
月31日現在：331百万人民元増加又は12,537百万人民元減少）することになる。
 

(ⅱ)価格リスク
 

価格リスクは主に、当グループが保有する金融商品に係る市場価格のボラティリティにより生じる。主に資本市場
のボラティリティのため、当グループは価格リスクの影響を受けている。当グループの変動手数料アプローチを用
いて測定する保険契約は、価格リスクにさらされている。
 

当グループは、ある特定の産業又は発行体への価格リスクの集中を抑制する目的で制定された法規で認可されると
おり、適切に分散された投資ポートフォリオを保有することによって価格リスクを管理している。
 

他の全ての変数が一定であるとして、2025年12月31日現在の価格リスクにさらされている当グループの全ての金融
資産及び金融負債の価格が10％増加又は減少したと仮定した場合、当事業年度の税引前利益は、主に純損益を通じ
て公正価値で測定する上場株式及び証券投資ファンドにおける公正価値の変動による利得又は損失及び保険契約負
債の変動により、93,472百万人民元増加又は90,470百万人民元減少（2024年12月31日現在：79,887百万人民元増加
又は80,200百万人民元減少することになる。その他の包括利益（税引前）は、主にその他の包括利益を通じて公正
価値で測定する資本性金融商品に対する投資における公正価値の変動による利得又は損失、及び保険契約負債の変
動により、18,793百万人民元増加又は18,804百万人民元減少（2024年12月31日現在：3,998百万人民元増加又は
3,936百万人民元減少）することになる。
 

(ⅲ)為替リスク
 

為替リスクは、外国為替レートの変動により生じる金融商品の公正価値又は将来キャッシュ・フローのボラティリ
ティである。当グループの為替リスク・エクスポージャーは、機能通貨以外の通貨（米ドル、香港ドル、英ポン
ド、ユーロ等）建の現金及び現金同等物、定期預金、公正価値で測定する金融商品、その他の包括利益を通じて公
正価値で測定する資本性金融商品に対する投資、償却原価で測定する負債性投資、有利子融資及びその他の借入金
から主に生じる。
 

EDINET提出書類

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(E05940)

有価証券報告書

141/355



以下の表は2025年12月31日及び2024年12月31日現在における人民元以外の通貨建の主な金融資産及び金融負債を要
約したものであり、表示額は人民元相当額である。
 

  （単位：百万人民元）

2025年12月31日現在  米ドル  香港ドル  英ポンド  ユーロ  その他  合計

金融資産             

持分投資             

純損益を通じて公正価値で測

定する金融資産  33,009  50,761  2,559  3,223  1,487  91,039

その他の包括利益を通じて公

正価値で測定する資本性金融

商品に対する投資  –  77,877  –  –  –  77,877

その他の包括利益を通じて公

正価値で測定する負債性金融

商品に対する投資  227  –  –  –  –  227

償却原価で測定する負債性金

融商品に対する投資  251  –  –  –  –  251

定期預金  3,497  –  125  –  –  3,622

現金及び現金同等物  1,631  44  51  57  16  1,799

合計  38,615  128,682  2,735  3,280  1,503  174,815
 
 
 

  （単位：百万人民元）

2024年12月31日現在  米ドル  香港ドル  英ポンド  ユーロ  その他  合計

金融資産             

持分投資             

純損益を通じて公正価値で測

定する金融資産  32,731  38,187  811  2,275  1,486  75,490

その他の包括利益を通じて公

正価値で測定する資本性金融

商品に対する投資  -  36,338  -  -  -  36,338

その他の包括利益を通じて公

正価値で測定する負債性金融

商品に対する投資  237  -  -  -  -  237

償却原価で測定する負債性金

融商品に対する投資  157  -  -  -  -  157

定期預金  3,223  -  -  -  -  3,223

現金及び現金同等物  1,413  148  43  163  10  1,777

合計  37,761  74,673  854  2,438  1,496  117,222

金融負債             

有利子融資及びその他の借入

金  6,960  -  2,576  3,222  -  12,758

合計  6,960  -  2,576  3,222  -  12,758
 

 

他の全ての変数が一定であるとして、2025年12月31日現在、米ドル、香港ドル、英ポンド、ユーロ及びその他の外
貨に対して10％の人民元高又は人民元安を仮定した場合、当事業年度の税引前利益は、主に上記の表に含められた
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品以外の米ドル建、香港ドル建、英ポンド建、ユーロ
建及びその他の外貨建金融資産及び金融負債の換算による為替差損益により、それぞれ9,694百万人民元（2024年
12月31日現在：6,813百万人民元）の減少又は増加となる。その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性
金融商品に係るその他の包括利益（税引前）の認識額は、外貨換算により、それぞれ7,788百万人民元（2024年12
月31日現在：3,634百万人民元）の減少又は増加となる。2025年度における実際の為替差損は340百万人民元（2024
年度：為替差損は25百万人民元）である。
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5.2.2　信用リスク
 

信用リスクとは、金融取引を行う当事者もしくは金融商品の発行体が債務を履行せず、もう一方の当事者に財務上
の損失が発生するリスクである。当グループの投資ポートフォリオは、国家金融監督管理総局（以下「NFRA」とい
う。）に認可された種類の投資に制限されており、またポートフォリオの大部分が国債、政府系機関債、信用格付
けの高い社債及び国営商業銀行に預け入れている定期預金であるために、当グループの信用リスクに対する全体的
なエクスポージャーは相対的に低い。
 

信用リスクは、与信の承認手続、限度枠及びモニタリングの手続を適用することにより管理される。当グループ
は、中国経済及び基礎を成す債務者並びに取引構造についての社内での調査及び分析を通じて信用リスクを管理し
ている。適切な場合、当グループは信用リスクを低下させるために現金、証券、不動産及び設備に対する担保権を
設定している。
 

信用リスクのエクスポージャー
 

連結財政状態計算書に含められた金融資産の帳簿価額は、保有する担保又はその他の付随する信用補完を考慮に入
れず、報告日時点で信用リスクのエクスポージャー最高額を表示している。当グループは2025年12月31日及び2024
年12月31日現在、オフバランス項目に関連する信用リスクのエクスポージャーを有していない。
 

担保及びその他の信用補完
 

売戻条件付購入金融資産は、相手方の負債性証券又は定期預金により担保されており、担保は担保所有者の債務不
履行時に当グループへ所有権が移転する。当グループが持分を有するこれらの組成された企業は、より高い信用格
付を有する第三者、担保差入、返済の原資とする年度の予算収入、又はより高い信用格付を有する借手により保証
されている。
 

ECLの測定
 

当グループは、償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品に対
する投資等の信用損失を、IFRS第９号の規定に従い、予想信用モデルを用いて計算している。
 

予想信用損失を測定するためのパラメーター
 

ECLモデルに含まれるパラメーター及び仮定は以下に記載のとおりである。
 

当グループは、信用リスクの著しい増大があるかどうかを判断する際、様々な金融商品の信用リスク特性を考慮す
る。信用リスクの著しい増大がない金融商品については12ヶ月の予想信用損失、信用リスクの著しい増大がある金
融商品については全期間の予想信用損失に基づく損失評価引当金が測定される。予想信用損失は、EAD、PD及びLGD
の積を割り引くことにより算定される結果である。
 

デフォルト時エクスポージャー（以下「EAD」という。）：EADは、債務不履行時に、当グループが今後12ヶ月間又
は残存期間にわたって支払義務を負うことが予想される金額に基づく。
 

デフォルト確率（以下「PD」という。）：PDは、今後12ヶ月間（以下「12ヶ月のPD」という。）又は債務の残存期
間（以下「全期間のPD」という。）のいずれかにおいて、借手が金融債務について不履行となる可能性を表したも
のである。
 

デフォルト時損失率（以下「LGD」という。）：LGDは、債務不履行となった場合のエクスポージャーの程度に関す
る当グループの予想を表す。LGDは、相手方の種類、債権の種類及び優先順位、担保又はその他の信用補完の利用
可能性によって異なる。
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信用リスクの著しい増大の判断要件
 

金融資産の減損のステージを検討する際、当グループは当初認識時の信用リスクと、各報告期間において信用リス
クの著しい増大があるかどうかを評価する。当グループは、将来予測的な情報を含む様々な、合理的な裏付け情報
を考慮して、信用リスクの著しい増大があるかどうかを判断する。
 

当グループは、信用リスクが当初認識時以降に著しく増大しているかどうかを判断するために、定量的及び定性的
な要件を設定している。判断要件には、主に債務者のPDの変化、信用リスク区分の変化及び信用リスクの著しい増
大を示すその他の指標等が含まれる。金融商品の信用リスクが当初認識時以降に著しく増大したかどうかの判断に
おいて、当グループは、基準に従い、30日超の期日経過を信用リスクの著しい増大の要件の１つとみなしている。
 

信用減損金融資産の定義
 

金融資産は、当該金融資産の見積将来キャッシュ・フローに不利な影響を与える１つ又は複数の事象が発生してい
る場合には、信用減損している。各報告日に、当グループは、債務者の信用が毀損したかどうかを評価する際に、
主に以下の要因を考慮するが、それらに限定されるものではない。
 

・発行者又は相手方の重大な財政的困難
・契約違反（債務不履行又は期日経過事象など）
・融資者が、借手の財政上の困難に関連した経済上又は契約上の理由により、そうでなければ当該融資者が通常は
考慮しないであろう譲歩を借手に与えたこと
・借手が破産又は財務上の再編を行う可能性が高くなったこと
・当該金融資産についての活発な市場が財政上の困難により消滅したこと
・金融資産を発生した信用損失を反映するディープ・ディスカウントで購入又は組成したこと
 

金融資産の信用減損は、複数の事象の複合した影響により生じている場合があり、個別に識別可能な事象によって
生じるとは限らない。
 

将来予測的な情報及びマネジメント・オーバーレイ
 

12ヶ月のECL及び全期間のECLの決定には、将来予測的な情報も組み込まれている。当グループは、過去データの分
析を行い、各ポートフォリオの信用リスク及び予想信用損失に関連する、国内総生産、輸出額、設備投資完了額等
を含む主要なマクロ経済変数を特定した。当グループは、マクロ経済指標のプールの構築、データの準備、モデル
要素のフィルタリング等により、マクロ経済を将来予測的に調整するモデルを開発した。
 

当報告期間において、当グループは、入手可能なデータを統合することによって将来予測の経済指標の予測値を調
整し、各シナリオの発生可能性を検討して、関連する予想信用損失を測定するための最終的なマクロ経済シナリオ
及びウエイト付けを決定した。これらの経済指標がPD及びLGDに与える影響は、事業によって異なる。当グループ
は、これらの経済指標とPD及びLGDとの関係を判断するために、内部及び外部のデータ並びに統計分析を総合的に
考慮している。当グループは、これらの経済指標の評価及び予測を少なくとも年に一度行い、将来に関する最善の
見積りを行い、その結果を定期的に評価している。他の経済予測と同様に、経済指標の見積りには高い不確実性が
内在しており、実際の結果は見積りと大きく異なる可能性がある。当グループは上記の見積りが、生じ得る結果を
反映した最適な見積りであると考えている。
 

2025年度において、当グループはマクロ経済の変化に応じて、ECLの測定に使用する将来予測のパラメーターを更
新した。2025年度の基本シナリオ、楽観シナリオ、悲観シナリオに基づく累積的なGDPの前年比成長率は、3.75％
から5.15％(2024年度：3.90％-5.00％)の範囲になると予想される。シナリオウェイトの枠組みにおいて、基本シ
ナリオは、各シナリオの中でもより高いウエイト付けとなっている一方で、楽観シナリオと悲観シナリオに等しい
ウエイト付けを割り当てている。
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以下の表は、予想信用損失の対象範囲である金融商品の信用リスク・エクスポージャーを示している。
 

2025年12月31日現在  （単位：百万人民元）

帳簿価額  ステージ１  ステージ２  ステージ３  

信用リスクの

最大エクス

ポージャー

現金及び現金同等物  142,373  –  –  142,373

売戻条件付購入金融資産  50,879  –  –  50,879

定期預金  418,688  –  –  418,688

法定拘束性預託金  6,620  –  –  6,620

償却原価で測定する負債性金融商品に対する

投資  173,502  490  –  173,992

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る負債性金融商品に対する投資  3,922,187  3,855  –  3,926,042

その他の資産  16,264  –  305  16,569

合計  4,730,513  4,345  305  4,735,163
 

 

2024年12月31日現在  （単位：百万人民元）

帳簿価額  ステージ１  ステージ２  ステージ３  

信用リスクの

最大エクス

ポージャー

現金及び現金同等物  85,505  -  -  85,505

売戻条件付購入金融資産  30,560  -  -  30,560

定期預金  438,455  -  -  438,455

法定拘束性預託金  6,591  -  -  6,591

償却原価で測定する負債性金融商品に対する

投資  196,505  249  -  196,754

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る負債性金融商品に対する投資  3,457,022  1,873  -  3,458,895

その他の資産  14,568  -  51  14,619

合計  4,229,206  2,122  51  4,231,379
 

 

当グループは、信用度及びリスク特性に基づいて金融資産に内部格付を付与している。金融商品の信用格付けは、
内部格付の尺度に基づいてさらに様々なレベルに分類される場合がある。2025年12月31日現在、当グループが保有
する負債性投資には、当該資産が債務不履行となる見込みがないこと、又は当該資産に債務不履行が発生したと考
えられる理由がないことを示す十分な証拠がある。2025年12月31日現在、関連する信用リスクは、当グループの連
結財務書類に重要な影響を及ぼしていない。
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以下の表は、主な金融資産の帳簿価額総額及び減損引当金の変動を示している。
 

  （単位：百万人民元）

  2025年12月31日終了事業年度のステージ振替

減損引当金控除

前帳簿価額

 

ステージ 1月1日

純増加/(減

少)

(ⅰ)

ステージ１

及び

ステージ２

間の

振替

ステージ１

及び

ステージ３

間の

振替

ステージ２

及び

ステージ３

間の

振替 償却 12月31日

償却原価で測定

する負債性金融

商品に対する投

資

 ステージ

１ 196,990  (22,747) (253) –  –  –  173,990

 ステージ

２ 250  (1) 253  –  –  –  502

 ステージ

３ –  –  –  –  –  –  –

 小計 197,240  (22,748) –  –  –  –  174,492

その他の包括利

益を通じて公正

価値で測定する

負債性金融商品

に対する投資

 ステージ

１ 3,457,022  468,063  (2,898) –  –  –  3,922,187
 ステージ

２ 1,873  (916) 2,898  –  –  –  3,855

 ステージ

３ –  –  –  –  –  –  –

 小計 3,458,895  467,147  –  –  –  –  3,926,042

合計   3,656,135  444,399  –  –  –  –  4,100,534
 

 

(ⅰ) 当事業年度における購入、購入した信用減損金融資産又は認識の中止（償却は除く）による変動。

 

  （単位：百万人民元）

  2025年12月31日終了事業年度のステージ振替

減損引当金

 

ステージ 1月1日

純増加/(減

少)

(ⅰ)

ステージ１

及び

ステージ２

間の

振替

ステージ１

及び

ステージ３

間の

振替

ステージ２

及び

ステージ３

間の

振替 償却 12月31日

償却原価で測定

する負債性金融

商品に対する投

資

 ステージ

１ 485  4  (1) –  –  –  488

 ステージ

２ 1  10  1  –  –  –  12

 ステージ

３ –  –  –  –  –  –  –

 小計 486  14  –  –  –  –  500

その他の包括利

益を通じて公正

価値で測定する

負債性金融商品

に対する投資

 ステージ

１ 832  78  (16) –  –  –  894

 ステージ

２ 96  14  16  –  –  –  126

 ステージ

３ –  –  –  –  –  –  –

 小計 928  92  –  –  –  –  1,020

合計   1,414  106  –  –  –  –  1,520
 

 

(ⅰ) 当事業年度における購入、購入した信用減損金融資産又は認識の中止（償却は除く）による変動。
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以下の表は、主な金融資産の帳簿価額総額及び減損引当金の変動を示している。
 

  （単位：百万人民元）

  2024年12月31日終了事業年度のステージ振替

減損引当金控除

前帳簿価額

 

ステージ 1月1日

純増加/(減

少)

(ⅰ)

ステージ１

及び

ステージ２

間の

振替

ステージ１

及び

ステージ３

間の

振替

ステージ２

及び

ステージ３

間の

振替 償却 12月31日

償却原価で測定

する負債性金融

商品に対する投

資

 ステージ

１ 211,699  (14,459) (250) -  -  -  196,990

 ステージ

２ -  -  250  -  -  -  250

 ステージ

３ -  -  -  -  -  -  -

 小計 211,699  (14,459) -  -  -  -  197,240

その他の包括利

益を通じて公正

価値で測定する

負債性金融商品

に対する投資

 ステージ

１ 2,735,577  714,649  6,796  -  -  -  3,457,022

 ステージ

２ 8,592  77  (6,796) -  -  -  1,873

 ステージ

３ -  -  -  -  -    -

 小計 2,744,169  714,726  -  -  -  -  3,458,895

合計   2,955,868  700,267  -  -  -  -  3,656,135
 

 

(ⅰ) 当事業年度における購入、購入した信用減損金融資産又は認識の中止（償却は除く）による変動。

 

  （単位：百万人民元）

  2024年12月31日終了事業年度のステージ振替

減損引当金

 

ステージ 1月1日

純増加/(減

少)

(ⅰ)

ステージ１

及び

ステージ２

間の

振替

ステージ１

及び

ステージ３

間の

振替

ステージ２

及び

ステージ３

間の

振替 償却 12月31日

償却原価で測定

する負債性金融

商品に対する投

資

 ステージ

１ 350  136  (1) -  -  -  485

 ステージ

２ -  -  1  -  -  -  1

 ステージ

３ -  -  -  -  -  -  -

 小計 350  136  -  -  -  -  486

その他の包括利

益を通じて公正

価値で測定する

負債性金融商品

に対する投資

 ステージ

１ 750  (282) 364  -  -  -  832

 ステージ

２ 446  14  (364) -  -  -  96

 ステージ

３ 236  (236) -  -  -  -  -

 小計 1,432  (504) -  -  -  -  928

合計   1,782  (368) -  -  -  -  1,414
 

 

(ⅰ) 当事業年度における購入、購入した信用減損金融資産又は認識の中止（償却は除く）による変動。
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信用度
 

当グループの信用リスクにさらされている金融資産は主に国債、政府機関債、社債及び劣後債などが含まれてい
る。2025年12月31日現在、当グループが保有する社債の99.5％（2024年12月31日現在：99.1％）は、AA/A-2以上の
信用格付を得ている。2025年12月31日現在、当グループ又はこれらの社債発行者が保有する劣後債の100.0％
（2024年12月31日現在：100.0％）は、AA/A-2以上の信用格付を得ているか、国営の商業銀行が発行したもののい
ずれかである。債券発行者の信用格付は中国の適格な評価機関によるものであり、各報告日に更新される。
 

2025年12月31日現在の当グループの銀行預金の97.3％（2024年12月31日現在：97.8％）は、四大国営商業銀行、中
国国内の他の国営商業銀行及び中国証券登記結算有限責任公司（以下「CSDCC」という。）に預けている。主な再
保険契約は、国営の再保険会社との間で締結したものである。当グループは、これらの商業銀行、CSDCC及び再保
険会社の信用度は高いものと信じている。そのため、当グループは、定期預金、法定預託金、現金及び現金同等物
並びに保有している再保険契約が、2025年及び2024年12月31日現在における当グループの連結財務書類に重要な影
響を及ぼしていないと判断している。
 

5.2.3　流動性リスク
 

流動性リスクとは、当グループが一定期間内に返済義務を果たす際や、当グループの資産ポートフォリオに資金の
供給が必要な際に、その資金を合理的な調達コストで獲得することができないリスクである。
 

当グループは通常の事業過程において、流動性リスクを軽減するために、金融資産の満期を保険負債及び金融負債
の期限に対応させる取組みを実施している。
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以下の表は、金融資産及び金融負債、保険料配分アプローチを用いて測定しない保険契約に関する保険資産及び保
険負債の割引前キャッシュ・フローを示している。
 

  （単位：百万人民元）

    契約上及び予想キャッシュ・フロー（割引前）

2025年12月31日現在  

期日

設定なし  １年以内  

１年超

３年以内  

３年超

５年以内  ５年超

金融資産及び保険資産           

純損益を通じて公正価値で測定する金

融資産  1,209,222  125,195  249,829  153,977  592,465

償却原価で測定する負債性金融商品に

対する投資  –  27,359  86,632  78,712  30,486

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する負債性金融商品に対する投資  –  365,591  442,359  316,336  4,491,791

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する資本性金融商品に対する投資  317,876  –  –  –  –

定期預金  –  71,164  197,203  179,384  –

法定拘束性預託金  –  552  5,998  508  –

再保険契約資産  –  6,395  2,935  2,709  34,838

売戻条件付購入金融資産  –  50,879  –  –  –

現金及び現金同等物  –  142,407  –  –  –

小計  1,527,098  789,542  984,956  731,626  5,149,580

金融負債及び保険負債           

保険契約負債  –  311,631  (195,398) (509,499) (9,241,515)

再保険契約負債  –  (230) (186) (175) (605)

買戻条件付売却金融資産  –  (331,863) –  –  –

純損益を通じて公正価値で測定する

金融負債  (82,010) – – – –

有利子融資及びその他の借入金  –  (6) (52) –  –

社債  –  (753) (1,505) (35,753) –

リース負債  –  (777) (695) (135) (19)

小計  (82,010) (21,998) (197,836) (545,562) (9,242,139)

正味キャッシュ・インフロー/(アウト

フロー)  1,445,088  767,544  787,120  186,064  (4,092,559)
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  （単位：百万人民元）

    契約上及び予想キャッシュ・フロー（割引前）

2024年12月31日現在  

期日

設定なし  １年以内  

１年超

３年以内  

３年超

５年以内  ５年超

金融資産及び保険資産           

純損益を通じて公正価値で測定する金

融資産  954,938  182,734  258,146  161,557  563,771

償却原価で測定する負債性金融商品に

対する投資  -  45,123  98,270  60,139  51,323

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する負債性金融商品に対する投資  -  276,528  480,528  297,260  3,714,798

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する資本性金融商品に対する投資  171,817  -  -  -  -

定期預金  -  98,921  220,790  158,031  6,513

法定拘束性預託金  -  483  2,566  4,202  -

再保険契約資産  -  6,619  2,706  2,759  36,490

売戻条件付購入金融資産  -  30,560  -  -  -

現金及び現金同等物  -  85,538  -  -  -

小計  1,126,755  726,506  1,063,006  683,948  4,372,895

金融負債及び保険負債           

保険契約負債  -  333,654  (116,952) (400,199) (8,740,310)

再保険契約負債  -  (33) (53) (49) (304)

買戻条件付売却金融資産  -  (151,564) -  -  -

純損益を通じて公正価値で測定する

金融負債  (53,521) -  -  -  -

有利子融資及びその他の借入金  -  (10,054) (3,348) -  -

社債  -  (753) (1,505) (36,307) -

リース負債  -  (767) (679) (180) (14)

小計  (53,521) 170,483  (122,537) (436,735) (8,740,628)

正味キャッシュ・インフロー/(アウト

フロー)  1,073,234  896,989  940,469  247,213  (4,367,733)
 

 

上記の表に表示されている様々な保険契約からのキャッシュ・フローは、主に保険料、保険金、事業費の支払及び
契約者貸付からのキャッシュ・フローからなる、既存の保険契約からの予想将来キャッシュ・フロー（正味）であ
り、新規事業からの予想キャッシュ・フロー（正味）は考慮に入れていない。満期を迎えた金融資産からの余剰
キャッシュ・インフローは、今後の流動性エクスポージャーをカバーする目的で再投資される。見積りは、死亡
率、疾病率、予定失効率、及び予定事業費率等を含む仮定から影響を受けやすい。実際のキャッシュ・フローは見
積りと異なることがある。
 

2025年12月31日現在、当グループの保険契約負債の帳簿価額は6,376,114百万人民元（2024年12月31日現在：
5,825,026百万人民元）であり、保険契約者がいつでも払戻しを要求することができる金額は4,691,941百万人民元
（2024年12月31日現在：4,198,058万人民元）である。
 

5.2.4　資本管理
 

当グループの資産管理目的は、NFRAにより要求されている最低必要資本並びに実質資本を基に保険資本要件を遵
守、運用リスクの回避、株主への利益還元及びその他の利害関係者への利益配分を提供し続けることが可能な当グ
ループの継続企業としての存在能力の保全である。 当グループは、ソルベンシー比率を改善するために、関連法

及び関連当局の承認を得てコアTier2資本証券及び資本補充も目的とした社債を発行し資本を補充している。
 

当グループでは、主に四半期のソルベンシー比率や、年次のストレステストに基づくソルベンシー比率のモニタリ
ングを通じて、当該規制への継続的かつ全面的な遵守を確保するために資本を管理している。
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旧中国銀行保険監督管理委員会（以下「旧CBIRC」という。）は2021年末に「保険会社向けソルベンシー監督規則
Ⅱ（Solvency Regulatory Rules II for Insurance Companies）」を発行した。NFRAは2023年９月に「保険会社向

けソルベンシー監督基準の最適化に関するNFRA文書（Circular of NFRA on Optimization of Solvency

Supervision Standards for Insurance Companies）」、2025年12月に「保険会社の関連業務に係るリスク因子の

調整に関する通知(the Notice on Adjusting Risk Factors for Relevant Insurance Business) 」を発行した。

当社はこれらの要件に従って、2025年12月31日現在のコア・ソルベンシー比率及び包括的ソルベンシー比率、コア
資本、実質資本並びに最低自己資本を以下のとおり算出した。
 

    （単位：百万人民元）

  2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

コア資本  777,291  767,446

実質資本  1,050,358  1,039,821

最低自己資本  603,624  500,489

コア・ソルベンシー比率  129％  153％

包括的ソルベンシー比率  174％  208％
 

 

上記の両ソルベンシー比率の結果並びに保険会社のオペレーショナル・リスク、戦略リスク、風評リスク及び流動
性リスクの定量的に評価できない結果に基づいて、NFRAは保険会社の包括的なソルベンシーを評価し、保険会社を
４つのカテゴリーに分類して監督している。
 

ⅰ)カテゴリーＡ：ソルベンシー比率が要件を満たし、オペレーショナル・リスク、戦略リスク、風評リスク及び
流動性リスクが非常に低い。

ⅱ)カテゴリーＢ：ソルベンシー比率が要件を満たし、オペレーショナル・リスク、戦略リスク、風評リスク及び
流動性リスクが低い。

ⅲ)カテゴリーＣ：ソルベンシー比率が要件を満たさない、又はソルベンシー比率は要件を満たすがオペレーショ
ナル・リスク、戦略リスク、風評リスク及び流動性リスクのうち１つ又は複数のリスクが高い。

ⅳ)カテゴリーＤ：ソルベンシー比率が要件を満たさない、又はソルベンシー比率は要件を満たすがオペレーショ
ナル・リスク、戦略リスク、風評リスク及び流動性リスクのうち１つ又は複数のリスクが重度である。

 

中国リスク・オリエンテッド・ソルベンシー・システムのスーパービジョン情報システムによると、当社の直近の
統合リスク格付結果はカテゴリーＡであった。
 

5.3　非連結の組成された企業への関与についての開示
 

非連結の組成された企業に対する当グループの持分は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に対する投資
及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品に対する投資として会計処理している。これら
の組成された企業は、証券又はその他の受益証券を発行することにより通常資金を調達しており、その目的は、主
に運用手数料の創出、又は公共及び民間のインフラ建設に資金を提供することである。組成された企業に関する当
グループの連結判断については、注記4.5を参照のこと。
 

当グループは、当グループが持分を有する又は出資している組成された企業に対し保証も財務支援も行っていな
い。
 

(ⅰ)当グループが持分を有する非連結の組成された企業
 

当グループは、最大エクスポージャーがこれらの非連結の組成された企業に対する持分の帳簿価額に近似している
と考えている。非連結の組成された企業の規模、並びに非連結の組成された企業に対する持分に関連し連結財務書
類上で認識している当グループの資産帳簿価額及び当グループの最大エクスポージャーを以下に示す。
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2025年12月31日現在  非連結の組成された企業

  規模  資産帳簿価額  

最大エクス

ポージャー  当グループ

保有持分  百万人民元  百万人民元  百万人民元  

関係会社運用ファンド

 168,737  8,479  8,479

 投資収益及び

サービス手数料

第三者運用ファンド  (i) 382,541  382,541  投資収益

関係会社運用トラスト・スキーム  600  82  82  投資収益

第三者運用トラスト・スキーム  (i) 73,745  73,745  投資収益

関係会社運用負債性投資スキーム

 83,741  37,600  37,600

 投資収益及び

サービス手数料

第三者運用負債性投資スキーム  (i) 34,611  34,611  投資収益

関係会社運用のその他の非連結の組成

された企業（ⅱ）  33,382  30,783  30,783

 投資収益及び

サービス手数料

第三者運用のその他の非連結の組成さ

れた企業（ⅱ）  (i) 91,289  91,289

 

投資収益
 

 

2024年12月31日現在  非連結の組成された企業

  規模  資産帳簿価額  

最大エクス

ポージャー  当グループ

保有持分  百万人民元  百万人民元  百万人民元  

関係会社運用ファンド

 231,395  8,366  8,366

 投資収益及び

サービス手数料

第三者運用ファンド  (i) 274,550  274,550  投資収益

関係会社運用トラスト・スキーム  600  467  467  投資収益

第三者運用トラスト・スキーム  (i) 93,512  93,512  投資収益

関係会社運用負債性投資スキーム

 81,387  38,593  38,593

 投資収益及び

サービス手数料

第三者運用負債性投資スキーム  (i) 45,303  45,303  投資収益

関係会社運用のその他の非連結の組成

された企業（ⅱ）  71,965  26,540  26,540

 投資収益及び

サービス手数料

第三者運用のその他の非連結の組成さ

れた企業（ⅱ）  (i) 158,411  158,411

 

投資収益
 

 

（ⅰ）：第三者により運用されているファンド、トラスト・スキーム、負債性投資スキーム及びその他の組成された企業は第

三者金融機関により出資されており、組成された企業の規模に関する情報は公表されていない。

（ⅱ）：その他の組成された企業には、理財商品、特殊な資産運用スキーム及び資産担保プランなどがある。

 

(ⅱ)当グループが出資しているが持分を有さない非連結の組成された企業
 

2025年12月31日現在、当グループが出資しているが持分を有さない非連結の組成された企業の規模は809,747百万
人民元（2024年12月31日現在：886,017百万人民元）であり、主に、運用手数料を目的に当グループが出資した
ファンド、特殊な資産運用スキーム、年金保障商品及び年金商品などであった。2025年度において、これらの組成
された企業からの運用手数料は1,641百万人民元（2024年：1,590百万人民元）であり、その他の収益として計上さ
れた。当グループはこれらの組成された企業へ資産の譲渡は行っていない。
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5.4　公正価値ヒエラルキー
 

レベル１の公正価値は、通常、企業が測定日現在において入手可能な同一の資産又は負債の活発な市場における相
場価格（無調整）に基づいている。
 

レベル２の公正価値は、レベル１に含まれる相場価格以外の、観察可能な市場データの裏付けを通じて、資産のほ
ぼ全期間にわたり測定対象の資産について直接又は間接に観察可能な重要なインプットを用いて、評価技法に基づ
き算定されたものである。レベル２に分類される投資の公正価値の測定に用いられる観察可能なインプットには、
通常、活発な市場における類似資産の相場価格や、活発ではない市場における同一又は類似の資産の相場価格及び
その他の市場において観察可能なインプットが含まれる。このレベルには、価格提供サービス業者から相場を入手
可能な負債性投資が含まれる。価格提供サービス業者が提供する公正価値は、経営陣による多数の検証手続の対象
となっている。これらの手続には、利用した評価モデル及び当該モデルの結果のレビューや、価格決定サービス業
者から入手した価格の各報告期間末現在における再計算が含まれている。
 

この場合、当グループの評価チームは、評価にあたり、観察不能な主要なインプットに基づく測定対象となる資産
又は負債に内部開発した評価方法を適用し、また評価の変化を分析し経営陣へ報告することを選択できる。もしも
内部評価業務で使用する主要なインプットは、観察可能な市場データに基づいていない場合、これらには経営陣の
判断と実績に基づいて導き出された仮定を反映する。本手法により評価された資産及び負債は、通常レベル３に分
類される。
 

2025年12月31日現在、レベル１に分類された金融資産は、経常的に公正価値で測定する金融資産の28.9％を占めて
いた。これらには主に、活発な市場又は銀行間市場で取引される証券及び、公開市場において相場価格が提示され
ているオープンエンド型ファンドが含まれる。当グループは、金融商品の市場が活発であるか否かを判断する際、
特定期間内の取引頻度、各取引残高、並びに観察可能な取引における負債性証券のインプライド利回りと当グルー
プが現在関連する市価及び情報に対して有する理解との相違の程度等を含む、特定の要素を組み合わせて検討して
いる。中国銀行間市場による取引価格は、取引当事者双方により決定されるため、公的に観察可能な価格である。
当グループは、報告日現在において中国銀行間市場で取引された負債性証券の取引価格を、その負債性証券の公正
価値として採用しており、当該投資をレベル１に分類している。オープンエンド型ファンドも同様に、活発な市場
で取引されている。ファンド会社は、当該ファンドの純資産価額を各取引日にウェブサイトで公表している。投資
家は、ファンド会社が各取引日に公表する当該ファンドの純資産価額に基づいて、当該ファンドのユニットを購入
及び償還している。当グループは、報告日現在における当該ファンドの無調整の純資産価額を公正価値として採用
しており、当該投資をレベル１に分類している。
 

2025年12月31日現在、レベル２に分類された金融資産は、経常的に公正価値で測定する金融資産の61.6％を占めて
いた。これらには主に、特定の投資有価証券が含まれる。レベル２に分類された資産の評価については、通常、同
一又は類似する資産について第三者である評価サービス業者から入手するか、又は観察可能な市場インプットを用
いた評価技法を利用するか、あるいは直近の相場価格を入手している。評価サービス業者は一般的に、市場取引関
連の情報や複数の情報源から得た他の重要な評価モデル・インプットを収集、分析及び解釈し、広く認められてい
る内部評価モデルを使用することで、様々な証券の理論価格を提供している。負債性証券は、中国銀行間市場にお
ける直近の相場価格又は評価サービス業者が直接的もしくは間接的に観測可能な重要なインプット及び当該資産全
体に関連するその他の観測可能な市場データに基づいて決定した取引価格で評価している場合、レベル２に分類し
ている。
 

2025年12月31日現在、レベル３に分類された金融資産は、経常的に公正価値で測定する金融資産の9.5％を占めて
いた。これには主に、非上場の持分証券及び非上場の負債性投資が含まれる。公正価値は、割引キャッシュ・フ
ローによる評価及び類似企業比較法を含む評価技法を用いて決定される。レベル３は、主に、当該資産の公正価値
の測定に使用された特定の観察不能なインプットの重要性に基づいて決定される。
 

金融資産及び負債の公正価値の決定に関する会計方針については、注記4.2を参照のこと。
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以下の表は、2025年12月31日現在において公正価値で測定された金融資産及び負債に関する当グループの公正価値
測定ヒエラルキーの定量情報を示している。
 

 （単位：百万人民元）

 公正価値測定に使用したもの  

合計 

活発な市場にお

ける相場価格

レベル１  

重要な観察可能

なインプット

レベル２  

重要な観察不能

なインプット

レベル３  

公正価値で測定する金融資産        

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る負債性金融商品に対する投資        

国債 443,313  188,604  –  631,917

政府機関債 114,921  2,540,224  –  2,655,145

社債 13,375  479,345  –  492,720

劣後債 –  20,462  –  20,462

その他 –  7,116  118,682  125,798

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る資本性金融商品に対する投資        

普通株式 232,447  –  –  232,447

優先株式 –  –  48,690  48,690

その他 299  12,451  23,989  36,739

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産        

ファンド 421,842  –  –  421,842

普通株式 591,100  11,795  –  602,895

国債 472  4,535  –  5,007

政府機関債 142  8,003  –  8,145

社債 4,873  105,512  45  110,430

劣後債 51  330,235  –  330,286

その他 2,927  176,001  409,755  588,683

合計 1,825,762  3,884,283  601,161  6,311,206

公正価値で測定する負債        

純損益を通じて公正価値で測定する金融負

債 (82,010) –  –  (82,010)

合計 (82,010) –  –  (82,010)
 

 

以下の表は、2025年12月31日終了事業年度におけるレベル３の金融商品の変動を示している。
 

 （単位：百万人民元）

 

その他の包括利益を

通じて公正価値で測

定する資本性金融商

品に対する投資  

その他の包括利益を

通じて公正価値で測

定する負債性金融商

品に対する投資  

純損益を通じて公正

価値で測定する金融

資産  合計

期首残高 120,532  86,246  430,005  636,783

購入 16,622  –  39,589  56,211

レベル３からの振替 –  –  (37) (37)

純損益に認識された利得/（損

失）合計 (15) –  (20,648) (20,663)

その他の包括利益に認識された

利得/（損失）合計 (2,703) (2,222) –  (4,925)

処分又は決済 (15,754) (11,345) (39,109) (66,208)

期末残高 118,682  72,679  409,800  601,161
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以下の表は、2024年12月31日現在において公正価値で測定された金融資産及び負債に関する当グループの公正価値
測定ヒエラルキーの定量情報を示している。
 

 （単位：百万人民元）

 公正価値測定に使用したもの  

合計 

活発な市場にお

ける相場価格

レベル１  

重要な観察可能

なインプット

レベル２  

重要な観察不能

なインプット

レベル３  

公正価値で測定する金融資産        

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る負債性金融商品に対する投資        

国債 455,156  233,599  –  688,755

政府機関債 204,114  1,975,710  –  2,179,824

社債 14,240  431,981  –  446,221

劣後債 830  20,399  –  21,229

その他 –  2,334  120,532  122,866

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る資本性金融商品に対する投資        

普通株式 60,153  –  –  60,153

優先株式 –  –  51,444  51,444

その他 17,948  7,470  34,802  60,220

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産        

ファンド 306,351  200  –  306,551

普通株式 440,417  513  –  440,930

国債 563  3,342  –  3,905

政府機関債 459  8,390  –  8,849

社債 4,215  198,663  45  202,923

劣後債 155,498  192,106  –  347,604

その他 53,853  113,523  429,960  597,336

合計 1,713,797  3,188,230  636,783  5,538,810

公正価値で測定する負債        

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 (53,521) –  –  (53,521)

合計 (53,521) –  –  (53,521)
 

 

以下の表は、2024年12月31日終了事業年度におけるレベル３の金融商品の変動を示している。
 

 （単位：百万人民元）

 

その他の包括利益を

通じて公正価値で測

定する負債性金融商

品に対する投資  

その他の包括利益を

通じて公正価値で測

定する資本性金融商

品に対する投資  

純損益を通じて公正

価値で測定する金融

資産  合計

期首残高 97,437  80,062  429,506  607,005

購入 30,428  4,000  45,310  79,738

純損益に認識された利得/（損

失）合計 (4) –  9,428  9,424

その他の包括利益に認識され

た利得/（損失）合計 3,314  2,184  –  5,498

処分又は決済 (10,643) –  (54,239) (64,882)

期末残高 120,532  86,246  430,005  636,783
 

 

2025年12月31日終了事業年度において、経常的に公正価値で測定される資産及び負債のうち、315,973百万人民元
（2024年度：108,990百万人民元）の投資が公正価値ヒエラルキーの中で、レベル１からレベル２へ振り替えられ
たのに対し、100,442百万人民元（2024年度：122,581百万人民元）の投資がレベル２からレベル１へ振り替えられ
た。
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2025年12月31日及び2024年12月31日現在において、割引率及び流動性ディスカウント等の重要な観察不能なイン
プットが、レベル３に分類された公正価値で測定する主要な資産及び負債の評価に使用された。
 

以下の表は、2025年12月31日及び2024年12月31日現在における、レベル３に分類された公正価値で測定する主要な
金融商品の評価に使用された重要な観察不能なインプットを示している。
 

評価技法  

重要な

観測不能な

インプット  範囲  

公正価値と観察不能なイン

プットとの関係

類似企業比較法  流動性ディスカウント 2025年12月31日現在：

14％～33％

2024年12月31日現在：

13％～35％

 公正価値は流動性ディスカ

ウントに反比例

割引キャッシュ・フロー法  割引率  2025年12月31日現在：

1.64％～16.82％

2024年12月31日現在：

1.62％～13.00％

 公正価値は割引率に反比例

 

 

前へ　　　次へ
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６　セグメント情報
 

6.1　事業セグメント
 

(ⅰ) 生命保険事業（以下「生命保険」という。）
 

生命保険事業は、重要な保険リスクの移転を伴わない生命保険契約などを含む、生命保険契約の販売に主に
関連している。

 

(ⅱ) 医療保険事業及び傷害保険事業（以下「医療・傷害保険」という。）
 

医療保険事業は、重要な保険リスクの移転を伴わない医療保険契約などを含む、医療保険契約の販売に関連
している。

 

傷害保険事業は、主に傷害保険契約の販売に関連している。
 

経営成績及び事業展開をより適切に反映するため、当グループは、報告セグメントが定めた重要性基準に基
づき、医療保険事業及び傷害保険事業を単一の報告セグメントとして統合した。これに伴い、比較情報は修
正再表示している。

 

(ⅲ) その他事業（以下「その他」という。）
 

その他事業は、主に注記31に記載されているCLIC等との取引に関する代理店事業の収益及び費用、及び、子
会社の収益及び費用、並びに連結間取引消去に関連している。

 

6.2　収益及び費用の配分基準
 

保険サービス収益及び費用でセグメントに直接関連するものは、各保険セグメントに直接認識される。利息収益、
投資収益等は、体系的かつ合理的な方法により各セグメントに配分される。保険契約のポートフォリオに直接帰属
しないその他の費用は配分されず、その他事業セグメントに直接認識される。
 

6.3　資産及び負債の配分基準
 

保険サービス資産及び負債でセグメントに直接関連するものは、各保険セグメントに直接認識される。その他の資
産及びその他の負債は、体系的かつ合理的な方法により各セグメントに配分される。
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6.4　当グループの外部取引収益及び資産は、主に中国（香港を含む）から得られている。生命保険事業における
保険契約者の分散化により、当グループは単一の保険契約者への依存度を最小限に抑えている。
 

（単位：百万人民元）

2025年12月31日終了事業年度

生命保険 医療・傷害保険 その他 合計

保険収益 144,052 70,084 – 214,136

受取利息 116,868 7,786 3,632 128,286

投資収益 235,773 15,709 3,929 255,411

関連会社及び共同支配企業からの投資収益 8,853 590 (3,090) 6,353

その他の収益 – – 11,879 11,879

収益合計 505,546 94,169 16,350 616,065

保険サービス費用 (88,470) (60,266) – (148,736)

出再保険料の配分 (990) (4,760) – (5,750)

控除：再保険者からの回収額 390 4,858 – 5,248

発行した保険契約からの保険金融収益/（費

用） (245,117) (13,741) – (258,858)

控除：保有している再保険契約からの再保

険金融収益/（費用） 130 525 – 655

財務コスト (3,494) (232) (432) (4,158)

予想信用損失 (1,558) (104) 1,511 (151)

その他減損損失 (5,925) (394) 3,044 (3,275)

その他の費用 – – (19,411) (19,411)

税引前利益 160,512 20,055 1,062 181,629

補足情報：     

減価償却費及び償却費 2,484 1,692 716 4,892
 

 

（単位：百万人民元）

セグメント情報
2025年12月31日終了事業年度

生命保険 医療・傷害保険 その他 合計

セグメント資産 6,910,526 484,035 196,443 7,591,004

セグメント負債 6,387,561 419,530 175,520 6,982,611
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（単位：百万人民元）

2024年12月31日終了事業年度

生命保険 医療・傷害保険 その他 合計

保険収益 137,405 70,756 ‒ 208,161

受取利息 109,156 7,384 4,418 120,958

投資収益 159,176 10,770 6,515 176,461

関連会社及び共同支配企業からの投資収益 10,647 720 710 12,077

その他の収益 – – 10,970 10,970

収益合計 416,384 89,630 22,613 528,627

保険サービス費用 (119,797) (60,747) – (180,544)

出再保険料の配分 (958) (4,113) – (5,071)

控除：再保険者からの回収額 390 5,059 – 5,449

発行した保険契約からの保険金融収益/（費

用） (197,269) (12,683) – (209,952)

控除：保有している再保険契約からの再保

険金融収益/（費用） 126 545 – 671

財務コスト (2,935) (199) (1,066) (4,200)

予想信用損失 (3,446) (234) 3,887 207

その他減損損失 (2,585) (175) 1,149 (1,611)

その他の費用 – – (18,363) (18,363)

税引前利益 89,910 17,083 8,220 115,213

補足情報：     

減価償却費及び償却費 2,843 1,441 745 5,029
 

 

（単位：百万人民元）

セグメント情報
2024年12月31日終了事業年度

生命保険 医療・傷害保険 その他 合計

セグメント資産 6,125,372 438,790 205,384 6,769,546

セグメント負債 5,672,377 384,318 191,603 6,248,298
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７　有形固定資産
 

  （単位：百万人民元）

  建物  

事務用

機器、

什器備品  車両  建設仮勘定  

建物附属

設備  合計

取得原価             

2025年１月１日現在  65,054  10,729  1,276  5,828  2,200  85,087

完成時の振替  3,524  8  ‒  (3,684) 142  (10)

追加  294  347  59  1,719  ‒  2,419

処分  (128) (155) (81) ‒  (88) (452)

2025年12月31日現在  68,744  10,929  1,254  3,863  2,254  87,044

減価償却累計額             

2025年１月１日現在  (20,139) (8,048) (1,005) ‒  (1,834) (31,026)

当期計上額  (2,267) (763) (71) ‒  (166) (3,267)

処分  51  149  78  ‒  84  362

2025年12月31日現在  (22,355) (8,662) (998) ‒  (1,916) (33,931)

減損             

2025年１月１日現在  (22) ‒  ‒  (9) ‒  (31)

当期計上額  ‒  ‒  ‒  (76) ‒  (76)

処分  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒

2025年12月31日現在  (22) ‒  ‒  (85) ‒  (107)

正味帳簿価額             

2025年１月１日現在  44,893  2,681  271  5,819  366  54,030

2025年12月31日現在  46,367  2,267  256  3,778  338  53,006
 

 

  （単位：百万人民元）

  建物  

事務用

機器、

什器備品  車両  建設仮勘定  

建物附属

設備  合計

取得原価             

2024年１月１日現在  63,486  9,963  1,345  5,183  2,215  82,192

完成時の振替  1,986  31  -  (2,168) 147  (4)

追加  9  895  89  2,813  -  3,806

処分  (427) (160) (158) -  (162) (907)

2024年12月31日現在  65,054  10,729  1,276  5,828  2,200  85,087

減価償却累計額             

2024年１月１日現在  (18,342) (7,261) (1,057) -  (1,799) (28,459)

当期計上額  (2,152) (942) (100) -  (192) (3,386)

処分  355  155  152  -  157  819

2024年12月31日現在  (20,139) (8,048) (1,005) -  (1,834) (31,026)

減損             

2024年１月１日現在  (22) -  -  (1) -  (23)

当期計上額  -  -  -  (9) -  (9)

処分  -  -  -  1  -  1

2024年12月31日現在  (22) -  -  (9) -  (31)

正味帳簿価額             

2024年１月１日現在  45,122  2,702  288  5,182  416  53,710

2024年12月31日現在  44,893  2,681  271  5,819  366  54,030
 

 

2025年12月31日現在、権利書の取得中であった上記建物の正味帳簿価額は3,953百万人民元（2024年12月31日現
在：4,234百万人民元）である。
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８　リース
 

(a)使用権資産
 

  （単位：百万人民元）

  建物  その他  合計

取得原価       

2025年１月１日現在  3,321  4  3,325

追加  1,335  ‒  1,335

償却  (1,497) (3) (1,500)

2025年12月31日現在  3,159  1  3,160

減価償却累計額       

2025年１月１日現在  (1,765) (3) (1,768)

当期計上額  (821) (1) (822)

償却  1,205  3  1,208

2025年12月31日現在  (1,381) (1) (1,382)

減損       

2025年１月１日現在  -  -  -

2025年12月31日現在  -  -  -

正味帳簿価額       

2025年１月１日現在  1,556  1  1,557

2025年12月31日現在  1,778  ‒  1,778
 

 

  （単位：百万人民元）

  建物  その他  合計

取得原価       

2024年１月１日現在  3,570  4  3,574

追加  1,122  1  1,123

償却  (1,371) (1) (1,372)

2024年12月31日現在  3,321  4  3,325

減価償却累計額       

2024年１月１日現在  (2,091) (3) (2,094)

当期計上額  (899) (1) (900)

償却  1,225  1  1,226

2024年12月31日現在  (1,765) (3) (1,768)

減損       

2024年１月１日現在  -  -  -

2024年12月31日現在  -  -  -

正味帳簿価額       

2024年１月１日現在  1,479  1  1,480

2024年12月31日現在  1,556  1  1,557
 

 

上記使用権資産及び土地使用権を含む当グループの使用権資産は、注記13に開示されている。
 

(b)リースに係る損益認識額は以下のとおりである。
 

  （単位：百万人民元）

  2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

     

リース負債利息  37  45

使用権資産減価償却費  822  900

短期リース費用  293  288

少額資産リース費用（短期リース負債を除く）  2  2

合計  1,154  1,235
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９　投資不動産
 

  （単位：百万人民元）

  建物

取得原価   

2025年１月１日現在  15,226

追加  4

償却  (28)

2025年12月31日現在  15,202

減価償却累計額   

2025年１月１日現在  (2,907)

追加  (443)

償却  ‒

2025年12月31日現在  (3,350)

減損   

2025年１月１日現在  ‒

追加  (150)

償却  ‒

2025年12月31日現在  (150)

正味帳簿価額   

2025年１月１日現在  12,319

2025年12月31日現在  11,702

公正価値   

2025年１月１日現在  16,060

2025年12月31日現在  14,345
 

 

  （単位：百万人民元）

  建物

取得原価   

2024年１月１日現在  15,222

追加  4

償却  -

2024年12月31日現在  15,226

減価償却累計額   

2024年１月１日現在  (2,469)

追加  (438)

償却  -

2024年12月31日現在  (2,907)

正味帳簿価額   

2024年１月１日現在  12,753

2024年12月31日現在  12,319

公正価値   

2024年１月１日現在  16,677

2024年12月31日現在  16,060
 

 

当社は投資不動産の一部を子会社に賃貸し、各事業体の占有面積を基に賃貸料を請求している。当該資産は、連結
財政状態計算書上、当グループの有形固定資産として計上している。
 

当グループは、投資不動産の使用に何ら制約を受けておらず、並びに各投資不動産の購入、建設、開発、又は修
繕、もしくは保守管理及び補強に係る契約上の義務も有していない。
 

2025年12月31日現在、当グループには、権利書の取得中であった投資不動産はなかった（2024年12月31日現在：な
し）。
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2025年12月31日現在において独立鑑定人による評価を考慮して当グループが見積った当グループの投資不動産の公
正価値は、14,345百万人民元（2024年12月31日現在：16,060百万人民元）であり、投資不動産は公正価値ヒエラル
キーの中のレベル３に分類されている。
 

当グループは、投資不動産の公正価値を公正価値ヒエラルキーの中のレベル３に分類している。公正価値を決定す
るにあたり、市場比較法を評価技法として使用している。当該手法は類似不動産の最近の平均取引価格を基準とし
て、当該不動産の取引の時期及び条件、立地条件、築年数、内部の状況、床面積、階数等、様々な要素を総合的に
考慮して、投資不動産の公正価値を算出する。
 

上記評価手法において、包括的な補正係数の増加（減少）は投資不動産の公正価値の変動をもたらすと考えられ
る。
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10　関連会社及び共同支配企業投資
 

 （単位：百万人民元）

 2025年 2024年

１月１日現在 302,077 258,760

投資原価の変動 7,290 34,175

収益又は損失の持分相当額 6,353 12,077

配当宣言額 (5,134) (5,328)

その他の資本の変動 (720) 3,995

減損引当金の変動 (2,078) (1,602)

12月31日現在 307,788 302,077
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          （単位：百万人民元）

        当事業年度における変動       

  

会計処

理  投資費用  

2024年

12月31日

現在  

投資費用

の

変動  

損益の

持分相当

額  

配当宣言

額  

その他

資本の変

動  

減損引当

金  

2025年

12月31日

現在  持分割合  

減損累計

額

関連会社                       

China Guangfa

Bank Co.,Ltd.

（以下「CGB」と

いう。）（ⅰ)  持分法 53,201  112,036  ‒  5,114  (730) (1,796) ‒  114,624  43.686％  ‒

COFCO Futures

Company Limited

（以下「COFCO

Futures」とい

う。）  持分法 1,339  2,100  ‒  71  (37) 9  ‒  2,143  29.58％  ‒

China Pipe Group

Sichuan to East

China Gas

Pipeline

Co.,Ltd.（以下

「Pipeline

Company」とい

う。）  持分法 10,000  11,840  ‒  716  (660) (15) ‒  11,881  43.86％  ‒

China United

Network

Communications

Limited

（以下「China

Unicom」

という。）(ⅱ)  持分法 21,801  23,484  ‒  883  (553) 390  ‒  24,204  10.20％  ‒

その他（ⅲ）  持分法 65,266  64,649  (9,395) (2,134) (690) (38) (800) 51,592    (7,480)

小計    151,607  214,109  (9,395) 4,650  (2,670) (1,450) (800) 204,444    (7,480)

                       

共同支配企業                       

Joy City

Commercial

Property Fund

L.P.（以下「Joy

City」という。）  持分法 6,281  5,135  ‒  205  (43) ‒  ‒  5,297  66.67％  ‒

Mapleleaf

Century Limited

（以下「MCL」と

いう。）  持分法 7,656  2,636  ‒  (352) ‒  (215) ‒  2,069  75.00％  ‒

その他（ⅲ）  持分法 99,868  80,197  16,685  1,850  (2,421) 945  (1,278) 95,978    (2,567)

小計    113,805  87,968  16,685  1,703  (2,464) 730  (1,278) 103,344    (2,567)

合計    265,412  302,077  7,290  6,353  (5,134) (720) (2,078) 307,788    (10,047)
 

 

(ⅰ) 普通株式１株当たり0.0767人民元の2024年度最終配当金は、2025年６月27日に開催されたCGBの年次株主総会において承

認され、同配当が宣言された。当社は730百万人民元の現金配当を受領した。

 

(ⅱ) 普通株式１株当たり0.0621人民元の2024年度最終配当金は、2025年5月27日に開催されたChina Unicomの年次株主総会に

おいて承認され、同配当が宣言された。当社は、198百万人民元の現金配当金を受領した。普通株式１株当たり0.1112人

民元の2025年度中間配当金は、2025年10月9日に開催されたChina Unicomの株主総会において承認され、同配当が宣言さ

れた。当社は、355百万人民元の現金配当金を受領した。

2025年12月31日のChina Unicomの株価は１株当たり5.11人民元であった。
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(ⅲ)当グループは、当該企業を介し不動産、インダストリアルロジスティクス事業及びその他産業へ投資した。

 

(iv)当グループは、関連会社及び共同支配企業の売却に関し重要な制約はされていない。

 

2025年12月31日現在、当グループが所有する主要な関連会社及び共同支配企業は以下のとおりである。
 

会社名 設立地 持分割合

関連会社   

CGB 中国 43.686％

COFCO Futures 中国 29.58％

Pipeline Company 中国 43.86％

China Unicom 中国 10.20％

   

共同支配企業   

Joy City イギリス領ケイマン諸島 66.67％

MCL イギリス領バージン諸島 75.00％
 

 

2024年12月31日現在、当グループが所有する主要な関連会社及び共同支配企業は以下のとおりである。
 

会社名 設立地 持分割合

関連会社   

CGB 中国 43.686％

COFCO Futures 中国 29.58％

Pipeline Company 中国 43.86％

China Unicom 中国 10.03％

   

共同支配企業   

Joy City イギリス領ケイマン諸島 66.67％

MCL イギリス領バージン諸島 75.00％
 

 

以下の表は、2025年12月31日現在及び2025年12月31日終了事業年度の当グループの主要な関連会社及び共同支配企
業の財務情報の要約を示したものである。
 

  （単位：百万人民元）

  CGB  

COFCO

Futures  

Pipeline

Company  

China

Unicom  Joy City  MCL

資産合計  3,731,844  30,271  21,384  671,056  9,944  24,129

負債合計  3,426,796  25,370  7,431  294,555  17  12,786

株主資本合計  305,048  4,901  13,953  376,501  9,927  11,343

関連会社及び共同支配企業の持分所

有者に帰属する持分株主資本合計  255,048  4,880  13,953  168,591  9,927  11,343

合計調整額（ⅰ）  7,334  2,365  13,135  68,703  (1,982) (8,584)

関連会社及び共同支配企業の持分所

有者に帰属する持分株主資本合計

（調整後）  262,382  7,245  27,088  237,294  7,945  2,759

当グループの所有割合  43.686％  29.58％  43.86％  10.20％  66.67％  75.00％

投資帳簿価額  114,624  2,143  11,881  24,204  5,297  2,069

減損  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒

投資帳簿価額（純額）  114,624  2,143  11,881  24,204  5,297  2,069

収益合計  63,942  812  4,277  400,982  299  704

純利益/（損失）  13,021  243  1,653  20,788  285  68

その他包括利益  (4,574) 31  ‒  (262) ‒  (652)

包括利益合計  8,447  274  1,653  20,526  285  (584)
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以下の表は、2024年12月31日現在及び2024年12月31日終了事業年度の当グループの主要な関連会社及び共同支配企
業の財務情報の要約を示したものである。
 

  （単位：百万人民元）

  CGB  

COFCO

Futures  

Pipeline

Company  

China

Unicom  Joy City  MCL
 

資産合計  3,644,993  26,518  21,099  672,837  9,530  24,865  
負債合計  3,345,982  21,787  7,261  304,048  7  13,140  
株主資本合計  299,011  4,731  13,838  368,789  9,523  11,725  
関連会社及び共同支配企業の持分所有

者に帰属する持分株主資本合計  249,012  4,713  13,838  164,847  9,523  11,725
 

合計調整額（ⅰ）  150  -  340  15,093  (1,821) (8,210) 
関連会社及び共同支配企業の持分所有

者に帰属する持分株主資本合計（調

整後）  249,162  4,713  14,178  179,940  7,702  3,515

 

当グループの所有割合  43.686％％  29.58％  43.86％  10.03％  66.67％  75.00％  
投資帳簿価額  112,036  2,100  11,840  23,484  5,135  2,636  
減損  -  -  -  -  -  -  
投資帳簿価額（純額）  112,036  2,100  11,840  23,484  5,135  2,636  
収益合計  69,237  1,218  4,474  399,008  310  769  
純利益/（損失）  15,284  265  1,860  20,601  296  30  
その他包括利益  5,520  17  -  263  -  223  
包括利益合計  20,804  282  1,860  20,864  296  253  

 

 

(ⅰ)合計調整額には、会計方針差異の調整、公正価値の調整及びその他の調整が含まれる。

 

2025年12月31日及び2024年12月31日現在、当グループは関連会社及び共同支配企業との間に偶発負債を有していな
かった。当グループは、2025年12月31日現在、関連会社及び共同支配企業に対する15,952百万人民元（2024年12月
31日現在：18,970百万人民元）の出資コミットメントを有していた。出資コミットメント額は注記36のキャピタ
ル・コミットメントに含まれている。
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11　金融資産
 

11.1　定期預金
 

 （単位：百万人民元）

 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

満期：   

１年以内 55,782 83,765

１年超５年以内 363,129 348,423

５年超 ‒ 6,500

小計 418,911 438,688

減損引当金 (223) (233)

合計 418,688 438,455
 

 

2025年12月31日現在、当グループは定期預金1,359百万人民元を保有しており、特定の目的のため制限されている
（2024年12月31日現在：1,104百万人民元）。
 

11.2　法定拘束性預託金
 

 （単位：百万人民元）

 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

契約上の満期スケジュール：   

１年以内 408 345

１年超５年以内 6,220 6,254

小計 6,628 6,599

減損引当金 (8) (8)

合計 6,620 6,591
 

 

中国の保険会社は、NFRAの規定に従い、登記資本金の20％相当額を指定銀行に預託することが義務付けられてい
る。当該預託金は、清算手続中の債務弁済以外の目的で使用することはできない。
 

11.3　償却原価で測定する負債性金融商品に対する投資
 

  （単位：百万人民元）

 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

トラスト・スキーム 98,038 114,677

負債性投資プラン 72,698 70,120

その他（ⅰ） 3,756 12,443

小計 174,492 197,240

減損引当金 (500) (486)

合計 173,992 196,754

上場地別：   

中国本土において上場 617 2,081

中国香港において上場 145 99

海外市場において上場 106 58

非上場(ⅱ) 173,124 194,516

合計 173,992 196,754
 

 

(ⅰ) 償却原価で計上されるその他の負債性金融商品への投資には、主に大口の譲渡性預金証書及び社債等が含まれる。

 

(ⅱ) 非上場投資には、非公開のトラスト・スキーム及び負債性投資プラン等が含まれる。
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 （単位：百万人民元）

 2025年12月31日現在

公正価値ヒエラルキー レベル１  レベル２  レベル３  合計

トラスト・スキーム ‒  ‒  102,328  102,328

負債性投資プラン ‒  ‒  74,420  74,420

その他 356  3,410  ‒  3,766

合計 356  3,410  176,748  180,514
 

 

 （単位：百万人民元）

 2024年12月31日現在

公正価値ヒエラルキー レベル１  レベル２  レベル３  合計

トラスト・スキーム -  -  120,981  120,981

負債性投資プラン -  -  73,848  73,848

その他 875  2,746  8,765  12,386

合計 875  2,746  203,594  207,215
 

 

  （単位：百万人民元）

契約上の満期スケジュール 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

満期：   

１年以内 19,951 38,460

１年超５年以内 126,537 112,487

５年超10年以内 25,858 44,231

10年超 1,646 1,576

合計 173,992 196,754
 

 

11.4　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品に対する投資
 

  （単位：百万人民元）

 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

国債 631,917 688,755

政府機関債 2,655,145 2,179,824

社債 492,720 446,221

劣後債 20,462 21,229

その他（ⅰ） 125,798 122,866

合計 3,926,042 3,458,895

上場地別：   

中国本土において上場 395,645 431,701

中国香港において上場 86 93

海外市場において上場 1,486 1,055

非上場(ⅱ) 3,528,825 3,026,046

合計 3,926,042 3,458,895

契約上の満期スケジュール   

満期：   

１年以内 228,226 152,936

１年超５年以内 381,312 424,910

５年超10年以内 204,713 233,853

10年超 3,111,791 2,647,196

合計 3,926,042 3,458,895

減損引当金 (1,020) (928)
 

 

(ⅰ) 主にトラスト・スキーム及び負債性投資プランが含まれる。

 

(ⅱ) 中国の銀行間市場で取引される債券、非公開のトラスト・スキーム及び負債性投資プランが含まれる。
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11.5　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に対する投資
 

  （単位：百万人民元）

 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

普通株式 232,447 60,153

優先株式 48,690 51,444

その他（ⅰ） 36,739 60,220

合計 317,876 171,817

上場地別：   

中国本土において上場 205,327 77,345

中国香港において上場 77,877 36,338

非上場（ⅰ） 34,672 58,134

合計 317,876 171,817
 

 

(ⅰ) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に対するその他の投資及び非上場投資には、主に永久債等

が含まれる。

 

2025年に、当グループはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に対する投資69,142百万人
民元（2024年：29,331百万人民元）を処分した。処分時の正味累積利得は、5,261百万人民元（2024年： 2,559百

万人民元）であった。
 

当事業年度において認識されたその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に対する投資からの
配当収益は、注記22に記載されている。
 

11.6　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
 

  （単位：百万人民元）

 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

国債 5,007 3,905

政府機関債 8,145 8,849

社債 110,430 202,923

劣後債 330,286 347,604

ファンド 421,842 306,551

普通株式 602,895 440,930

その他（ⅰ） 588,683 597,336

合計 2,067,288 1,908,098

上場地別：   

中国本土において上場 756,159 572,717

中国香港において上場 51,102 36,517

海外市場において上場 24,714 23,194

非上場（ⅱ） 1,235,313 1,275,670

合計 2,067,288 1,908,098
 

 

(ⅰ) 主にトラスト・スキーム、永久債、プライベート・エクイティ・ファンド及び非上場株式が含まれる。

 

(ⅱ) 中国の銀行間市場で取引される債券並びに非公開のトラスト・スキーム、永久債、プライベート・エクイティ・ファンド

及び非上場株式が含まれる。

 

11.7　売戻条件付購入金融資産
 

 （単位：百万人民元）

 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

満期：   

30日以内 50,879 30,560
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12　金融資産及び負債の公正価値
 

以下の表は、金融資産及び負債の帳簿価額及び見積公正価値を示している。
 

  （単位：百万人民元）

  帳簿価額  見積公正価値

  12月31日現在  12月31日現在

  2025年  2024年  2025年  2024年

定期預金  418,688  438,455  418,688  438,455

法定拘束性預託金  6,620  6,591  6,620  6,591

償却原価で測定する負債性金融商品に対

する投資  173,992  196,754  180,514  207,215

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する負債性金融商品に対する投資  3,926,042  3,458,895  3,926,042  3,458,895

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する資本性金融商品に対する投資  317,876  171,817  317,876  171,817

純損益を通じて公正価値で測定する金融

資産  2,067,288  1,908,098  2,067,288  1,908,098

売戻条件付購入金融資産  50,879  30,560  50,879  30,560

現金及び現金同等物  142,373  85,505  142,373  85,505

純損益を通じて公正価値で測定する金融

負債  (82,010) (53,521) (82,010) (53,521)

買戻条件付売却金融資産  (331,863) (151,564) (331,863) (151,564)

社債  (35,195) (35,194) (35,178) (35,387)

有利子融資及びその他の借入金  (56) (12,758) (56) (12,758)
 

 

当グループの直接連動有配当契約の基礎となる項目の公正価値は、以下のとおりである。
 

  （単位：百万人民元）

  2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

現金及び現金同等物  50,437  38,203

定期預金  115,671  102,607

償却原価で測定する負債性金融商品に対する投資  ‒  1,938

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金

融商品に対する投資  1,472,190  1,457,353

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金

融商品に対する投資  41,193  50,316

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産  770,972  702,762

その他雑項目  31,819  69,432

合計  2,482,282  2,422,611
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13　その他の資産
 

  （単位：百万人民元）

  2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

投資債権  18,568  2,805

土地使用権（ⅰ）  7,377  7,620

支払  4,516  5,140

関連当事者に対する未収金  1,102  1,084

建設会社に対する前払金  100  99

その他（ⅱ）  16,278  14,964

合計  47,941  31,712
 

 

(ⅰ) 上記土地使用権及び使用権資産を含む当グループの使用権資産は、注記８に開示されている。

 

(ⅱ) 2025年12月31日及び2024年12月31日現在、当グループのその他の資産に含まれていたその他の項目は、主に子会社の不動

産関連資産であった。

 

2025年12月31日終了事業年度において、当グループはその他の債権に係る予想信用損失20百万人民元（2024年度：
57百万人民元）を認識した。また、2025年12月31日現在、その他の債権に係る減損引当金は、668百万人民元
（2024年12月31日現在：773百万人民元）であった。
 

前へ　　　次へ
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14　保険契約
 

14.1　重要な数理計算上の仮定
 

(１)　将来キャッシュ・フローの見積り
 

各保険契約グループの測定には、各契約グループの境界線内の全ての将来キャッシュ・フローが含められている。
 

当グループは、報告日現在で利用可能な情報に基づいて、予想将来キャッシュ・フローとその発生時期及び確率を
見積っている。当グループの予想は、過去の事象と、現在の状況から得られる情報、及び将来の状況の予測に基づ
いている。当グループによる将来キャッシュ・フローの見積りは、生じ得る全ての範囲結果を反映する一定範囲の
シナリオの確率加重平均である。
 

当グループは、将来キャッシュ・フローの見積りを、貨幣の時間価値を反映するように調整している。
 

財政状態計算書日時点の利用可能な情報に基づき、当グループは将来キャッシュ・フローの見積りの算定に使用さ
れる仮定を再評価している。
 

使用された重要な数理計算上の仮定の説明は、以下のとおりである。
 

割引率
 

当グループは、報告日現在で利用可能な情報に基づき、保険契約の将来キャッシュ・フローの割引率を決定する際
に、無リスクのイールド・カーブに基づいて税プレミアム及び流動性プレミアムを調整するボトムアップ・アプ
ローチを適用している。予定割引率（スポットレート）は以下のとおりである。
 

 予定割引率

2025年12月31日現在 1.71％～4.72％

2024年12月31日現在 1.55％～4.77％
 

 

死亡率/疾病率
 

予定死亡率及び疾病率は、死亡及び疾病に関する当グループの過去の実績に基づいている。予定死亡率及び疾病率
は被保険者の性別及び年齢並びに契約の種類によって異なる。
 

当グループは、中国人寿保険死亡率表（2010年－2013年）に、当グループの過去の死亡率実績値を適宜反映する調
整を行ったものに基づいて、予定死亡率を設定している。当グループは、疾病率は過去の実績及び今後の進展に係
る変化傾向の分析に基づいている。予定死亡率及び疾病率の仮定には、疫病、自然災害、事故、ライフスタイルの
変化、医療、社会情勢などの影響を受ける不確実性がある。
 

予定失効率
 

予定失効率は、将来のマクロ経済、代替金融商品の利用可能性、市場競争といった、これらの基礎率に不確実性を
もたらす特定の要因から影響を受ける。予定失効率は、信頼度の高い過去の実績、現在の状況、将来の予測及びそ
の他の基礎率を参照して決定される。
 

予定事業費率
 

予定事業費率は、過去の費用調査及び将来動向を考慮に入れた、報告日現在で利用可能な情報に基づいている。予
定事業費率は、将来のインフレや市場競争といった、これらの仮定に不確実性をもたらす特定の要因から影響を受
ける。
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予定配当率
 

予定配当率には不確実性があり、期待投資収益、当グループの配当方針及び保険契約者の合理的な期待といった要
因の影響を受ける。当グループは、保険契約で合意されている通り、有配当型保険契約者に対して、分配可能累積
剰余金の70％以上を支払う義務がある。
 

(２)　非金融リスクに係るリスク調整
 

非金融リスクに係るリスク調整はグループ・レベルで算定され、それぞれのリスク・プロファイルに従って各契約
グループに割り当てられる。当グループは、信頼区間法に基づき、75％の信頼水準で非金融リスクに係るリスク調
整を決定している。
 

14.2　保険契約負債
 

(１)　発行された保険契約の残存カバーに係る負債及び発生保険金に係る負債に関する調整
 

保険料配分アプローチを用いて測定しない契約
 

  （単位：百万人民元）

  残存カバーに係る負債     

  

損失要素を

除いた額  損失要素  

発生保険金

に係る負債  合計

2025年１月１日現在の保険契約負債  5,687,512  67,105  34,839  5,789,456

移行時に修正遡及アプローチを用いて測

定した契約  (109,093) ‒  ‒  (109,093)

移行時に公正価値アプローチを用いて測

定した契約  (20,442) ‒  ‒  (20,442)

その他の契約  (34,505) ‒  ‒  (34,505)

保険収益合計  (164,040) ‒  ‒  (164,040)

発生保険金及びその他の費用  ‒  (2,642) 47,279  44,637

保険獲得キャッシュ・フローの償却  48,585  ‒  ‒  48,585

不利な契約に係る損失及び損失の戻入れ  ‒  4,980  ‒  4,980

発生保険金に係る負債の変動  ‒  ‒  726  726

保険サービス費用合計  48,585  2,338  48,005  98,928

保険サービス損益  (115,455) 2,338  48,005  (65,112)

保険契約の金融面の変動  162,775  530  1  163,306

包括利益に認識される金額合計  47,320  2,868  48,006  98,194

投資要素  (316,655) ‒  316,655  ‒

受け取った保険料  859,878  ‒  ‒  859,878

支払った保険獲得キャッシュ・フロー  (43,801) ‒  ‒  (43,801)

支払った保険金及びその他の費用  ‒  ‒  (363,997) (363,997)

キャッシュ・フロー合計  816,077  ‒  (363,997) 452,080

2025年12月31日現在の保険契約負債  6,234,254  69,973  35,503  6,339,730
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  （単位：百万人民元）

  残存カバーに係る負債     

  

損失要素を

除いた額  損失要素  

発生保険金

に係る負債  合計

2024年１月１日現在の保険契約負債  4,759,114  30,904  35,387  4,825,405

移行時に修正遡及アプローチを用いて測

定した契約  (109,785) -  -  (109,785)

移行時に公正価値アプローチを用いて測

定した契約  (20,282) -  -  (20,282)

その他の契約  (26,808) -  -  (26,808)

保険収益合計  (156,875) -  -  (156,875)

発生保険金及びその他の費用  -  (3,366) 47,176  43,810

保険獲得キャッシュ・フローの償却  45,167  -  -  45,167

不利な契約に係る損失及び損失の戻入れ  -  39,044  -  39,044

発生保険金に係る負債の変動  -  -  650  650

保険サービス費用合計  45,167  35,678  47,826  128,671

保険サービス損益  (111,708) 35,678  47,826  (28,204)

保険契約の金融面の変動  592,442  523  -  592,965

包括利益に認識される金額合計  480,734  36,201  47,826  564,761

投資要素  (252,214) -  252,214  -

受け取った保険料  747,663  -  -  747,663

支払った保険獲得キャッシュ・フロー  (47,785) -  -  (47,785)

支払った保険金及びその他の費用  -  -  (300,588) (300,588)

キャッシュ・フロー合計  699,878  -  (300,588) 399,290

2024年12月31日現在の保険契約負債  5,687,512  67,105  34,839  5,789,456
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保険料配分アプローチを用いて測定する契約
 

  （単位：百万人民元）

  残存カバーに係る負債  発生保険金に係る負債  

  

損失要素を

除いた額  損失要素  

将来キャッ

シュ・フロー

の現在価値の

見積り  

非金融リスク

に係るリスク

調整 合計

2025年１月１日現在の保険契約負債  4,763  1,307  28,915  585 35,570

移行時に修正遡及アプローチを用いて測

定した契約  71  ‒  ‒  ‒ 71

その他の契約  (50,167) ‒  ‒  ‒ (50,167)

保険収益合計  (50,096) ‒  ‒  ‒ (50,096)

発生保険金及びその他の費用  ‒  (1,010) 32,636  560 32,186

保険獲得キャッシュ・フローの償却  17,029  ‒  ‒  ‒ 17,029

不利な契約に係る損失及び損失の戻入れ  ‒  1,802  ‒  ‒ 1,802

発生保険金に係る負債の変動  ‒  ‒  (696) (513) (1,209)

保険サービス費用合計  17,029  792  31,940  47 49,808

保険サービス損益  (33,067) 792  31,940  47 (288)

保険契約の金融面の変動  984  ‒  432  10 1,426

包括利益に認識される金額合計  (32,083) 792  32,372  57 1,138

投資要素  (34,636) ‒  34,636  ‒ ‒

受け取った保険料  85,621  ‒  ‒  ‒ 85,621

支払った保険獲得キャッシュ・フロー  (17,518) ‒  ‒  ‒ (17,518)

支払った保険金及びその他の費用  ‒  ‒  (68,427) ‒ (68,427)

キャッシュ・フロー合計  68,103  ‒  (68,427) ‒ (324)

2025年12月31日現在の保険契約負債  6,147  2,099  27,496  642 36,384
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  （単位：百万人民元）

  残存カバーに係る負債  発生保険金に係る負債  

  

損失要素を

除いた額  損失要素  

将来キャッ

シュ・フロー

の現在価値の

見積り  

非金融リスク

に係るリスク

調整 合計

2024年１月１日現在の保険契約負債  6,251  798  26,143  578 33,770

移行時に修正遡及アプローチを用いて測

定した契約  (21) -  -  - (21)

その他の契約  (51,265) -  -  - (51,265)

保険収益合計  (51,286) -  -  - (51,286)

発生保険金及びその他の費用  -  (638) 36,265  515 36,142

保険獲得キャッシュ・フローの償却  16,795  -  -  - 16,795

不利な契約に係る損失及び損失の戻入れ  -  1,147  -  - 1,147

発生保険金に係る負債の変動  -  -  (1,687) (524) (2,211)

保険サービス費用合計  16,795  509  34,578  (9) 51,873

保険サービス損益  (34,491) 509  34,578  (9) 587

保険契約の金融面の変動  1,405  -  659  16 2,080

包括利益に認識される金額合計  (33,086) 509  35,237  7 2,667

投資要素  (34,956) -  34,956  - -

受け取った保険料  83,993  -  -  - 83,993

支払った保険獲得キャッシュ・フロー  (17,439) -  -  - (17,439)

支払った保険金及びその他の費用  -  -  (67,421) - (67,421)

キャッシュ・フロー合計  66,554  -  (67,421) - (867)

2024年12月31日現在の保険契約負債  4,763  1,307  28,915  585 35,570
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(２)　発行された保険契約の履行キャッシュ・フロー及び契約上のサービス・マージンに関する調整
 

保険料配分アプローチを用いて測定しない契約
 

  （単位：百万人民元）

  

将来キャッ

シュ・フローの

現在価値  

非金融リスクに

係るリスク調整  

契約上のサービ

ス・マージン  合計

2025年１月１日現在の保険契約負債  5,005,886  41,082  742,488  5,789,456

提供されたサービスに対して認識された

契約上のサービス・マージン  ‒  ‒  (68,475) (68,475)

非金融リスクに係るリスク調整の変動  ‒  (2,092) ‒  (2,092)

当期における実績調整  (251) ‒  ‒  (251)

現在のサービスに関する変動  (251) (2,092) (68,475) (70,818)

当期に当初認識した保険契約の影響  (54,207) 1,408  53,074  275

見積りの変更のうち、契約上のサービ

ス・マージンを修正するもの  (17,904) (474) 18,378  ‒

見積りの変更のうち、契約上のサービ

ス・マージンを修正しないもの  4,323  382  ‒  4,705

将来のサービスに関する変動  (67,788) 1,316  71,452  4,980

発生保険金に係る負債の変動  724  2  ‒  726

過去のサービスに関する変動  724  2  ‒  726

保険サービス損益  (67,315) (774) 2,977  (65,112)

保険契約の金融面の変動  139,926  476  22,904  163,306

包括利益に認識される金額合計  72,611  (298) 25,881  98,194

受け取った保険料  859,878  ‒  ‒  859,878

支払った保険獲得キャッシュ・フロー  (43,801) ‒  ‒  (43,801)

支払った保険金及びその他の費用  (363,997) ‒  ‒  (363,997)

キャッシュ・フロー合計  452,080  ‒  ‒  452,080

2025年12月31日現在の保険契約負債  5,530,577  40,784  768,369  6,339,730
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  （単位：百万人民元）

  

将来キャッ

シュ・フローの

現在価値  

非金融リスクに

係るリスク調整  

契約上のサービ

ス・マージン  合計

2024年１月１日現在の保険契約負債  4,019,340  36,928  769,137  4,825,405

提供されたサービスに対して認識された

契約上のサービス・マージン  -  -  (64,126) (64,126)

非金融リスクに係るリスク調整の変動  -  (2,033) -  (2,033)

当期における実績調整  (1,739) -  -  (1,739)

現在のサービスに関する変動  (1,739) (2,033) (64,126) (67,898)

当期に当初認識した保険契約の影響  (58,079) 1,450  57,708  1,079

見積りの変更のうち、契約上のサービ

ス・マージンを修正するもの  44,088  (466) (43,622) -

見積りの変更のうち、契約上のサービ

ス・マージンを修正しないもの  37,444  521  -  37,965

将来のサービスに関する変動  23,453  1,505  14,086  39,044

発生保険金に係る負債の変動  648  2  -  650

過去のサービスに関する変動  648  2  -  650

保険サービス損益  22,362  (526) (50,040) (28,204)

保険契約の金融面の変動  564,894  4,680  23,391  592,965

包括利益に認識される金額合計  587,256  4,154  (26,649) 564,761

受け取った保険料  747,663  -  -  747,663

支払った保険獲得キャッシュ・フロー  (47,785) -  -  (47,785)

支払った保険金及びその他の費用  (300,588) -  -  (300,588)

キャッシュ・フロー合計  399,290  -  -  399,290

2024年12月31日現在の保険契約負債  5,005,886  41,082  742,488  5,789,456
 

 

2025年12月31日現在、当グループは、保険料配分アプローチを用いて測定しない保険契約の契約上のサービス・マージンの

64.59％（2024年12月31日現在：63.82％）が今後10年間で償却に伴い利益に認識されると見込んでいる。
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(３)　当期に発行された保険契約の当初認識による影響
 

保険料配分アプローチを用いて測定しない契約
 

 （単位：百万人民元）

 2025年度 2024年度

 

不利でない

契約 不利な契約 合計

不利でない

契約 不利な契約 合計

将来キャッシュ・インフローの

現在価値の見積り (674,725) (104,748) (779,473) (699,363) (112,729) (812,092)

保険獲得キャッシュ・フロー 46,968 277 47,245 60,713 1,956 62,669

その他 573,428 104,593 678,021 579,656 111,688 691,344

将来キャッシュ・アウトフロー

の現在価値の見積り 620,396 104,870 725,266 640,369 113,644 754,013

非金融リスクに係るリスク調整 1,255 153 1,408 1,286 164 1,450

契約上のサービス・マージン 53,074 ‒ 53,074 57,708 ‒ 57,708

合計 ‒ 275 275 ‒ 1,079 1,079
 

 

(４)　保険料配分アプローチを用いて測定しない保険契約の契約上のサービス・マージンに関する調整
 

  （単位：百万人民元）

  

移行日に修正遡

及アプローチを

用いて測定した

保険契約  

移行日に公正価

値アプローチを

用いて測定した

保険契約  その他の契約  合計

2025年１月１日現在  498,680  130,530  113,278  742,488

現在のサービスに関する変動  (47,739) (11,275) (9,461) (68,475)

当期に当初認識した保険契約の影響  ‒  ‒  53,074  53,074

見積りの変更のうち、契約上のサービ

ス・マージンを修正するもの  17,648  2,348  (1,618) 18,378

将来のサービスに関する変動  17,648  2,348  51,456  71,452

保険契約の金融面の変動  15,206  4,205  3,493  22,904

2025年12月31日現在  483,795  125,808  158,766  768,369
 

 

  （単位：百万人民元）

  

移行日に修正遡

及アプローチを

用いて測定した

保険契約  

移行日に公正価

値アプローチを

用いて測定した

保険契約  その他の契約  合計

2024年１月１日現在  557,494  136,909  74,734  769,137

現在のサービスに関する変動  (46,347) (11,647) (6,132) (64,126)

当期に当初認識した保険契約の影響  -  -  57,708  57,708

見積りの変更のうち、契約上のサービ

ス・マージンを修正するもの  (28,590) 1,060  (16,092) (43,622)

将来のサービスに関する変動  (28,590) 1,060  41,616  14,086

保険契約の金融面の変動  16,123  4,208  3,060  23,391

2024年12月31日現在  498,680  130,530  113,278  742,488
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14.3　再保険契約資産/（負債）
 

(１)　保有している再保険契約の残存カバー及び発生保険金に関する調整
 

保険料配分アプローチを用いて測定しない契約
 

 （単位：百万人民元）

 

再保険者から回収した

残存カバーに係る資産  再保険者から回

収した発生保険

金に係る資産

  

 

損失回収要素を

除いた額  損失回収要素   合計

2025年１月１日現在の再保険契約資産 15,110  2,212  11,369  28,691

2025年１月１日現在の再保険契約負債 (164) ‒  18  (146)

2025年１月１日現在の再保険契約の純資

産/（負債） 14,946  2,212  11,387  28,545

出再保険料の配分 (4,800) ‒  ‒  (4,800)

発生保険金及びその他の費用の回収額 ‒  (244) 3,135  2,891

損失回収要素の認識及び戻入れ ‒  684  ‒  684

再保険者から回収した発生保険金に係る資

産の変動 ‒  ‒  1,031  1,031

再保険者から回収した金額 ‒  440  4,166  4,606

再保険契約に係る損益 (4,800) 440  4,166  (194)

保有している再保険契約の金融面の変動 (87) 122  ‒  35

包括利益に認識される金額合計 (4,887) 562  4,166  (159)

投資要素 (1,816) ‒  1,816  ‒

出再保険料 2,005  ‒  ‒  2,005

再保険者から回収した発生保険金及びその

他の費用 ‒  ‒  (1,739) (1,739)

キャッシュ・フロー合計 2,005  ‒  (1,739) 266

2025年12月31日現在の再保険契約の純資

産/（負債） 10,248  2,774  15,630  28,652

2025年12月31日現在の再保険契約資産 10,719  2,772  15,426  28,917

2025年12月31日現在の再保険契約負債 (471) 2  204  (265)
 

 

EDINET提出書類

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(E05940)

有価証券報告書

181/355



 

 （単位：百万人民元）

 

再保険者から回収した

残存カバーに係る資産  再保険者から回

収した発生保険

金に係る資産

  

 

損失回収要素を

除いた額  損失回収要素   合計

2024年１月１日現在の再保険契約資産 15,043  2,290  7,087  24,420

2024年１月１日現在の再保険契約負債 (142) -  19  (123)

2024年１月１日現在の再保険契約の純資

産/（負債） 14,901  2,290  7,106  24,297

出再保険料の配分 (4,690) -  -  (4,690)

発生保険金及びその他の費用の回収額 -  (193) 3,116  2,923

損失回収要素の認識及び戻入れ -  (6) -  (6)

再保険者から回収した発生保険金に係る資

産の変動 -  -  2,346  2,346

再保険者から回収した金額 -  (199) 5,462  5,263

再保険契約に係る損益 (4,690) (199) 5,462  573

保有している再保険契約の金融面の変動 4,032  121  -  4,153

包括利益に認識される金額合計 (658) (78) 5,462  4,726

投資要素 (1,820) -  1,820  -

出再保険料 2,523  -  -  2,523

再保険者から回収した発生保険金及びその

他の費用 -  -  (3,001) (3,001)

キャッシュ・フロー合計 2,523  -  (3,001) (478)

2024年12月31日現在の再保険契約の純資

産/（負債） 14,946  2,212  11,387  28,545

2024年12月31日現在の再保険契約資産 15,110  2,212  11,369  28,691

2024年12月31日現在の再保険契約負債 (164) -  18  (146)
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保険料配分アプローチを用いて測定する契約
 

 （単位：百万人民元）

 

再保険者から回収した

残存カバーに係る資産  

再保険者から回収した

発生保険金に係る資産  

 

損失回収要素

を除いた額  損失回収要素  

将来キャッ

シュ・フロー

の現在価値

非金融リスク

に係る

リスク調整 合計

2025年１月１日現在の再保険契約資

産 (954) 23  2,967 11 2,047

2025年１月１日現在の再保険契約負

債 (59) 1  44 ‒ (14)

2025年１月１日現在の再保険契約の

純資産/（負債） (1,013) 24  3,011 11 2,033

出再保険料の配分 (950) ‒  ‒ ‒ (950)

発生保険金及びその他の費用の回収

額 ‒  (21) 396 6 381

損失回収要素の認識及び戻入れ ‒  44  ‒ ‒ 44

再保険者から回収した発生保険金に

係る資産の変動 ‒  ‒  227 (10) 217

再保険者から回収した金額 ‒  23  623 (4) 642

再保険契約に係る損益 (950) 23  623 (4) (308)

保有している再保険契約の金融面の

変動 13  ‒  16 ‒ 29

包括利益に認識される金額合計 (937) 23  639 (4) (279)

投資要素 (321) ‒  321 ‒ ‒

出再保険料 294  ‒  ‒ ‒ 294

再保険者から回収した発生保険金及

びその他の費用 ‒  ‒  (998) ‒ (998)

キャッシュ・フロー合計 294  ‒  (998) ‒ (704)

2025年12月31日現在の再保険契約の

純資産/（負債） (1,977) 47  2,973 7 1,050

2025年12月31日現在の再保険契約資

産 (1,775) 45  2,820 7 1,097

2025年12月31日現在の再保険契約負

債 (202) 2  153 ‒ (47)
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 （単位：百万人民元）

 

再保険者から回収した

残存カバーに係る資産  

再保険者から回収した

発生保険金に係る資産  

 

損失回収要素

を除いた額  損失回収要素  

将来キャッ

シュ・フロー

の現在価値

非金融リスク

に係る

リスク調整 合計

2024年１月１日現在の再保険契約資

産 (402) 28  1,790 10 1,426

2024年１月１日現在の再保険契約負

債 (166) 1  100 - (65)

2024年１月１日現在の再保険契約の

純資産/（負債） (568) 29  1,890 10 1,361

出再保険料の配分 (381) -  - - (381)

発生保険金及びその他の費用の回収

額 -  (29) 632 10 613

損失回収要素の認識及び戻入れ -  24  - - 24

再保険者から回収した発生保険金に

係る資産の変動 -  -  (442) (9) (451)

再保険者から回収した金額 -  (5) 190 1 186

再保険契約に係る損益 (381) (5) 190 1 (195)

保有している再保険契約の金融面の

変動 38  -  36 - 74

包括利益に認識される金額合計 (343) (5) 226 1 (121)

投資要素 (1,308) -  1,308 - -

出再保険料 1,206  -  - - 1,206

再保険者から回収した発生保険金及

びその他の費用 -  -  (413) - (413)

キャッシュ・フロー合計 1,206  -  (413) - 793

2024年12月31日現在の再保険契約の

純資産/（負債） (1,013) 24  3,011 11 2,033

2024年12月31日現在の再保険契約資

産 (954) 23  2,967 11 2,047

2024年12月31日現在の再保険契約負

債 (59) 1  44 - (14)
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(２)　保有している再保険契約の履行キャッシュ・フロー及び契約上のサービス・マージンに関する調整
 

保険料配分アプローチを用いて測定しない契約
 

 （単位：百万人民元）

 

将来キャッ

シュ・フローの

現在価値  

非金融リスクに

係るリスク調整  

契約上のサービ

ス・マージン  合計

2025年１月１日現在の再保険契約資産 31,250  8,774  (11,333) 28,691

2025年１月１日現在の再保険契約負債 (368) 36  186  (146)

2025年１月１日現在の再保険契約の純資

産/（負債） 30,882  8,810  (11,147) 28,545

提供されたサービスに対して認識された

契約上のサービス・マージン ‒  ‒  851  851

非金融リスクに係るリスク調整の変動 ‒  (399) ‒  (399)

当期における実績調整 (2,361) ‒  ‒  (2,361)

現在のサービスに関する変動 (2,361) (399) 851  (1,909)

当期に当初認識した保有している再保険

契約の影響 226  137  (363) ‒

見積りの変更のうち、契約上のサービ

ス・マージンを修正するもの (1,743) (25) 1,768  ‒

見積りの変更のうち、契約上のサービ

ス・マージンを修正しないもの 657  27  ‒  684

将来のサービスに関する変動 (860) 139  1,405  684

再保険者から回収した発生保険金に係る

資産の変動 1,031  ‒  ‒  1,031

過去のサービスに関する変動 1,031  ‒  ‒  1,031

保有している再保険契約に係る損益 (2,190) (260) 2,256  (194)

保有している再保険契約の金融面の変動 506  122  (593) 35

包括利益に認識される金額合計 (1,684) (138) 1,663  (159)

出再保険料 2,005  ‒  ‒  2,005

再保険者から回収した発生保険金及びそ

の他の費用 (1,739) ‒  ‒  (1,739)

キャッシュ・フロー合計 266  ‒  ‒  266

2025年12月31日現在の再保険契約の純資

産/（負債） 29,464  8,672  (9,484) 28,652

2025年12月31日現在の再保険契約資産 30,830  8,511  (10,424) 28,917

2025年12月31日現在の再保険契約負債 (1,366) 161  940  (265)
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 （単位：百万人民元）

 

将来キャッ

シュ・フローの

現在価値  

非金融リスクに

係るリスク調整  

契約上のサービ

ス・マージン  合計

2024年１月１日現在の再保険契約資産 27,197  7,859  (10,636) 24,420

2024年１月１日現在の再保険契約負債 (78) 35  (80) (123)

2024年１月１日現在の再保険契約の純資

産/（負債） 27,119  7,894  (10,716) 24,297

提供されたサービスに対して認識された

契約上のサービス・マージン -  -  980  980

非金融リスクに係るリスク調整の変動 -  (395) -  (395)

当期における実績調整 (2,352) -  -  (2,352)

現在のサービスに関する変動 (2,352) (395) 980  (1,767)

当期に当初認識した保有している再保険

契約の影響 (84) 47  37  -

見積りの変更のうち、契約上のサービ

ス・マージンを修正するもの 826  89  (915) -

見積りの変更のうち、契約上のサービ

ス・マージンを修正しないもの (7) 1  -  (6)

将来のサービスに関する変動 735  137  (878) (6)

再保険者から回収した発生保険金に係る

資産の変動 2,346  -  -  

 

2,346

過去のサービスに関する変動 2,346  -  -  2,346

保有している再保険契約に係る損益 729  (258) 102  573

保有している再保険契約の金融面の変動 3,512  1,174  (533) 4,153

包括利益に認識される金額合計 4,241  916  (431) 4,726

出再保険料 2,523  -  -  2,523

再保険者から回収した発生保険金及びそ

の他の費用 (3,001) -  -  (3,001)

キャッシュ・フロー合計 (478) -  -  (478)

2024年12月31日現在の再保険契約の純資

産/（負債） 30,882  8,810  (11,147) 28,545

2024年12月31日現在の再保険契約資産 31,250  8,774  (11,333) 28,691

2024年12月31日現在の再保険契約負債 (368) 36  186  (146)
 

 

2025年12月31日現在、当グループは、保険料配分アプローチを用いて測定しない再保険契約の契約上のサービス・マージンの

56.31％（2024年12月31日現在：56.49％）が今後10年間で償却に伴い利益に認識されると見込んでいる。
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(３)　当期における再保険契約の当初認識による影響
 

保険料配分アプローチを用いて測定しない契約
 

 （単位：百万人民元）

 12月31日終了事業年度

 2025年 2024年

 

正味利得が生

じている

再保険契約

正味コストが

生じている

再保険契約 合計

正味利得が生

じている

再保険契約

正味コストが

生じている

再保険契約 合計

将来キャッシュ・インフロー

の現在価値の見積り 2,617 ‒ 2,617 639 269 908

将来キャッシュ・アウトフ

ローの現在価値の見積り (2,391) ‒ (2,391) (570) (422) (992)

非金融リスクに係るリスク調

整 137 ‒ 137 33 14 47

契約上のサービス・マージン (363) ‒ (363) (102) 139 37

合計 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
 

 

(4)　保険料配分アプローチを用いて測定しない、保有している再保険契約の契約上のサービス・マージンに関す
る調整
 

  （単位：百万人民元）

  

移行日に修正遡及

アプローチを用いて

測定した、保有して

いる再保険契約  その他の契約  合計

2025年１月１日現在  (11,270) 123  (11,147)

現在のサービスに関する変動  930  (79) 851

当期に当初認識した再保険契約の影響  ‒  (363) (363)

見積りの変更のうち、契約上のサービス・マージ

ンを修正するもの  527  1,241  1,768

将来のサービスに関する変動  527  878  1,405

保有している再保険契約の金融面の変動  (595) 2  (593)

2025年12月31日現在  (10,408) 924  (9,484)
 

 

  （単位：百万人民元）

  

移行日に修正遡及

アプローチを用いて

測定した、保有して

いる再保険契約  その他の契約  合計

2024年１月１日現在  (10,585) (131) (10,716)

現在のサービスに関する変動  1,003  (23) 980

当期に当初認識した再保険契約の影響  -  37  37

見積りの変更のうち、契約上のサービス・マージ

ンを修正するもの  (1,159) 244  (915)

将来のサービスに関する変動  (1,159) 281  (878)

保有している再保険契約の金融面の変動  (529) (4) (533)

2024年12月31日現在  (11,270) 123  (11,147)
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15　有利子融資及びその他の借入金
 

  （単位：百万人民元）

  満期日  年率  2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

保証付きローン  2026年９月８日  EURIBOR+2.8％  ‒  729

保証付きローン  2026年９月８日  EURIBOR+2.8％  ‒  2,493

信用貸付  2025年５月16日  3.08％  ‒  2,511

信用貸付  2025年９月22日  ６ヶ月物SOFR+1.15％  ‒  6,960

信用貸付  2025年４月16日  12.00％  ‒  65

信用貸付  2027年12月21日  3.00％  50  ‒

信用貸付  2026年11月12日  3.00％  6  ‒

合計      56  12,758
 

 

 

16　社債
 

2025年12月31日現在、全ての社債は資本増強を目的とした債券（以下「社債」という。）であり、帳簿価額総額は
35,195百万人民元（2024年12月31日現在：35,194百万人民元）、公正価値は35,178百万人民元（2024年12月31日現
在：35,387百万人民元）であった。債券の公正価値は、公正価値ヒエラルキーのレベル２に分類されている。以下
の表は、社債の額面価額を示している。
 

  （単位：百万人民元）

発行日  満期日  年率  2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

2024年９月26日  2034年９月26日  2.15％  35,000  35,000
 

 

2024年9月24日、当社は、全国銀行間債券市場において元本350億人民元の債券を発行し、2024年９月26日に発行を
完了した。社債は満期10年、固定年間クーポンレート2.15％の債券になる。同社債には発行５年後に発行体による
条件付償還オプションがあり、当社が５年目の終了時に社債を償還しない場合、以後の５年間のクーポンレートは
年利3.15％に引き上げられる。
 

 

17　その他の負債
 

 （単位：百万人民元）

 2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

連結対象の組成された企業の第三者保有者に対する未払金 61,908  96,428

未払給与及び未払福利厚生費用 12,602  10,161

未払仲介手数料及びコミッション 5,261  5,080

未払法人所得税 2,327  1,380

建設会社に対する未払金 2,247  2,502

株式増価受益権（注記29） 1,041  421

保険代理店預り金 1,025  1,056

その他 20,645  23,903

合計 107,056  140,931
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18　買戻条件付売却金融資産
 

  （単位：百万人民元）

  2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

銀行間市場  219,451  89,390

証券取引市場  112,412  62,174

合計  331,863  151,564

満期：     

30日以内  331,854  151,561

30日超90日以内  9  3

合計  331,863  151,564
 

 

2025年12月31日現在、帳簿価額268,629百万人民元（2024年12月31日現在：117,422百万人民元）の社債は、当グ
ループが銀行間市場で締結したレポ取引により生じた買戻条件付売却証券の担保として差し入れられている。
 

証券取引所を介した債券のレポ取引について、当グループは、特定の上場債券を担保プールに預託することが要求
されている。担保プールに預託される債券は、証券取引所の規定に準拠した標準金利で公正価値に換算され、この
公正価値が関連するレポ取引の残高を下回ってはならない。2025年12月31日現在、担保プールに預託した証券の帳
簿価額は309,882百万人民元であった（2024年12月31日現在：295,843百万人民元）。レポ取引の期間における担保
債券の売買は制限される。
 

 

19　法定保険基金
 

2023年１月１日以降、当グループは「中国保険保障基金管理弁法」（旧CBIRC、中華人民共和国財政部及び中国人
民銀行命令第７号（2022年））並びに「中国銀行保険監督管理委員会弁公庁の保険保障基金納付に関する事項の通
知」（中国銀行保険監督管理委員会弁公庁発行第２号（2023年））に基づき、保険保障基金への納付を行ってい
る。
 

基金への拠出金は、業務収入と基金料率との積に等しく、基金料率は、基準料率とリスク差料率から構成され、基
準料率とリスク差料率の合計に等しい。
 

(ⅰ)　基準料率
 

・ 短期医療保険及び傷害保険については、業務収入の0.8％を支払う。

・ 生命保険、長期医療保険及び年金保険については、業務収入の0.3％（投資連動保険の場合は業務収入の

0.05％）を支払う。
 

(ⅱ)　リスク差料率
 

リスク差料率は、総合的なソルベンシー・リスク格付の結果に基づき決定される。格付がA（AAA、AA及びAを含
む）、B（BBB、BB及びBを含む）、C並びにDの場合、適用料率はそれぞれマイナス0.02％、０％、0.02％及び
0.04％である。
 

生命保険保障基金が業界の総資産の１％に達した場合、支払は停止される。業界の総資産は、国家金融監督管理総
局の定めるデータに基づいている。
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20　保険収益
 

  （単位：百万人民元）

  12月31日終了事業年度

  2025年  2024年

保険料配分アプローチを用いて測定しない契約     

残存カバーに係る負債の変動に関連する金額     

予想発生保険金及びその他の費用  44,899  45,571

非金融リスクに係るリスク調整の変動  2,081  2,011

提供されたサービスに対して認識された契約上の

サービス・マージン  68,475

 

64,126

保険獲得キャッシュ・フローの償却  48,585  45,167

小計  164,040  156,875

保険料配分アプローチを用いて測定する契約  50,096  51,286

合計  214,136  208,161
 

 

 

21　金利収益
 

  （単位：百万人民元）

 12月31日終了事業年度

 2025年 2024年

償却原価で測定する金融資産からの金利収益（ⅰ） 22,729 26,332

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金

融商品に対する投資からの金利収益 105,557 94,626

合計 128,286 120,958
 

 

(ⅰ) 償却原価で測定する金融資産からの金利収益には、主に現金及び現金同等物、売戻条件付購入金融資産、償却原価で測定

する負債性金融商品に対する投資並びに定期預金から生じる金利収益が含まれる。
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22　投資収益
 

  （単位：百万人民元）

 12月31日終了事業年度

 2025年 2024年

配当金及び金利収益   

配当金   

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 23,913 27,607

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品

に対する投資 10,840 6,882

金利収益   

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 24,400 28,057

小計 59,153 62,546

実現利得/(損失)   

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 121,450 (28,443)

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品

に対する投資 7,612 24,166

関連会社及び共同支配企業に対する投資 3,878 32

その他 11 ‒

小計 132,951 (4,245)

未実現利得/(損失)   

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 64,719 119,063

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 (879) (663)

株式増価受益権 (533) (240)

小計 63,307 118,160

合計 255,411 176,461
 

 

 

23　保険サービス費用
 

 （単位：百万人民元）

 12月31日終了事業年度

 2025年 2024年

保険料配分アプローチを用いて測定しない契約   

発生保険金及びその他の費用 44,637 43,810

保険獲得キャッシュ・フローの償却 48,585 45,167

不利な契約に係る損失及び損失の戻入れ 4,980 39,044

発生保険金に係る負債の変動 726 650

小計 98,928 128,671

保険料配分アプローチを用いて測定する契約 49,808 51,873

合計 148,736 180,544
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24　正味投資リターン及び保険契約の金融面の変動
 

正味投資リターン
 

 （単位：百万人民元）

 12月31日終了事業年度

 2025年 2024年

純損益に認識された投資リターン   

金利収益 128,286 120,958

投資収益 255,411 176,461

関連会社及び共同支配企業からの投資収益 6,353 12,077

正味予想信用損失 (151) 207

その他の減損損失 (3,275) (1,611)

小計 386,624 308,092

その他の包括利益に認識された投資リターン (159,405) 305,932

合計 227,219 614,024
 

 

保険契約の金融面の変動
 

 （単位：百万人民元）

 12月31日終了事業年度

 2025年 2024年

直接連動有配当保険契約の基礎となる項目の公正価値の変動 91,785 193,129

金利費用 110,108 101,019

金利及びその他の金融面の仮定の変更 (37,161) 300,897

保険契約の金融面の変動合計 164,732 595,045

純損益に認識 258,858 209,952

その他の包括利益に認識 (94,126) 385,093

合計 164,732 595,045
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25　予想信用損失
 

 （単位：百万人民元）

 12月31日終了事業年度

 2025年 2024年

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品に

対する投資 107 (456)

償却原価で測定する負債性金融商品に対する投資 27 167

定期預金 (3) 24

法定拘束性預託金 ‒ 1

その他の債権 20 57

合計 151 (207)
 

 

 

26　税引前利益
 

税引前利益は、以下の項目を費用計上した後の金額で表示されている。
 

  （単位：百万人民元）

  12月31日終了事業年度

  2025年  2024年

給与及びボーナス  19,719  18,357

社会保障及びその他の給付  7,918  8,021

減価償却費及び償却費  4,892  5,029

監査報酬  57  54

その他  25,042  24,760

控除：保険契約に直接帰属する費用     

残存カバーに係る負債に認識された保険獲得

キャッシュ・フロー  (20,170)  (19,674)

保険サービス費用として認識された金額  (18,047)  (18,184)

合計  19,411  18,363
 

 

上記の開示には、履行キャッシュ・フローにおける保険契約引受費及び保険契約獲得費は含まれていない。
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27　税金
 

繰延税金資産及び負債は、当期税金負債に対して当期税金資産を相殺する法的強制力のある権利がある場合、並び
に繰延税金が同一の税務当局に関係している場合に相殺される。
 

(a)　純損益に費用計上された税金は以下のとおりである。
 

 （単位：百万人民元）

 12月31日終了事業年度

 2025年 2024年

当期税金－法人所得税 2,134 1,566

繰延税金 22,943 4,707

税金費用 25,077 6,273
 

 

(b)　当グループの実効税率と中国の法定税率25％（2024年度：25％）との調整は以下のとおりである。
 

 （単位：百万人民元）

 12月31日終了事業年度

 2025年 2024年

税引前利益 181,629 115,213

法定税率で計算した法人所得税額 45,407 28,803

過年度の控除可能な税務上の欠損金に起因する未認

識の繰延税金資産の利用による影響額 ‒ (4,291)

非課税所得（ⅰ） (21,143) (19,388)

税務上損金不算入の費用 684 610

繰延税金資産が認識されていない控除可能な欠損金 150 77

その他 (21) 462

実効税率による法人所得税 25,077 6,273
 

 

(ⅰ) 非課税所得には、主に国債からの金利収益及び該当する配当金収益が含まれている。

(ⅱ) IAS第12号の修正は、経済協力開発機構（OECD）が公表した「第２の柱モデルルール」の適用により生じる繰延税金の認

識及び開示に関する一時的な強制免除措置を導入する。第２の柱モデルルールによると、実効税率15％未満の低税率の法

域ではトップアップ税の影響を受ける可能性がある。第２の柱モデルルールとIFRS会計基準における実効税率の計算方法

には差異がある。当グループは、第２の柱モデルルールが2025年度における当グループの連結財務諸表に重大な影響を及

ぼさないと評価している。

 

(c)　2025年12月31日及び2024年12月31日現在、繰延税金資産額及び繰延税金負債額は以下のとおりである。
 

 （単位：百万人民元）

 2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

繰延税金資産 156,446  187,950

繰延税金負債 (123,495)  (148,071)

繰延税金資産純額 34,431  40,026

繰延税金負債純額 (1,480)  (147)
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2025年12月31日及び2024年12月31日現在、繰延税金は、一時差異全てについて基本税率25％を用いて負債法により
計算された。当年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の変動は以下のとおりである。
 

 （単位：百万人民元）

 

2025年

１月１日現在  

当期の純損益に認

識  

当期のその他の包

括利益に認識  

2025年

12月31日現在

資産の減損引当金 2,203  385  (24)  2,564

保険契約負債 142,794  (18,320)  (23,384)  101,090

未払給与 2,271  588  ‒  2,859

控除可能な欠損金 38,454  9,420  ‒  47,874

純損益を通じて公正価値で測定する金

融資産の公正価値の変動 (10,320)  (16,922)  ‒  (27,242)

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する金融資産の公正価値の変動 (137,328)  ‒  41,357  (95,971)

その他 1,805  1,906  (1,934)  1,777

正味価値 39,879  (22,943)  16,015  32,951
 

 

 （単位：百万人民元）

 

2024年

１月１日現在  

当期の純損益に認

識  

当期のその他の包

括利益に認識  

2024年

12月31日現在

資産の減損引当金 1,909  168  126  2,203

保険契約負債 49,671  (2,261)  95,384  142,794

未払給与 1,863  408  -  2,271

控除可能な欠損金 12,355  26,099  -  38,454

純損益を通じて公正価値で測定する金

融資産の公正価値の変動 19,503  (29,823)  -  (10,320)

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する金融資産の公正価値の変動 (62,540)  -  (74,788)  (137,328)

その他 1,670  702  (567)  1,805

正味価値 24,431  (4,707)  20,155  39,879
 

 

2025年12月31日現在、５年以内に期限を迎えることが見込まれる、当グループの未認識の控除可能な税務上の欠損
金は、1,650百万人民元（2024年12月31日現在：2,248百万人民元）であった。
 

 

28　１株当たり利益
 

基本的１株当たり利益と希薄化後１株当たり利益との間に差異はない。2025年12月31日終了事業年度の基本的及び
希薄化後１株当たり利益は、当社の普通株主に帰属する当期純利益及び加重平均による普通株式数28,264,705,000
株（2024年度：普通株式数28,264,705,000株）に基づいて算出されている。
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29　株式増価受益権
 

2006年１月５日に、当社の取締役会は、適格従業員に対して株式増価受益権を4.05百万ユニット、さらに2006年８
月21日に53.22百万ユニットを付与することを承認した。２回の付与の行使価格はそれぞれ5.33香港ドル及び6.83
香港ドルであり、これは権利確定及び行使価格を設定する目的で定められた日である2005年７月１日及び2006年１
月１日から５取引日前までの株式の平均終値であった。株式増価受益権の行使時に、行使する受益者は行使された
株式増価受益権の数に、行使価格と行使時のＨ株式の市場価格との差額を乗じたものと同額を人民元で受け取るこ
とになるが、これには源泉税が課される。
 

株式増価受益権はユニット単位で付与され、１ユニットはＨ株式１株の価値を示す。株式増価受益権制度のもとで
普通株式は発行されない。当社の制度に従い、全ての株式増価受益権は付与日から５年間の行使期間を有し、特定
の市場又はその他の条件を満たさない場合は付与日から４年以内に行使することはできない。2010年２月26日に、
当社の取締役は、政府方針でもある、全ての株式増価受益権の行使期間を延長するための「株式増価受益権の有効
期間延長案」を承認した。
 

2025年12月31日現在、発行済かつ行使可能ユニットは55.01百万ユニット（2024年12月31日現在：55.01百万ユニッ
ト）であった。2025年12月31日現在、権利確定した株式増価受益権の本源的価値は、1,028百万人民元（2024年12
月31日現在：408百万人民元）であった。
 

株式増価受益権の公正価値は、予想ボラティリティが33％から39％、予測配当利回りが4.70％以下、及び無リスク
の金利が1.64％から3.02％として、格子モデルに基づくオプション評価モデルを使用して評価される。
 

当社は連結包括利益計算書上の「純損益を通じた公正価値の変動による正味利得」に620百万人民元の損失を認識
しており、これは2025年12月31日終了事業年度における当該受益権の公正価値の変動を示している（2024年度：当
社は連結包括利益計算書上の「純損益を通じた公正価値の変動による正味利得」に240百万人民元の損失を認識し
ており、これは当該受益権の公正価値の変動を示している）。行使されていないユニット、又は行使されているが
2025年12月31日現在で支払われていないユニットの両ユニットについては、1,028百万人民元及び13百万人民元が
それぞれ未払給与及び未払従業員福利厚生費用（その他の負債に含まれる）に含められた（2024年12月31日現在：
それぞれ408百万人民元及び13百万人民元）。2025年12月31日現在、株式増価受益権に起因する未認識報酬費用は
なかった（2024年12月31日現在：なし）。
 

 

30　配当金
 

2025年６月26日の株主総会における株主承認に従い、2024年12月31日終了事業年度の最終配当金として、普通株式
１株当たり0.45人民元（税込）、総額12,719百万人民元が宣言され、2025年度に支払われた。これらの配当金は
2025年12月31日終了事業年度の連結財務書類に計上された。
 

2025年９月25日の第１回臨時株主総会における株主承認に従い、2025年６月30日に終了した6ヶ月間の中間配当金
として、普通株式１株当たり0.238人民元(税込)、総額約6,727百万人民元が宣言され、2025年度に支払われた。こ
れらの配当金は2025年12月31日終了事業年度の連結財務書類に計上された。
 

2026年３月25日の取締役会での決議に従い、普通株式１株当たり0.618人民元（税込）、総額約17,468百万人民元
にのぼる2025年12月31日終了事業年度の最終配当金が、株主総会で株主に対して提案された。この配当金は2025年
12月31日終了事業年度の連結財務書類に計上されていない。
 

前へ　　　次へ
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31　重要な関連当事者間取引
 

(a)　支配関係にある関連当事者
 

親会社の情報は以下のとおりである。
 

社名  設立国  主な事業  当社との関係  企業形態  法定代理人

CLIC  中国

北京市

 生命、医療、障害及び個人保険事

業のその他の種類の有効な契約に

関する保険料収納及び給付金支払

を含む保険サービス、並びに再保

険事業。国内外の保険会社又は保

険を取り扱うその他の金融機関の

持分保有又はそれらに対する投

資。中国国内法及び規定により認

可された、又は中国国務院の認可

を受けたファンド運用事業。保険

規制当局の認可を受けたその他の

事業。

 直接及び

最終的な持株会社

 国営  蔡希良
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(b)　子会社
 

（ⅰ）　以下の表は、2025年12月31日現在における当社の子会社に関する基本情報を示している。
 

会社名  設立地/本拠地  

株式持分

保有割合  登録資本金  主な事業内容

AMC(ⅰ)  中国  60.00％

(直接保有)

 4,000百万

人民元

 資産運用

China Life Pension Company

Limited（以下「Pension

Company」という。）(ⅰ)

 中国  74.27％

(直接及び

間接保有)

 3,400百万

人民元

 企業年金及び

年金保険

China Life Franklin Asset

Management Company Limited

 香港、中国  50.00％

(間接保有)

 該当なし  資産運用

China Life (Suzhou) Pension and

Retirement Investment Company

Limited (ⅰ)

 中国  100.00％

(直接及び間

接保有)

 3,236百万

人民元

 老人ホームへの

投資

CL AMP (ⅰ)  中国  85.03％

(間接保有)

 1,288百万

人民元

 ファンド運用

Golden Phoenix Tree Limited  香港、中国  100.00％

(直接保有)

 該当なし  投資

King Phoenix Tree Limited  イギリス領

ジャージー島

 100.00％

(間接保有)

 該当なし  投資

China Life Wealth Management

Company Limited (ⅰ)

 中国  100.00％

(間接保有)

 200百万

人民元

 資産運用

Shanghai Rui Chong Investment

Co., Limited（以下「Rui Chong

Company」という。）(ⅰ)

 中国  100.00％

(直接保有)

 5,380百万

人民元

 投資

New Aldgate Limited  香港、中国  100.00％

(直接保有)

 該当なし  投資

Glorious Fortune Forever Limited  香港、中国  100.00％

(直接保有)

 該当なし  投資

CL Hotel Investor, L.P.  米国  100.00％

(直接保有)

 該当なし  投資

Golden Bamboo Limited  イギリス領

バージン諸島

 100.00％

(直接保有)

 該当なし  投資

Sunny Bamboo Limited  イギリス領

バージン諸島

 100.00％

(直接保有)

 該当なし  投資

Fortune Bamboo Limited  イギリス領

バージン諸島

 100.00％

(直接保有)

 該当なし  投資

China Century Core Fund Limited  イギリス領

ケイマン諸島

 100.00％

(間接保有)

 該当なし  投資

China Life (Beijing) Health

Management Co., Limited (i)

 中国  100.00％

(直接保有)

 1,530百万

人民元

 健康管理
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会社名  設立地/本拠地  

株式持分

保有割合  登録資本金  主な事業内容

China Life Franklin (Shenzhen)

Private Equity Investment Fund

Management Co., Limited (ⅰ)

 中国  100.00％

(間接保有)

 100百万

人民元

 投資

Ningbo Meishan Bonded Port Area

Guo Yang Guo Sheng Investment

Partnership  (以下「Guo Yang Guo

Sheng」という。) (ⅱ)

 中国  89.997％

(直接保有)

 該当なし  投資

New Capital Wisdom Limited  イギリス領

バージン諸島

 100.00％

(間接保有)

 該当なし  投資

New Fortune Wisdom Limited  イギリス領

バージン諸島

 100.00％

(間接保有)

 該当なし  投資

Wisdom Forever Limited Partnership  イギリス領

ケイマン諸島

 100.00％

(間接保有)

 該当なし  投資

Ningbo Meishan Bonded Port Area

Bai Ning Investment Partnership

(Limited Partnership) (ⅱ)

 中国  99.98％

(直接保有)

 該当なし  投資

Shanghai Yuan Shu Yuan Pin

Investment Management

Partnership (Limited

Partnership)（以下「Yuan Shu

Yuan Pin」という。）(ⅱ)

 中国  99.98％

(直接保有)

 該当なし  投資

Shanghai Yuan Shu Yuan Jiu

Investment Management

Partnership (Limited

Partnership)（以下「Yuan Shu

Yuan Jiu」という。）(ⅱ)

 中国  99.98％

(直接保有)

 該当なし  投資

Dalian Hope Building Company Ltd.

(ⅰ)

 中国  100.00％

(間接保有)

 340百万

人民元

 投資

Shanghai Wansheng Industry

Partnership (Limited

Partnership) (ⅱ)

 中国  99.98％

(直接保有)

 該当なし  投資

Wuhu Yuanxiang Tianfu Investment

Management Partnership (Limited

Partnership)（以下「Yuanxiang

Tianfu」という。）(ⅱ)

 中国  99.98％

(直接保有)

 該当なし  投資

Wuhu Yuanxiang Tianyi Investment

Management Partnership (Limited

Partnership)（以下「Yuanxiang

Tianyi」という。）(ⅱ)

 中国  99.98％

(直接保有)

 該当なし  投資

Xi'an Shengyi Jingsheng Real

Estate Co., Ltd. (ⅰ)

 中国  100.00％

(間接保有)

 831百万

人民元

 投資

Global Investors U.S. Investments

I, LLC

 米国  99.99％

(直接保有)

 該当なし  投資

China Life Guangde (Tianjin)

Equity Investment Fund

Partnership (Limited

Partnership)（以下「CL Guang

De」という。）(ⅱ)

 中国  99.95％

(直接保有)

 該当なし  投資

Beijing China Life Pension

Industry Investment Fund

(Limited Partnership)（以下「CL

Pension Industry」という。）(ⅱ)

 中国  99.90％

(直接保有)

 該当なし  投資
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会社名  設立地/本拠地  

株式持分

保有割合  登録資本金  主な事業内容

China Life Qihang Phase I

(Tianjin) Equity Investment

Fund Partnership (Limited

Partnership)（以下「CL Qihang

Fund I」という。）(ⅱ)

 中国  99.99％

(直接保有)

 該当なし  投資

Xing Wan (Tianjin) Enterprise

Management Partnership

(Limited Partnership) (ⅱ)

 中国  99.98％

(間接保有)

 該当なし  投資

China Life Nianfeng Insurance

Agency Co., Ltd. (ⅰ)

 中国  90.81％

(直接保有)

 544百万

人民元

 保険代理業務

China Life (Hangzhou) Hotel Co.,

Ltd. (ⅰ)

 中国  99.99％

(間接保有)

 65百万

人民元

 ホテル経営

China Life Jiayuan (Xiamen)

Health Management Company

Limited (ⅰ)

 中国  100％

(間接保有)

 1,500百万

人民元

 医療相談

China Life (Tianjin) Pension &

Retirement Investment Company

Limited (ⅰ)

 中国  99.99％

(間接保有)

 1,551百万

人民元

 投資運用

 

China Life (Qingdao) Health

Management Co., Ltd. (ⅰ)

 中国  99.50％

(間接保有)

 211百万

人民元

 健康管理

 

China Life Qinhuangdao Health and

Elderly Care Service Co., Ltd.

(ⅰ)

 中国  100.00％

(間接保有)

 33百万

人民元

 高齢者ケアサービス

 

Zhuhai Xinwan Real Estate Co.,

Ltd. (ⅰ)

 中国  100.00％

(間接保有)

 2,890百万

人民元

 不動産管理

 

China Life (Shenzhen) Health and

Elderly Care Service Co., Ltd.

(ⅰ)

 中国  100.00％

(間接保有)

 123百万

人民元

 高齢者ケアサービス

 

China Life (Beijing) Health and

Elderly Care Service Co., Ltd.

(ⅰ)

 中国  99.99％

(間接保有)

 1,170百万

人民元

 高齢者ケアサービス

 

China Life (Hangzhou) Health and

Elderly Care Service Co., Ltd.

(ⅰ)

 中国  100.00％

(間接保有)

 151百万

人民元

 高齢者ケアサービス

Zhuhai Linghang Kunpeng Equity

Investment Fund Partnership

(Limited Partnership) (ⅱ)

 中国  99.913％

(直接保有)

 該当なし  投資運用

 

China Life (Kunming) Health and

Elderly Care Service Co., Ltd.

(ⅰ)

 中国  100.00％

(間接保有)

 107百万

人民元

 高齢者ケアサービス

 

Beijing Xinyi Equity Investment

Fund Partnership Enterprise

(Limited Partnership) (ⅱ)

 中国  89.7197％

(間接保有)

 該当なし  投資運用

 

 

Beijing Yongsheng Enterprise

Management Partnership

(Limited Partnership) (ⅱ)

 中国  99.9965％

(間接保有)

 該当なし  経営相談

 

Chongqing Shangshe Rhino Hotel

Co, Ltd. (ⅲ)

 中国  100.00％

(間接保有)

 86百万

人民元

 高齢者ケアサービス

Chaina Life (Shijiazhuang) Health

Management Co, Ltd. (ⅳ)

 中国  90.00％

(間接保有)

 133百万

人民元

 健康管理

China Life (Nanjing) Health and

Elderly Care Service Co, Ltd.

(ⅳ)

 中国  100.00％

(間接保有)

 323百万

人民元

 健康管理
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（ⅰ）上記子会社は、中華人民共和国会社法に準拠し有限会社として登録している。

 

（ⅱ）上記子会社は、中華人民共和国パートナーシップ企業法に準拠し有限責任パートナーシップとして登録している。

 

（ⅲ）CL Pension Industry Fundの子会社は、Chongqing Shangshe Rhino Hotel Co., Ltd.の株式100％を取得し、同社

は2025年に新たに連結対象となった。

 

（ⅳ）2025年に新規設立された子会社である。

 

子会社の非支配持分は当社にとって重要性はない。
 

（ⅱ）　以下の表は、2025年12月31日現在における当社の主な連結対象の組成された企業に関する基本情報を示し
ている。

 

名称  

議決権

保有割合  

信託／

受取投資額  主な事業内容

CL Asset-Yuanliu No.2 Insurance Asset

Management Product

 51.12％

(直接保有)

 30,721百万

人民元

 投資運用

CL Asset-Yuanliu No.3 Insurance Asset

Management Product

 48.18％

(直接及び

間接保有)

 25,999百万

人民元

 投資運用

China Life-Yunnan Guoqi Reform And Development

Equity Investment Plan I

 100.00％

(直接保有)

 14,000百万

人民元

 投資運用

China Life Investment-Eastern Air Group Equity

Investment Plan

 100.00％

(直接保有)

 11,000百万

人民元

 投資運用

China Life-HuFa No.1 Equity Investment Plan  99.15％

(直接保有)

 10,767百万

人民元

 投資運用

Shan Guo Tou • Jing Tou Corporate Trust Loan

Collective Funds Trust Scheme

 98.40％

(直接保有)

 10,000百万

人民元

 投資運用

China Life‒China Hua Neng Debt-to-Equity Swap  100.00％

(直接保有)

 10,000百万

人民元

 投資運用

Jiao Yin Guo Xin・China Aluminium Co., Ltd.

Supply-side Reform Collective Fund Trust

Scheme

 99.99％

(直接保有)

 10,000百万

人民元

 投資運用

Jiao Yin Guo Xin・Jing Tou Corporate Collective

Funds

 92.01％

(直接保有)

 9,958百万

人民元

 投資運用

Guoshou Anbao Anji Pure Bond Semi-annual Open-

end Bond Fund (Initiative)

 99.47％

(直接保有)

0.33％

(CL AMP及びそ

の子会社を通

した間接保有)

 9,396百万

人民元

 投資運用

Zhong Hang Trust Fund・Tian Qi [2020] No.372

China Eastern Airlines Equity Instrument

Investment Collective Fund Trust Scheme

 99.99％

(直接保有)

 9,000百万

人民元

 投資運用

China Life Asset Management ‒ Stable Green

Medium & Short term Bond Insurance Asset

Management Product

 86.87％

(直接保有)

0.03％

(AMCを通じた

間接保有)

 8,267百万

人民元

 投資運用

Jiang Su Trust・Xin Bao Sheng No.144 (Jing Tou)  84.00％

(直接保有)

 8,000百万

人民元

 投資運用

Zhong Hang Trust Fund・Tian Qi 21A No.155 China

Eastern Airlines Perpetual Bonds Investment

Collective Fund Trust Scheme

 99.38％

(直接保有)

 8,000百万

人民元

 投資運用
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(c)　その他の関連当事者
 

重要な関連当事者  当社との関係

China Life Insurance (Overseas) Company Limited（以下「CL

Overseas」という。）

 CLICの共通支配下

China Life Real Estate Co, Limited (以下「CLRE」という。)  CLICの共通支配下

China Life Investment Management Company Limited（旧称：

China Life Investment Holding Company Limited）（以下

「CLI」という。）

 CLICの共通支配下

China Life Enterprise Annuity Fund（以下「EAP」という。）  当社及び他社が共同で設立した企業年

金基金

China Life Property & Casualty Insurance Company Limited（以

下「CLP&C」という。）

 当社の関連会社

 

 

主要な関連会社及び共同支配企業の基本情報及び重要情報については注記10に詳述されている。
 

(d)　重要な関連当事者との取引
 

   （単位：百万人民元）

   12月31日終了事業年度

CLIC及びその子会社との取引 注  2025年  2024年

CLIC      

当社及びAMCからCLICへの配当金分配   13,844  12,577

CLICからの保険契約管理料 (ⅰ)  449  457

CLICからの資産運用手数料   158  110

CLP&C      

CLP&Cからの代理店手数料 (ⅰ)  1,661  1,730

CLP&Cからの配当   234  167

CLP&Cからのレンタル料及びサービス料   96  104

CLICからの資産運用手数料   78  50

CLI      

CLIへの資産運用手数料 (ⅰ)  471  566

CL Overseas      

CLICからの資産運用手数料   82  80
 

 

   （単位：百万人民元）

   12月31日終了事業年度

関連会社及び共同支配企業との取引   2025年  2024年

CGB      

CGBからの預金利息   515  761

CGBからの配当（注記10）   730  765

CGBへの手数料   164  140

CGBからのレンタル料   161  163

保険料   136  96

その他の関連会社及び共同支配企業と当グループとの取引      

その他の関連会社及び共同支配企業からの配当（注記10）   4,404  4,396
 

 

   （単位：百万人民元）

   12月31日終了事業年度

EAPと当グループとの取引   2025年  2024年

EAPへの拠出   1,536  1,394
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   （単位：百万人民元）

   12月31日終了事業年度

子会社と当社との取引 注  2025年  2024年

資産運用手数料の支払      

AMCへの支払 (ⅰ)  4,646  3,701

子会社からの配当      

AMCからの配当   794  589

Pension Companyからの配当   313  171

レンタル料の受取      

Pension Companyからのレンタル料   70  77

子会社における増資      

Glorious Fortune Forever Limitedへの資本拠出   6,959  ‒

Golden Phoenix Tree Limitedへの資本拠出   3,559  ‒

New Aldgate Limitedへの資本拠出   764  ‒

CL Pension Industry Fundへの資本拠出   1,292  1,532

CL Qihang Fund Iへの資本拠出   360  2,931

CL Guang Deへの資本拠出   ‒  166

子会社における減資      

Guo Yang Guo Shengの減資   1,027  ‒

CL Guang Deの減資   98  ‒

Yuan Shu Yuan Pinの減資   33  35

Yuan Shu Yuan Jiuの減資   33  35

Yuanxiang Tianyiの減資   20  22

Yuanxiang Tianfuの減資   20  22

Rui Chong Companyの減資   ‒  720
 

 

   （単位：百万人民元）

   12月31日終了事業年度

連結対象の組成された企業と当社との取引   2025年  2024年

連結対象の組成された企業から当社への利益分配   18,851  22,488
 

 

（ⅰ）これらの取引は継続的な関連当事者取引に該当し、報告及び公表義務の対象となるが、上場規則第14A章に基づく独立株

主の承認要件は免除される。当社は、上場規則第14A章に基づく開示要件を遵守している。

 

(e)　重要な関連当事者に対する未収金/未払金
 

以下の表は重要な関連当事者に対する未収金及び未払金を要約している。当グループの残高は、全て無担保
である。また、当グループの残高は、CGBにおける預け金、CGBの理財商品及びその他証券を除いて、無利息
であり、返済期日が定められていない。

 

 （単位：百万人民元）

 2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

当グループの関連当事者に対する未収金及び

未払金残高    

CLICに対する未収金 549  548

CL Overseasに対する未収金 177  142

CLP&Cに対する未収金 323  316

CLP&Cに対する未払金 84  76

CLIに対する未払金 530  461

CLREに対する未収金 53  5

CGBにおける預け金 7,507  20,052

CGBの理財商品及びその他証券 8,354  10,540

CGBに対する未払金 45  70
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 （単位：百万人民元）

 2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

当社の子会社に対する未収金及び未払金残高    

CL Hotel Investors, L.P.に対する未収金 702  2,154

AMCに対する未払金 2,563  2,071

Rui Chong Companyに対する未収金 250  490
 

 

(f)　経営幹部の報酬
 

 （単位：百万人民元）

 12月31日終了事業年度

 2025年  2024年

給与及びその他の給付 11  12
 

 

当社の経営幹部の報酬パッケージは、現時点において中国関係当局の規制に準拠した形では最終化されてい
ない。上記に記載している報酬額は、暫定的支払額である。

 

(g)　国営企業との取引
 

IAS第24号「関連当事者についての開示」では、中国政府によって支配される国営企業間の事業取引は関連当
事者取引の範囲内とされている。当グループの最終的な持株会社であるCLICは、国営企業である。当グルー
プの中心事業は保険及び投資関連事業であるため、他の国営企業との事業取引は主として保険及び投資事業
活動に関連している。他の国営企業との関連当事者取引は、通常の事業の過程で行われたものである。所有
構造が複雑であるため、中国政府は多くの企業の間接的持分を所有している可能性がある。これらの持分の
一部は、それら自体が、又は他の間接的持分と併せた場合、当グループが知り得ない支配的持分となる可能
性もある。しかし、当グループは以下の事実から重要な関連当事者取引を捕捉していると考えているため、
IAS第24号の免除規定を適用して定性的情報のみを開示した。

 

2025年12月31日現在、当グループの銀行預金の大部分は国営銀行への預金であり、当グループが保有する社
債及び劣後債の発行体は、主に国営企業であった。2025年12月31日終了事業年度において、当グループの団
体保険事業の大半は国営企業との取引であった。銀行ネットワークを通じた保険商品販売への手数料の大部
分は国営銀行及び郵便局に支払われたものであった。当グループの再保険契約の多くが、国営の再保険会社
との間で締結されたものであった（2024年12月31日現在も同様）。
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32　株式資本
 

 2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

 株式数 百万人民元  株式数 百万人民元

登録済、授権済、発行済及び全額払込済      

１株当たり１人民元の普通株式 28,264,705,000 28,265  28,264,705,000 28,265
 

 

2025年12月31日現在、当社の株式資本は以下のとおりである。
 

 2025年12月31日現在

 株式数  百万人民元

CLICによる所有（ⅰ） 19,323,530,000  19,324

その他の株主による所有 8,941,175,000  8,941

　うち国内で上場 1,500,000,000  1,500

　　　海外で上場（ⅱ） 7,441,175,000  7,441

合計 28,264,705,000  28,265
 

 

(ⅰ) CLICが所有する株式はすべて国内上場株式である。

 

(ⅱ) 海外上場株式は、香港証券取引所において取引されている。
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33　積立金
 

 （単位：百万人民元）

 

資本

剰余金  

法定

積立金

（a）  

任意

積立金

（b）  

一般

積立金

（c）  その他  合計

2024年１月１日現在 53,905  66,187  54,539  64,229  (73,165) 165,695

その他の包括利益 ‒  ‒  ‒  ‒  (56,770) (56,770)

積立金への割当 ‒  ‒  1,753  10,136  ‒  11,889

その他の包括利益から利益

剰余金への振替 ‒  ‒  ‒  ‒  (2,005) (2,005)

その他 ‒  ‒  ‒  ‒  224  224

2024年12月31日現在 53,905  66,187  56,292  74,365  (131,716) 119,033

2025年１月１日現在 53,905  66,187  56,292  74,365  (131,716) 119,033

その他の包括利益 ‒  ‒  ‒  ‒  (49,472) (49,472)

積立金への割当 ‒  ‒  ‒  15,300  ‒  15,300

その他の包括利益から利益

剰余金への振替 ‒  ‒  ‒  ‒  (3,894) (3,894)

その他 ‒  ‒  ‒  ‒  370  370

2025年12月31日現在 53,905  66,187  56,292  89,665  (184,712) 81,337
 

 

(a) 関連する中国法に従い、当社は中国会計基準（以下「CAS」という。）に基づき、純利益の10％に相当する金額を法定積立

金に積み立てる。法定積立金累計額が登録資本の50％を超える場合には積み立てを中止できる。法定積立金は、承認後に

損失補填又は資本増強に使用することができる。取締役会の承認に基づき、当社は2025年度に法定積立金を積み立てな

かった（2024年度は積み立てなかった）。

 

(b) 2025年６月26日の年次株主総会において承認を受け、当社は2024年12月31日終了事業年度において、純利益から任意積立

金を積み立てなかった（2024年度は1,753百万人民元を積み立てた）。

 

(c) 2007年３月30日に中国の財政部が発行した「金融企業財務規則－実施指針」に従い、当社は2025年12月31日終了事業年度

においてCASに基づき、純利益10％に相当する15,064百万人民元（2024年度：9,933百万人民元）を、将来の不確実な災害

に備えるために一般積立金に積み立てた。一般積立金は、配当の支払いや増資に使用することはできない。加えて、CASに

従い、当グループは、連結財務書類における当社に帰属する子会社の一般積立金に236百万人民元（2024年度：203百万人

民元）を積み立てた。

 

関連する中国法では、配当金は配当可能利益からのみ支払うことができる。その年度に配当されない配当可能利益
はすべて留保され、翌年度以降の配当に使用できる。
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34　連結キャッシュ・フロー計算書に対する注記
 

財務活動から生じる負債の変動

 (単位：百万人民元)

 

有利子融資

及び

その他の

借入金  社債  

リース

負債  

買戻条件付

売却

金融資産  

連結対象の組成

された企業の

第三者保有者に

対するその他

未払金  合計

2024年１月１日現在 12,857  36,166  1,255  216,851  84,295  351,424

財務活動によるキャッ

シュ―・フローの変動 （831) (1,498) (1,074) (68,743) 12,133  (60,013)

為替変動 (33) -  -  -  -  (33)

連結対象の組成された企

業に対する支配の喪失

に起因する変動 -  -  -  (1,734) -  (1,734)

新規リース -  -  1,133  -  -  1,133

支払利息 765  526  45  2,751  -  4,087

その他 -  -  (41) 2,439  -  2,398

2024年12月31日現在 12,758  35,194  1,318  151,564  96,428  297,262

2025年１月１日現在 12,758  35,194  1,318  151,564  96,428  297,262

財務活動によるキャッ

シュ―・フローの変動 (13,085) (754) (988) 177,532  4,328  167,033

為替変動 256  ‒  ‒  ‒  ‒  256

連結対象の組成された企

業に対する支配の喪失

に起因する変動 ‒  ‒  ‒  (2,035) (39,846) (41,881)

新規リース ‒  ‒  1,152  ‒  ‒  1,152

支払利息 127  755  37  3,145  ‒  4,064

その他 ‒  ‒  20  1,657  998  2,675

2025年12月31日現在 56  35,195  1,539  331,863  61,908  430,561
 

 

 

35　引当金及び偶発債務
 

重要な偶発債務の要約は以下のとおりである。
 

 (単位：百万人民元)

 2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

係属中の訴訟 816  704
 

 

当グループは、通常の業務過程において生じた特定の訴訟に関与している。係属中の訴訟に関する偶発債務を正確
に開示するために、当グループは係属中の全ての訴訟を事案ごとに期中及び年次報告期間末に分析している。引当
金は第三者の法的アドバイスに基づいて、当グループが現在の義務を有しており、その決済により、経済的便益を
有する当グループの資源が流出する結果となることが予想され、かつ当該義務の金額について合理的に見積ること
ができると経営陣が判断する場合にのみ認識される。そうでない場合、債務額を信頼性をもって見積もることがで
きる係属中の訴訟を偶発債務として開示することになる。2025年12月31日及び2024年12月31日現在、当グループに
はその他の偶発債務が存在するが、その債務額を信頼性をもって見積ることができず、総計で重要性がなかったた
め、かかる偶発債務の開示は実務上可能ではなかった。
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36　コミットメント
 

(a)　キャピタル・コミットメント
 

以下の表は、当グループの土地開発事業及び投資に関するキャピタル・コミットメントである。
 

 (単位：百万人民元)

 2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

契約済み履行未了    

投資 80,322  81,276

有形固定資産 1,078  1,280

合計 81,400  82,556
 

 

(b)　オペレーティング・リース契約債権
 

貸手としての解約不能なオペレーティング・リースによる将来の最低受取リース料は以下のとおりである。
 

 (単位：百万人民元)

 2025年12月31日現在  2024年12月31日現在

１年以内 830  857

１年超５年以内 1,221  1,383

５年超 142  267

合計 2,193  2,507
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37　当社の財政状態計算書及び重要科目に対する注記
 

(a)　当社の財政状態計算書
 

  (単位：百万人民元)

  

2025年

12月31日現在

2024年

12月31日現在

資産    

有形固定資産  46,632 47,810

使用権資産  1,490 1,388

投資不動産  5,497 5,856

子会社に対する投資  268,016 327,109

関連会社及び共同支配企業に対する投資  271,285 258,587

定期預金  372,258 344,382

法定拘束性預託金  5,907 5,848

償却原価で測定する負債性金融商品に対する投資  ‒ 8,683

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債

性金融商品に対する投資  4,070,567 3,625,258

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本

性金融商品に対する投資  296,439 146,523

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産  1,772,784 1,601,948

再保険契約資産  30,014 30,738

その他の資産  35,734 19,911

繰延税金資産  38,023 42,027

売戻条件付購入金融資産  48,215 25,414

未収投資収益  600 432

現金及び現金同等物  135,894 77,346

資産合計  7,399,355 6,569,260
 

 

  (単位：百万人民元)

  

2025年

12月31日現在

2024年

12月31日現在

負債及び株主資本    

負債    

保険契約負債  6,376,114 5,825,026

再保険契約負債  312 160

社債  35,195 35,194

その他の負債  40,379 38,190

前受保険料  48,227 28,760

買戻条件付売却金融資産  311,657 134,463

負債合計  6,811,884 6,061,793

株主資本    

株式資本  28,265 28,265

積立金  81,260 121,274

利益剰余金  477,946 357,928

株主資本合計  587,471 507,467

負債及び株主資本合計  7,399,355 6,569,260
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(b)　積立金
 

  （単位：百万人民元）

  

資本

剰余金  

法定

積立金  

任意

積立金  

一般

積立金  その他  合計

2024年１月１日現在  53,360  66,139  54,539  62,975  (69,506) 167,507

その他の包括利益  -  -  -  -  (56,172) (56,172)

積立金への割当  -  -  1,753  9,933  -  11,686

その他の包括利益から利益剰余金への振

替  -  -  -  -  (2,013) (2,013)

その他  -  -  -  -  266  266

2024年12月31日現在  53,360  66,139  56,292  72,908  (127,425) 121,274

2025年１月１日現在  53,360  66,139  56,292  72,908  (127,425) 121,274

その他の包括利益  ‒  ‒  ‒  ‒  (51,571) (51,571)

積立金への割当  ‒  ‒  ‒  15,064  ‒  15,064

その他の包括利益から利益剰余金への振

替  
‒  ‒  ‒  ‒  (3,891) (3,891)

その他  ‒  ‒  ‒  ‒  384  384

2025年12月31日現在  53,360  66,139  56,292  87,972  (182,503) 81,260
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38　取締役、最高経営陣及び上級役員の報酬
 

2025年12月31日終了事業年度における、当社の報酬管理に関する関連指標に基づく取締役、最高経営陣及び上級役
員の報酬体系の総額は、最終承認されていない。本注記に表示されていない報酬総額は、2025年度における当グ
ループの連結財務書類に対して重要な影響を及ぼすものではないと予想している。最終報酬額は、決定時に別の発
表という形で開示する予定である。
 

(a)　取締役及び最高経営陣の報酬
 

2025年12月31日終了事業年度における当社の取締役及び最高経営陣への報酬支払額の総額は以下のとおりで
ある。

 

  (単位：千人民元)

氏名  報酬額  現物給付  年金制度拠出額  合計

蔡希良(ⅰ)  –  –  –  –

利明光(ⅱ)  –  –  –  –

劉暉  1,253.0  169.1  201.3  1,623.4

阮琦  1,253.0  166.2  182.9  1,602.1

王軍輝(ⅲ)  –  –  –  –

胡錦(ⅲ)  –  –  –  –

胡容(ⅲ)  –  –  –  –

牛凱龍(iv)  –  –  –  –

林志權  420.0  –  –  420.0

翟海濤  420.0  –  –  420.0

陳潔  420.0  –  –  420.0

盧鋒  420.0  –  –  420.0
 

 

（ⅰ）蔡希良氏は2024年12月に会長兼業務執行取締役に任命された。また、蔡希良氏に対し、当社は報酬を支払っていな

い。

（ⅱ）利明光氏に対し、当社は2023年５月から報酬を支払っていない。

（ⅲ）王軍輝氏、胡錦氏及び胡容氏は非業務執行取締役である。また、王軍輝氏、胡錦氏及び胡容氏に対し、当社は報酬

を支払っていない。

（ⅳ）牛凱龍氏は2025年8月に非業務執行取締役に任命された。また、当社は牛凱龍氏に対し、報酬を支払っていない。

（ⅴ）上記報酬は、本報告期間における雇用期間に基づき算定された。
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2024年12月31日終了事業年度における当社の取締役及び最高経営陣への報酬支払額の総額は以下のとおりである。
 

  (単位：千人民元)

氏名  基本給与  成果報酬  

給与収入

小計  

給与収入

に含まれ

る繰延

支払額  現物給付  

年金制度

拠出額  合計  

合計に

含まれる

繰延

支払額  

合計に

含まれる

実際の

支払額

蔡希良(ⅰ)  –  –  –  –  –  –  –  –  –

白濤(ⅱ)  –  –  –  –  –  –  –  –  –

利明光(ⅲ)  –  –  –  –  –  –  –  –  –

劉暉(iv)  730.9  –  730.9  –  97.6  116.9  945.4  –  945.4

阮琦(iv)  730.9  –  730.9  –  96.5  106.1  933.5  –  933.5

王軍輝(ⅴ)  –  –  –  –  –  –  –  –  –

卓美娟(vi)  –  –  –  –  –  –  –  –  –

胡錦(vi)  –  –  –  –  –  –  –  –  –

胡容(vi)  –  –  –  –  –  –  –  –  –

林志權  420.0  –  420.0  –  –  –  420.0  –  420.0

翟海濤  420.0  –  420.0  –  –  –  420.0  –  420.0

黄益平(ⅶ)  385.0  –  385.0  –  –  –  385.0  –  385.0

陳潔  420.0  –  420.0  –  –  –  420.0  –  420.0

盧鋒(ⅶ)  35.0  –  35.0  –  –  –  35.0  –  35.0
 

 

（ⅰ）蔡希良氏は2024年12月に会長兼業務執行取締役に任命された。また、蔡希良氏に対し、当社は報酬を支払っていな

い。

（ⅱ）白濤氏は2024年10月に会長兼業務執行取締役を退任した。また、白濤氏に対し、当社は報酬を支払っていない。

（ⅲ）利明光氏に対し、当社は2023年５月から報酬を支払っていない。

（ⅳ）劉暉氏及び阮琦氏は2024年５月に当社の業務執行取締役に任命された。

（ⅴ）王軍輝氏は非業務執行取締役である。また、王軍輝氏に対し、当社は報酬を支払っていない。

（ⅵ）胡錦氏及び胡容氏は2024年11月に当社の非業務執行取締役に任命された。また、当社は胡錦氏及び胡容氏に対し、

報酬を支払っていない。卓美娟氏は2024年６月に当社の非業務執行取締役を退任した。また、卓美娟氏に対し、当

社は報酬を支払っていない。

（ⅶ）2024年11月に当社の独立非業務執行取締役に任命された。黄益平氏は、2024年11月に当社の独立非業務執行取締役

を退任した。

（ⅷ）上記報酬は、本報告期間における雇用期間に基づき算定された

 

2024年度の当社の取締役、最高経営陣及び上級役員に対する報酬の総額は、最終承認されていない。
 

取締役及び最高経営陣は上記報酬額を2025年及び2024年の任期中に受領した。
 

上記に開示されている取締役報酬に加え、当社の取締役の一部はCLICから報酬を受け取っているが、この金
額は当社に対する役務とCLICに対する役務との間で配分していない。

 

(b)　高額報酬受領者上位５名
 

高額報酬受領者上位５名の報酬の詳細は以下のとおりである。
 

  (単位：千人民元)

  12月31日終了事業年度

  2025年  2024年

基本給与、住宅手当並びにその他の手当

及び現物給付  6,392.6  6,601.4

年金制度拠出額  839.5  878.0

合計  7,232.1  7,479.4
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報酬は、以下の範囲内であった。
 

  (単位：千人民元)

  12月31日終了事業年度

  2025年  2024年

0 - 1,000,000人民元  -  -

1,000,001 - 2,000,000人民元  5  5

2,000,001 - 3,000,000人民元  -  -
 

 

2025年12月31日終了事業年度において、当社への入社の勧誘としてもしくは入社時に、又は当グループの取
締役としての職務又は経営に関連するその他の職務を失うことに対する補填として、当社が取締役、最高経
営陣又は高額報酬受領者上位５名に対して支払った報酬はなかった（2024年度：該当なし）。

 

高額報酬受領者上位５名への報酬額は、期中に当該受領者へ支払われた報酬合計額である。
 

報告期間中に報酬を放棄した、又は放棄に同意した取締役、最高経営責任者はいなかった。
 

前へ　　　次へ
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前へ
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２【主な資産・負債及び収支の内容】
 

本項に記載すべき事項は、連結財務書類に対する注記に記載されている。
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３【その他】
 

(1)訴訟
 

該当なし
 

(2)その他
 

　該当なし
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４【香港と日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】
 

添付の財務書類は、香港上場規則によって認められるIFRSに準拠して作成されたものであり、日本において一般
に公正妥当と認められる会計原則（日本GAAP）に従って作成されたものとは異なる。IFRSと日本GAAPの主な相違点
は以下のとおりである。
 

下記に記載されているIFRSと日本GAAPとの相違は、当社が採用しているIFRSと日本で適用されている日本GAAPと
の相違を全て明示するものではない。従って、これらの会計原則の相違に起因する財務書類への影響は、下記に明
示された相違のみに限られるものではない。
 

（１）企業結合
 

IFRSでは、IFRS第３号「企業結合」に従って、共通支配下の取引等、IFRS第３号の適用外となっているも
のを除き、企業結合の会計処理には取得法が適用される。取得企業は、特定の場合を除き、企業結合ごとに
非支配持分を、公正価値もしくは被取得企業の識別可能な純資産の認識金額に対する現在の所有権金融商品
の比例的な取り分のいずれかの方法を選択して測定する。

 

日本GAAPでは、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に従って、共同支配企業の形成及び共
通支配下の取引以外の企業結合は取得となり、パーチェス法が適用される。少数株主持分は、取得企業の貸
借対照表上、取得日における識別可能純資産の比例持分の公正価値で測定される。
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（２）のれん及び負ののれん
 

IFRSでは、IFRS第３号及びIAS第36号に従って、正ののれんは償却されない。移転された対価、被取得企
業のすべての非支配持分の公正価値、及び取得企業が以前に保有していた被取得企業の資本持分の取得日公
正価値の総額が、取得した識別可能な資産及び引受けた負債の正味の金額の公正価値を超過する額が、のれ
んとして計上される。この金額が取得した子会社の純資産の公正価値を下回る場合（割安購入の場合)、取得
企業は取得した資産全てと引き受けた負債の全てが正しく認識されているかどうかを再評価し、取得日に認
識された金額の測定に用いられた方法をレビューする。再評価してもなお、取得した純資産の公正価値が、
移転された対価の合計額を超過する場合、当該利益は純損益に認識される。のれんは取得日以降、取得企業
の資金生成単位又は資金生成単位グループのうち、企業結合のシナジーから便益を得ると見込まれるものに
配分され、毎年（減損の兆候がある場合は随時）、減損テストが実施され、減損損失累計額控除後の原価で
計上される。のれんを配分した資金生成単位に減損の兆候が見られる場合は回収可能価額が見積られ、帳簿
価額と回収可能価額の差額を減損損失として認識する。のれんに係る減損損失の戻入れはできない。事業体
の売却に係る利得及び損失には、その事業体の売却に関連するのれんの帳簿価額が含まれる。

 

日本GAAPでは、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に従って、連結会社の投資がこれに対
応する連結子会社の純資産の金額を超えることにより生じる差額は正ののれんとし、純資産の金額に満たな
いことにより生じる差額は負ののれんとされる。正ののれんは資産に計上し、20年以内のその効果の及ぶ期
間にわたって、定額法その他合理的な方法により規則的に償却し、「固定資産の減損に係る会計基準」の適
用対象資産となることから、当該基準に従った減損処理が行われる。負ののれんが生じると見込まれる場合
には、原則として、(a)取得企業は、すべての識別可能資産及び負債が把握されているか、また、それらに
対する取得原価の配分が適切に行なわれているかどうかを見直し、(b)(a)の見直しを行なっても、なお負の
のれんが生じる場合には、当該負ののれんが生じた事業年度の利益として処理される。

 

（３）保険契約の定義
 

IFRS第17号において、保険契約とは、一方の当事者（発行者）が、他方の当事者（保険契約者）から、所
定の不確実な将来事象が保険契約者に不利な影響を与えた場合に保険契約者に補償することに同意すること
により、重大な保険リスクを引き受ける契約を指す。再保険契約とは、ある企業（再保険者）が他の企業に
対し、１つ又は複数の基礎となる保険契約から生じる保険金について補償するために発行する保険契約と定
義されている。また、IFRS第17号は、以下の契約に対して適用される。
- 当該企業が発行する保険契約（再保険契約を含む。）

- 当該企業が保有する再保険契約

- 当該企業が発行する裁量権付有配当投資契約（企業が保険契約も発行する場合）

企業が発行する保険契約はさらに直接連動有配当保険契約及びそれ以外の保険契約に分類される。
 

日本GAAPにおいては、保険契約とは、保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者
の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付（生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約に
あっては、金銭の支払に限る。）を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性
に応じたものとして保険料（共済掛金を含む。）を支払うことを約する契約をいう。また、保険業法におい
て、生命保険業免許又は損害保険業免許を受けて保険業を行うものを保険会社と定義し、保険会社が同法及
び保険業法施行規則等に従って保険負債等の会計処理を行っている。
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（４）保険契約の測定
 

IFRSでは、IFRS第17号に従い、保険契約負債の測定方法として、一般測定モデル、変動手数料アプロー
チ、保険料配分アプローチのいずれかが適用され、それぞれのアプローチの主な内容は以下のとおりであ
る。
・　一般測定モデル：一般的に適用されるモデルであり、将来キャッシュ・フローの見積り、貨幣の時間価

値及び将来キャッシュ・フローに関連する金融リスクを反映するための調整、非金融リスクに係るリス
ク調整、並びに契約上のサービス・マージン（CSM）の４つの構成要素により保険契約負債が測定され
る。CSMとは、将来、保険契約サービスを提供するにつれて認識する未稼得の利益を表すものである。
事後測定においては、各報告期間の末日現在において、その時点で更新された計算前提に基づいて再測
定が行われる。将来キャッシュ・フローの見積もりが変更された場合、将来サービス関する部分はCSM
を調整し、それ以外は純損益に計上される。ただし、CSMが負値になることは許されず、当該金額は損
失として認識される。

・　変動手数料アプローチ：直接連動有配当契約に適用され、当初認識時において、一般測定モデルと同様
に４つの構成要素により保険契約負債が測定される。ただし、事後測定においては、主に以下の違いが
認められる。
- 基礎となる項目の公正価値と同額の保険契約者への支払い義務の変動は、将来のサービスに関連しな

いため、CSMを修正しない。
- 基礎となる項目の公正価値に対する企業の持ち分の変動は、将来のサービスに関連し、CSMを修正す

る。
- 基礎となる項目に対するリターンに基づいて変動しない履行キャッシュ・フローの変動は、将来の

サービスに関連するものとしてCSMを修正する。
・　保険料配分アプローチ：一定の要件（保険契約のカバー期間が１年以下の契約、一般測定モデルによる

測定との差異が重要でない等）を充足した場合に許容される保険契約負債の測定方法であり、残存カ
バーに係る保険契約負債は、原則として予想受取保険料を時の経過に応じて配分することにより測定さ
れる。

 

日本GAAPでは、保険契約負債として支払備金と責任準備金が以下の通り計上される。
・　支払備金には、既報告の普通備金に加えて、既発生未報告の保険金請求につき保険業法施行規則第73条

第１項第２号及び大蔵省令告示に基づいて計上が要求されるIBNR備金が含まれている。また、支払備金
に係る損害調査費の未払計上は要求されていない。

・　責任準備金は、保険業法施行規則第69条に基づき、保険料積立金、未経過保険料、危険準備金から構成
される。保険料積立金は法令で定められた計算方法及び計算基礎率をもとに計算される。計算方法は平
準純保険料式を原則とし、チルメル式などの方法も認められている。予定死亡率及び予定利率等の計算
基礎率については、契約時のものが将来にわたって適用され、原則として更新は要求されていない。大
蔵省告示の改正や経済状況の変化により、計算基礎率が変更された場合は、それらは新たに締結される
契約から適用される。未経過保険料は未経過期間に対応する責任に相当する額として計算される。さら
に、将来発生が見込まれる危険に対する備えとして危険準備金を設定し、大蔵省令告示に基づき計算さ
れる金額を計上することが要求される。

 

（５）保険獲得キャッシュ・フロー
 

IFRSでは、保険獲得キャッシュ・フローは、保険契約グループの販売、引受け及び開始のコストにより生
じるキャッシュ・フローのうち、当該グループが属する保険契約ポートフォリオに直接起因するものと定義
され、保険契約の境界線内のキャッシュ・フローの一部として保険負債の測定に反映される。

 

日本GAAPでは、かかる費用は発生時に費用として認識される。
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（６）価格変動準備金
 

日本GAAPにおいて保険会社は、保険業法第115条に基づき、その所有する株式その他の価格変動による損
失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価
格変動準備金として積み立てなければならないが、IFRSではそのような規則はない。

 

（７）金融資産の分類
 

IFRSでは、負債性金融商品は事業モデルと契約上のキャッシュ・フロー特性に基づいて３つのカテゴ
リー（償却原価で測定される金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定（FVOCI）される金融資
産、純損益を通じて公正価値で測定（FVPL）される金融資産）に分類される。資本性金融商品は、原則と
して純損益を通じて公正価値で測定（FVPL）するカテゴリーに分類されるが、その他の包括利益を通じて
公正価値で測定（FVOCI）のカテゴリーの指定を行うことも認められる（OCIオプション）。

 

日本GAAPでは、金融資産は、原則として法的形態をベースに、有価証券、債権、金銭の信託、デリバ
ティブ等に分類して規定が定められている。さらに有価証券については、その保有目的に応じて、売買目
的有価証券、満期保有目的の債券、子会社及び関連会社株式、その他有価証券並びに責任準備金対応債券
に分類される。責任準備金対応債券は、債券と責任準備金のデュレーションを一定幅で一致している等の
要件を充足する場合に、その分類が認められる。

 

（８）金融資産の評価
 

IFRSでは、FVPL及びFVOCIに分類される金融資産は、公正価値で計上される。市場価格がない金融商品の
時価評価については、現在の市場の状況下で、測定日において資産の売却又は負債の移転を行う秩序ある
取引が市場参加者間で行われるであろう価格を、評価技法を用いて見積ることが求められる。償却原価で
測定する金融資産は、実効金利法を用いて償却原価で計上される。FVPLに分類される金融資産の公正価値
の変動によって生じた実現及び未実現の損益は、それらが発生した期間の純損益に含まれる。FVOCIに分類
される負債性金融商品の公正価値の変動に伴う利得又は損失は、減損利得又は減損損失及び為替差損益を
除き、当該金融資産の認識の中止が行われるまで、その他の包括利益に認識され、売却された場合、過去
にその他の包括利益に認識した利得又は損失の累計額を、実現損益として純損益に含められる。OCIオプ
ションを選択した資本性金融商品の公正価値の変動に伴う利得又は損失はその他の包括利益に認識され、
その他の包括利益に計上された金額を事後的に純損益に振り替えてはならない。

 

日本GAAPでは、売買目的の金融資産は公正価値で測定し、公正価値の変動を純損益に認識している。市
場価格のない株式等は取得原価で評価される。満期保有目的の債券は、債券を債券金額より低い価額又は
高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるとき
は、償却原価法（利息法又は定額法）に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としている。そ
の他有価証券は公正価値で測定し、公正価値の変動額を以下のいずれかの方法で処理している。

(a）公正価値の変動額を純資産に計上し、売却、減損あるいは回収時に損益計算書に計上する。
(b）個別ベースで、公正価値が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に
計上する。

子会社及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としている。責任準備金対応債券は、そ
の分類の要件を充足する限りにおいて償却原価で測定される。
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（９）金融資産の減損
 

IFRSでは、損益を通じて公正価値で測定する金融資産及びOCIオプションを選択した資本性金融商品以外
の金融資産について、IFRS第９号に従って、債権等の「信用リスクが当初認識以降に著しく増大」してい
るかどうかを判断し、それに応じて減損（損失評価引当金）の金額を測定する。
‧ 信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない金融商品：「12か月の予想信用損失」と等しい金

額で損失評価引当金を測定する。
‧ 信用リスクが当初認識以降に著しく増大している金融商品：「全期間の予想信用損失」と等しい金額で損失評

価引当金を測定する。
 

日本GAAPでは、「金融商品に関する会計基準」に従って、売買目的以外の有価証券のうち時価があるも
のについて、時価が著しく下落したとき、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損損失を認
識する。市場価額のない株式等については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著し
く低下したときに、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損損失が認識される。
前事業年度以前に認識した減損損失の戻入れは認められていない。

 

（10）金融資産の消滅の認識
 

IFRSでは、実質的にすべてのリスクと経済価値が移転されたか、又は企業が実質的にすべてのリスクと経
済価値を移転も保持もしておらず譲渡資産に対する支配を保持していない場合（すなわち、譲受人が譲渡資
産を売却する実際上の能力を有する場合）に完全な認識の中止を行う。また、企業が実質的にすべてのリス
クと経済価値を移転も保持もしておらず譲渡資産に対する支配を保持している場合（すなわち、譲受人が譲
渡資産を売却する実際上の能力を有さない場合）には、継続的関与の範囲で資産の認識を継続する。

 

日本GAAPでは、「金融商品に関する会計基準」により、金融資産の消滅は金融資産の契約上の権利を行使
又は喪失したとき、あるいは権利に対する支配が他に移転したときに認識される。金融資産の契約上の権利
に対する支配が他に移転するのは、(a) 譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人及びそ

の債権者から法的に保全され、（b）譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の
方法で享受でき、（c）譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買戻す権利及び義務を実質
的に有していない場合である。

 

（11）非支配持分
 

IFRSでは、非支配持分は連結財政状態計算書上、資本の構成要素として表示される。連結包括利益計算書
上で表示される純損益には、非支配持分及び親会社の所有者に帰属する損益が含まれている。純損益の後
に、非支配株主に帰属する純損益及び親会社の所有者に帰属する純損益が区分して表示される。

 

日本GAAPでは、企業会計基準第５号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」により、連結貸
借対照表上、非支配株主持分は純資産の部に区分して記載することとされている。また、非支配株主に帰属
する損益については、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」に従い、１計算書方式（当
期純利益の表示と包括利益の表示を１つの計算書で行う形式）又は２計算書方式（当期純利益を表示する損
益計算書と、包括利益を表示する包括利益計算書からなる形式）のどちらにより包括利益計算書を作成する
かで取扱いが異なる。企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」により、１計算書方式の場
合、当期純利益の直後に親会社株主に帰属する当期純利益及び非支配株主に帰属する当期純利益を付記す
る。一方で、２計算書方式の場合は、当期純利益に非支配株主に帰属する当期純利益を加減して、親会社株
主に帰属する当期純利益を表示することとされている。
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第７ 【外国為替相場の推移】

 

１ 【最近５年間の事業年度別為替相場の推移】

 

決算年度 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

最高 18.06 21.01 21.01 22.46 22.37

最低 15.78 17.93 18.84 19.89 19.42

平均 17.03 19.45 19.86 21.17 20.86

期末 18.05 19.10 19.92 21.63 22.32
 

単位：１人民元の円相当額（円／人民元）

出典：国家外貨管理局が公表している人民元／100円のデータを基に、円／人民元ベースに換算したものである。

 

２ 【最近６月間の月別最高・最低為替相場】

 

月別 2025年11月 2025年12月 2026年１月 2026年２月 2026年３月 2026年４月

最高 22.16 22.37 22.75 22.66 23.16 23.36

最低 21.55 21.93 22.00 22.07 22.66 23.01

平均 21.86 22.12 22.45 22.41 21.96 23.22
 

単位：１人民元の円相当額（円／人民元）

出典：国家外貨管理局が公表している人民元／100円のデータを基に、円／人民元ベースに換算したものである。

 

３ 【最近日の為替相場】

 

23.29円（2026年５月22日）

単位：１人民元の円相当額（円／人民元）。

出典：国家外貨管理局が公表している人民元／100円のデータを基に、円／人民元ベースに換算したものである。
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第８ 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

 

　以下は、H株に関する株式事務、権利行使の方法及び関連事項の概要である。

 

１ 【本邦における株式事務等の概要】

 

（１） 株式の名義書換取扱場所及び名義書換代理人

　日本においては、H株の名義書換取扱場所又は名義書換代理人は存在しない。

　H株の取得者（以下「実質株主」という。）は、その取得窓口となった証券会社（以下「窓口証券会社」とい

う。）との間に外国証券取引口座約款（以下「約款」という。）を締結する必要があり、当該約款により、実質株

主の名義で外国証券取引口座（以下「取引口座」という。）が開設される。売買取引の実行、売買代金の決済、証

券の保管及びH株に関するその他の取引に関する事項はすべてこの取引口座を通じて処理される。他方、機関投資

家で窓口証券会社にH株の保管の委託をしない場合は、約款に代えて外国証券取引約諾書を窓口証券会社と締結す

る必要がある。この場合、取引の実行、売買代金の決済及び外国証券取引に関するその他の支払についての各事項

はすべて当該契約の各条項に従い処理される。

 

（２） 株主に対する特典

　なし

 

（３） 株式の譲渡制限

　H株に譲渡制限はない。

 

（４） その他株式事務に関する事項

（a） 株券の保管

　取引口座を通じて保有されるH株は、窓口証券会社を代理する香港における保管機関（以下「現地保管機関」と

いう。）又はその被任命者の名義で登録され、現地保管機関により保管される。

 

（b） 配当等基準日

　当社から配当等を受け取る権利を有する実質株主は、当社の取締役会が配当支払等のために定めた基準日現在に

おいてH株を実質的に所有する者である。

 

（c） 事業年度の終了

　毎年12月31日

 

（d） 公告

　日本においてはH株に関する公告が行われない。

 

（e） 実質株主に対する株式事務に関する手数料

　実質株主は、窓口証券会社の定めるところにより、約款に規定された手続き及び関連行為のための費用として、

取引口座を維持するための管理費を支払う。さらに、実質株主は、約款に規定されたその他の費用を支払う可能性

もある。

 

２ 【日本における実質株主の権利行使方法】

 

（１） 実質株主の議決権の行使に関する手続

　議決権の行使は、実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその被任命者が行う。

他方、実質株主が指示をしない場合、現地保管機関又はその被任命者は実質株主のために保有されているH株につ

いて議決権を行使しない。
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（２） 配当請求等に関する手続

（a） 現金配当の交付手続

　約款に従い、現金配当は、窓口証券会社が現地保管機関又はその被任命者から一括受領し、取引口座を通じて実

質株主に交付する。

 

（b） 株式配当等の交付手続

　株式分割により割り当てられたH株は、現地保管機関又はその被任命者の名義で登録され、窓口証券会社はかか

るH株を取扱口座を通じて処理する。ただし、実質株主から別段の要請がない限り、売買数が香港における売買単

位未満の端数のH株については、窓口証券会社を代理する現地保管機関により香港で売却され、その純手取金は、

窓口証券会社が現地保管機関又はその被任命者から一括受領し、取引口座を通じて実質株主に支払う。

　株式配当により割り当てられたH株は、実質株主から別段の要請がない限り、窓口証券会社を代理する現地保管

機関により香港で売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引

口座を通じて実質株主に支払う。

 

（３） 株式の譲渡に関する手続

　実質株主がその持株の売却注文をなす際の実質株主と窓口証券会社との間の決済は円貨又は窓口証券会社が応じ

うる範囲内の外貨による。窓口証券会社は、国内店頭取引についてのH株の決済を口座の振替によって行い、H株の

取引の結果として現地保管機関のH株数残高に増減が生じた場合には、H株の名義書換の手続に従って香港の登録機

関において当該H株の譲渡手続がとられる。

 

（４） 新株引受権

　実質株主が保有するH株について新株引受権が与えられる場合には、新株引受権は、通常、窓口証券会社を代理

する現地保管機関により香港で売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括

受領し、取引口座を通じて実質株主に支払う。

 

（５） 本邦における配当等に関する課税上の取扱い

　本邦における課税上の取扱いの概要は以下のとおりである。

（a） 配当

　当社から株主に支払われる配当は、日本の税法上、配当収入として取り扱われる。日本の居住者たる個人又は日

本の法人に対して、日本における支払いの取扱者を通じて支払われる当社の配当金については、当該配当金額（中

国における当該配当の支払の際に中国又はその地方政府の源泉徴収税が徴収される場合、当該控除後の金額）につ

き、当該配当の支払いを受けるべき期間に応じ、下表に記載された源泉徴収税率に相当する金額の日本の所得税・

住民税が源泉徴収される。

 

配当金の源泉徴収税率

 

配当の支払いを受けるべき期間 日本の法人 日本の居住者たる個人

2014年１月１日～2037年12月31日 所得税15.315% 所得税15.315%、住民税５%

2038年１月１日～ 所得税15% 所得税15%、住民税５%
 

 

　当社から株主に支払われる配当について、源泉徴収された場合、日本の居住者たる個人は確定申告を行う必要は

ない。

　当社から株主に支払われる配当について、日本の居住者たる個人は税金の分離徴収を申告することができる。申

告分離課税を選択した場合、確定申告の税率は、2014年１月１日から2037年12月31日までは、当社から当該個人株

主に支払われる配当金について20.315%、2038年１月１日以降は20%である。また、個人の配当金について配当金控

除規定は適用されない。

　法人の配当金について配当金収益に算入しない規定は適用されない。中国において既に源泉徴収された税金は、

配当金について確定申告を行うときに日本税法規定に従って外国税額控除対象となる。
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（b） 売買損益

１．日本の居住者たる個人株主の株式売買に基づく株式売買収益は、原則として所得税の課税対象となり、株式

売買損はその他の株式売買収益から控除することができる。なお、2009年以降の上場株式などの株式売買損は、当

社株式及びその他の上場株式などの配当金所得額（申告分離課税を選択した場合のみに限る。）から控除すること

ができる。納税者は課税対象年の有価証券譲渡益全体（純額）の相当額の納税を行うことになる。以上にかかわら

ず、2016年１月１日以降は、申告により、2016年分以降の上場株式や一定の公社債の配当金所得、利子所得、譲渡

損益等と損益通算が可能である。

 

２．当社株式の国内法人株主については、その株式売買損益は課税対象所得を計算するときに益金又は損金の額

に算入される。

 

（c） 相続税

　日本税法上、日本の居住者たる実質株主が相続又は遺贈を通じて中国で発行した株式を取得した場合、日本の相

続税法に基づき相続税が課されるが、国外で日本の相続税に相当する税金を徴収された場合など一定の条件を満た

す場合、外国税額控除が認められる場合もある。

 

（６） 実質株主に対する諸通知

　当社が実質株主に対して行う通知及び通信は、現地保管機関又はその被任命者に対してなされる。現地保管機関

はこれを窓口証券会社に送付する義務があり、窓口証券会社はこれをさらに各実質株主に送付する義務がある。実

費は実質株主に請求される。ただし、実質株主がその送付を希望しない場合又は当該通知若しくは通信の性格上重

要性が乏しい場合には、送付することなく窓口証券会社の店頭に備え付け、実質株主の閲覧に供される。
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第９ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

 

　親会社

　中国人寿保険（集団）公司

 

２ 【その他の参考情報】

 

　当社は、当事業年度の開始日から本書提出日までの間に、関東財務局に以下の書類を提出した。

 

１． 有価証券報告書

事業年度

（自令和５年１月１日　至　令和５年12月31日）

令和６年５月31日 提出

２． 半期報告書

中間会計期間

（自令和６年１月１日　至　令和６年６月30日）

令和６年９月27日 提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項なし
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独立監査人の監査報告書（訳文）
 

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド（中華人民共和国で設立された有限責任会社）の
株主御中
 

監査意見
 

私どもは、102ページから220ページ（原文のページ）に記載されているチャイナ・ライフ・インシュアランス・カ
ンパニー・リミテッド（以下「会社」という。）及びその子会社（以下総称して「グループ」という。）の2025年
12月31日現在の連結財政状態計算書、同日に終了した事業年度の連結包括利益計算書、連結株主資本変動表、連結
キャッシュ・フロー計算書及び重要性のある会計方針に関する情報を含む連結財務書類に対する注記について監査
を行った。
 

私どもは、これらの連結財務書類が、国際会計基準審議会が公表したIFRS会計基準に準拠して、2025年12月31日現
在のグループの連結財政状態並びに同日に終了した事業年度のグループの連結経営成績及び連結キャッシュ・フ
ローの真実かつ公正な概観を与えており、また香港会社条例の開示要件に準拠して適切に作成されているものと認
める。
 

監査意見の根拠
 

私どもは、国際監査・保証基準審議会が公表した国際監査基準（以下「ISA」という。）に準拠して監査を行っ
た。本基準における私どもの責任は、本報告書の「連結財務書類監査に対する監査人の責任」に記載されている。
私どもは、パブリック・インタレスト企業（PIE）の財務諸表監査に適用される香港公認会計士協会が公表した
「職業会計士の倫理規程」（以下「倫理規程」という。）に基づきグループに対して独立性を保持しており、倫理
規程に従いその他の倫理上の責任を果たしている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。
 

監査上の主要な検討事項
 

監査上の主要な検討事項とは、当年度の連結財務書類の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要な事
項であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務書類全体に対する監査の実施過程及び監査
意見の形成において対応した事項であり、私どもは、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。個別
の項目に関し、私どもの監査上の対応に係る記載は以下で提供している。
 

私どもは、監査上の主要な検討事項に関し、本報告書の「連結財務書類監査に対する監査人の責任」に記載された
責任を果たしている。従い、私どもが行った監査には、連結財務書類における重要な虚偽表示リスクの評価を行う
ために実施した手続が含まれている。以下の監査上の主要な検討事項に対応するために実施した手続を含む、監査
手続の結果は、当該連結財務書類に係る私どもの監査意見の根拠を提供している。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

保険契約負債の評価

2025年12月31日現在、グループの保険契約負債は
6,376,114百万人民元であり、これはグループの負
債合計の91.31％に相当する。保険契約負債の測定
には、経営者の重要な会計上の見積り及び判断が
含まれており、保険契約負債に重大な影響を及ぼ
す可能性があるため、私どもは監査上の主要な検
討事項として識別した。
 
保険契約負債の評価には、測定手法の適格性、カ
バー単位の決定及び将来キャッシュ・フローの不
確実性に関連した、重要な判断及び見積りが含ま
れている。
 
保険契約負債の評価には、複雑な保険数理モデル
及び高度な判断を要する数理計算上の仮定が使用
されている。主要な仮定には、死亡率、疾病率、
予定失効率、割引率、予定事業費率、予定配当率
及び非金融リスクに係るリスク調整等が含まれて
いる。
 
連結財務書類に対する注記2.8、4.1、5.1及び14を
参照のこと。
 

内部の専門家を利用し、私どもは、以下の監査手
続を実施した。
 
・　保険契約負債の測定に関連した会計方針の合
理性の評価

 
・　保険契約負債の評価に係る統制上の要点に対
する整備状況の評価及び運用状況の有効性の
テスト

 
・　保険契約負債の評価に係る関連ITシステムと
その統制に対する整備状況の評価及び運用状
況の有効性のテスト

 
・　グループの過去データ及び適用可能な業界実
績との比較を含む、主要な判断と仮定の合理
性の評価

 
・　保険契約負債に係る評価手法の合理性の評
価。選択された主要な保険商品、又はグルー
プの保険契約に係る保険契約負債に対する独
自の再計算の実施

 
・　保険契約負債の評価に使用される基礎データ
の網羅性及び正確性のテスト

 
・　分析的レビュー手続の実施や仮定の変化に対
する影響評価による、保険契約負債の全体的
な合理性の評価
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

レベル３金融資産の公正価値

2025年12月31日現在、グループは、公正価値で測
定するレベル３に分類された金融資産は601,161百
万人民元であり、これはグループの資産合計の
7.92％に相当する。
 
私どもは、レベル３金融資産の評価を監査上の主
要な検討事項として識別した。これは、評価手法
や重要な観察不能なインプットの評価には重要な
経営者の見積り及び判断を伴うためである。ま
た、異なる評価手法の利用や重要な観察不能なイ
ンプットの変更により重大な影響を及ぼす可能性
がある。
 
連結財務書類に対する注記2.4、2.5, 4.2及び5.4

を参照のこと。
 

内部の専門家を利用し、私どもは、以下の監査手
続を実施した。
 
・　レベル３金融資産の評価に係る統制上の要点
に対する整備状況の評価及び運用状況の有効
性のテスト

 
・　業界の実務慣行及び利用可能な評価手法との
比較を含む、グループが採用した評価手法の
適切性の評価

 
・　第三者又は市場データと重要な観察不能なイ
ンプットとの比較を含む、レベル３金融資産
の公正価値評価に使用した主要なパラメー
ターの合理性の評価

 
・　サンプルベースで、私どもの結果と経営者の
計上値と比較した、レベル３金融資産の独自
の評価の実施
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年次報告書に含まれるその他の記載内容
 

会社の取締役は、その他の記載内容について責任を有している。 その他の記載内容は、年次報告書に含まれる情

報のうち、連結財務書類及び独立監査人の監査報告書以外の情報である。
 

私どもの連結財務書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私どもは当該その他の記
載内容に対していかなる保証の結論も表明するものではない。
 

連結財務書類監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結財務書類又は私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽表示の兆候があるかどうか注意を払うことにある。
 

私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示があると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。その他の記載内容に関して、私どもが報告すべき事項はない。
 

連結財務書類に対する取締役の責任
 

会社の取締役の責任は、国際会計基準審議会が公表したIFRS及び香港会社条例の開示要件に準拠して、真実かつ公
正な概観を与える連結財務書類を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
財務書類を作成するために取締役が必要と判断した内部統制を整備し運用することが含まれる。
 

連結財務書類を作成するに当たり、会社の取締役は、グループの清算もしくは事業停止の意図があるか、又はそう
する以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づきグループの連結財務書類を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
 

会社の取締役は、監査委員会の支援を受け、グループの財務報告プロセスを監視する責任を果たす。
 

連結財務書類監査に対する監査人の責任
 

私どもの監査の目的は、全体としての連結財務書類に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。当該監査報告書は、チャイナ・ライフ・インシュアラン
ス・カンパニー・リミテッドの株主に対してのみ作成されたものであり、それ以外のいかなる目的のためでもな
い。私どもは、当該監査報告書の内容について他のいかなる者に対して責任及び義務を負うものではない。
 

合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ISAに準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見す
ることを保証するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
 

私どもは、ISAに準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持
して以下を実施する。
 

・　不正又は誤謬による連結財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。さらに、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスク
よりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、及び内部統
制の無効化が伴うためである。

 

・　連結財務書類監査の目的は、グループの内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。

 

・　取締役が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに取締役によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する開示の妥当性を評価する。

 

EDINET提出書類

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(E05940)

有価証券報告書

349/355



・　取締役が継続企業を前提として連結財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、グループの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうかを結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において連結財務書類の開示に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務書類の開示が適
切でない場合は、連結財務書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私どもの結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、グループは継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

 

・　関連する注記を含めた全体としての連結財務書類の表示、構成及び内容、並びに連結財務書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 

・　連結財務書類に対する意見表明の基礎となる、グループ内の企業及び事業活動の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手するためのグループ監査を計画し実施する。私どもは、グループ監査のために実施された
監査手続の指揮、監督及び査閲に関して責任がある。私どもは、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

私どもは、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項について報告を行う。
 

また、私どもは、監査委員会に対して、独立性についての職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに私どもの
独立性に影響を与えると合理的に考えられるすべての関係性その他の事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 

私どもは、監査委員会と協議した事項のうち、監査人の職業的専門家として、当年度の連結財務書類の監査で特に
重要であると判断した事項を、監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等
により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的であるが、監査報告書において報告することにより
生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当
該事項を記載しない。
 

本独立監査人の監査報告書による監査に対する責任を有する業務執行社員は張明益（登録番号：P04626）である。
 

 

アーンスト・アンド・ヤング
公認会計士
 

香港、2026年３月25日
 

次へ
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Independent Auditor’s Report
To the shareholders of China Life Insurance Company Limited
(Incorporated in the People’s Republic of China with limited liability)
 
 
 

OPINION
 
We have audited the consolidated financial statements of China Life Insurance Company Limited (the “Company”)
and its subsidiaries (the “Group”) set out on pages 102 to 220, which comprise the consolidated statement of
financial position as at 31 December 2025, and the consolidated statement of comprehensive income, the
consolidated statement of changes in equity and the consolidated statement of cash flows for the year then ended,
and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.
 
In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the consolidated financial position
of the Group as at 31 December 2025, and of its consolidated financial performance and its consolidated cash
flows for the year then ended in accordance with IFRS Accounting Standards as issued by the International
Accounting Standards Board and have been properly prepared in compliance with the disclosure requirements of
the Hong Kong Companies Ordinance.
 

BASIS FOR OPINION
 
We conductedour audit in accordance with International Standardson Auditing (“ISAs”)a s issued by the
International Auditing and Assurance Standards Board. Our responsibilities under those standards are further
described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements section of our report.
We are independent of the Group in accordance with the HKICPA’s Code of Ethics for Professional Accountants
(the “Code”), as applicable to audits of financial statements of public interest entities.we have also fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with the Code. We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to providea basis for our opinion.
 

KEY AUDIT MATTERS
 
Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of
the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our
audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not
provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our description of how our audit addressed
the matter is provided in that context.
 
We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated
financial statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the
performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the
consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to
address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial
statements.
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Key audit matter
 

How our auditaddressed the key audit matter
 

Valuation of insurance contract liabilities
 
As at 31 December 2025, the Group’s insurance
contract liabilities amounted to RMB6,376,114
million, representing 91.31% of total liabilities.
Since the measurement of insurance contract
liabilities involves significant accounting estimates
and judgments by management, which may have
a substantial impact on the insurance contract
liabilities, we have identified it as a key audit
matter:
 
The valuation of insurance contract liabilities
involves significant judgement and estimates over
the eligibility for the measurement approach, the
determination of coverage unit and the uncertain
future cash flows.
 
Complex actuarial models and actuarial
assumptions with highly judgemental nature are
used to support the valuation of insurance contract
liabilities. Key assumptions include mortality,
morbidity, lapse rates, discount rates, expenses,
policy dividends and risk adjustment for non-
financial risk, etc.
 
Refer to Notes 2.8, 4.1, 5.1 and 14 to the
consolidated financial statements.
 
 

 
 
With the support of our internal experts, we
performed the following audit procedures:
 
・ Evaluated the appropriateness of the

accounting policies related to the measurement
of insurance contract liabilities;

 
・ Evaluated and tested the design and operating

effectiveness of key controls over the valuation
of insurance contract liabilities;

 
・ Evaluated and tested the design and operating

effectiveness of the related IT systems and
controls over the valuation of insurance
contract liabilities;

 
・ Evaluated the reasonableness of key

judgements and assumptions, including
comparing the key judgements and
assumptions with the company’s historical data
and applicable industry experiences;

 
・ Evaluated the appropriateness of the valuation

approaches of insurance contract liabilities.
Performed independent recalculation on
insurance contract liabilities of selected typical
insurance products or groups of insurance
contracts;

 
・ Tested the completeness and accuracy of the

underlying data used in the valuation of
insurance contract liabilities;

 
・ Evaluated the overall reasonableness of the

insurance contract liabilities by performing
analytical review and assessing the impact of
changes in assumptions.
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Key audit matter
 

How our auditaddressed the key audit matter
 

Fair value of Level 3 financial assets
 
At 31 December 2025, the financial assets which
was measured at fair value and categorized as
Level 3 amounted RMB601,161 million,
accounting for 7.92% of the Group’s total assets.
 
We identified valuation of Level 3 financial assets
as a key audit matter, as it involved significant
management estimates and judgements in the
assessment of valuation methodologies and
significant unobservable inputs, and could be
significantly impacted by use of different valuation
methodologies and changes in significant
unobservable inputs.
 
Refer to Notes 2.4, 2.5, 4.2 and 5.4 to the
consolidated financial statements.
 

 
 
With the support of our internal experts, we
performed the following audit procedures:
 
・ Evaluated and tested the design and operating

effectiveness of key controls over the valuation
of Level 3 financial assets;

 
・ Evaluated the appropriateness of the valuation

methodologies adopted by the Group,
including comparing them to industry practice
and acceptable valuation methods;

 
・ Evaluated the reasonableness of the key

parameters used in the fair value
measurement of Level 3 financial assets,
including comparing significant unobservable
inputs with third-party or market data;

 
・ Performed independent valuation for Level 3

financial assets on a sample basis and
compared our results to the management
record.

 
 

 

OTHER INFORMATION INCLUDED IN THE ANNUAL REPORT
 
The directors of the Company are responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the Annual Report other than the consolidated financial statements and our auditor’s report
thereon.
 
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express
any form of assurance conclusion thereon.
 
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated
financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information,
we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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RESPONSIBILITIES OF THE DIRECTORS FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
 
The directors of the Company are responsible for the preparation of the consolidated financial statements that give
a true and fair view in accordance with IFRS Accounting Standards as issued by IASB and the disclosure
requirements of the Hong Kong Companies Ordinance, and for such internal control as the directors determine is
necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
In preparing the consolidated financial statements, the directors of the Company are responsible for assessing the
Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using
the going concern basis of accounting unless the directors of the Company either intend to liquidate the Group or to
cease operations, or have no realistic alternative but to do so.
 
The directors of the Company are assisted by the Audit Committee in discharging their responsibilities for
overseeing the Group’s financial reporting process.
 

AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our
opinion. Our report is made solely to you, as a body, and for no other purpose. We do not assume responsibility
towards or accept liability to any other person for the contents of this report.
 
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and
are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
 
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
 

・ Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

 

・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Group’s internal control.

 

・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the directors.
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・ Conclude on the appropriateness of the directors’ use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on
the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may
cause the Group to cease to continue as a going concern.

 

・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the
disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.

 

・ Plan and perform the group audit to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial
information of the entities or business units within the Group as a basis for forming an opinion on the
consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and review of the audit work
performed for purposes of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

 
We communicate with the Audit Committee regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
 
We also provide the Audit Committee with a statement that we have complied with relevant ethical requirements
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be
thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards
applied.
 
 
 
 
From the matters communicated with the Audit Committee, we determine those matters that were of most
significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key
audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure
about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be
communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to
outweigh the public interest benefits of such communication.
 
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Cheong Ming Yik (practising
certificate number: P04626).
 
Ernst & Young
Certified Public Accountants
 
Hong Kong
25 March 2026
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